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平成10年度歯・口の健康つくり推進指定校連絡協議会

　　　学術論文集『新しい学校歯科健診』

いつまでも大切にしようね。

獣日本学校歯科医会
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お口の健康に奉仕するrモリタ」

私たち「モリタ」は常に「患者さんが望まれる治療」をテーマに追求し、痛みの少ない治療や、より美しい口元の再現、

良く噛める義歯製作、短時間で快適な診療ができる診療環境づくりなどを支援しています。世界規模のネットワー

クを通じて製品の開発や流通、各種情報を先生方に提供してお口の健康に携わる、歯科専門の企業グループです。

モF」v－」リグループ
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平成10年度歯・ロの健康に関する図画・ポスターコンクール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟
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　日本学校歯科医会では，次期世代を担う小学校・中学校の児童生徒に対して，口腔保健

に関する理解と認識を深めるためにr歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール』

を実施している。本年で22年になる。

　応募及び募集方法は，小学校1～3年生による図画，小学校4～6年生によるボス

ター，中学生によるポスターの3部門を設けて，各加盟団体から各部門1点ずつ日本学校

歯科医会宛送付して頂く。

　本年度は平成10年8月31日で応募を締あ切り，応募作品143点の中から，近岡善次郎画

伯（一水会会員）を中心とした審査委員による厳正な審査が行われ，後述のように小学生

12点，中学生6点の計18作品を最優秀とし，優秀賞125点を決定した。

　最優秀作品には，賞状と楯，各作品をテレホンカードにしたもの，優秀賞には賞状，応

募者全員には副賞として図書券が贈られた。

　応募された各学校・児童生徒はじめ審査に当たられた都道府県学校歯科医会あるいは歯

科医師会の審査委員の先生方に心から謝意を表します。

（本年度より，「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」と変わりました）



最優秀入選作品

1年佐々木大貴くん
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1年てらさきみやこさん

　3年真鍋有紀さん

2年竹林　　望さん 2年濱田知穂さん

3年　矢野亜由美さん



4年鈴木理紗さん
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5年　菊池　琴美さん

4年小玉千咲さん

賭・ぎぺ

5年津波古慎吾くん

6年小山由香利さん

6年濱地泰子さん
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　　1　　　フk　ネ　　さん

　　　　　　　　　青空、白い歯、

　　　　　　　　　たからもの

中学1年小田真弓さん

中学2年古屋明子さん

いつまでも大棚こしようねo

　中学2年直村　　愛さん

中学3年福井舞子さん
　　　　齊藤　亜紀さん

　　　　岸本　優作くん

　　　　藤元　紘樹くん

　　　　山本　佳久くん

　　　　　（合　作）

中学3年　岡本　牧子さん



総 評　　　　　　　　　審査委員　近岡　善次郎　　　　　　　　　　　　　　（一水会会員）

色がとても美しい。絵に動きがあり楽しさがあって，見る人の

目をうまく引きつける力があるとても良い絵です。

最優秀作品についての画評

年生 佐々木大貴くん（岩手県） 5年生　津波古慎吾くん（沖縄県）

筆の動きが強くて広々としたよい絵です。色 色の並べ方がうまく，明るいきれいな絵で
も明るくきれいです。 す。

年生 てらさき　みやこさん（山形県） 6年生　濱地　泰子さん（三重県）

大きくのびのびとかけてよい絵です。形もう 歯みがきを音楽に合せてうまい並べ方。色も
まくとれています。 きれいです。

年生 竹林　　望さん（岐阜県） 6年生　小山由香利さん（石川県）

大きくのびのびとした人物の姿がとてもうま 色の並べ方がとてもうまい。うさぎが画面を
くかけていて，画に動きが出て良い。 しめてすっきりしている。

年生 濱田　知穂さん（高知県） 中学校1年生　鈴木　裕美さん（宮城県）

人物の置き方がうまく，のびのびとした大き 画面が明るく色の並べ方がうまい。きもちの
さの出た絵です。 よい絵です。

年生 眞鍋　有紀さん（香川県） 中学校1年生　小田　真弓さん（鳥取県）

のびのびと大きくかけて力強い絵です。色も 構図のとり方がうまい。色もとてもきれい。
美しい。

年生 矢野亜由美さん（愛媛県） 中学校2年生　直村　　愛さん（東京都）

人物の並べ方うまい。のびのびとしたとても ポスターの特徴をうまく取り入れている。色
よい色と形です。 も良い。

年生 鈴木　理紗さん（埼玉県） 中学校2年生　古屋　明子さん（山梨県）

人物の並べ方がとてもうまい。そして絵に動 色の並べ方が上手です。気持ちの良いすっき
きが出て良かった。 りした絵です。

年生 小玉　千咲さん（神奈川県） 中学校3年生　岡本　牧子さん（和歌山県）

形のとり方がうまい。画に動きがあって大き 形のとり方，色の並べ方がうまい。絵に動き
くのびのびした絵です。 が出て素敵です。

年生 菊池　琴美さん（青森県） 中学校3年生　福井舞子さん・齊藤亜紀さん・岸本優作
くん・藤元紘樹くん・山本佳久くん（京
都府・合作）

色の並べ方，人物の並べ方，両方とてもうま 京都の方が描いた絵の感じが良く出ていま
く出来ています。 す。色も形も1二手です。

一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
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総応募数　143点

　★：最優秀入選作品　　無印：優秀賞入選作品

　　　最優秀賞18作品，優秀賞125作品
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書

社団法人日本学校歯科医会

会長　西連寺　愛　憲

　11月となり来年小学1年生になる子ども達の就学児健診の季節で会員各位におかれて

は，ご多忙のことと存じます。なお，秋の臨時健康診断はお済みでしょうか。本会では，

法で定あられた健康診断の他にも臨時健診を行い，年2回以上の健診を勧めておりますの

でご協力の程をお願いいたします。

　さて，日本学校歯科医会会誌は80号を迎えました。社団法人の承認を受ける前は，全国

学校歯科医大会（現在の全国学校歯科保健研究大会）の大会要項を兼ねて年1回の発行で

あったり，社団格を受けた後は年3～4回発行していたのですが，広報の一日学歯一が昭

和52年に創fl」されたのを受けて，年2回発行が定着したと記憶しております。本会に保存

されているバックナンバーを改めて見てみますと歴史を感じると同時に，先健の熱意が伝

わってくるようです。

　本会は近く創立70周年そして法人化30周年を迎えます。歴史的なこと，先提の足跡とご

功績等は，その節目の折に詳しく振り返りたいと存じます。

　本号は本年5月に開催されました平成10年度歯・口の健康っくり推進指定校連絡協議会

をはじめ学術研究論文，会員による座談会そして過般より加盟団体長各位にお願い申し上

げてご寄稿をいただきました都道府県学校歯科保健略史等，内容も豊富に多岐にわたって

お届けいたします。

　お目通しいただければ，会員の皆様方が日頃学校歯科医として活動される際の何らかの

参考になると存じますので，ご精読下さい。

　また，本誌をお読みいただく頃は本会の一大行事である第62回全国学校歯科保健研究大

会ならびに平成10年度学校歯科保健研究協議会の開催日前後です。学校歯科保健研究協議

会を大会と併催する初めての試みを，世界長寿地域を宣言された沖縄県で開催していただ

き，「長寿にっながる確かな健康観の育成をめざして．の副題の下に全国の学校歯科保健

関係者にご参集願って，シンポジウム，研究協議を行ないます。次の会誌第81号で，この

第62回大会をご報告申し上げる予定です。

　会誌に関わる雑感を述べ，巻頭言に代えさせていただきます。

日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月／　　7



日本学校歯科医会会誌 N、80・目次

　●グラビア　　’F成10年度歯・LIの健康に関する図画・ポスターコンクール……………　1

　●巻頭言　　　　　　　　N団法人口本学校歯楠矢会会長　西連寺愛憲……・………・・…　7

　●開催要項／日程・内容…………・……・・………………・・………・…・……・・……・…12

〈講義〉

　　　（錘D「学校における歯・口の健康つくりの進め方」－2年次への課題一　……14

　　　　　　●講獅　　文部省体育局学校健康教育課　　　教科調査官　戸田　芳雄

　　　趣）「児童生徒の歯口の健康課題」…・…・……………・・一…一…・…23

　　　　　　●講師　　明海大学歯学部口腔衛生学講座　　　　教　授　安井　利一一

〈実践発表〉

1．自分の健康をみつめ，実践する児童の育成　……・……・……・…35

　　　一健康な歯とロをめざして一

●福島県鮫川村立鮫川小学校教諭

　2．すすんで健康つくりに励む子の育成　・・

　　　　鈴木ゆかり

。…
　。…　。・・・・…　。・一…　。・・…　。・　40

一 セルフエスティームを高めることを通して一

　　　●東京都足立区立花畑西小学校教諭

　　　　　　　　　　　　　　養護教諭

　　　　　3．個性豊かで，

　　　　　　　一研究推進の概要一

　　　●福岡県北九州市、Z大里南小学校校長

宮内　正代
中村とも了・

思いやりと広い心を持つ児童の育成　……………45

前川　公一一

　　「改正後の学校歯科健康診断」　……・………・…・……………・…・・…50

●司会　口本学校歯科医会専務理事　　　　　　　　　　　森本　　基

新しい学校歯科健康診断について…………・……・…・

　　　　　●日本大学歯学部小児歯科学教室教授

新しい学校歯科健康診断（顎関節と咬合異常）……

　　　　　●日本学校歯科医会学術担当常務理事

歯の萌出の遅れについて・………………・・……………

　　　　　●日本大学歯科病院口腔外科

小学校歯科保健教育が児童に及ぼす影響……………

　　　　　●日本体育大学

　　　　　　日本体育大学教授

　　　　　　明海大学歯学部教授

・・
　一。・・・・・…　。・。・・・・・…　一一・一・・・・…　　64

　　　　　　　赤坂　守人

　　　・・・…　一・・。・。・・・・・・・・…　。・・…　。　75

　　　　　　　福井　初雄

…　　　　　　　…………………106

　　　　　　　松本　光彦

’°
　’°°’　　　　　　’’”°’°’°’”・・・・・・…　112

　　　　　　　渡邊　理人

　　　　　　　吉田螢一郎

　　　　　　　安井　利一

8　／日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月



寄稿論文………一……・…一一………・…………一一・……一・………・・120

高知県における学校歯科保健調査と今後の課題について……・・…………・…120

　　　　　●高知県歯科医師会学校保健部部長　　　　　　　高島　恭一

児童への咀囑に関する保健指導を歯科衛生士学生が試みた事例報告……128

　　　　　●日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校　　　　　　瀬戸　純子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳澤　嘉江
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金子真奈美
　　　　　　日本大学歯学部教授　　　　　　　　　　　　　赤坂　守人
　　　　　　東京都練馬区立北町西小学校校医　　　　　　　　中田　郁平

全日本よい歯の学校表彰一文部大臣賞を受けて一……・………・　　　　134

　　　　　●福島県三島町立三島小学校学校歯科医　　　　　栗城　昭吉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　校長　　　　　　星　　正弥

東京都公立学校における児童生徒の健康実態調査について……　　　　　137

　　一平成8年度東京都学校保健統計書より一

都道府県学校歯科保健略史（第4回） ．．．．。・・・・・・・… 　。・…　。・。・・。・・・・・…　。・141

●編集後記…………・…・…・……・………・…・・…・……………・・…………・……・……170

表紙は平成10年度図画・ポスターコンクール入選作品より東京都

調布市立第三中学校2年　直村　愛さんの作品です

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月／　9



⑬㊧㊨⑤⑤

10／日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月



・貫Eじ、、’←

西　t；

t「
Z
t

LN

．
．
亀

斗



0　趣　　　旨

　　歯及び口腔に関する保健教育並びに歯・口の健康つくり推進指定校の運営等にっいて協議を行

　い，学校歯科保健活動の充実を図る。

②　主　　　催

　　文部省，社団法人日本学校歯科医会

③　期　　　日

　　平成10年5月25日（月）

④　会　　　場

　　新歯科医師会館　1F大ホール

　　東京都千代田区九段北4－1－20

⑤　対　象　者

　　平成9・10年度歯・口の健康つくり推進指定校関係者（研究担当者，学校歯科医等）及び各都

　道府県・指定都市教育委員会等において歯科保健の指導を担当する者。

⑥　日　　　程
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開催要項■

⑦　内　　　容

　●　開　　会　　式

　●講義1　一学校における歯・口の健康っくりの進め方一．

　　　　　　　　　2年次への課題一

　　　　　　　　　　　　　　　講師　文部省体育局学校健康教育課教科調査官

　●講義2　一児童生徒の歯・口の健康課題

　　　　　　　　　　　　　　　講師明海大学歯学部教授

　実践発表及び研究協議

　●発　　表　　平成9・10年度歯・目の健康っくり推進指定校（3校）

　　　　　　　　　　　　　　　　・福島県鮫川村立鮫lll小学校教諭

　　　　　　　　　　　　　　　　・東京都足、’z区立花畑西小学校教諭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　養護教諭

　　　　　　　　　　　　　　　　・福岡県北九州市立大里南小学校校長

　●指導助言　　　　　　　　　文部省体育局学校健康教育課教科調査官

　　　　　　　　　　　　　　　社団法人日本学校歯科医会常務理事
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国はじめに

　現在子どもたちがかかえる，またもしかすると

将来抱えるであろう心身の健康課題というのは沢

山あります。その中で非常に判りやすくて具体的

で自分自身で課題を発見してそれを解決してい

き，それを自分の健康なライフスタイルづくりに

持っていけるのが歯科保健です。生涯健康で安全

な生活を送る基礎を培うたあ，心身の健康つくり

に向かって歯・口の健康っくりの視点からどの様

にアプローチしていったらよいのか。我々が今ま

でやって来た活動，指導，家庭や地域との連携が

このままの姿でいいのだろうか，一度振り返って

いただくことは非常に有効だろうと思います。

　歯みがきだけでいいのだろうか，というご質問

もありましたが，歯みがきの指導を大事にしなが

らももう少し心や身体の総合的な健康っくりとい

う視点にシフト出来ないだろうかと思います。つ

まり，歯・口に対する指導は良く行われているけ

れども他の活動はどうなっていたのだろうか，と
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いうことも改めて考え直して，健康教育に関する

総合的な研究校という認識で2年次はお願いした

いと考えております。

　保健体育，理科，家庭科など健康に関連のある

教科があります。そういうものがきちんと学習と

して成り立っているのかどうか。学級活動にっい

てどうなのだろうか，学校行事はマンネリ化はし

ていないだろうか，それらを総合的に考えていく

と私たちの学校はどうなっているのだろうか。

　また，学校保健委員会は，本当に家庭や地域の

子どもたちの歯・口の健康つくりに役立っている

かどうか，役立っていないとすればその原因は何

であろうか，ということを改めて考える必要があ

ります。学校保健委員会等で問題になるのは，そ

の構成メンバー，全体の人数によっては大変仰々

しく，形式的になってしまうことです。重点をし

ぼって話し合う事が重要です。話し合うことが自

分たちの学校の活動，学級活動，児童会活動等に

生かされていく。PTAの研修会，広報活動等に

生かされていくことになります。地域のいろいろ



な関係団体の代表も出ているが，その活動の一こ

まとして歯・口腔の健康にっいての話し合いをも

とに展開される仕組みになっているかどうかを考

えてみましょう。

　例えば，活動の例として家庭での親子歯みがき

などが推進されます。では，具体的にどうしたら

よいか，学校歯科医の支援を得て講話などで意識

を高めてから実施したり，ブラッシング指導を受

けるなど，色々な方法があると思います。

　自分の学校にっいて反省をし，評価をして行く

ことが2年次の冒頭に当たって必要なことだと思

います。

　児童生徒の健康状況など　　後半に掲載して

あるのは平成9年度の文部省学校保健統計の調査

結果をまとめたものです。平成9年度は永久歯の

むし歯の被患者率が高等学校でも90パーセントを

きったという画期的な年だったと思います。しか

し，歯肉炎や色々な問題が健康課題として指摘さ

れています。特に12歳のDMF指数については平

成7年に初めて4を割ってから非常に川頁調に低下

を続けておりまして平成9年度は3．34ということ

です。2000年に達したときの，12歳は現在の5年

生が成長していくので，5年生の歯・口の状態を

チェックをしてみるのも一っのポイントになると

思います。

　むし歯は減っているとは言いながらやはり学校

における疾病のトップになっているので，より一

層予防に努めなければいけない，ということにな

ります。歯・口の健康っくり指定校はまずミクロ

的にみるとむし歯予防が必要だと思います。それ

からむし歯だけでなく歯肉炎予防，咀囎などの口

腔機能の健全な発達と幅をだんだん広げて行く。

そのことは，実は食生活，おやつの摂り方とか，

食事の摂り方などの内容に関わってきますし，運

動なども含あて日頃から心身の健康つくりに努め

ることとがかかわってきます。

　したがって自分の学校では歯みがきはうまく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　講　義■

いっている，ということであれば次の課題は子ど

もの実態，」乙どもの姿から引き出していっていた

だきたい。ステップバイステップで，先生方も是

非子どもたちの健康の課題というものを発見し

て，解決していくという方向でお願いしたいと

思っています。課題の発見，課題の解決というの

は了どもたちだけでなく，先生たち自身の方向で

もあります。具体的には以下の各項目にまとめら

れます。

回　　　研究推進のための基本的な視点
　　　を再度確認する

　年度の初めに研究事業，全体の研究活動など再

度確認をしていただきたい。

　¢　学校教育目標の具現化を図り，歯・口の健

　　康つくりを中心として心身共に健康な児童の

　　育成を図る。

　②　学校での歯・口の健康つくりの意義や目標

　　にっいて，教職員の共通理解を図り，全職員

　　で指導に当たる。

　⑧学習指導要領，小学校歯の保健指導の手引

　　き（改訂版）に沿って教育活動全体を通して

　　推進する。

　互　実践は，学校・家庭・地域の連携を基本と

　　し，学校間の交流も考慮する。

　⑤　学校の規模，研究内容に応じて機能的な研

　　究体制を整備する。

回計画に基づいて具体的な実践に

　　　力を入れる

（1＞歯・ロの健康つくりの内容を教育課程に位置

　づけ，学校保健計画及び学級活動指導計画など

　関連する計画を実践を通して改善する。

　こ実践を通して歯・口の健康つくりに関連する

　　指導内容及び機会の整理

　　・体育・保健体育での学習（疾病の予防等）

　　・学級活動，児童会活動及び学校行事等の特

　　　別活動での指導
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　　・課外指導や個別（グループ）指導

　O学校歯科医の助言や指導・支援を要請する。

　↓保健主事，養護教諭を中心に，関係教職員と

　　連携する。

　こ養護教諭，学校栄養職員等の専門性を生かし

　　た指導（協力授業等）の推進

（2｝家庭，地域社会との連携及び学校間の交流等

　を促進する。

　こ開かれた学校っくりの一層の推進

　こ｝鮫保健委員会の構成議題の工夫や運営の

　　活性化

　、、幼稚園・保育園・中学校等との活動の交流

　こ地域社会の健康関連行事への積極的な参加，

　　関連機関・団体等との連携

（3）実践を具体化し，結果について評価するとと

　もに，計画等の改善を行う。

　こ計画を元に，課題解決に取り組む

実態の

把握
⇒
重点の

⇒
計画の

作成
⇒

　こ研究の成果と評価

　C学校歯科医，家庭，地域社会との連携状況の

　　評価

（3）歯・ロの健康つくりにかかわる学習環境等の

　評価

　二掲示物の内容と時期

　こ洗口場等の整備，活用の工夫

回おわりに

　こ歯・日の健康を入り口に「生きる力　をはぐ

　　くむために

　　　問題を解決する能力，これは一生きるカー

　　の重要な柱の一っです。更にお互いに教え

　　合ったり，ペアで磨いたあとを観察しあう等

　　様々な協力活動を通じてお互いの思いやり，

　　優しさ，健康に対する畏敬の念を育み，広い

　　心を育てていくことが，たくましく生きるこ

隔コ⇒1　　・
実践の

評価
⇒
計画・方法

等の改善

小　　　　　　　　　　1

回　　　研究全体の成果を評価し，指定
　　　終了後も継続できる内容・方法

　　　等について整理する

（1）指導の評価

　ご指導計画の評価

　f一指導方法や過程等の評価

　ご指導の成果の評価

　　・児童生徒の意識行動の変容

　　・保護者（及び地域の人々）の意識，行動の

　　　変容

　　・う歯等の状況その他

（2）研究体制，過程（手順）等の評価

　C研究体制と各組織の活動の評価

　こ研究の計画及び過程（手順）等の評価

とに基本的に繋がって行くわけです。

　もちろん，健康や体力は　生きる力　その

ものでもあります。このように歯・口の健康

つくりは直接一生きる力．を育むことにっな

がっていきます。

　まとめとして，次のようなことを念頭に置

いて今年度の実践をお願いしたいと考えてい

ます。

・ 受け身から自立を促す指導へ

・歯・口から心や身体のトータルな健康の理

　解と自己管理能力の育成を

・一人から，皆で分担し，協力する方向へ

　養護教諭，学校歯科医がサポーターになっ

　て学級担任が主役になるような活動をして

　ほしいと思います。
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資料編 学校保健統計からみた
児童生徒の健康状態（平成9年度・文部省）

1　疾病・異常の被患率等別状況

　疾病・異常の被患率等別状況にっいては表6の

通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表6

　疾病・異常を被患率等別にみると，いずれの学

校段階においても　むし歯（う歯）一が最も高

く，ついで　裸眼視力1．0未満の者一の順となっ

ている。

疾病・異常の被患率等

区　　　分 幼稚園 小学校 中　学校 寓等学校

90％以上
80％以上～90％未満

むし歯（う歯）　　1むし歯（う歯）　　　　　　　　　1

むし歯（う歯）

70～80’ むし歯（う歯）
1

60～70 裸眼視力1．味満の者

40～50 裸眼視力1．味満の者

20～30 裸眼視力1．味満の者 裸眼視力1．味満の者

10～20
鼻・副鼻腔疾患，そ
の他の歯疾患

その他の歯疾患

8～10 鼻・副鼻腔疾患 その他の歯疾患

6～8
鼻・・副鼻腔疾患

1～10
2～4

鼻・副鼻腔疾患，口
腔1咽喉頭疾患・異常，

その他の疾病・異常

色覚異常，その他眼
疾患・異常，耳疾患
口腔咽喉頭疾患・異
常，寄生虫卵保有者，

肥満傾向，心電図異
常，その他疾病・異常

その他の眼疾患・異
常，蛋白検出の者，

心電図異常

1

その他の眼疾患・異
常，心電図異常，そ
の他の疾病・異常

1

1～2

その他の眼疾患・異
常，耳疾患その他
の歯疾患，寄生虫卵
保有者

ぜん息　　　　　　1

向，ぜん息，その他
の疾病・異常

耳疾患，口腔咽喉頭i蛋白検出の者，肥満
疾患・異常，肥満傾1傾向　　　　　　　　　1

0．5～　　1

肥満傾向，ぜん息 難聴，口腔の疾病・

異常，蛋白検出の者
難聴，口腔の疾病・

異常，せき柱・胸郭
異常，心臓の疾病・

異常

難聴，耳疾患，口腔
咽喉頭疾患・異常，
口腔の疾病・異常，

心臓の疾病・異常，

ぜん息

0．1～1

0．1～0．5

伝染性眼疾患，口腔
の疾病・異常，蛋白
検出者，せき柱・胸
郭異常，伝染性皮膚
疾患，心臓の疾病・
異常，言語障害

伝染性眼疾患，せき
柱・胸郭異常，心臓
の疾病・異常，腎臓
疾患

伝染性眼疾患，尿糖

検出の者，栄養不
良，腎臓疾患

尿糖検出の者，栄養
不良，せき柱・胸郭
異常，肝臓疾患

0．1％未満

栄養不良，腎臓疾患，

寄生虫病

結核，尿糖検出の者，

栄養不良，伝染性皮
膚疾患，寄生虫病，

言語障害

結核，伝染性皮膚疾
患，寄生虫病，言語
障害

伝染性眼疾患，結核，

伝染性皮膚疾患，寄
生虫病，言語障害

（注）1　「その他の眼疾患・異常．とは，疑似トラコーマ，麦粒腫（ものもらい），眼炎，斜視，片目失明等である。

2　「その他の歯疾患」とは，歯周疾患，不正咬合（ふせいこうこう），斑状歯（はんじょうし

である。

3　「心電図異常一とは，心電図検査の結果異常と判定された者である。

4　「その他の疾病・異常一とは，いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

），要注意乳歯等のある者等
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2　主な疾病・異常等の推移

　疾病・異常等のうち主なものにっいて，その推

移をみると表7のとおりである。

表7　主な疾病・異常の推移
（％）

ぜ

　
ん
息

肥

満
傾
向

保
有
者
寄
生
虫
卵

の　
　
　
者
蛋
白
検
出

（う　
　
歯
）
む
し
歯

O
O

疾
患
・
異
常
口
腔
咽
喉
頭

疾　
　
　
患
鼻
・
副
鼻
腔

耳

疾

患

未
満
の
者
裸
眼
視
力
P

分
区

度

平

度
度
年
年
2
5
6
7
8
9
6
和
成
昭
平

度
度
年
年
2
5
6
7
8
9
6
和
成
昭
平

履

鞭
翻
6
7
8
9

幼

　
稚
　
園

小
　
学
　
校

中
　
学
　
校

高
等
学
校

（注）小数点以下第2位を四捨五入している。以ドの表において同じ。
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3　裸眼視力1．0未満（表8，図5）

①平成9年度の一裸眼視力1．0未満の者の

　割合は，幼稚園23．1％，小学校26．3％，中学

　校49．7％，高等学校63．2％となっており，中

　学校を除く各学校段階において前年度より上

　昇している。

　　なお，小学校及び高等学校において，その

　割合は過去最高になっている。

2　0．3未満の者一の占める割合を年齢別にみ

　ると，年齢が進むにつれて高くなっている。

表8　裸眼視力1．0未満の者の推移 （％）

区　　鈴
昭和621 報51 6i 7 i8 1 9

幼
計 23．1 20．6 23．8 26．8 21．4

　一

23．1

1．0未満q7以上 16．］ 15．0 17．6 18．0 15．4 16．1

稚
α7未満0．3以上 6．4 5．1 5．8 8．1 5．6 6．5

園
0．3未満 0．6 0．5 0．4 0．7 0．5 0．5

小 計 19．5 23．8 24．7 25．4 25．8 26．3

学
唾．0未満0．7以上

0．7未満0．3以上

8．7

6．9

9．4

8．8

9．7

9．1

10．2

9．4

10．3

9．6

10．5

9．8

校
0．3未満 4．0 5．5 5．9 5．8 5．8 6．0

中 計 38．4 47．3 48．8 49．1 49．8 49．7

学
1．0未満0．7以上

0．7未満0．3以上

10．2

13．1

10．9

15．9

11．2

16．0

11．7

16．6

12．0

16．6

11．4

16．6

校
0．3未満 15．2 20．4 21．6 20．8 21．2 21．7

高 計 53．4 61．9 62．3 61．8 62．7 63．2

等 1．0未満0．7以上 10．5 11．2 10．7 ／1．3 11．9 11．7

学 0．7未満0．3以上 15．7 17．2 17．1 17．2 17．0 17．3

校
0．3未満 27．3 33．5 34．5 33．4 33．8 34．2

（1D訓欄の数値と内訳の合，1の数値とは．四捨7Tぺしているため

　　がある。

（％）

100．0

90．0

80．0

70．0

60．0

50．0

40．0

30．0

20．0

10．0

　0．0

致しない場合

1．O未満0．7以1：

0．7未満0．3以卜

567891011121314151617（歳）
　　図5　年齢別裸眼視力1．0未満の者の割合
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4鼻・副鼻腔疾患（表7）

　平成9年度の　鼻・副鼻腔疾患　（蓄のう症，ア

レルギー性鼻炎等）の被患率は，幼稚園2，7％，

小学校10．0％，中学校8．9％，高等学校6．5％と

なっており，中学校及び高等学校において前年度

より上昇している。

5　むし歯（う歯）（表9，図6）

工　平成9年度の　むし歯一の被患率（処置完

　了者を含む，以下同じ。）は，幼稚園71．2

　％，小学校84．7％，中学校83．　7％，高等学校

　89．4％となっており，各学校段階において前

　年度より低下している。

②　一むし歯一の被患率の推移をみると，30年

　前（昭和42年度）には各学校段階で約9割と

　なっており上昇傾向にあったが，この数年間

　においては低下傾向にある。

⑤　　むし歯一の被患率を年齢別にみると，5

　歳，6歳を除く各年齢で80％を超えており，

　17歳が90．7％と最も高くっている。また，処

　置完了者の割合は，10歳以降未処置歯のある

　者の割合を上回っている。

表9　むし歯（う歯）の処置完了者等の割合
（％）

区　　　分 昭和42i 521 62 擁51 6 け ｝8
i
9
‘

幼 計 92．6 88．4 80．9 75．7 77．0 747 73．7 71．2

稚 処置完了者 5．7 9．2 24．9 28．0 28．2 27．8 28．0 27．7

園 未処置歯のある者 87．0 79．2 56．1 47．7 48．8 46．9 45．7 43．5

小 計 92．0 93．7 91．1 88．4 88．0 87．3 85．7 84．7

学 処置完了者 1　9．8 15．3 34．8 38．3 39．3 40．6 41．1 40．9

校 未処置歯のある者 1822 78．5 56．3 50．1 48．7 46．T 44．7 43．8

中 計 87．4 93．5 91．4 87．8 87．7 86．6 848 83．7

学 処置完了者 20．5 29．4 41．5 42．2 42．5 46．2 46．1 45．8

校 未処置歯のある者 66．9 64．0 49．9 45．6 45．3 40．4 38．6 37．9

高 計 89．0 94．6 94．3 91．3 92．0 90．6 90．1 89．4

等
学 処置完了者

23．1 29．3 44．7 46．6 47．5 48．7 50．6 50．1

校 1 未処置歯のある者i 66．0 65．3 49．6 447 44．5 41．9 39．5 39．3

（li）計欄の数値と内訳の合計の数仙とは，四捨／il入しているため　致しない場合がある。
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（％）

100．0

90．0

80．0

70．0

60．0

50．0

40．0

30．0

20．0

10．0

　0．0

ぐ一むし歯（う歯）の被患

←処置完r者

←未処置歯のある者

5　　6　　7　　8　　9　　10　11　12　　13　　14　　15　16　17（歳）

　　　図6　年齢別　むし歯（う歯）の処置完了者等の割合

6　12歳の永久歯の一人当たり平均
　　　むし歯（う歯）等数（表10）

　12歳の永久歯の・人当たり平均むし歯等（喪失　　　んど変化がないが，むし歯数は減少傾向にあ

歯及びむし歯）数をみると，一喪失歯数一はほと　　　る。

　　　　　　　　　　　　表1012歳の永久歯の一人当たり平均むし歯（う歯）等数　　　　　　（本）

区　分　｝ 昭和62i 平成5｝ 61 71 8i 9

計 4．51 4．09 4．00 3．72 3．51 3．34

喪　失　歯　数 0．04 0．04 0．04 0．05 0．04 0．04

1　　計
4．47 4．05 3．95 3．67 3．46 3．30

むし歯｝　　　処置歯数（う歯）

3．19 2．86 2．82 2．69 2．56 2．43

i
未
処
置
歯
数
1

1．28 1コ9 1．14 0．98 0．90 0．87

く注）計欄の数値と内訳の合刮の数仙とは，四捨五入しているため一・致しない場合がある。
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7　肥満傾向（表7，図7）

①平成9年度の一肥満傾向一の者（学校医か

　ら肥満傾向と判定された者）の割合は，幼稚

　園0．7％，小学校3．0％，中学校1．8％，高等

　学校1．4％となっており，小学校において前

　　　　　　　　　　　　（％）

　　　　　　　　　　　　5．0

4．0

3．0

2．0

1．0

0．0

　年度より上昇している。

②年齢別にみると，9歳から11歳において，

　3％を超えており，10歳が3．6％と最も高く

　なっている。また，10歳以降は年齢が進むに

　つれて低くなっている。

567891011121314151617（歳）
　　図7　年齢別　肥満傾向の者の割合

8　ぜん息（表7，図8）

①平成9年度の一ぜん息．の被患率は，幼稚

　園0．9％，小学校1．7％，中学校1．4％，高等

　学校0．9％となっており，小学校及び高等学

　　　　　　　　　　　　　　盟

校において，前年度より上昇している。

2．5

2．0

L5

1．0

0．5

O・0

5

②年齢別にみると，

　1％を超えており

　なっている。

67891011121314151617（歳）
図8　年齢別　ぜん息の者の割合
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・小学校保健指導の手引（改訂版）
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児童生徒の歯・il

の健康課題

●明海大学歯学部ロ腔衛生学講座教授

、 安　井　利　一・

1 はじめに一マクロの視点から

（1）歯・口の健康つくりと健康教育の目標

●健康という極めて抽象的な概念の理解とそ

の実践の困難性

●健康教育の題材としての歯科保健の価値

　学校における歯科保健活動は，教育活動の一・

環として実施され，児童生徒の生涯にわたる健

康っくりの基盤を形成し，心身ともに健全な国

民の育成を期す活動である。現在の我が国は，

少子高齢化社会の進行するなかで国家の在り方

も大きく変化せざるを得ない状況にあり，この

ような中で国の将来を託すことができ，逞しく

生きる国民の育成は，現在の我々の大きな責務

であろうと考える。21世紀を迎えての学校歯科

保健もその方向を1一歯科保健活動を通じての生

涯にわたる健康っくり　に確実に焦点を当てて

きている。　21世紀の学校歯科保健一につい

て，西連寺（日学歯会長）は「21世紀に生きる

児童生徒が歯・口腔の健康っくりを通して，主

体的に自らの健康を保持・増進できるようにす

るための歯科保健教育，歯科保健管理及び家

庭，地域社会との連携の在り方を探究してい

る一と述べている。学校における歯科保健活動

は，児竜生徒の健康つくりに対する芽生えを歯

・口腔を題材として支援していこうということ

であり，歯・口腔という児童生徒にとって理解

しやすい共通性に富んだ題材で教育活動を効果

的に実践してもらおうということなのである。

その手段として歯磨きの指導があったり，また

活動の結果としてむし歯被患率の低ド等がもた

らされてはくるであろうが，大切なことは歯科

保健活動を通じて，児童生徒に健康とは何か，

どのようにすれば健康の保持増進ができるかを

自ら考え，実践できる能力を開発支援すること

であると考える。この基本的な考え方は，文部

省　小学校　歯の保健指導の手引（改訂版）一

の第1章総説に示されている（図1）。

　健康の状態は，児童生徒個々に違いがあり，
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第1章 総 説

第1節　小学校における歯の保健指導の意義

　健康，安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い，心身の調和的発達を図ることは，小学校教育

の重要な目標である。小学校における保健指導は，この目標にそって，健康な生活を営むために必要

な事柄を体得させ，積極的に健康を保持増進できる態度や習慣を身に付け，生涯を通じて健康で安全

な生活を送るための基礎を培うことをねらいとしている。歯の保健指導は，このような保健指導の重

要な内容として行われるものである。

　近年，国民生活の向上に伴い，児童の体格は著しく向上したが，反面，肥満，近視などが増加して

いるとともに，依然としてむし歯の被患率が高い傾向にある。加えて歯肉の病気が注目されるなど社

会的にも歯や歯肉の病気の予防が強く望まれている。このような疾病・異常の増加の背景には，生活　i

環境や国民の生活様式などの様々な問題が関連している。このような問題を解決していくためには，

健康の保持増進に関する知識の習得のみならず，児童が自分の健康状態に関心を持ち，病気の予防や　1

健康な生活の実践に必要な事柄を体得するとともに，生活環境や生活様式の変化に応じて常に健康に

適した生活を実践できるように計画的で，継続的な指導を行うことが必要である。

　歯の保健指導についても，このような考え方に立って，児童一人一人が自分の歯や口の健康状態に

関心を持ち，歯や口の健康上の問題を自分で考え，処理できるような態度や習慣を身に付けることが

できるようにするものでなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　このような歯の保健指導の重要性にかんがみ，文部省においては，昭和48年2月一小学校保健指導

の手びき．，昭和53年7月一小学校歯の保健指導の手引、を作成し，その進め方について指針を示し，

また，昭和53年度以降一むし歯予防推進指定校」を設け，歯の保健指導の充実発展に努めてきたとこ

ろである。

　さらに，平成元年の学習指導要領の改訂に当たっては，総則第1の3に「生涯を通じて健康で安全

な生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない一を新たに加え，健康の保持増進に

関する指導の重要性を強調するとともに，学校生活のみならずそれ以外の日常生活において実践が促　1

されるよう指導の徹底を図ることを強く求めている。特に，むし歯は児童のほとんどが保有し，ま

た，高学年の児童には歯肉の病気が増加していると指摘されていることから，これらの予防のたあの

指導の充実を図ることは，当面する小学校における保健指導の重要な課題の一つであるといわなけれ

ばならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校　歯の保健指導の手引

図1　歯の保健指導の意義

健康を保持・増進する方法の量と質も限りなく

多い。e自分にとっては健康とはどのような状

態なのか．，「健康とは一体何か．あるいは一健

康であることの価値は何か」等を考え，その答

えを模索し，自ら得た方法論を実践し，その結

果を評価する目を持ち，さらには友人の健康や

家族の健康等を考えたり比較したりしてみるこ

とは，すなわちr生きるカーなのである。平成

9年9月の保健体育審議会答申一生涯にわたる

心身の健康の保持増進のための今後の健康に関

する教育及びスポーツの振興の在り方につい

て一の中にみられる「健康教育が目指すこと一
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〔健康教育が目指すこと〕平成9年9月　保健体育審議会答申一部抜粋

　健康教育の目標は，時代を超えて変わらない健康課題や日々生起する健康課題に対して，一人一人

がよりよく解決していく能力や資質を身に付け，生涯を通して健康で安全な生活を送ることができる

ようにすることである。

　このたあにも，健康教育においては，単に知識を習得するためだけに行われるものではなく，自分

自身の心と体を大切にし，高めることが大切であるという内面に根ざした人としての価値観を身に付

け，知識を実践に生かす態度の育成を重視する必要がある。こうした健康教育の目標を達成するた

め，①興味・関心（健康課題に気付くとともに，興味・関心を持つ。），②知識・理解（健康について

の知識を身に付け，理解する。），③思考力・判断力（健康課題をよりよく解決するために考え，判断

できる。），④意志決定・行動（健康課題を解決するため，意志決定をし，行動できる。），⑤認識（健

康の価値を認識する。），⑥評価（①～⑤について自分自身で評価できる。）を児童生徒の発達段階に

応じて身に付けることを重視して進める必要があり，また，このようなr健康の価値を認識し，自ら

課題を見付け，健康に関する知識を理解し，主体的に考え，判断し，行動し，よりよく課題を解決す

る」という過程そのものが〔生きる力〕を身に付けることにもっながるものと考える。（後略）

　をみてもこのことが理解できよう。

　　健康の概念は極めて難しい。健康科学として

　一っの学問体系ができるほどである。少なくと

　も、自分自身に対する観察力、自分を取り巻く

　環境の理解と評価，そして病因の理解がなされ

　る必要がある。児童生徒が健康を考えるという

　ことは，人間を考えること，あるいは人生を考

　えることに匹敵する学習になるはずである。こ

　のように価値のある題材であるが故に，児童生

　徒が容易に理解し判断できる対象を精選しなけ

　ればならない。容易に理解でき判断できる対象

　とは，実践的な学習対象であるか否かというこ

　とでもある。難しい事柄をやさしく理解しても

　らうための題材として，歯科保健ほどの優れた

　教材はないと信じている。

（2）健康課題の発見と解決そして行動

●児童生徒に発見できる課題とは

●ヘルス・プロモーションの理念

健康つくりの概念で，これまでの考え方と大

きく異なることは健康は他人につくってあげ

られるものではない：ということである。他人

にできることは，「私は健康になりたい」と希

望している人に対して，どのような支援ができ

るかを考えることである。実際には，健康行動

とか保健行動と言われるように，健康つくりに

は実践行動が大切であることは言うまでもない

が，たとえば子どもたちが歯を磨いているとき

に，内面にどのような要素があって「歯磨き」

行動が生まれてきているのかが重要であるとい

うことになる。

　さらに，健康は目的ではなく手段であるとい

うことも認識すべき大切な事項である。手段で

あるからこそ，自分が健康になっていくその過

程の理解が重要な意味をもってくる。

　自分自身が望ましいと考える生活や，自分は

b こうありたい」と願う人生があり，その達成

のためには健康が必要不可欠なのだ，という基

本的理念を樹立する必要がある。すなわち，健

康は自己実現のための要素であることがわか

る。そこで，健康になっていく過程の理解を考

えてみると，歯・口の課題は「目で確認でき

る、だけに強いインパクトを与えることが可能

になる。次のような例をみてみよう。
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（1）乳歯から永久歯へ交換すること

　　乳歯がむし歯である場合，すなわち病気がそ

　こにあって，次に交換期になり病気でない新し

　い生命としての永久歯がそこに誕生してくる現

　象を確認することができる。身体の中で，このよ

　うな現象を確認できる所が他にあるだろうか。

（2）歯の汚れは見えること

　　F”帰宅したら手を洗う∫帰宅したら漱をす

　る、ということは，親からもよく注意される事

　項である。もし子どもが「どうしてするの一と

　質問すれば，親は一バイ菌をとるたあだ一と答

　えるであろう。しかし，子どもは手や漱をした

　水の中にバイ菌を見ることはできない。子ども

　にとって見ることのできないものを理解するこ

　とは至難の業である。一方，染め出しをすれば

　プラークは見ることができ，かっブラッシング

　によって除去できることも確認できる。あるい

　は，ブクブク漱によって透明であった水が白く

　濁ることも，見て確認することができる。

　　この例のように，1一見えないもの」を1見え

　る一ようにすることで，初めて子どもは自分の

　している行動が理解できるようになる。このよ

　うな理解は，次に，直接目で見ることのできな

　かった「手のバイ菌　や一喉のバイ菌」へも理

　解ができるようになる。

　　すなわち，健康行動に内面的要素が加味され

　たのである。

　　次に，最近よく提唱されているヘルス・プロ

　モーションと学校歯科保健にっいて考えてみた

　い。ヘルス・プロモーションは1986年にカナダ

　のオタワで採択された，先進工業国における健

　康観である。ヘルス・プロモーションは一人々

　が自らの健康をコントロールし，改善できるよ

　うにするプロセスである。身体的，精神的，社

　会的に完全に良好な状態に到達するためには，

　個人や集団が望みを確認・実現し，ニーズを満

　たし，環境を改善し，環境に対処することがで

　きなければならない。それ故，健康は，生きる
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　目的ではなく，毎日の生活の資源である。健康

　は，身体的な能力であると同時に，社会的・個

　人的資源であることを強調する積極的な概念な

　のである。それ故，ヘルス・プロモーション

　は，保健部門だけの責任にとどまらず，健康な

　ライフスタイルをこえて，well－beingにもか

　かわるのである。一というように定義されてい

　る。戸田（文部省）は，Fこのような健康観を

　子供たちにはぐくみ，発育発達等に応じて具現

　化することが，確かな健康観の育成と言えるの

　ではないか。一と述べている。さらに，大切な

　ことはヘルス・プロモーションにおいての活動

　では，①健康的な公共政策づくり，②健康を支

　援する環境づくり，③地域活動の強化，④個人

　技術の開発、⑤ヘルスサービスの方向転換があ

　げられていることである。これを学校歯科保健

　活動に当てはめてみれば，学校保健計画での確

　かな歯科保健の位置づけ，歯科保健活動を支援

　する環境づくり，学校歯科保健活動の強化，個

　人の歯科保健に対する行動の変容等が重要に

　なってくることがわかる。行動変容のレベルに

　は条件づけ，意味づけ，あるいは理由づけ等の

　技法があるが，いずれにしても目的とする行動

　に対して価値を見いだす必要がある。ヘルス・

　プロモーションにおいてよく言われることであ

　るが，一学ぶこと以上に，教えることに重点が

　おかれ，行動の変容が必要だとされる児童生徒

　に対して，同意を取り付けたいと願ったり，あ

　るいは行動変容に対してある種目の約束や契約

　を取りっけようとする一ことは避けなければな

　らない。

（3）健康課題と学校・家庭・地域の連携

●感染症から生活習慣病へのシフト

●学校から正しい知識を広ある

　我が国の現在の健康問題は，感染症の時代か

ら生活習慣病の時代へと変遷して，長期にわた

る自己管理が必要になってきたことである。し



かし，何事も変化が早ければ，感覚的に理解し

やすいのであるが，変化がゆっくりと行われる

場合には理解することが困難になる。生活習慣

病の予防が困難なのは，病気への変化がゆっく

りで確認する（自覚する）ことが極めて難しい

からなのである。高血圧症，糖尿病，動脈硬化

症，高コレステロール血症などは，自分自身が

このような病気の途上にあるなどということ

は，まず認識することはできないであろう。だ

からこそ，予防も難しいのである。しかし，む

し歯の途上にあるCOも，歯周疾患の途上にあ

るGOも，子どもに十分な観察力が養われてい

れば一見る一ことができる。っまりは，理解す

ることができるのである。これが生活習慣病が

課題となっている現代において，歯科保健の有

用性が一段と強調される所以なのである。

　このような理解に基づいて実行される健康行

動こそ，長期にわたって継続され，自己管理に

っながる行動に育っていくものと考えられる。

あとは，その実践を支援する環境づくりであ

る。子どもの内面的要因を基盤として発生して

きている実践行動を支援するためには，家庭や

地域社会の支援がなくてはならないものであ

　　　　　　　　　　　　　　　　　講義■

る。正しい知識を学校から，家庭へ，そして地

域へ広め，正しい情報の発信源になってもらい

たいものである。

2 児童生徒の歯・ロの状況を考える

（1＞歯・口の疾病

●平成9年度学校保健統計調査結果からみえ

　ること

　平成9年度学校保健統計調査の結果では，初

めて高等学校でむし歯の被患率が90％を切っ

た。被患率はむし歯の経験のある者の率という

意味であるから，被患率の低下は，まったくむ

し歯のない子どもが増加してきているというこ

とと同じであり，すばらしいことである。ま

た，図2には昭和59年度からの年度別12歳児の

DMFT指数（一人平均DMF歯数）を示し

た。WHOの西暦2000年の歯科保健目標の一つ

である”12歳における一人平均DMF歯数を3

本以下に」は有名であり，各国とも目標達成に

努力しているが，学校保健統計調査では，平成

8年が3．51本であり，平成9年が3．34本であっ

DMFr（本）
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　た。このまま，減少傾向は続いていくものと推

　察されている。

（2）歯・口の機能

●平成7年度より改正された健康診断の意義

　から

疾病志向から健康志向へ

　う蝕・歯肉炎という状態（現症）にこだわ

　らない

　平成7年度から学校保健法施行規則の一部改

正により図3に示すように健康診断票も新たな

ものになった。学校という場で実施される健康

診断にっいての基本的な考え方を理解しておく

必要がある。

①学校における健康診断は，詳細な臨床検査

　等を基として，確定診断を行うものではな

　く，疑いのある者あるいは問題のある者を選

　びだすスクリーニングである。さらに，疑い

　のある者をできるだけ多く見っけ出すことだ

　けに主眼を置かずに，将来にわたって健康上

　の問題が危惧される所見あるいはその所有者

　について有効なスクリーニングを実施する必

　要がある。

②健康診断は，心身の発育発達途一Lにある児

　童生徒等のある一時的な健康状態を把握する

　ものであり，健康診断のみですべての健康課

　題を判断することは困難な場合もある。した

　がって，健康診断に先駆けて保健調査を実施

　するなどして，事前に学校や家庭等での健康

　問題を掌握しておく必要もある。

③健康診断は，健康問題に関する重要な実態

　調査であるが，健康上の問題を発見するだけ

　ではなく，見出された問題に対して，どのよ

　うに管理し，あるいはどのような指導を実施

　するのかという事後の展開が必要である。す

　なわち，健康診断は学校保健活動全体の流れ

　が定まっていて初めてその有効性が出るもの

　と考えられる。

28／日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月

　すなわち，スクリーニングとは「ふるい分

け一のことであり，その一ふるい（節）一の目

の大きさを変化させることで，健康診断で引っ

掛かってくる人が異なるということである。今

回の改正では，引っ掛かる人のグループを，問

題のないグループ，要観察・要指導のグルー

プ，そして治療・精密検査の必要なグループと

いうようにふるい分けをしていると考えればよ

い。したがって，そのグループそれぞれに事後

措置の方法を構築しておく必要がある。最大の

特徴は，要観察・要指導のグループであり，C

OやGOに代表されているが，歯列・咬合・顎

関節や歯肉の状態などの健診にもこの概念が導

入されている。これが，いわゆる疾病志向から

健康志向へという概念の実態を形成している。

児童生徒の将来を踏まえ，健康に関して問題を

起こさないよう配慮することである。その意味

では，疾病であるう蝕や歯肉炎という疾病状況

だけに目を奪われることなく，児童生徒各々が

どのような健康レベルに位置しているかを考え

るべきであろう。

3 児童生徒の歯・ロに関する課題

（1）学校・家庭・地域の有機的連携の必要性

●乳歯う蝕と永久歯う蝕

　　乳歯う蝕と永久歯う蝕の関係は大きい。

乳歯う蝕の多い子どもは，永久歯う蝕も多

　くなる。う蝕は不可逆的な疾患であり，発

生時期に年齢特性があり，成育環境に影響

　される。児童生徒に歯・口の課題をより有

効に学習してもらうための連携も必要。

●う蝕の発生状況（年齢・歯種）

　　う蝕と歯肉炎の発生状況はほぼ同じであ

　る。6歳ごろから被患率が急激に増加する

　児童生徒の健康課題を考えると，学校保健

　計画への位置づけが重要である。
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　図4と図5を比較してほしい。永久歯むし歯

も歯肉炎も小学校低学年から著しく増加してい

ることがわかる。すなわち小学校1年生から好

発時期になっているということであり，保健学

習の行われる小学校6年生では，既に結果が出

てしまっているということである。ここに，学

校歯科保健活動における保健指導の重要性があ

るが，また，同時に低学年であるが故に知的理

解に裏打ちされた保健行動を生み出す困難性が

生じてくる。しかし，疾病発生率の高い時期

は，その疾病を健康課題として認識しやすいこ

と，あるいは疾病抑制効果は高くなることなど

の利点も有している。健康に対する知的理解が

低い低学年においては，特に実践力の高い保健

指導を行うべきである。学級活動・ホームルー

ム活動を主体としてその他の活動との有機的協

調を図るべきである。ただし，保健指導で重要

な自己認識については，幸いなことに学校保健

法の規定により1年生から保健管理での歯科検

診が実施されていることから，その検診結果で

ある他者評価を踏まえてのフィードバックが必

要であろう（図6）。
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30／日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月



講　義■

80

70

60

50

死　40

30

20

10

0

5歳　6歳　7歳　8歳　9歳　10歳11歳　12歳13歳14歳　15歳16歳17歳18歳19歳20歳

＋男子　一［ト女子

図5　歯肉炎の状況（男女別被患率）

保健指導

保健管理

　↓

自己評価

　他者評価

　　　↑

フィード
バック

図6　保健指導と保健管理の関係

　さらに，図7を見ると，6年生（12歳）で永

久歯のむし歯が3本以下であった児童と6年生

で永久歯のむし歯が5本以上あった児童とで

は，既に乳歯のむし歯の数が極端に異なってい

ることに気がっくはずである。例えば，6年生

で永久歯のむし歯が3本以下の児童は3歳での

乳歯のむし歯は2本以下であるが，6年生で永

久歯のむし歯が5本以上の児童では3歳での乳

歯のむし歯は13本以上を示しているのである。

学校・家庭・地域の有機的連携の必要性が理解

できるであろう。
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図7　12歳児DMFT　3以下とDMFT　5以上を示す児童乳歯・永久歯鯖蝕経験

（2）疾病志向から健康志向への健康教育

●実践の場を考える

　　学級活動（ホームルーム活動）を主体として，体験学習により一学ぶ一展開で問題発見，解決に

寄与する態度や習慣を養う。児童生徒が結果について判断でき，評価でき，理解できる内容を考え

　る必要がある。

●獲得要素を考える

　知識＝＝わかる，知る

行動＝できる

意欲＝感じる

　疾病志向から健康志向への健康教育の主眼を

図8に示した。実践・活動の場としては学校・

家庭・地域の三者の連携を考えなければならな

い。児童生徒の健康観は，学校・家庭・地域の

三っの輪の重なりの部分と考えれば理解しやす

い。三者の重なりが協調性を示している。この

活動の場である学校・家庭・地域では歯科保健

においては体験学習を有効に利用することが望
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ましい。例えば，学校においては歯垢の酸産生

などである。家庭においては，親子相互歯磨き

や歯磨きカレンダー，地域では保健医療計画に

基づいて多くの事業が展開されているが，児童

生徒が1歳6ヵ月児歯科健康診査や3歳児歯科

健康診査を見学するなどの体験は自分の健康を

第3者的に考える上で興味がある。歯科保健が

児童生徒の健康教育に極めて価値ある題材であ



ることは，既に多くの報告で明らかである。健

康教育は「歯科保健から切り込あ」なのであ

る。そこで，低学年から計画的に，かっ継続的

に歯科保健活動を体系づける必要がある。学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　講　義■

歯科保健活動において確実な健康観をはぐくむ

ためには，「実践の場：と「獲得要素」を思慮

する必要がある。

活動の「場」 活動の「獲得要素」

学　　校 家　　庭 地　　域 知　　識 行　　動 意　　欲

保健指導 共同作業 保健医療計画 保健学習 保健指導 保健指導

保健指導 保健相談

健康診断

体験学習 体験学習 体験学習 自己認識 自己認識 自己認識

・歯垢の酸産生 ・相互歯磨き ・ 1歳6か月児， （わかる） （できる） （感じる）

・歯みがき ・相互検診討議 3歳児歯科健 （知る）

・咀囑能力 ・家族会議 診等の見学 ・ 観察 ・歯垢染め出し ・ 歯磨き（歯肉

・運動能力 記録 施策 ・ 各個模型 ・ 歯磨き指導会 炎）

・表情 ・ 親子歯磨きカ ・ 学校保健内容 ・写真 ・ 縦割り歯磨き 出血度試験

・発音 レンダー等 との一致性の ・実験 会 ・運動能力

・ 味覚 ある事業実施 ・ビデオ その他 ・ 咀囑能力
・ 咬合圧等 等 ・講話 ・食事会

その他 その他

図8　実践的学校歯科保健活動の枠組み

（1）実践的学校歯科保健活動の場

　　学校歯科保健活動は，学校，家庭，及び地域

　の三位一体で実践されなければならない。

　　しかも，各々の場での活動は，その各々の場

　の特性に適合したものでなければならないので

　ある。歯科保健活動の有する健康教育効果は，

　学校だけでなく家庭においても，地域保健にお

　いても一切り口」としての意義は同じである。

　学校においては，特に保健指導においては学級

　活動（ホームルーム活動）での体験学習を効果

　的に使用し，「学ぶ」ことに主眼を置くことが

　大切である。

（2）実践的学校歯科保健活動からの獲得要素

　　自らの健康を自らの力で保持・増進するため

　には，必要な知識と必要な行動そして意欲が備

わっていなければならない。認識と行動には連

続性があることは否定しないが，この世の中に

は一わかっちゃいるけど，やめられない」こと

が如何に多いことかを考えれば，知識により生

じた行動決定基準は，快楽や価値との自己内部

比較により変化することがわかる。フランスの

諺に一知識というものは，実行と何とかけ離れ

たものだろうか一というものがある。　「わか

る一⇒「できる」⇒一感じる一Jという一連の自

己学習のなかで培われた行動が，自信を持った

自律的行動を促すと考えてよい。スキーの滑り

方がわかり，怖くて滑れなかった急斜面を滑る

ことができ，麓にっいた時の満足感や喜びがあ

ればこそ，重いスキーを担ぎ，あるいは渋滞の

中でもスキー場に人々は足を運ぶのであろう。
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4 歯・ロの健康課題と児童生徒の
健康つくり

●健康教育の目標は，行動の変容であり，そ

　の自律的な継続性にある。

●健康そのものは，児童生徒に理解しがたい

概念であるからこそ，教育においては判断

　しやすく理解しやすい題材を選ぶ必要があ

　る。

●歯・口を題材とした健康教育は優れた健康

　っくり資源である。

　自らの自己実現のたあに，生活全般を健康の視

点で捉え理解し改善しようとする自律的健康行動

は一言うは易く，行うは難し一である。しかし，

児童生徒の一生にわたる自己実現を望むべき方向

に全うする支援として，健康問題は避けて通るこ

とはできない。また，経験を通じて学習するまで

待っているような余裕はない。そうであれば，児

童生徒に理解しやすい題材を用いて，体験的に理

解し，意識・関心をもって継続して自己管理を

行ってもらうことが最も重要な課題であることが

わかる。歯科保健は，これまで述べてきたような

多くの理由で児童生徒に受け入れられやすい題材

であり，資源である。学校においては学校保健計

画に年間計画として位置づけ，継続的な取り組み

がなされるよう期待して止まない。

　　　　　　　　参考文献

●小学校歯・口の保健指導の手引（改訂版）平成4年

　2月　文部省

●平成9年度学校保健統計調査速報　文部省

●保健体育審議会答申　平成9年9月　保健体育審議会

●歯科疾患実態調査報告書　平成7年3月　厚生省
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実践発表■

自分の健康をみつめ，

実践する児童の育成

一健康な歯とロをめざして一

実践発表・発表者福島県鮫川村立鮫ill小学校教諭鈴木ゆかり

［i77ili］i！Eli

自分の健康をみつめ，実践する児童の育成

　　～健康な歯と口をめざして～

［｝i7iilllidiEfii

（1）今日的課題から

　学校教育は，人間としての調和のとれた発達を

目指し，心身ともに健康な児童の育成をねらいと

している。これからの社会において主体的に生き

ていくたあに，豊かな心をもち，たくましく生き

る人間の育成を図らなければならない。

　そのたあには，健康に関する知識の習得のみな

らず，児童が自分の健康状態に関心を持ち，病気

の予防や健康な生活の実践に必要な事柄を体得で

きるよう，継続的な指導を行うことが必要であ

る。特に，身体の発達段階から考えると，児童期

は永久歯の萌出という非常に大切な時期にあるた

め，「歯・口の健康っくり．の指導に焦点を絞っ

て実施するものとした。

　心身の健康つくりの取り組みと同様に，歯・口

の健康つくりも児童の一人ひとりが自分の歯と口

の健康状態に関心をもち，歯・口の健康上の問題

を自分で考え，処理できる実践的態度や習慣を身

につけることが求あられている。

　また，自然や社会生活の変化とともに，子ども

たちの食生活や生活習慣は多様化しているが，そ

れらの変化が，歯や口の健康つくりに適した良い

環境とは言いがたい。

　このような時代を生きていく児童に，社会の変

化に対応し，主体的に自分の健康を推進する生活

習慣の基礎を培うことが重要になる。

（2）学校の教育目標から

　本校の教育目標一健康でたくましく育っ子ど

も　一気づき自ら行動する子ども、の具現化とし

て，一身の回りを清潔にし基本的生活習慣を身に

っけること」rr問題に気づき実践する力を身につ

けること1を努力目標としている。口の中を清潔

にするための食後の歯みがきは，むし歯予防のみ

ならず生活習慣を身にっけさせる上でも意義があ

る。また，自分の歯と口の健康上の問題を考えた

り，実行したりする態度や習慣を身につけること

が教育目標達成にっながると考える。

（3）児童の実態から

　本校の児童の実態を見ると，「鮫川村子どもの

健康を守る会一の取り組みによって，歯と口の健

康に関する意識は高まってきており，むし歯は病

気であると捉える児童が増えてきている。児童の

みならず保護者の調査においても，同様の結果が

見られる。

　歯みがきについては，食後に歯みがきをする児

童は多くなっているが，歯のみがき方やみがく時

間は不十分な点が多い。啓発は進んでいるもの

の，歯みがきの指導が身にっいていない結果と考

えられる。むし歯の処置にっいては，未処置歯数

が多い児童ほど，治療しようとする意識が低い。

歯の健康は，生涯においてたいへん重要であると
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いう認識を深ある必要がある。

（4）地域の現状から

　鮫川村は歯科医院が1軒のみで，交通の便が悪

く，民間バスの運行回数も少ない。また両親の共

働きにより，子どもたちは祖父母の手によって育

てられる傾向がますます強くなっている。した

がって，祖父母の歯科保健に関する意識が児童に

与える影響も大きくなっているが，村内の高齢者

のむし歯は重傷の場合も多いのが現状であり，歯

が萌出し始める乳幼児期から，かなりの割合でむ

し歯に罹患しているなど，本村の歯科衛生は決し

て良い状況にはない。

　そこで，村の援助のもと，保健関係者による

「鮫川村子どもの健康を守る会．では，現在歯科

保健をテーマに活動している。また，学校歯科医

も本村の歯科衛生の向上のために積極的に取り組

んでおり，学校に対しても非常に協力的である。

　上記の理由から，本主題を設定した。

学校保健委員会

校内保健委員，

栄養職員，学校
医，学校歯科医，

学校薬剤師，P

TA役員

校　　長

教　　頭

研究推進委員会

教務主任，研修
1主任，各部主任，

1養護教諭

全体研修会

C県教育委員会1
⊃村教育委員会

指導部

◎芳　賀 　◎伊　藤

　永久歯の萌出が見られる大切な児童期におい

て，歯・口の健康つくりに関する学級活動や日

常指導を充実させ，地域と連携した啓発活動を

進めれば，児童の関心や認識が深まり，自ら歯

・口の健康づくりに取り組むであろう。

塑　　　　　蕪i鈴木ゆ　　　　　　　　1　渡辺1　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　小池i

1 1

教科，道徳，特別活動，生徒指導　　　　　　　　　　　　　　1

学級活動，生徒指導，保健指導1

4　研究内容・方法

（1）指導部の研究内容・方法

　ア　学習指導の工夫・改善

　イ　日常指導の工夫・改善

（2）環境・調査部の研究内容・方法

　ア　家庭・地域，医療保健機関との連携

　イ　校内環境整備等による児童への啓発活動の

　　充実

　ウ　諸調査の実施と分析
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実践発表■

6　研究計画

魂、 鱗の実践 鶏勘翻査部⑳鐵

学習指導 i瞠の保健指導 連携・協力 1校内環壌備 i調査の実施と蜥

口

4 ●研究計画立案・検 ●給食後の歯みがき ●学級・学校だよりに 旨●校内掲示計画

討3 ：
1体操 よる奨励・啓発 1

●短学活の実施 1●第1回歯科検診事 1

（第1第3土曜日）一 前指導 1

●年間指導計画 ●児童会活動
1 1

5 ●事前研究1

●第1回授業研究会

●検診結果による事1　後指導

●医院マップの配布一

●歯のお便りrきらき
1°鰯翻灘果）

［●歯科検診事1前調査

（中）8 ●親子歯みがきカレ
1 ら」発行 1●個人カルテの作成 ：●検診結果の
ンダーの事後指導 ●よい歯の表彰（随時）一 1●ぴかりんファイルの ：　まとめ

●親子歯みがきカレン
1

：

ダーの実施

　
活
用
…
1 塘羅る

●むし歯治療勧告書の

： 発行 … 1

6 ●事前研究会5 ●歯の衛生週間の取 ●歯の講話 ●歯の衛生週間の取り
！ 1

●第2回授業研究会 り組み 組み
（高）12

●事前研究会16 1 F

I
I●第3回授業研究会

1

（低）26
1 1 1

7 ●ブロック研究会 ●研究紀要作成 ●むし歯治療勧告書の ●夏休み前の生徒指導 ●歯科健康調
●事前研究会 発行 1（食生活・歯みがき） 3　査

●夏休み親子歯みがき ●パール賞の授与

1 カレンダーの実施 1（治療勧告の結果）
：

8 1・研究瓢作成　1【 ●
資
料
作
成
3

：

9 研究公開17 1●臨時歯科検診事前 ●臨時歯科検診 ●個人カルテの作成 1●歯科検診事

指導 ●むし歯治療勧告書の ，　前調査
：●検診結果による事 発行 ： …●検診結果の　
後
指
導
1

まとめ

12 ●研究のまとめ18 ●むし歯治療勧告書の
…●研究のまとめ18 ｛

発行 ●パール賞の授与
1

●冬休み親子歯みがき ●冬休み前の生徒指導

カレンダーの実施 （食生活・歯みがき）

1 ●研究集録作成29 1●研究集録作成29
「

3 v 潟 V｝●パール賞の授与 v：

［］i7ifiilbl］1

（1）指導部の実践

　ア　学習指導法の工夫・改善

　　（ア）保健指導に適した学習過程の改善とし

　　　て，1単位時間の段階を「問題の意識化l

　　　　I一問題の共通化一「問題解決の方法・技術

　の発見」一実践への意欲化」とし，自らの

　健康問題に気づき，解決の方法を見つけ，

　実践に結びっくよう配慮している。

（i）学級活動における歯と口の保健指導を，

　全学年，養護教諭とのT・Tを実施し，専

　門的な立場からの適切な助言や支援を行っ

　ている。
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　　（ウ）模型やTP・紙芝居等，観察しにくい歯

　　　や口の様子を明確に捉えさせるための自作

　　　教材を開発し，指導の効果を高めている。

　イ　日常の保健指導の工夫・改善

　　（7）給食後の歯みがき体操

　　　　校内放送に合わせて，給食後毎日実施す

　　　ることにより，食後にみがく習慣やみがき

　　　残しのない，自分の歯にあった歯みがきの

　　　仕方が次第に身についてきている。

　　（／）「染め出し検査一

　　　　定期的に実施することで自分の歯の汚れ

　　　やすい所を知り，そこを重点にみがく自分

　　　に適した歯みがきの仕方を見っけさせてい

　　　る。

　　　　また，その記録は，個人ファイル（後

　　　述）に綴じ，歯みがきの上達度を判断する

　　　資料としている。

　　（ウ）児童会では，歯の衛生週間中に保健委員

　　　会で行った啓発活動や放送，毎週の歯ブラ

　　　シ検査，また放送委員会では，歯に関する

　　　給食一ロメモの発表等，児童の自発的な実

　　　践活動を行い，徐々に意識が高まってい

　　　る。

（2）環境・調査部の実践

　ア　ー鮫川村子どもの健康を守る会一との連携

　　　鮫川村では，各医療関係者・保健衛生関係

　　者から成る「子どもの健康を守る会一が結成

　　されている。同会と連携・協力により，高い

　　効果が得られてきている。

　　（ア）よい歯の表彰の実施

　　　　むし歯のない児童と，治療を完了した児

　　　童・保護者を称賛し，且っ健康な歯を保と

　　　うとする意欲を高あるために，随時全校朝

　　　会で表彰を行っている。加えて，鮫川村長

　　　と校長の連名で賞状を授与しているため，

　　　保護者や地域の人々に対し，村全体で歯科

　　　保健活動に取り組んでいることを理解して

　　　もらう良い機会になっている。
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（i）歯科医推薦の歯ブラシの配布

　　　みがき残しのない歯みがきを行うために

　　は，自分にあった歯ブラシを使用すること

　　が大切である。児童期に合った歯ブラシは

　　どんな形状かを理解させるたあ，昨年度か

　　ら歯科医推薦の歯ブラシが村より配布され

　　ている。それをもとに，学校で歯ブラシを

　　選ぶ指導を行っている。

　（ウ）歯科医院マップの配布

　　　遅くまで，または土・日曜日も開業して

　　いる歯科医院，予約が取りやすい歯科医院

　　等の問い合わせを，保護者から聞くことが

　　度々あった。そこで，同会が作成した歯科

　　医院マップを全家庭に配布し，活用を図っ

　　ている。

イ　ー鮫川村養護教諭部会一との連携

　　養護教諭部会とは，次の様な連携・協力を

　図ってきた。

　（7）歯のお便り一きらきら一の配布

　　　昨年度から，同会作成の歯のお便りを，

　　保護者に配布している。保護者からの反応

　　も良く，歯への関心も高まった。また，学

　　校で行う歯科保健活動に理解と協力を得る

　　役割も担っている。

　（i）e保護者と子どもの歯みがきカレンダー、

　　の実施

　　　保護者と児童が一緒に歯みがきを行うこ

　　とによって，意識の高揚を図ると共に，家

　　庭の歯みがきの習慣化を図っている。

ウ　学校歯科医・歯科大学教授との連携

　（7）学校歯科医による臨時検診・講演会等の

　　実施

　　　臨時歯科検診や児童・保護者対象の講演

　　会のほか，歯科・保健指導に必要な資料の

　　提供や助言を仰ぎ，本校の歯科保健指導に

　　役立っている。

　（イ）歯科大学教授との連携

　　　同教授との連携は，2年前より続いてい



　　る。「食習慣からむし歯は作られる。」と

　　の理論から「歯科健康調査」を作成・実

　　施，結果の考察から事後指導に至るまで，

　　ご指導を仰いだ。

　　　また，児童を対象とした講話も実施し

　　た。

工　学級・学校便りによる奨励・啓発

　　歯に関する各種表彰のお知らせや称賛，歯

　科保健指導の予定や啓発の記事などを，随時

　に記載し，保護者の理解と協力を呼びかけて

　いる。

カ　パール賞の表彰

　　「輝く白い歯」をイメージする「パール

　賞」を治療率が最も高い学級に贈ることで，

　学級全体の意識を高め，むし歯治療の促進を

　図っている。

キ　歯の個人カルテの改善

　　歯科検診の結果を，分かり易い色別シール

　で表示したため，むし歯や要観察歯等に興味

　や関心が高まってきている。

ク　歯の個人ファイル「ぴかりん」の活用

　　各自が，歯の個人カルテや染め出し検査の

　結果を綴った個人ファイルを持っことによ

　り，自分の歯の状況等を確認できるようにし

　た。

ケ　歯科検診事前調査の実施

　　児童の口腔内の状況を正確に把握し，短時

　間の検診でも重点的に診れるよう配慮した。

コ　歯科健康調査の実施

　　食生活とむし歯の関係を明らかにし，児童

　と保護者が食生活を見直すきっかけとしてい

　る。

サ　歯の意識調査の実施

　　児童と保護者の歯に関する関心や認識を把

　握し，学級に応じた指導の資料としている。

実践発表■

　学級活動において保健指導を行う場合，学習過

程を工夫し，独自のものを作り上げた結果，児童

は自分の健康問題に関心を持ったり，今後どう改

善して行ったらよいかを考えたりすることがで

き，実践意欲を身にっける上で有効であったと考

える。また，視聴覚にうったえる教材・教具をた

くさん作りだし，児童が楽しく学習できるよう工

夫したことも，児童の関心意欲を高あるのに有効

であったと思われる。以上の点から学級活動の学

習過程・指導法を工夫したことは，児童が自分の

健康に関心や認識を深めるために効果的であっと

考える。

9　研究の成果と今後の課題

（1）歯と口の保健指導に適した学習過程を工夫

　することにより，自らの健康問題に気づき解

　決するサイクルが，1単位授業の中で実践で

　きるようになった。

（2）養護教諭の専門性を生かしたT・Tを行っ

　たことにより，児童の歯と口に対する認識が

　深まった。

（3）自作教材で指導の効果を高めることができ

　た。

（4）家庭・地域との連携による取り組みは，保

　護者及び関係者から多くの協力が得られ，児

　童の意識を高め，実践化への意欲に繋げるこ

　とができた。

（5）児童会等，児童が主体的に活動する場を，

　もっと設定していく必要がある。

⑥　歯と口に関する指導時間を確保するため，

　短学活の時間を定期的に位置づける。

（7）歯のコーナーの校内掲示により，歯につい

　ての意識の高揚を図るようにする。

⑧　歯の個人ファイル「ぴかりん」を活用し個

　別指導に生かすようにする。

日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月／39



すすんで健康づくりに
励む子の育成

実践発表・発表者

セルフエスティームを高めることを通して

　　　　東京都足立区立花畑西小学校教諭宮内正代

　　　　　　　　　　　　　　養護教諭中村とも子

回学校の概要

　本校は，東京都の北東部に位置し，直線距離に

すると500m程で埼玉県草加市という場所にあり

ます。学校周辺には，花畑団地があり，公園等の

緑地や自然が多い所です。現在児童数は，631名

で18学級の規模です。

　保護者や地域の方々は，学校への期待も大き

く，大変協力的です。

　本校は，過去3年間，研究主題を一すすんで健

康づくりに励む子　（心と体の健康教育を通し

て）として研究を推進し，平成8年度には足立区

教育委員会研究奨励校として研究発表を行いまし

た。

回研究の概要

◇研究主題
eすすんで健康づくりに励む子の育成一

（セルフエスティームを高めることを通して）

＠主題設定の理由

　一やった一。今年はむし歯なしだ。∫35人中，

むし歯なし12人。治療済19人。．rすご一い。一こ

れは，春の歯科検診を心待ちにしていたあるクラ

スの子ども達の喜びの声です。

　給食後の歯磨き習慣を定着させるための，5分
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間の生活時程の見直しをしました。また，学校や

家庭で様々な手だてとることにより，子ども達の

歯についての関心を大きく育てた結果と考えま

す。

　昨年度は，むし歯のり患者が100人も減りまし

た。結果が数字になって現れてくると，地道では

ありますが，「健康は自分でつくり・守る」とい

うことが子ども達に浸透していることを感じ，嬉

しい限りです。

　しかし、今，世の中は急激に動いています。中

央教育審議会答申の「21世紀を展望した我が国の

教育のあり方」においては，「生きる力」を育て

ることの重要性が強調されています。私たちは，

’生きるカーとは，主体的に学び，自ら判断し，

実践する力を培うこと。自分でやったことに責任

をもち，困難に打ち勝っ意思力を養うことと考え

ました。さらに，他人と協調し思いやる心をも

っ，豊かな人間性を養うことと考えました。こう

した’一生きるカーを学校教育の中でどのように育

てていくのかが，大きな課題です。

　また，今や成人病は，’生活習慣病一＝一ライ

フスタイル病」と言われるように，その発症はラ

イフスタイルに深く関わっています。そのため，

より健康で，質の高い人生を送るためには，自ら

ライフスタイルを維持・改善する必要がありま

す。学校での健康教育もよりよいライフスタイル

の保持・増進に向けた一っの支援であり，家庭・

地域ぐるみで行うことでより効果が期待されま

す。朝型生活リズムや外遊び・薄着の奨励・肥満



指導等の保健指導や，そしゃく・栄養指導等の給

食指導を通して「健康な生活習慣づくり」の定着

を図ってきました。その結果，年間を通して欠席

者が減り，大きなけが等による保健室の利用がず

いぶん減ってきました。

　しかし，児童が本当に健康に関する良いことを

自分のこととして受け止めて身にっけているかと

いうと，少しの不安があります。朝型生活リズム

への改善がなかなか難しい児童もおり，さらに子

ども達自身に強い推進力を付けていく必要を感じ

ています。

　一方では，子ども達の乱暴な言葉遣いも気にな

ります。もっと，人の立場や気持ち，心の痛みが

分かる子に育って欲しいと願っています。

　そのためには，個々のセルフエスティーム（健

全なる自尊心）を高めていくことが何よりも重要

と考え，本主題を設定しました。

《》研究の仮説

　健康教育を進める時，「子ども自身が明確な自

己認識をし，目標の設定・計画・実行・評価がで

きる一，系統的なカリキュラムを作成し，繰り返し

実践することにより，セルフエスティームが高ま

り，すすんで健康づくりに励む子を育成すること

ができる。

　また，家庭や地域に積極的に働きかけ，健康づ

くりに励む子を育成することができる。

　また，家庭や地域に積極的に働きかけ，健康づ

くりを意識化することにより，児童の日常生活が

変化し，健康づくりに主体的に励むようになる。

＠研究の内容

　本校では，児童の実態からその背景を考えた

時，「心身ともに健康な子ども」とは，「体・心・

生活」の3っの健康がバランスよく育っているこ

とであると考えました。そして，具体的には，次

　　　　　　　　　　　　　　　　　実践発表■

の3っの柱を立て，実践してきました。

　①体が健康　たくましい体づくり

　②生活が健康　生活習慣づくり

　③心が健康　豊かな心づくり

　特に，これらの中で，たくましい体づくり・生

活習慣づくりの中の4っのことを「はなにし」を

頭文字にした合言葉をっくりました。校章をデザ

イン化したマークの中にこの合言葉を掲げ，児童

にも取り組みが分かるようにしました。

　「は一iやおき　はやね　朝型生活

　「な」っでも　冬でも　半ズボンスカート

　ーに」っこうとなかよし　外遊び

　一し．っかり歯みがき　じょうぶな歯

　本校では，生涯にわたる健康づくりは，児童自

ら主体的に取り組むことが大切であると考えてい

ます。健康教育を進める中で，知識を与えるだけ

でなく，どうすれば，児童は主体的に行動するの

だろうか。私達は，たいへん迷っておりました。

その模索の中で，出会ったのが，セルフエス

ティームです。神戸大学の川畑徹朗先生のお話を

何度も伺い学習を進めました。そして，本校で

は，セルフエスティームの定義を，一健全なる自

尊心一ととらえました。

　セルフエスティームは，どのような要素から

なっているかと申しますと

　①独自性n自分には自分らしい特質があ

　　　　　　　る。」

　②有能性一自分にはなすべきことをなす能

　　　　　　　力があり，能力を効果的に発揮す

　　　　　　　る資源があり，自分を取り巻く環

　　　　　　　境に影響を与える機会がある。：

　③　結合性　一自分にとって重要な人，場所，

　　　　　　　物との関係に満足している。」

　という3つの感覚を構成要素とするという考え

方が広く支持されているそうです。そして，これ

らの構成要素は，遺伝ではなく，生活経験の結果

として形成されていくということであります。っ

まり，学習可能な能力であると言えます。
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　セルフエスティームの重要性ですが，子ども達

の様々な行動に影響を及ぼす可能性があります。

肯定的な自己イメージが強い子どもは，自分がう

まくやれることを予想し，目標に対して積極的に

向かっていくので，その努力が報われることが多

い傾向があります。一方，自分に対して自信がな

い子どもは，自分を疑い，優柔不断であるため

に，自分の能力を十分に発揮できず，また，周囲

の影響を過度に受けやすい傾向があります。

　低いセルフエスティームを反映した行動の例と

しては，暴力や非行などの反社会的行動，抑うっ

や不登校などの非社会的行動などがあげられま

す。このような理由から，セルフエスティームを

高めることの重要性が認められます。

　また，セルフエスティームの形成に影響する要

因と学校教育の果たす役割ですが，一人は高い

（低い）セルフエスティームをもって生まれてく

るのではなく，長期間にわたる生活経験の結果と

してセルフエスティームは形成される一というこ

とを心にとあておくべきだそうです。

　セルフエスティームに一番大きな影響力をもっ

ているのは，親であると考えられています。親が

高いセルフエスティームをもっているならば，子

どもも次第に高いセルフエスティームを自分のも

のにしていくと考えられています。子どもを尊重

し，長所を称賛し，常に励ましてやり，親が子ど

ものモデルとなることが重要です。また，子ども

の発達段階を考慮しながら適切なレベルの課題に

挑戦させ，’自分は，自分の人生に責任をもって

おり，また，自分にはその能力があるのだ。、と

いう感覚を繰り返し実感させることが重要である

と考えられます。

　学校で行われるセルフエスティームを高める教

育も，基本的には家庭でのセルフエスティームを

高ある教育と同様です。子ども達一人一人の個性

を尊重し，教師が高いセルフエスティームをもっ

て前向きな生き方をしている環境的要因が，子ど

も達のセルフエスティーム形成に大きな影響を与
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えると考えられます。

　学齢期の子ども達にとって，学校は，家庭とと

もに彼らのセルフエスティーム形成に大きな影響

を及ぼす場であるということです。セルフエス

ティームを高めるためには何をすればよいかとい

うと，ライフスキルのトレーニングをいろいろな

場面で実施することと考えました。

　本校での「歯と口の健康づくり．の指導は，

様々な生活習慣づくりの中の一つとして研究を進

めています。ライフスキル教育の概念を取り入れ

ながら，ライフスキルの取得（特に，目標設定と

意志決定スキルに重点をおいて）を通して，下記

の6項目を基本としてセルフエスティームを高あ

ることをめざしました。

　①歯と口の健康に関する知識を与える。

　②自分の健康にっいて明確な自己認識をさ

　　せ，意志決定をさせる。

　③よく考えて，個人に合った目標を自分で決

　　める。

　④自分たちで計画を立てていく。

　⑤パートナーを決め，励ましながら実行す

　　る。

　⑥評価をし，目標の達成を確認する。

　これらを繰り返し実践しています。小さな目標

でも達成することをねらいとするスモールステッ

プをたくさんクリアすることで，自信がもて，お

互いのよさも認められ，セルフエスティームも高

められ，さらに高い課題に挑戦していくことがで

きると考えています。具体的には，

（1）給食後の歯みがきの習慣化

　①歯みがき時間の確保（給食・歯みがき・休

　　憩）

　②歯ブラシ保管庫の設置

　③水道の蛇口数の増加と鏡の設置

　④　みがき方の拡大写真の掲示

（2）学級における保健指導

　①日常指導と合わせて，学級活動の年間計画

　　に基づいた指導



　　　例，授業参観で「親子で歯みがき」1年

　　　研究授業で「かむっていいな」5～6年

　②太陽衛生歯科専門学校の学生との共同授業

（3）金ピカウィークの設定

　学期1回「金ピカウィーク」を設定し，染め出

しを1回実施。児童一人一人が1週間の歯みがき

の目標を立てて実行し，自己評価することによっ

て，歯みがきに対する関心を高め，主体的に取り

組む指導を行っている。

（4）ピカピカ教室（歯肉炎対策指導）の実施

　歯肉炎児童を対象とし，歯に対する関心を高

め，歯みがき指導を行っている。指導前の口の状

況を写真に写し，指導後数カ月たった時との比較

を行っている。

（5）家庭との連携

　①　歯垢染めだし

　　　長期休業中は，家庭で親子で歯垢染あだし

　　を行い，親子に関心を高めている。親から

　　は，だんだん上手にみがけるようになってき

　　たと，喜びの感想が増えている。

　②歯みがきカレンダー

　③早期治療の勧め（治療状況掲示板）

　　　昨年の5年生は，全員が治療した。

（6）食生活

　①給食指導

　　　栄養指導　　ランチルームでの指導・お昼

　　　　　　　　　の給食放送・児童集会

　　　かむ指導一かみかみメニューの実施・ビ

　　　　　　　　　デオ

　②日常指導と合わせて，授業を実施

《》研究の成果

1）過去3年間の健康教育の研究による年間指導

計画や指導・環境設定等，日常の実践により，

児童のけがやむし歯の減少，インフルエンザ流

行時にも欠席者が少ない等，研究の成果が具体

的に数値にも明確に現れた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　実践発表■

2）研究主題である「すすんで健康づくりに励む

　子の育成」に対して，ライフスキル教育の実践

　を通して，セルフエスティームを高めることに

　迫れることがわかった。

3）健康教育では，単に知識を教え込むだけでな

　く，ライフスキルの形成を重視するための5っ

　の要素（①セルフエスティームの維持，②自己

　主張コミュニケーション，③意志決定，④目標

　決定，⑤ストレスマネジメントを習得させるこ

　とが，児童の行動変容をめざすたあに必要であ

　ることがわかった。

4）歯と口の健康づくりでは，ライフスキルの5

　つの要素の中で，特に，目標設定・意志決定能

　力を習得させることを意識的に取り入れること

　によりセルフエスティームが高まることがわ

　かった。

5）セルフエスティームを測定する方法として，

　質問紙法や観察法を用いて行い，児童理解に役

　立った。

6）児童の行動変容をめざすたあに，学習者参加

　型の授業展開が日常的に実施されるようになっ

　てきた。

7）むし歯の治療率もたいへん向上し，ある学年

　では，むし歯治療率が100％となった。6年生

　はむし歯無しの児童が125名中38名で，足立区

　内で最高値となった。

8）咀囎指導では，ガム法を教えていただき，咀

　囎力を数値化することができた。自分でかむ力

　を具体的に計ることにより，健康な歯の大切さ

　を実感することができ，その後の実践につな

　がった。

9）学校医・薬剤師等を交えた学校保健委員会が

　定期的に実施できるようになった。

10）花西っ子の健康を考える会（拡大学校保健委

　員会）を開き，講演会や学習会を実施し，子ど

　も達の心と体の健康について，保護者や地域の

方々と一緒に考えることができた。また，学校

　だよりや保健だより等で，保護者や地域の方々
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　に健康教育推進の理解と協力を図ることができ

　た。

11）校務分掌にある組織を基本的に研究を進める

　ことによって，研究理論と実践の一体化が図

　れ，効率的に活動することができた。

⑨今後の課題

（1）セルフエスティームを高あるためのライフス

　キル教育を，健康教育における授業展開に明確

　に位置づける年間指導計画の改善を図る。

（2）歯・口の健康づくりでは，目標設定・意志決

　定に重点をおいて授業構成を図ったが，薬物乱

　用防止教育や性教育ではコミュニケーション能

　力を重視する等，それぞれの健康教育にふさわ

　しいライフスキルをより明確にして，実践・実

　証していく必要がある。

（3）歯・口の健康づくりとライフスキルに関する

　クロス学習（横断的・総合的な学習）のプログ

　ラム化を，実践を通して図っていく。

目標設定のステップ 《参考》

①目標を設定する

②設定した目標を吟味する

③　目標を達成するために必要な情報を収集し，ぐコ［⇒

　目標に到達するための手段を挙げる

　　目標達成のための計画を立案する

　　実行し，必要に応じて計画を修正する

　　結果を評価する

目標設定スキルの学習内容

①自分自身にっいて正しく理解する

②自分についての将来像をもっ

③適切な目標を設定する

④意志決定が引き起こす影響について検討す

　る

意志設定のステップ

①問題を明確に定義する

②取りうる選択肢を挙げる

⑧情報を収集する

④各選択肢の結果を予測する

⑤最善と思われるものを選び，実行する

⑥意志決定の結果を評価する

＜　⇒

意志決定スキルの学習内容

①合理的な意志決定法の重要性を理解する

②意志決定に影響する要因を検討する

③　意志決定が引き起こす影響について検討す

　る

④意志決定のステップを理解し，練習する

⑤　現実場面でのより困難な問題に，意志決定

　を適用する

ライフスキル

　　の

学習過程

①　確認する

②　関係づける

③　練習する

④1応用する

授業で扱う情報やスキルに関して，児童のレベルを確認する

新たに学ぶべき情報やスキルを提供し，既に身に付けているものと関係づけ

る

新たな情報やスキルを，教師の指導の下に練習する

児童は，新しく学んだ情報やスキルを，別の状況に適用し，その結果をクラ

スで発表する
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個性豊かで，思いやりと
広い心をもつ児童の育成

川　公

◇めざす児童像

こ明るく元気な子（いきいき）

こ進んで学ぶ子（もりもり）

○仲よく助け合う子（にこにこ）

＠研究推進テーマ

本校研究主題

　　　　生きる力を育む健康教育の授業創造

指定推進の重点

　　　　～自ら進んで歯・口の健康っくりに

　　　　　　　　　　　取り組む児童の育成～

　生涯保健を目指した健康教育を推進し，生涯に

わたり「生きるカーの源なる健康で活力に満ちた

児童の育成に努める。特に，歯・口の健康つくり

に取り組む児童を育成する。

⑨研究推進の重点

　学校教育目標の実現へ向けて，健康教育の中の

重点として，歯・口の健康つくりを位置づける。

児童が自ら進んで歯・口の健康つくりに取り組む

ようにするため，次の視点から具体的な活動の充

実・発展に努める。

（1）主題研究を通しての健康教育の充実

　○教科等における健康教育の充実

　　・教科・領域で健康教育にかかわる授業の工夫

　○学級活動，児童会活動を中心とした特別活動

　　の充実

　　・委員会活動の充実……6月の歯の衛生習慣

　　　の取り組みなど

　○体育保健学習の充実

　　・性教育，喫煙，薬物など健康にかかわるカ

　　　リキュラムの検討・作成

　O健康教室の開催……学校医，歯科医等の指導

　　講話

（2）日常の学級経営，保健指導の中での取り組み

　の充実

　こ給食時……噛むことの指導

　C給食後の歯磨き指導（歯磨きタイム……音楽

　　をかけて日常化する）

　O体重測定時における保健指導

　　（例えば，自分の歯の健康状態を知り，自分

　　　にあった歯磨き指導）

（3）保健室経営の充実

　C保健の日常活動の充実……体位測定，けがや

　　病気の応急処置，職員の健康管理，学校保健

　　年間計画，保健・安全的行事，学校医との連携

　C保健（歯）に関する調査，資料整理，保健指導

　　資料の提供

　こ家庭への啓発……養護教諭発行「ほけんだよ

　　り」

　こ児童保健委員会の充実……児童発行一元気な

　　子」

（4）学校保健委員会の充実

　C各学期3回（年3回）の学校保健委員会の充実
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（例えば，委員会での学校歯科医による歯・

口に関する講話等）

＠研究推進の内容

（1）健康教育（各教科等を通しての授業実践）

　健康に関する指導内容を創意・工夫しながら健

康教育を推進する。また，各教科等においては，

健康教育に関する内容を検討する。歯・口に関す

る内容を重点とするとともに，必要に応じて関連

学習を工夫する。

　①　研究目標

　　　自分の健康に関心をもち進んで健康つくり

③　研究内容

　に取り組む児童を育てるために，生きる力を

　育てる健康教育の授業をどのようにして創造

　していけばよいのか，その内容や方法を明ら

　かにする。

②　研究仮説

　　健康教育を推進するために各教科等での健

　康教育に関わる内容や視点を明確にしたり，

　各教科等の関連を図ったりして編成された教

　育課程により，問題解決的な授業を構成す

　る。そして，体験活動やTT，相互支援活動

　等を取り入れることにより，自らの健康に関

　心をもち，進んで健康っくりに取り組む児童

　が育つであろう。

○たてわり活動 他
教
学
級
申
埜
目 他
教
○健康診断
　・計測

c手洗い，

C歯磨きの実践

こ薄着の励行

　　　　うがいの

科

舞
塾
暴

活
勢
整
曇

男
塾
曇
程

象
育
課
程

科
舞
塾
曇

　・諸検査
　・諸検診
こ健康相談
　・児童　修学旅行

　　　　水泳指導
実践 程 程 程 マラソン

健康調査
・ 職員

O学年・学級PTA
c広報活動

健 康生 活 健康教育の授業 健康支援
（サービス）

歯・口の

教育

心・

健康教育

体に関する
教科等教育

家庭・地域での

健康づくり

④授業創造の視点

　　問題解決型の授業を基盤に

　ア　関連学習の工夫

　イ　協力授業方式（TT・GT）の活用

　ウ　課題づくりの工夫

　工　体験活動の重視

　オ　相互支援活動の重視

　力　学んだことを生かす場や機会の工夫
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⑤　授業実践

　　各教科等で健康教育の視点から授業創造を

　していく。

　　歯・口の健康つくり，日常指導の充実を前

　提とし，適宜指導時間を設定して題材の検討

　をしていく。

　　児童会活動については，各掲示物や校内放

　送等で保健委員会の活動を適切に全校に広げ



　　ていくとともに，保健委員会で取り組んでい

　　る健康に関する児童集会の充実に努める。ま

　　た，前述の学校保健委員会への参画を工夫し

　　ていく。

（2＞日常の学級経営・保健指導

　児童一人一人に歯磨きカレンダーをもたせ，給

食後の歯磨きの実践に取り組む。また，施設・環

境の充実に努め，児童自ら歯・口の健康づくりに

取り組むようにする。

　○給食後の歯磨きの励行

　　　歯ブラシとコップを毎日持参，歯磨きタイ

　　ムの確保，歯磨きカレンダーの記入とそ活用

　○歯に関する実態調査

　　　5月，11月

　C歯・咀噌等に関する指導

　　　歯の衛生週間，学級活動（2）歯・口の指

　　導

　C歯に関するポスター・標語の募集

　　　歯の衛生週間（6月，11月）（委員会活動）

（3）保健室経営

　○学校

　　　保健に関する調査，統計を実施し，整理し

　　指導に役立てる。その他指導に必要な専門的

　　な資料の収集提供に努める。保健委員会の活

　　動内容を検討し，自主的な活動が展開される

　　ように創意工夫する。例えば，給食時の歯に

　　ついてのお話やクイズ，絵本づくり，ボス

　　ター

　c家庭

　　　家庭への啓発として，従来から「ほけんだ

　　より」を発刊していたが，その内容充実に努

　　め，保護者の健康（歯磨きに）に対する理解

　　を深ある。

　○地域

　　　学校医等医療関係者や校区自治協会等との

　　連携を図る。

（4）学校保健委員会の取り組み

　本校では，昨年度まで学校保健委員会を年3回

　　　　　　　　　　　　　　　　　実践発表■

計画し，それぞれテーマを決めて実施してきた。

平成9年・10年度は，学校保健委員会の年間重点

事項を一歯科保健一とする。年間3回の学校保健

委員会のうち，2回を「歯科保健」に関する内容

を重点的に取り組むことにする。

　C1学期

　　　学校歯科医による「噛むことの大切さ」に

　　ついての指導講話

　こ2学期

　　　保護者，教職員を対象とした「正しい歯の

　　磨きかた一についての実技研修

　C3学期

　　　1年間の学校保健活動の報告と課題の検討

　　　これらの学校保健委員会での取り組みを児

　　童の日常生活によりよく反映していくたあ

　　に，学級担任等による各学級での指導の充実

　　に努めていくことはもちろん，保護者の啓発

　　を通して児童の意識を高めていくようにす

　　る。特に本年度は，児童保健委員の学校保健

　　委員会への参画を工夫する。

《》研究内容の公開

d）本校研究発表会の実施

　C平成10年9月25日（金）14：00～17：00

　こ全学級の授業公開，研究経過等の報告，講演

（2）各種研究大会・発表会への参加・発表

　こ第49回十三大都市学校保健協議会（発表）

　　　　　　　　　　　　　　　5月18日（日）

　こ福岡県学校保健大会

　O第4回福岡県学校歯科保健研究会（発表）

　　　　　　　　　　　　　　　9月19日（土）

　こ北九州市学校保健大会

　○第8回北九州市小児口腔保健研究大会（発表）

　　　　　　　　　　　　　　　6月20日（土）
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協議会参加者の声■

平成10年度

歯・ロの健康つくり推進指定校

連絡協議会に参加して

　学校保健委員会を活用して

　学校と家庭の連携を強化

　平成10年度歯・口の健康つくり推進指定校連絡

協議会が千代田区九段の日本歯科医師会館大ホー

ルにおいて開催され，全国より歯・口の健康つく

り推進指定校関係の方々が参集されました。実践

発表では立派な研究内容が披露され，また，講師

として出席された文部省体育局学校健康教育課教

科調査官戸田芳雄先生，明海大学歯学部口腔衛生

学教授安井利一先生のご講義がとても分かりやす

く，学校歯科を担当しているものにとっては大変

参考になりました。地元に帰って助言するときに

とても役立っものと思われました。

　実践発表では，やはり学校長をはじめ，保健主

事，養護教諭，学校歯科医と家庭とが一丸となっ

て研究されてきた成果が現れておりました。特

に，学校保健委員会を活用して学校と家庭，地域

社会との連携の強化を図り，また，給食後の歯磨

きの習慣化，学校における保健指導の充実，食生

活では給食指導，栄養指導，噛むことの指導など

種々様々な研究が実践に移され立派な成果を上げ

ていると感じました。

　今年1年でまた研究が進み，全国の学校保健関

係者の模範となるように努力を続けて行かれるこ

とを期待したいと思います。そして，研究が終っ

たあとも今まで通りに学校歯科保健に取り組んで

いって戴きたいと思います。

　　　　　　　　　　　　（大阪市　松岡　博）

推進校としての責務を痛感

　　一逞しい児童の育成を目指す一

　学校歯科医の指導のもと，歯・口の健康つくり

推進指定校として児童の指導に取り組んで2年目

を迎えました。いま振り返ってみますと，はじめ

は年間指導計画の検討，実態調査，授業実践など

と手さぐりの状態の一年でした。児童のあいだ

で，食堂での給食のときなどに1年生から一先

生，6歳臼歯が生えてきたよ！、とrおとなの

歯。の学習のあと，反応がみられるようになりま

した。

　本校は小規模校で，数年前まで養護教諭の未配

置校だったため保健主事を中心に学校保健活動を

進めてまいりました。その原動力となったのは，

保護者の関心の高さと積極的な協力そして，教職

員一人一人のパワーと実践力があったからだと思

います。これをさらに広げるためには地域学校保

健委員会が開催できれば，と考えております。

　さて，この協議会に参加して，研究推進のため

の基本的な視点は’一学校，家庭，地域との連携を

基本とし，学校間の交流も考慮する一ということ

がとても印象に残りました。

　推進指定校としての責務を痛感しております。

歯・口の健康つくりを入り口に，21世紀に生きて

いけるたくましい心と身体をもっ児童の育成に努

めて参りたいと思います。

　　　（群馬県子持村立上白井小学校　小澤肇恵）

日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月／49



　　　1

学掬歯科瑠座談会

　平成10年5月14日（木）

　日本学校歯科医会事務所分室

　平成7年には学校における歯科健康

診断が大きく改正されました。あれか

ら3年，馴染んできた学校健診の現場

から4人の学校歯科医の先生方にご出

席頂いて，実施に当たっての問題点，

学校側の受け入れ体制，将来に向けて

の提言などをお聞きしました。司会進

行を日本学校歯科医会専務理事森本

基先生にお願いできたことは大変幸い

でした。
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郷家英二先生

坂本真理子先生

田中　英一先生

堀内 哲先生

●オブザーバー

中田

●司会／森本

一五十音順一

郁平会誌・広報担当常務理事

　　　　基専務理事

中田常務　本日は平成7年に学校保健法の施

行規則が改正になったのを機会に「改正後の

学校歯科健康診断」をテーマにお話をいただ

きたいと思います。現場から実際に健診をし

て困ったこと，やりにくかった点等問題点が

あればお聞かせ下さい。小学校，中学校担当

の学校歯科医で，矯正，小児歯科，歯周関係

等を専門に勉強されている4名の先生方にご

出席頂いております。司会を森本基日学歯専

務にお引受け頂いて本日の企画が実現しまし

た。どうぞ宜しくお願いいたします。

森本専務　学校における歯科健康診断の形式

は旧3号様式を踏襲しておりますので違和感

は少ないかも知れませんが取組みが大きく変

わりましたので，その関係を踏まえて，今年

度の健診が終わったところで感想や取組みの



問題点等のお話を伺おうというのが編集のお

考えのようです。

　まず，お一人，お一・人の先生から学校歯科

医歴が何年くらい，担当の学校の規模，地域

特性など自己紹介を兼ねてお話ください。そ

の上，日本には専門医制度はありませんが自

分のより強調している専門性一小児歯科，矯

正など一をも含めてお話頂けるとよいのでは

ないかと思います。

　健康診断の方法が大きく変わったことで学

校歯科医がいろいろな雑音もありましたが，

2年，3年と経験を積んでいるうちに随分と

現場も馴染んできたな，という感じも受けて

おります。そのあたりのことをいろいろとお

話ください。レディファーストということで

坂本先生からお願いいたします。

学校歯科医歴・

担当校の

特色など

坂本先生　渋谷区で都

庁から歩いて15分位の

所にある幡代小学校の

学校歯科医です。学校

歯科医に就任して13

年，児童の数は減って

きていて600名位の規模で1学年が3クラス

から2クラス，それでも都心では規模の大き

い学校と言えます。地域特性は甲州街道を隔

てて商店街と住宅街とが入りくんでいるとこ

ろ。保護者の学歴は高いと言えます。

　10数年前は学校歯科医になりたい先生がな

くて2年から3年の輪番制になっておりまし

た。私が学校歯科医になったのは，長く学校

歯科医を続けてほしいという条件と私の子供

が小学生で，学校歯科医として子供たちへの
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郷家英二先生

働きかけに興味を持っていたことが揃ったか

らでした。輪番で歯科医が行っていたころは

ただカリエスの数が何本なのかというような

健診が行われていたと思います。子供たちの

教育や健康に関心の高い地域であるのに口腔

内の処置内容は良くなかったと思います。い

ま，13年位経ってきて随分治療内容が良く

なってきたということは，お母さん達の歯医

者さんの選び方が良くなってきたのだなと思

いました。

　私が就任してから校長先生も4名変わられ

て，養護教諭の先生も変わられて，私が学校

歯科医になったころからいらっしゃる先生は

一人もおられなくなりましたが，口腔検診等

に対する関心は，大変高まってきていると思

います。10何年変わらないで定着してきた意

味があったんだな，と思いました。専門は小

児歯科ではありませんが，子供が好きという

こともあって一生懸命やっております。ま

た，妊婦さんから幼稚園児などの母子保健に

も深くかかわっております。

郷家先生　練馬の大泉学園で開業しておりま

す。学校歯科医に就任して3年たちました。

丁度改正と同時に学校歯科医になりましたの
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で改正前のことは全く分かりません。就任し

てすぐに歯科健診を行いましたが，恥ずかし

ながらCOとC，　GOとGの区別も良く分か

りませんでした。現在中学校を担当しており

ますが4年目にしてやっと生徒の口の中の事

が分かりはじめたかな，というところです。

中学校の規模は400名位で3～4クラスに別

れており，学校の立地はまだまだ畑が点在す

る住宅地にあります。私の専攻は歯周病です。

田中先生　中野で開業しています。丁度新宿

と隣の区になりまして人口30万人，やはり少

子化の波が押し寄せています。中学校の学校

歯科医ですが，今年は生徒数240名に減って

きました。1年生は1人多かったために3ク

ラスになったといわれるくらい生徒の数が

減っています。中野は他の地区と違って1校

に学校歯科医が複数配置されています。

　私の担当している中学校も2名います。私

は6年前に学校歯科医に就任しましたが，そ

の時には先輩の先生がおられて，その先生が

代表校医という責任者に就いていました。

　日本学校歯科医会とか東京都学校歯科医会

には，基本的に代表校医の先生が入会されて

います。

　私が校医になったときには地区で簡単な講

習会を受けましたが，校医が何だかお恥ずか

しい話ですが，わからないで中学校には年に

一回健康診断に行けば良いのだろう位に思っ

ておりました。3年前の改正の少し前に先輩

の先生がたまたまお辞めになり，私のところ

に直接，日学歯からの資料も送られてくるよ

うになり，初めて色々な本を読んで森本先生

がおっしゃっていることも理解出来るように

なりました。今年も健診が終わりまして，子

供の口の中が良くなってきたな，とっくつく

感じました。私は小児歯科医で，小学校の児

童達の口の中は綺麗になってきていますが取

り残されて来たのが中学校，高等学校の生徒



達の口の中という感じを持っていましたが，

中学生も口のなかの関心が高まってきたな，

と思う様になりました。小学校の学校歯科医

の先生方のご努力が中学校にも及んできた結

果だと思います。今年の健診でも鯖蝕も処置

歯もゼロの生徒が2割ちょっとおり非常に嬉

しかったです。DMFも「3」を少し越える

レベルになり，だんだん良くなってきている

と思いますので，これからはもっと健康教育

の方向に力を入れていくべきかな，と考えて

おります。

堀内先生　目黒区で開業，小学校の学校歯科

医になって12年目になります。

　担当校は祐天寺駅のすぐそば，商店街でそ

の後ろには住宅地が控えています。12年前に

初めて学校歯科医になったときには700名以

上の児童がおりましたが，現在は約300名，

半分に減ってきました。健診も当初は3日か

かっていましたが2日ですむようになりまし

た。健診の内容は改正以前と殆ど変わってい

ません。かって養護教諭から云われていたこ

とは，むし歯があってもそのまま放置して口

の中の環境が非常に悪い子供たちがいたり，

一方では治療を含めて一生懸命に口の中の環

境を守っている子供たちもいるというかなり

開きのある地域でありました。現在では

DMFTは多分2．34になっているし目黒区全

体では「3」をきっております。現在でも治

療しないで放置している子供が学年で一人か

二人位はおります。お母さんに養護教諭や担

任の先生を通じて再三お願いをしてもご両親

の理解がないのか，また次の秋の健診でも同

じことの繰り返しになる子供もいます。私は

矯正専門にやっておりますので初めて学校歯

科医になったときは，学校歯科医の健診はど

んなことをするのか理解できないまま校医に

なったかたちでした。

　その頃は特別の研修もなかったので，4年

ゆ
で

　
タ
　
う
「

囚

』＿＿
坂本真理子

くらいたったと

とを目指してい

と分かってきた

るのに約6年く

校医は交代制に

たが，丁度いろ

6年くらいかか

うが良いと思っ

なりましたので

ではないかと思

健診を実施

しての感想，

何か問題は

ありました

めて全国的に見

ていいのかな，

　3年間にわた

践されて，全国

歯科医も少なく

と悩みを浮き彫

す。学校歯科医

修を受けるわけ

酉網
　　　置
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と言われてなった人，なりたくてもなかなか

なれなかった人，いろいろでしょうが学校歯

科医になるためには歯科医師であれば教育委

員会との契約によってなれますが，やはり専

門職として学校歯科保健にっいて勉強してい

かなければならないと考えます。疾病志向か

ら健康志向に世界的趨勢として変わってきて

おり，それを背景に学校における歯・口の健

康診断を改【EしC1もC2も使用しなくなっ

たことは，まさにそういうところに起因して

います。

　郷家先生のように改正になった時点で入っ

てこられたのはある意味では幸せで，白紙に

絵をかくのは一番E手に絵が描けます。C，

COがはいってきて戸惑ったと思いますが，

それは病気を見つけるよりも健康度をスク

リーニングして分けてより健康にしていこ

う，病気の人は開業している先生に臨床の場

でしっかり診て頂こうという，大きな変革を

したのが今度の健康診断の改正であったと思

います。実践をされてきたお話を少しうけた

まわっておきたいと思います。今度の改正で

噛み合わせを診るようにしましたが，ある学

校でクラスの8割が治療をしなければいけな

いという健診結果が出てきて，診療費はどう

するのか，と問題提起されたこともありまし

た。逆に，学校全体に一人もいない。これは

どうなのか，という問題もおこりました。矯

正の専門の立場として，また，学校歯科医の

立場として迷いがあったのでしょうか，その

辺のお話をお伺いしたい。

矯正専門の

立場からの

健康診断

堀内先生　私が校医に

なったころは一般的に

矯正の専門家が学校歯

科医になる道はあまり

開かれていない時期で

した。その意味では幸

せだったと思います。学校に最初にいったと
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きに校長先生からうちの学校は不正咬合の児

童は幸いなことにゼロです，と言う話を受け

ました。ゼロで喜ばしい，という理解をして

おられたわけですが，ゼロということはない

ので，健診のときに不正咬合の子どもが結果

として出てくると思うので，よくご理解を戴

きたいと説明をしました。当初は四割位の児

童に不正咬合を検出しましたが，その後次第

に減ってきて，二割五分位までになりまし

た。それは数が減ったわけではなくて健診を

するこちら側が不正咬合として出すか，それ

ともそのまま暫く様子を見るかという基準が

年とともに変化をしてきたわけです。矯正学

的な見地と学校健診のスクリーニングとして

の見地で子供たちの咬合を診るのとは開きが

あり，それについてはいろいろと悩みました。

　この間も地域で研修会をやりましたが，一

番難しいのは基準がハッキリできないこと。

「2」や「O一の場合は問題がないのです

が，「0」と「1」，「1」と「2」の狭間が

非常に難しい。診ていてどうしようかな，
「

0一にしようか，「1」にしようかな，

「1」から「2」にいっていいのかな，と常

に悩みながら健康診断をしております。そう

いう意味ではもう少しハッキリとした基準を

打ちだせたらよいと考えてはおります。

森本専務　実は今度の改正で最も問題提起さ

れた部分の一っです。矯正の専門家が治療を

前提に確定検診をするたあには相当の時間を

かけておられます。それを集団健診の中で見

つけ判断していく訳ですから大変なことで

す。ここで一番大切なことは歯列不正や不正

咬合を診断しようとしたのではなくて，噛み

合わせや歯並びがよいかどうか，しかもその

基準はあくまでも学校保健の立場から学校教

育を受ける上で不都合があるかどうかが物差

しになります。この考え方と取組みについて

は時間をかけて正しい方向にむけていきたい



と思います。

〈田中先生　私も咬合異

　常の判定基準「1」が

　大変難しいと思いま

　す。私は小児歯科が専

　門ですので，そういう

　目でみますと日学歯学

術第三委員会（口腔機能の調査研究）での平

成3年のパンフレットに示されている判定基

準は，森本先生が云われる健診現場でのスク

リーニング基準として大変わかりやすいと思

います。それだけで終わってしまうと発育途

上にあって咬合もダイナミックに動く子ども

たちを折角診ていながら何かもう少しアドバ

イスが出来ないかな，という気持ちが凄くで

てきます。診断或いはスクリーニングに終わ

らず，生徒達が噛み合わせにもっと関心を持

つように，少し大げさかも知れませんが健康

教育というような面も大切にしていかなくて

はと考えています。もう一っは「2」という

判断で鯖蝕や歯周疾患ですと健康保険で治せ

ますが矯正は治療的な問題がありますので，

お母さん方にとって「2」がっくのはかなり

大きな問題ですし，「2」がっいて矯正治療

が受けられないとすればずっと一2」がっい

てくるわけです。そこを上手くカバーできる

方法はないか。ある先生は二回一2一をっけ

て治療が済まないときには「1」にする。と

いう話を聞きました。学校歯科医からいうと

問題があるかも知れませんが，生徒にとって

は配慮がなされていると思います。

堀内先生　うちの地区では不正咬合に関して

はいわゆる治療勧告書から省いておりまして

お知らせという別刷りを持たせて不正咬合に

ついて父兄に知らせるかたちをとっていま

す。知らせるべきものは知らせて後は父兄が

判断してください，ということです。

森本専務　スクリーニングとは健全であるの

か否かのふるいわけですから完壁にできるも

のではありません。永い間，治療勧告書が幅

をきかせてきましたが，その弊害も残ってい

ると思います。日学歯の学術第一委員会で歯

・口の健康診断のあり方の問題を議論したと

きには文部省の専門官にも入ってもらってお

りました。その折りに，その専門官が，私個

人としては入っていたらよかったと思うと発

言されたことが導入への決断となりました。

坂本先生　一一番戸惑っているのは顎関節の異

常のところです。学校は週休二日制により学

校には時間の余裕がなくなってきており，健

診の時間を多くとったり，指導の時間や保健

活動の時間を取りにくくなっています。私の

学校では健診以外の保健指導などの時間を取

りやすくするたあに，定期健診は校医の小児

歯科専門の先生方にお願いして一日で終了さ

せています。そんな中でまず，口を開く前に

顔貌の診査から始めるのですが，小学生では

変化を認める児童も少なく，また少ない時間

の中で正しく顎の異常を判断することが出来

るのかという思いも強く，戸惑いを感じてい

ます。

　ただ，歯列不正に関しては，先生にいわれ

たから良かったと思ってくれればいいな，と

思います。お金の問題もありますし，相談日

をつくってその中で問題解決をしようと努力

しています。

森本専務　学校歯科医会のメンバーであって

改正にっいての十分な情報がとどいていると

ころはいいのですが，情報のとどいていない

ところについては今後はどのようにするのか

もっと改善していかなければならないと考え

ています。

　顎関節の異常にっいては，小学校では殆ど

無いだろうという想定ですが，ところが専門

家に言わせるとそれどころではないよ，とも

いわれる。そこでこれからは歯科領域では殆

醐6
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一田中英一先生
ど利用していなかった保健調査をもう少しう

まく活用して具体的にみていこうというのが

改善策だと思います。

郷家先生　私の場A，健診自体が初めてなの

で内容的にどうこういうよりも，数多い検査

項目をとにかくこなすのに追われていまし

た。それは今までは歯周的には年配の人の日

の中を診ることが多かったわけですが，それ

が若い生徒が対象となったので戸惑いもあり

ました。IE直にいってGOとGの区別も分か

らなかったのですから，最初は殆どがGでは

ないかと思いました。顎関節や歯列不正にし

ても悪いところを見っけなければならない，

これを見っけるのが自分の仕事かな，という

ように。3年経ってその間は改正後について

の講習会や研修会等に出席したり，毎年講話

の前に保健委員の生徒達が健診の結果を集計

して発表しますが，そういった事を通して学

校歯科医は病気を見っけるのではなく，健康

とはどういう事なのかを生徒に教える立場に

あるのだなと少しずっ気付きはじめたところ

です。健診については3年経っても自分自身

のなかでの基準づくりは上手くいっておりま

せん。今年も健診のデータが出ますので，そ

こで更に考えてみたいと思います。
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森本専務　歯科診療の場とは異って学校健診

の場では発想を逆から行こうというのですか

ら大変だと思いますが，3年間やられてどう

ですか，慣れましたか。

郷家先生　特に悩んだ点は，綺麗に磨けてい

て肉眼でみても歯肉の炎症はみられないが，

ド顎前歯の舌側歯頸部に少し歯石がついてい

る，基準としてはGですが，それをGとして

診るのか。本人に分かればそれでいいのでG

とはせずに口頭で説明しようということにし

ました。お知らせ票のなかにも歯石をとりな

さいという項目はありません。Gの治療とし

ての項目はありますが……。

森本専務　大変に良い指摘をされたのです

が，ブラッシングもかなりよくできている，

だけど少し歯石の沈着がある，これは理論的

にはGですよね。しかし基準はなく先生にお

まかせしてあります。歯科医師としての判断

の範囲が広くなればなるほど解りにくいと文

句も出てきます。そこをこの座談会でクロー

ズアップさせて問題点を明確にしていきたい

と考えております。問題提議がなされれば日

学歯の委員会の中でも取りヒげて解決してゆ

くことになると思います。

　口の中を診て歯，口腔の健康度を測定する

わけですから容易ではないのです。病気には

はっきりした物差しがありますが。口のなか

に歯石がべっとり付いていても関心を持たな

い親に問題があります。保護者と学校と子ど

もたちとが，どうタイアップして取り組んで

いくかを明らかにしておく必要があります。

日本学校歯科医会の委員会の取り組みで何か

ご注文があれば提案して下さい。不正咬合，

噛み合わせ，歯並びの問題も検討していま

す。

　先生方の現場に新しい情報が充分に行き届

いているかどうか，その辺をひとっお話くだ

さい。



現場に新しい

情報が充分
伝達されてい

ますか

す。現場での悩みをお聞きすると，

せについてはどのような症例が経過観察の対

象になるのか，即ち判定基準「1」の判断で

はないかと思います。都学歯でも以前素晴ら

しいパネルを作られましたが，日学歯でもこ

のへんのご要望に応えられるものを，と検討

中です。いま，情報がいき届いているのかと

いう話がありましたが，受け取っても埋もれ

てしまわないように，会員が手にとってみて

いただけるよう簡便で分かりやすいものをと

考えています。

坂本先生　平成9年12月に日学歯常務福井初

雄先生や黒田教授の講義があり，情報はかな

り入ってきております。私たちの地域の養護

の先生からも顎関節の異常にっいて行政の立

場からどのように捉えてゆけばよいのかとい

う質問があり，例年開かれている研修会で私

たちの地域でも顎の問題を採り上げました。

「顎の動き方」，「矯正の立場」，「全身の一部

として」と三方向よりそれぞれの観点からの

パネルデスカッションを行いました。日学歯

からの情報としての講演会も十分に役立ちま

すが，私たちの開いたパネルデスカッション

は興味深く実践に役立つものだったように思

います。

森本専務　情報も印刷物を発行しているだけ

では情報を発信しているとは言えないと思い

ます。

堀内先生　都学歯の広報を担当しております

が，書いてあるじゃあないか，といっても会

員の先生方は殆どみていない事が多い。パネ

ルもでているし本もでています。それを先生

田中先生　学術第三委

員会では，現在，診査

基準としての咬合パネ

ルを東京医科歯科大学

歯学部黒田敬之教授を

中心に作ったところで

　　　　　　噛み合わ i
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方が活用できるように，これらをテキストに

勉強会を開くとか，未だそこまでいっていま

せんが工夫が必要だと思います。

坂本先生　むし歯のあることを何度も知らせ

ていてもずっとむし歯を直さない人がいるよ

うに。

森本専務　確かに情報伝達という仕組みから

言えば今までの情報は全部学校歯科医には十

分に行っていると思いますが講習会で目と耳

で情報を聴くのと，印刷物が送付されてきた

だけでは情報連絡が充分とはいえないです

ね。

坂本先生　印刷されたマニュアルよりも，健

診の方法をシュミレーションしてビデオ化し

たほうが効果的だと思います。

森本専務　学校歯科医は診療所に受診にくる

患者さんを診るのとはちがうので，そのため

の学習の制度は必要であると思います。そし

て，我々が発信している情報が学校歯科医や

学校を通じて家庭に行ってどう働くかという

ことは物凄く大事なことです。大きな社会的

な役割を持っていますから。

坂本先生　学校歯科医への情報も大切です

が，受け皿としての一般の歯科医の先生方に

CO，　GOの理解を助けるたあの情報活動が

q網
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必要です。CO，　GOの意味とか情報が浸透

していないように思います。

森本専務　日本歯科医師会雑誌に健診内容の

改定のときに，基本的なことをすべて掲載し

てもらいました。咬合，噛み合わせにっいて

も座談会もしております。学術雑誌，商業誌

にも出しています。学校歯科医よりも一般歯

科医の方が数が多い訳なので，そこの情報伝

達を上手くやっていかなければいけないと思

います。

田中先生　折角校医の先生方が悩みに悩んで

一

CO　とか判断をして歯を守ろうとしたの

に，治療にあたり歯科医と考え方，取り組み

方のズレが出来たら困るし，学校歯科医の社

会的な評価にも繋がりかねない，と思います。

森本専務　　一CO　だから詰めた，というこ

とがどの位あるのか分かりませんが，社会的

に少しは指摘されていますね。担当歯科医は

充墳にあたって保護者と話し合いをしていた

だいて納得してもらってからやるようにして

ほしい。それがないと“CO　が充墳される

のは何だということになります。

坂本先生　その考え方は反対だと思います。

予防に対してもっと重きを置くような保険制

度であれば受け皿のほうも十分それに対応し

森本　基専務理事

58／日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月

て行けると思います。

田中先生森本先生のいわれた対話の大切さ

は私も十分感じております。あくまでも学校

での健診はスクリーニングですから，もっと

環境の整備された診療室で，エックス線写真

等の資料を基にした診断とは，そこにズレが

出ても少しもおかしくないと思います。児童

生徒を受け入れて下さる地域の先生とうまく

コミュニケーションができ，それが保護者の

方達にもきちんと話ができれば，スクリーニ

ングをして　CO．だ一GO一だと悩んだ子

どもたちにとっても利益になると思います。

森本専務　今日では口の中が非常に汚れてお

り，むし歯だらけという人は殆ど無くなって

きましたが，これで安心してはいけません。

人生80年の時代に歯を残していかなければな

りません。8020の時代になってきまし

た。これは大革命です。昭和53年に文部省が
一

歯の保健指導の手引き一を出し，「むし歯

予防推進指定校．の研究活動を始め，その成

果が今度の健康診断を変えてくれました。そ

の継続の中で私が特に心配をしているのが学

校間のレベル格差が大きくなってしまったこ

とです。それを変えていく，低辺を高めてい

くにはどうしたらいいか考えてみたいと思い

ます。

学校との連携

は上手くいっ

ていますか

～例えば養教

　との関係～

坂本先生　最近渋谷区

では養護の先生の突き

上げが激しくなってい

ます。なぜローテイ

ションがないのかと。

地区で私は学術委員を

やっていますので，

3，4名でチーム組んでブラッシング指導と

か養護の先生の要望に応えられるようなシス

テムを作ろうという話を進めています。地域

の保健所がもう少し学校の中に入ってくれる

ならばなお良いと思います。



森本専務　将来はその点での可能性がありま

す。基本的には保健所は厚生省で学校は文部

省の管轄になりますからそれを上手に繋ぐの

は学校歯科医なのだと思います。皆さんが

もっと意識を高め連携を強化していく必要が

あります。

　要観察など学校側として取り組まなければ

ならない仕事は増えてきているのですが，ど

うでしょうか。校長，養護教諭，保健主事，

学級担任，学校医との関係など連携が上手く

いっているのか，それと学校保健委員会にも

触れたいと思います。

堀内先生　養護の先生はベテランですからこ

ちらの意図は十分理解してくれています。校

長先生は2，3年で変わるので，その人の考

え方，取組みの姿勢の影響は大きい。ある地

域で活動の核を作りたいという話があって校

長先生も養護の先生も積極的だったが，これ

を広げていきたいと考えたが校長先生が変

わって全てが無に帰してしまった。学校側の

事情で学校歯科医がどんなに頑張っても駄目

な時があります。先生方の口腔診査をやるの

は非常に大切なのですがどうも非協力的でど

うやったらしてもらえるかこれがとても大切

な事になります。学校保健はまず学校の先生

が中心になるのですから。

坂本先生　私のところでも全く同じ傾向があ

ります。生徒に自分の口腔のむし歯を見せ

て，自分のマイナス面を見せることでこども

たちもホッとしてくれます。校長先生にも養

護の先生にも口腔診査をしたいといっもいっ

ているのですが実現しません。先生と子ども

との心の交流はなかなか難しいです。私は

1，2年は養護が中心になって進め，5，6

年生になるとなんとか自己管理ができる方向

にもっていくように教育しています。

森本専務　中学生に向けて自己管理が出来る

ようにセルフチェック，セルフケアができる

ように，という期待がある訳ですね。中学校

は如何ですか。

田中先生　養護の先生とは個人的にはお話す

るのですが，なかなか非常勤職員として学校

の組織の中で発言するというような状況に

は，程遠い感じです。歯科保健については，

職員会議のなかの保健給食委員会で養護の先

生が中心になって保健計画を作り，実行して

いるようです。いま，特にカリキュラムの関

係で保健の時間をなかなか作れない上に，少

ない保健の時間は歯科よりも心の問題等に振

り向けられているのが現状です。養護の先生

が歯科保健を後回しにしているのではなく，

現実的に時間がとれないということの様で

す。ですから，委員会で作ったプリントを

使って各担任にホームルームの中で話をして

もらうようにお願いしているとのことでし

た。私たちは養護の先生と一緒になって教員

を動かす力がすごく必要になっていると感じ

ます。

郷家先生　田中先生と同じで，今は進学の問

題が中心となり精神的にも思春期にはいって

対応が難しいですね。健診後の講話でも前列

に一年生が座っていて，一年生は小学校から

上がってきたばかりなので反応がいいです

・証L「　　　1

中田郁平常務理事
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が，二年生はソワソワして聞いていない人が

目立ちます。三年生になると，その態度から

聞きたくないのかな，という印象を受けま

す。養護の先生も私が学校歯科医になって2

人目ですが，こちらで春に健康診断と講話，

秋にも実施を計画しますが養護の先生が校長

先生とは直接話づらいということで，自分が

話しにいくとntそれはいいですね」で終わっ

てしまいます。3年間で校長先生も2人代わ

り今年度で3人目ですが，あまりにも交代が

激しく現場の先生がどう考えておられるのか

良く分かりません。健診で『CO」一GO．

が増えていくということは学校歯科医として

吏に大きな責任を背負っていかなければなら

ないのではないかと感じています。その上
一 CO一と判断基準に関して診療を担当され

る歯科医師とバラツキがあるのは確かです。

これは積極的に調整を進めていかなければ学

校歯科医と一般歯科医の先生方との間に学校

歯科保健実践のシステムが上手く組めませ

ん。

坂本先生　小学校では子どもの数は減ってき

ていても心の問題を抱えたりといろんな問題

を抱え込むようになってきている時に養護教

諭が児童が300人も400人もいる学校で一人き

りでよいのかな，と思います。健診の時も，

もし二人の養護教諭がいれば，一人の先生は

健診以外の子供たちに目を配ることが出来る

し，もう一人の先生は健診に集中する事がで

きます。また，問題のある子供には複数の目

で対応ができると思います。

森本専務　中学生は高校受験を控えていて，

一年生は小学生の延長で純粋ですが，三年生

は大人の感覚で二年生は心と体がアンバラン

スで問題を起こす。各学年でそれぞれ違って

いる。学佼側は中学生は一っですよとよく

云っているが歯科保健の立場からは適切では

ないと思います。なぜ歯肉炎と歯の汚れをわ
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けたかというと口の中が汚くなってきたら絶

対に何か問題を抱えているのです。心と体の

問題のところの切り口にも口腔保健を位置づ

けられると思います。歯科医は歯だけを診て

いるのではなくて歯口腔を通して健康をみ

ているのだから，そこまで踏み込んで行くべ

きです。歯垢をとったりブラッシングを教え

るよりも，ある日突然汚くなった子どもたち

にわれわれはどうアプローチしていくかが

もっと大切なことです。そうなってきたとき

に小学校の担任はまだよいとして，中学校の

先生は専科を持った先生方なのでなかなか関

心を持ってくれません。教職員全員と学校歯

科保健について一緒に勉強することが重要だ

と思います。

　一つの問題は今は時間が無い，土曜日が休

みになったらどうなるのだろうか。健康診断

の時間はもうないよ，と言われたらどうしま

すか。

中田常務　担当の学校は生徒500名位です

が，校医になって10年，その間に3名の校長

先生が変わられ，養護の先生も3名変わられ

ました。学校創立40周年で何も指定校を受け

ていないのはおかしい，と言われ教科の指定

を受けられ，学校は自分と教頭と2～3名の

先生が自分たちの考えに賛成し，ついてきて

くれれば，学校は絶対に変わります，と言わ

れました。校医の先生方は，健康診断をやっ

ているだけで今学校はどうなっているのか，

子どもたちはどういう授業を受けているの

か，知っていますかと質問されました。

　休み時間，給食，授業のながれを理解して

いるのかといわれてショックでした。それか

らは健康診断の合間に各クラスをまわりなが

ら注意をして子どもたちを見るようにしてき

ました。これを積み重ねていくうちに自ら子

どもたちの心も少しは理解出来るようになっ

たと思いました。



学校保健委負

会撫当校で
開かれていま

すか

森本専務　結局，学校

教育はなにか，という

原点に戻って考える必

要があると思います。

算数が解けるとか，漢

字を沢山知っていると

いうのではなくて，市民として社会にでてい

くときに円満により上手く適合していける

か，ということに係わってきます。そうする

と，校長先生がどうこうというよりも学校保

健委員会のあり方にかかってくると思いま

す。学校保健委員会が定期的に開かれている

かどうかについてまず伺います。

田中先生　残念ながら，開かれていません。

学校歯科医としてもっと積極的に開催を要望

すべきなのでしょうか。

郷家先生　学校から声をかけられたことはあ

りません。生徒に保健委員というのがいて講

話の前に健診のデータを集めてグラフを作成

していますが学校側の保健委員会の集まりは

ありません。

森本専務　学校保健委員会が開かれるという

ことは，年度初めに年間の計画ができる訳で

その時に健診はいっ入るか，事後の保健指導

等はどうしていくかということが必要になっ

てきます。保健委員会は学校側だけに任せず

に我々からも働きかけるようにしたい。関東

では高崎市がモデル地区になっており学校保

健委員会のない学校はない，校医も薬剤師も

出席しています。だから先程の校長先生が指

定校になろう，ではありませんが皆が集まっ

て盛り上げて問題を見っけ出していく。だか

ら今の中学校の問題は学校保健会が開かれて

いない，そこをみても問題があると思いま

す。今日出席の先生方の学校はどこも保健委

員会は開催していないのでしょうか。

中田常務　私の学校も保健委員会は初あは開

かれていませんでした。私は一人でもいいか

ら出席しますので委員会を開いてほしいと何

回も申し入れました。そして形が出来上がり

ました。

将来に向って

の提言

一
学校歯科医

とは何だろう

か，の原点に

かえって

森本専務　今日の座談

会でずっと話しをして

きた中から提言を考え

ていきたいと思いま

す。

　学校歯科医会だけが

独立した文部省管轄の

社団法人として学校歯

科保健活動をすすめることに一番頑張ってき

ました。そして，今度は受け皿として日本歯

科医師会への情報の流し方も考えていく必要

のあることが話されました。その上，学校歯

科医としての専門制を高める問題学校歯科

医の認定制度も考えていかなければならない

社会背景が生まれてきています。臨床歯科の

各領域，っまり小児歯科も歯周病も認定制と

いうことで見直しを始めている。新しい領域

では産業歯科医の認定もあり，ここで学校歯

科医とは何だろうか，どんな資格をもって何

をなすべきなのだろうか，ということも含め

て将来について，提言を頂きたいと思いま

す。

坂本先生　引き際が大切です。エネルギーの

あるうちはいいけれどもエネルギーが無く

なってしまったら私もリタイアしなければと

思います。

森本専務　情熱は大切です。

郷家先生　学校歯科医は一っの学校に2名，

交代制でという案は如何でしょうか。違った

考え方や取り組み方も出来ますし，学校歯科

医会の会員が増えれば学校歯科医と　般の歯

科医の先生方との関係も変わるのではいで

しょうか。

森本専務　敢えて反論しますと。養護教諭の

側から2名の校医では判断基準が違ったり，

帽網
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取組みがちがったりするので，これを調整し

てドさいという要望も随分あります。

郷家先生　確かに，自分のスタッフとでも基

準が違いますので，うちでは健診前に練習を

兼ねて調整しています。ですから地域でそれ

ぞれ研修を積んで自分たちに基準っくりをし

ていく，お互いにレベルアップを図っていく

必要があります。

森本専務　日本学校歯科医会でも今まで随分

多くの情報を全員に流してきましたが，もう

少し具体的に役立っ情報を流す必要がありそ

うですね。

坂本先生　新任の学校歯科医の先生には必須

の研修の制度は必要です。

森本専務　学校歯科医の研修制度，少なくと

もこれだけは研修を受けていますよ，という

社会に対する保証のようなものですね。

坂本先生　講師の方もレベルの高い人を厳選

したい。日学歯，都学歯から講師を派遣して

いただくシステムを。「う一ん」とうなるよ

うな内容の研修会を望みます。

田中先生　怠け者の意見ですが，必須の研修

制度は勉強会に参加するきっかけになると思

います。行ってもいかなくても良いとなる

と，っい足が遠のきます。週休2日制が完全

実施されれば，中学校のカリキュラムは益々

タイトになり，歯科の時間は削られる傾向に

なるのではないかと心配になります。養護の

先生も授業を持てるように制度が変わってき

ていますので，養護の先生へのわれわれのア

プローチを日学歯でも是非バックアップをし

て欲しいです。

　複数配置の話に係わると思いますが，これ

からは子育てを地域で支援しようという流れ

です。改正された母子保健法にも「学校歯科

との連携」が明記され，学校だけで歯科保健

が完結する状況ではなくなってきています。

保健所，地域住民の方の集まり，個々の先生
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方の診療室など広い連携の上で，地域も見据

えた学校歯科医の活動も考えていかないと，

健康教育というところまで，なかなかたどり

着けないのではないかと感じています。

　最近話題のかかりっけ歯科医にっいても，

厚生省は地域医療の核に据えようとしている

のですから，学校歯科医とかかりっけ歯科医

の関係なども含めて是非検討して戴きたいと

思います。

堀内先生　学校歯科医の認定制度は必要だと

思いますが，まず研修制度の充実が必要で

しょう。例えば，年間常設の形式で同一テー

マを何回も繰り返し研修出来るような形で，

多くの学校歯科医が均等に研修を受けられる

機会が必要だと思います。受けた人と受けな

い人とで格差が生じてしまうことのないよう

に……Q

　それから学校歯科と一般の歯科医とでは学

校保健活動に対する認識に大きな乖離がある

ことも問題だと思います。学校保健を含めた

地域保健の問題を話し合うにしてもなかなか

共通の認識に立てないことが多くありますの

で……。それを解消するにはできるだけ多く

の先生方が学校歯科医の経験をしてもらうこ

とが良いのではないでしょうか。

　一校に学校歯科医2名づっとか，交代制，

輪番制もその方法の一っだと思います。何れ

にしても出来るだけ多くの先生方が学校歯科

医としての経験をしていく体制づくりができ

ればと思います。

坂本先生　全国大会で指定校の発表の他に，

歯ブラシ指導の実際，例えば三面みがきにつ

いてなどの指導教室のようなコーナーをっ

くったり，顎関節の異常の判断の実際等の実

践コーナー等，生きた勉強の場が設置される

と学校歯科医や養護教諭等の参加も多くなる

のではないでしょうか。

森本専務　学校保健という一っの型にはまっ



たものをやっていても，いざ改まってみると

その全貌を出し切るのはそう簡単でない。ま

だ問題は出し切っていなく残っている問題点

もあります。学校歯科保健研究大会のような

大会をもっと我々の勉強になることを，勉強

といってもそれぞれがレベルが違うから難し

い面もありますが，何れにしろ今までとはち

がったレベルの内容で研修会はやっていかな

くてはなりません。歯科医師養成の課程だけ

で学校歯科医がやっていける時代ではなく

なってきています。何故かと云えば矯正学的

な知識も，小児歯科的な知識も，歯周病学的

な知識も必要，これを自分なりに消化吸収し

て，どうやって現実に学校歯科医として取り

組んでいくかということなのだと思います。

文部省も学校，家庭，地域との連携が大切と

強調してきています。現状ではそのわりに地

域には広がっていない。何故なら，日本の縦

割り行政の結果がでている訳です。だから，

実は地域において保健目標をたてましょうと

いって要望によって動いているけれども，歯

科保健目標を地域にゼロ歳から80歳まででき

ているところがあるか，といえばこれは無い

のです。それは，文部行政と，厚生行政が，

労働行政がバラバラだからです。それを私た

ちが繋げていかなければならない。とすれば

なお一層の研修が必要になってくる。いろい

ろな研修がある，学校歯科医だけではなく

て，一般開業医にも開放するし，養護教諭に

も開放する，という多角的なことをやってい

かないと，学校歯科医が勉強すればするほど

乖離が大きくなってきます。私のところに熱

心な養護教諭が来て今度の改正でやり甲斐が

できました，と張り切っている現場の先生が

物凄く多いのです。

　それだけにわれわれの責任が問われている

わけです。私たちは養護教諭に仕事を与えて

あげなければならないわけです。保健指導と

要観察という仕事を学校歯科医は明確に指示

しなければなりません。学校歯科医はただ長

年マンネリで続けるのではない事を反省をす

る。そして地域の学校歯科医会のリーダーと

歯科医師会のリーダーと教育委員会が常に新

しい方向を求めて活動していかなければなら

ないと考えております。そういう意味からも

私たち学校歯科医が働きかけていかなければ

ならないと思います。

q網

日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月／63



●学衛論文

総 1

新しい学校歯科
　　　　健康診断について

日本大学歯学部小児歯科学教授 赤　坂　守　人

◇ヘルスプロモーションと学校保健

　1986年のWHOのヘルスプロモーションに関す

るオタワ憲章は’人びとが自らの健康をコント

ロールし，改善することが出来るようにするプロ

セスである一と述べられ，健康のルネッサンスと

呼ぶにふさわしい歴史的な事であった。このこと

は，「病気を治す　と言う従来の考え方から「健

康をっくる．考え方へ，一医療機関中心」から
一家庭・地域社会中厄Lへ，r専門家中心．から

一素人・住民中心一へとシフトすることにある。

このヘルスプロモーションの理念は，医療，保

健，福祉，教育の各分野に大きな影響を及ぼすと

同時に，それぞれの分野が統合され連携を図るべ

きことを示したものである。このヘルスプロモー

ションの理念に基盤をおいた学校保健活動が，地

域保健活動との密接な連携のもとに，今後の学校

保健の方向性を定めている。

　平成8年に公表された中教審の答申，　21世紀

を展望したわが国の教育の在り方について」によ

ると，こどもに一生きる力　と一ゆとり一を目標

にすることをアピールしており，健康や体力は

一生きるカーを支える基盤として不可欠であると

している。しかし，現在の児童・生徒は，運動不

足，食生活の偏り，夜型傾向などの生活様式の変

化がみられ，体力や運動能力の低下，肥満児の増
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加など生活習慣に起因する新たな健康問題が生じ

てきている。1一生きるカーを目標にした健康教育

とは，一健康の価値を認識させ，自らの課題をみ

つけ，健康に関する興味と関心を高め，知識を増

やし，自主的に判断し行動し，よりよく課題を解

決する一というプロセスを通して，健康に生きる

力を身につけさせることである。

Q学校鹸診断の改正の基本的概念

　平成7年度に学校保健法施行規則が改正され，

今日の児童・生徒の健康問題の変化に対応して，

健康診断の全面的な見直しが行われています。従

来の疾病の早期発見と治療勧告の時代から，健康

づくりをめざした健康指向の時代に対応した学校

の健康診断のあり方が示されている。即ち，健康

であるか否か飾い分けることを目標にしたスク

リーニング健診としての性格を強調している。こ

の様なことは，疾病・異常に対する早期発見と治

療勧告および定期的な観察などの事後措置にとど

まらず，児童・生徒が自らの健康状態を把握し，

自分の問題として捉え，自主的な健康づくりに役

立てることに意義がある。そこで，健診の結果は

その後の保健指導や定期的観察などの事後措置に

重要な意義を持っようになり，保健教育と密接な

連携を保っようにしなければならない。さらに，



平成9年度，地域保健法および母子保健法の改正

に伴い，生涯を通じた健康づくりを区市町村が中

心になって推進していくことが明確にされ，健康

づくりを進めていくうえで学校保健と地域保健と

の連携が以前にも増して重要となっている。

　学齢期は心身の発育期・自立期にあり，また，

基本的生活習慣を身につける時期でもあって，個

人が生涯にわたって健康に暮らしていくための資

質を備える重要な時期である。高齢社会を迎え

て，生涯の健康づくりが指向されている現在，ラ

イフステージの第一段階としての学齢期における

健康づくりとそれに果たす学校保健の役割は，ま

すますその重要性が増してきている。さらに，歯

科界は，歯科保健医療の目標とされる8020運

動を推進しているが，この運動を達成するには，

う蝕および歯周疾患の発病時期にあたる児童・生

徒期に，これら疾患に対し学校歯科保健での保健

教育および保健管理を通じての予防，管理が重要

であることは明らかである。とくにわが国の医療

保険制度は，疾病治療に対応した出来高払い制で

あって，疾病の予防や保健指導にはほとんど対応

していないことを考えると，学校歯科保健活動が

果たす役割は一層大きい。

＜》新し噛科騰の考え方

　平成7年度から実施されている新しい学校健診

は，基本的な考え方の見直しが行われ，それに

伴って歯科健診では具体的には，以下に挙げる項

目の内容が明確に示されている。

　1）新しい診査項目の導入：CO・GO，歯列
・ 咬合・顎関節，歯垢の状態など，今日の時代の

変化に応じた新しい診査項目が加わり，さらに，

診断の筋い分け項目に「要観察一が導入された。

この点については，後に詳しく述べたい。

　2）スクリーニング健診として明確化：スク

リーニング健診としての性格が再確認された。即

ち，地域の医療機関における個人を対象にした疾

　　　　　　　　　　　　　　　　　学術論文■

病診断とは異なって，健康状態の把握が基本的な

考え方であり，健康上に問題のあるもの，疑いの

あるものを集団の中から選び出すためのスクリー

ニングである。健康の度合いを3段階即ち，保

健指導や予防処置により健全な状態を保てる段

階，観察下にあって積極的な保健指導，予防処置

の組み合わせによって疾病の状態に進行させない

段階そして，医療機関によって疾病の状態を診

断しながら臨床的な対応が必要な般階，に節い分

けることにある。そこで，例えばCO，　GOの判

定には，口腔環境などう蝕リスク因子を観察し判

断することが求められる。診断の結果は，その後

の保健学習，保健指導，そして，日常の健康観察

に結びっくものでなければならない。

　3）保健調査の活用：学校保健法の施行規則の

中に保健調査について規定されている。

　健診を的確に円滑に実施するために，あらかじ

め児童・生徒の健康情報を得て，健康状態を総合

的に評価する補助資料となるものが保健調査で

ある。医科領域の健診では既に活用されている。

しかし従来，歯科領域の健診では，この保健調査

を余り重視してこなかった。それは，主にう蝕，

歯周疾患のみに対応していたこと，さらに健診結

果に基づいて児童・生徒への保健指導を充分に行

わなかったためと思われる。今回の改正により新

たな診査項目の対象となった顎関節・歯列・咬合

などの診査や歯列不正・咬合異常による不快症状

の問題には，家庭など日常の生活での健康状態や

症状の有無が診断に大きく役立っことになる。

　保健調査は，現在，日本学校歯科医会が基本項

目として以下のような提案をあげている。1）口を

開けるときにあごが痛いことがありますか，2）歯

ならびが気になりますか，3）歯ぐきから血がでま

すか，4）歯が痛んだり，しみたりしますか，5）食

べ物がのみこみにくい事がありますか等。保健調

査票を作成する際には，画一的なものばかりでな

く，地域や学校の実態に即したもので，必要最小

限とし，充分活用出来るものとすべきである。
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　保健調査を活用するたあには，その意義につい

て，健康診断にかかわる教職員のみでなく，児童

・ 生徒および保護者の十分な理解を得る必要があ

る。また，保健調査票およびそれから得られる情

報は，厳重に保護・管理し，すべての関係者が守

秘義務を果たしていくことが求あられる。

　4）学校保健委員会の活性化：学校において健

康づくりを実りあるものにするためには，学校保

健関係者の連携を強化し，組織的，計画的に取り

組あるように，学校保健委員会の組織化或いは活

性化が図られる事が必要である。学校保健委員会

は，児童生徒に現在起っている健康課題を把握

し，それを解決するために，学校，家庭，地域社

会が連携して健康づくりを推進していくために必

要不可欠な組織である。

　現代の児童生徒の健康にっいては，様々な心と

身体に関する問題が指摘されている。これらの課

題は，学校の中だけで解決するものではなく，家庭

を基本にしながら地域社会を含めた広範な対応が

必要となっている。丁度，平成9年地域保健法の

改正があり，生涯を通じた健康づくりを区市町村

が中心となって推進していく事が明確にされ，健

康づくりを進めていく上で，学校保健と地域保健

の連携が以前にも増して必要になってきている。

　学校保健委員会の構成メンバーは，校長，保健

主事，養護教諭，学級担任など学校教職員，学校

医，学校歯科医，学校薬剤師，保護者代表，地域

保健関係機関の代表者，必要に応じて児童生徒，

近隣の学校関係者などである。

　学校保健委員会は，児童生徒の健診結果に基づ

いて，養護教諭から歯・口の健康上の問題点，課

題を提示してもらい，学校医，学校歯科医の助

言，提言を加えて協議を進める。提示された問題

は，学校，家庭，地域の問題として広げ，学校に

対しては健康教育の推進，家庭に対しては保護者

への啓発地域に対しては健康フェアなどによる

PR活動の実施など協議する。

　学校歯科医は，歯科健診のみの活動だけでな
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く，学校保健委員会に積極的に参加すべきであ

る。そして，学校関係者に対し，児童生徒の歯・

口の健康づくりを学校全体の課題として認識さ

せ，取り組むためにも必要である。また，保護

者，地域保健関係者と接し対話することは，学校

歯科医が他方の役割を担っている地域のかかりっ

け医として，地域住民との信頼関係を築くことに

もなる。

◇新しく導入された診査囎とその

　　事後措置について

1）歯列・咬合・顎関節の診査

（1）健査と健康診断票（歯・口腔）への記入

　　歯・口腔の健査では，顎・顔面の診査からは

　じめる。上顎前突，下顎前突を疑わせる顔貌の

　者，左右非対称の顔貌の者は注意して診査す

　る。問診，視診，触診によって，次の基準に

　よって口の開閉，顎関節の状態，咬合，歯列を

　診査し，結果を3段階のいずれかで判断して記

　入する。

　　0（異常なし）：視診による顔の観察，顎関節

　　　　　　　　　部の触診によって異常を認あ

　　　　　　　　　ず，口の開閉に障害がなく，

　　　　　　　　　又本人から異常の訴えもない

　　　　　　　　　者

　　1（要観察）：開口時の顎の偏位等，顎関節

　　　　　　　　　になんらかの異常が認められ

　　　　　　　　　たり，軽度の不正咬合が認め

　　　　　　　　　られる者。又口の開閉時に痛

　　　　　　　　　みはないが顎関節に軽度の異

　　　　　　　　　常を訴えるような場合等で，

　　　　　　　　　定期的観察が必要な者

　　2（要精検）：顎関節の雑音，顎の偏位，開

　　　　　　　　　口制限等を伴う開口・閉口時

　　　　　　　　　の障害のある者。本人が口の

　　　　　　　　　開閉時に痛みを訴える者。か



　　　　　　　　　なり重度な不正咬合があっ

　　　　　　　　　て，矯正治療を要すると判断

　　　　　　　　　される者。本人や保護者から

　　　　　　　　　矯正治療の相談の申し出のあ

　　　　　　　　　る者等で，歯科医師による精

　　　　　　　　　密検査と診断が必要な者

　　歯列不正，不正咬合と顎関節の異常を区別し

　て記入する必要はないが，これを区別する場合

　には，学校歯科医所見の欄に例えば咬合一2，

　歯列一1，顎一1というように記入するとよ

　い。

（2）歯列・咬合異常の診査

　　歯列不正，不正咬合については上顎前突，叢

　生等が著しく，将来う蝕の発生や歯肉炎から歯

　周炎を起こす恐れが多分にある者，あるいは児

　童生徒自身，不正咬合にっいてかなり心理的負

　担を感じている者，児童生徒の将来の健康上か

　らも歯の矯正治療を受けた方がよいと判断され

　る者は「2」とする。

　　日学歯学術第三委員会の歯列・咬合異常の判

　定基準を表1に示した。また，最近，同会から

　歯列・咬合診査のパネルが配布されているの

　で，これらの資料を活用することをすすめる。

表1　歯列・咬合異常の判定基準（歯列・咬合・顎関節
の欄「2」と評価する者の基準）

　　　　　　　　（日本学校歯科医会学術第三委員会）

反対咬合：3歯以上の反対咬合

上顎前突：オーバージェット8m以上（通常使用する

　　　　デンタルミラーの直径の1／2程度）

開　　口：上下顎前歯切縁間に垂直的に6田m以上空隙

　　　　のあるもの（通常使用するデンタルミラー

　　　　のホルダーの太さ以上），ただし萌出が歯

　　　　冠長の1／3以下のものは除外

叢　生：隣接歯が互いの歯冠幅径の1／4以上重なり

　　　　あっているもの。

正中離開：上顎中切歯間に6㎜以上空際のあるもの

　　　　　（通常使用するデンタルミラーのホルダー

　　　　の太さ以上）

その他：上記以外の不正咬合で特に注意すべき咬合
　　　　　（過蓋咬合，交叉咬合，1歯のみでも著し

　　　　い異常，鋏状咬合等）
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　　多少不正咬合があっても心理的負担を感じて

　いないような場合，また歯列・咬合異常の中に

　は発育が進み，交換が推移すると正常になる場

　合もあるので，経過をみる必要がある場合には

　「1」として次回の健康診断の際に注意深く診

　査する。

（3）顎関節の診査

　　歯列，咬合，顎関節の3つの項目はそれぞれ

　別個のものであり，「歯列・咬合一と「顎関

　節」は項目を分離するのが最良と考えるが，様

　式例では1つの欄になっている。学校での健康

　診断がスクリーニングであることを踏まえれ

　ば，この様式でも十分といえるが，学校側や地

　域の行政と調整がっけば，別の欄を設けるとよ

　い。記入する空隙は狭くなるが，見落とすこと

　なく診査が進められ，事後措置に活かすことが

　できる。

　　顎関節診査の方法は，健康診断の対象となる

　児童生徒の学年，対象人数や他の健康診断項目

　の多様性，健診者の専門領域，経験など様々な

　要因によって異なってくることが考えられるの

　で，以一ドに日学歯の学術第三委員会がガイドラ

　インとして提示した診査法を一っの指針として

　示した。

　⑦　顎関節の診査は，健康診断にあたって事前

　　に調査される保健調査のうち顎関節に関連す

　　る項目に「あり、と回答した児童生徒のみに

　　限らず，受診するすべての児童生徒の診査を

　　行うことが望ましい。

◎　児童生徒を健診者の正面に座らせ，顔面の

　　対称性を観察する。また事前に得られた保健

　　調査の結果などを活用し，保健調査で顎関節

　　に関連する項目の回答を「あり」とした児童

　　生徒については追加的に問診を行い調査して

　　いく。

◎　健診者は児童生徒の耳前部に手指をあてが

　　い，軽く口を開閉させ，顎関節相当部に触

　　れ，異常所見を観察する。
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㊥ゆっくりと大きく口を開閉させ，以下のこ

　　とについて観察する。

　　①開口の程度を調べ，開口障害がある場合

　　　は手指を基準にして（例：2横指半）調べ

　　　る。

　　②開閉口時の下顎の偏位の有無

　　③関節雑音の有無

　　④顎関節部および咀囑筋などの疹痛の有無

〈顎関節の診断基準について〉

　学校での健康診断における診査は，スクリーニ

ングであり臨床的な疾病診断と異なることを理解

すべきである。

　0（異常なし）：顎関節部，咀噛筋に異常を認あ

　　　　　　　　ず，口の開閉によって開口障

　　　　　　　　害，下顎の偏位，疹痛などの異

　　　　　　　　常所見がなく，さらに本人から

　　　　　　　　の異常の訴えのない者。

　1（要観察）二開閉口時に下顎の偏位がみられ

　　　　　　　　る者。

　　　　　　　　開閉口時に顎関節部に雑音が認

　　　　　　　　められる者。

　　　　　　　　保健調査により本人からの異常

　　　　　　　　所見の訴えがある者。

　2（要精検）：開口時に顎関節部あるいは咀囎

　　　　　　　　筋に疹痛を訴える者。

　　　　　　　　顎関節部あるいは咀囎筋に疹痛

　　　　　　　　が認あられる者。

　　　　　　　　開口時に2横指以下の開口障害

　　　　　　　　が認められる者。

〈顎関節診査についての地域の対応〉

　小児期の顎関節診査と症状およびそれらの推移

については現在のところ不明な点が多いたあ，現

時点では事後措置の方法などに多少の混乱がみら

れる。症状の推移，成人の顎関節症との関係など

今後検討し明らかにしていく必要があろう。篠田

らは表に示すごとく若年層の顎関節症状の経年的

調査を行い，以下のように報告している。

　小学生を対象とした診査では，初年度顎関節に
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何らかの症状の認あられた児童106名のうち2年

目においては62名（58．5％）に症状の消退が認め

られ，残りの44名（41．5％）は継続して症状が認

められた。中学生および高校生を対象とした診査

では，中学1年生から2年生への経過で男子で

は，症状が消退した生徒は13．3％（図中消退），

継続的に症状が認められた生徒は6．3％（継続），

新たに発症した生徒が10．5％（発症），2回の診

査とも何ら症状が認められなかった生徒は70．0％

（無症状）であった。女子では，それぞれ13．8％

（消退），15．9％（継続），6．5％（発症），63．8％

（無症状）であった。

2）歯列・咬合・顎関節の事後措置

〈顎関節に異常が認められる者〉

「2」（要精検）の者：適当な医療機関（必要に応

　　　　　　　　　じて大学病院口腔外科，専

　　　　　　　　　門医等）で精密検査を受

　　　　　　　　　け，必要な医療を受けるよ

　　　　　　　　　う指示する。

「1」（要観察）の者：適当な間隔（2，3ヶ月～

　　　　　　　　　6ヶ月）後に再度診査し，

　　　　　　　　　症状の改善が認められない

　　　　　　　　　場合や症状が進行している

　　　　　　　　　ようならば適当な医療機関

　　　　　　　　　で精密検査を受けるよう指

　　　　　　　　　示する。

〈歯列や咬合に異常が認められる者〉

「2」（要精検）の者：歯列・咬合異常の治療は一

　　　　　　　　　般に保険診療の適用外であ

　　　　　　　　　るので，保護者に児童生徒

　　　　　　　　　の口の状況や自費診療のこ

　　　　　　　　　とをよく説明し，矯正歯科

　　　　　　　　　または小児歯科を標榜する

　　　　　　　　　歯科医療機関があれば，そ

　　　　　　　　　こで相談するよう指示す

　　　　　　　　　る。このような場合は健康

　　　　　　　　　相談として保護者を交えて



　　　　　　　　　　予測される将来の弊害を含

　　　　　　　　　　めてよく説明し，適当な医

　　　　　　　　　　療機関で相談するよう指示

　　　　　　　　　　するとよい。

　「1」（要観察）の者：以後の定期健康診断の際に

　　　　　　　　　　注意深く観察し，治療を要

　　　　　　　　　　すると判断されれば，健康

　　　　　　　　　　相談等の機会に保護者に精

　　　　　　　　　　密検査または治療について

　　　　　　　　　　歯科医療機関で相談するよ

　　　　　　　　　　う指示する。

〈学校における保健指導〉

　歯列不正，咬合異常のある者は歯垢の付着，う

蝕や歯周疾患の発生が懸念されるので，歯を隅々

まできれいにみがく方法等について指導する必要

がある。また必要に応じて健康相談や個別保健指

導を行うとよい。

　不正咬合が著しいが，事情によって歯列・咬合

異常の治療をおこなわない者の場合は，歯科疾患

の予防にっいて十分な指導をすることが大切であ

る。

〈顎関節診査の要観察，要精検児童生徒に対し日

　常生活について指導すべきこと〉

　学校歯科健診後，少なくとも半年に一度，学校

　歯科医またはかかりっけの歯科医の検査をうけ

　るように指導する。

　食事の際はよくかんで食べるよう，また片側で

　咀噌しないで両側で均等にかむように指導す

　る。

　勉強巾あるいはテレビの視聴中等に頬杖をっか

　ないよう，また無意識にくいしばらないように

　指導する。

J 極端に大きく口を開けたり，非常に固いものを

　無理にかんだりしないように指導する。

一 顎関節の症状が悪化した時には，すみやかに学

　校歯科医またはかかりっけの歯科医に相談する

　ように指導する。

二毎［適度な運動をするように指導する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　学術論文■

　あまり気にし過ぎることのないように指導す

　る。

〈顎関節診査と体制づくり〉

　児童・生徒の顎関節診査の実利をあげるには，

個人の学校歯科医の対応に限らず以Fの事項の確

立体制づくりが必要であることを提言したい。

　（1）地域の学校歯科医会・歯科医師会は，顎関節

　　の疾患の学術研究にっいて学校歯科医が，情報

　　交換・収集などを行えるように研修ならびに

　　情報システムを確立するように努力する。

　（2）学校歯科医は，養護教諭をはじめ学校関係

　　者に対し健康診断時に限らず日頃から意思の

　　疎通を図り，特に顎関節診査の意義や顎関節

　　の異常について適切な情報提供や指導を行

　　う。

　（3）学校歯科医ならびに学校保健関係者は顎関

　　節の診査の結果，要観察，要精検の対象と

　　なった児童生徒およびその保護者に対し，適

　　切な保健指導と健康教育を行う。

　（4）学校歯科医，学校保健関係者は顎関節の診

　　査の結果，要観察児童生徒への対応として，

　　最低6ヶ月間隔の学校内での定期的健診を行

　　い，症状の推移の観察ならびに保健指導を実

　　施する。

　（5）学校歯科医は要精検児童生徒への適切な対

　　応が図れるよう，顎関節の異常について専門

　　的な診査・診断と治療を行い得る地域の医療

　　機関との連携を日頃から図っておく必要があ

　　る。

　（6）学校健診や事後措置にっいて学校歯科医及

　　び学校保健関係者は，児童生徒ならびに保護

　　者に不必要な不安を与えぬよう，またプライ

　　バシーが守られるよう十分に配慮することが

　　必要である。

3）歯垢の状態の診査と事後措置

（1）診査と健康診断票（歯・ロ腔）への記入

　　主として上下顎前歯部唇面に付着している歯
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　垢を診査する。歯垢の染あだしは行わない。主

　に視診によって次の基準により歯垢の付着状態

　を判断し，結果は3段階のいずれかで記入す

　る。

　0（良　　　好）：ほとんど歯垢の沈着を認めな

　　　　　　　　　い者

　1（若干の付着）：歯面の1／3以下に歯垢の沈着

　　　　　　　　　を認める者で，刷掃指導を要

　　　　　　　　　すると判断される者。

　2（相当の付着）：歯面の1／3を超えて歯垢の沈

　　　　　　　　　着が認められる者で，刷掃指

　　　　　　　　　導は行わなければならない

　　　　　　　　　が，場合によっては生活習慣

　　　　　　　　　に問題があって生活指導や健

　　　　　　　　　康相談を行う必要のある者。

　　萌出途上の第一大臼歯，第二大臼歯で低位に

　ある歯では，咬合面に多量に歯垢が付着してい

　ることがある。う蝕予防の見地からこの部位の

　清掃が大切であるので，このような児童生徒

　（幼児）については特にf分に指導するよう取

　り計らうとよい。（「2」と記入する。）

（2＞事後措置

　　歯垢の状態の欄に」1．または一2　と記入

　されている者は刷掃指導を必要とする。学校関

　係者と話し合って適切な時期にこれらの者の刷

　掃指導を実施する。対象者が多いと学校関係者

　だけで刷掃指導を行うことが困難な場合が起こ

　るので，事後措置のことを考慮して対象者の選

　別を行うことが必要である。この刷掃指導は個

　別指導又は少人数の指導によって，隅々までき

　れいに磨けるように指導する。

　　歯垢の付着はショ糖を含む飲食物の摂取とも

　関係するので，平素から家庭との連携を保って

　よい生活習慣の形成の指導を実施することが大

　切である。

（3）保健指導後の診査

　　学校で行う刷掃指導で歯垢の染めだしを行う

　と歯垢の付着部位が確認できる。きれいにみが
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けるようになったか否かは学校関係者が評価で

きるので，必ずしも学校歯科医が再度歯垢の付

着状態を検査する必要はない。しかしCOのあ

る者，GOの者で歯垢の付着のある者では，う

蝕，歯肉炎の進行状況を再診査する際に歯垢の

付着状況も併せて検査する。

4）COの診査と事後措置

（1）COの診査

　　今回の歯科健診の改正にあたり，最も重要な

　改定の一っが，CO（questionable　Caries　for

　Observation）の設定である。　C　Oは，児童生

　徒に適切な保健指導を行うことによってう蝕の

　予防，進行の抑制ができるものであり，生活を

　見直し，自分の健康を自分で守る意欲を育てる

　契機となり，健康教育の教材にも有効である。

　　児童・生徒期は，う蝕が多発する時期であ

　る。そのたあ基本的にはう蝕発生のハイリスク

　期でもある。しかし，近年，一般住民の食生活

　を中心にした生活習慣の変化や口腔衛生に対す

　る意識の高揚とともに，小児の口腔環境はかな

　り改善してきており，そこで必ずしもすべての

　児童・生徒がハイリスクであるとはいえず，う

　蝕になりやすいか，否か識別する必要が生じて

　いる。COは現在う蝕とは認められていない

　が，健全なエナメル質とは異なった状態であっ

　て，口腔環境が悪いとう蝕に進行しやすい状態

　の歯で，健全歯と区別する。このCOは適切な

　保健指導や予防処置をすることによって，う蝕

　に進行することを阻止したり，また，健全なエ

　ナメル質の状態に戻る可逆的な反応が出来る。

　そこで，COの検出には，単に歯表面の変化に

　よって判断するのではなく，歯垢状態など口腔

　環境や家庭環境を含めた幅広い視野から判断す

　る必要がある。

　　従来のう蝕診査は，健全か，臨床機関による

　要精査であった。しかし，今回の改正により

　COが検出された場合，事後措置として学校が



管理の中心となる。そこで，学校の歯科保健関

係者は，CO児に対し，保健指導を学校の中で

実施していくことが可能になる。この場合，当

然学校歯科医は専門家の立場からの指導，助言

を行うことが必要である。児童生徒にとって

は，健康な状態の時に，将来の病気への危険信

号を知ることになり，これを教材のようにして

日常の生活習慣や歯科保健行動に対する反省の

機会ともなる。

　このCOが設定されるに至った背景について

日本学校歯科医会は次のようにその理由を述べ

ている。

①従来に比べ，児童生徒の口腔内環境は改善

　されてきてう蝕活動が低い時代となってい

　る。

②萌出直後のエナメル質表層の再石灰化現象

　についての科学的な知見が明らかになり，初

　期状態のう蝕の1年後の推移をみると，再石

　灰化によって健全な状態に戻っている。

③従来の学校歯科健診時にClの検出には診

　　　　　　　　　　　　　　　　　学術論文■

　査者間に検診上の誤差が見られ，これを除外

　する必要がある。

④可能な限り治療を行わず，保健指導または

　予防処置を行うようなヘルスプロモーション

　として保健教育を行う時代を迎えてきてい

　る。

　要観察歯（CO）の所見としては，次のもの

が挙げられている。

1）小窩裂溝において，エナメル質の軟化した

　実質欠損は認められないが，褐色窩溝および

　粘性（sticky感）が探針で触知されるも

　の。

2）平滑面において歯質脱灰を疑わしめる白濁

　や褐色斑が認められるが，エナメル質の軟化

　した実質欠損の確認が明らかでないもの。

　このCOを導入することは，もしそのまま放

置するとう蝕に進行する・∫能性もあり，早期発

見の機会を逃すことになるので，事後の観察と

精査，そしてとくに積極的な保健指導，予防処

置が必要になってくる。現在のところ，学校健
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　　　　　　　図1　第一大臼歯の咬合面における白濁，着色の年次推移（柘植，1997）
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表2　経年的疫学調査による顎関節症症状の変化（篠田ら，1998）

消　　退 継　　続 発　　症 無症状

小学生1・5年から2・6年

　　　　　　　注：

中1から中2

中2から中3

高1から高2

高2から高3

62（58．5） 44（41．5） NO　DATA
小学生は1年目の診査で症状の認められた児童のみを対象とする。

男子　　19（13．3）

女子　　22（15．9）

男子　　16（11．6）

女子　　15（11．4）

男子　　17（13．7）

女子　　18（13，3）

男子　　14（11．5）

女子　　20（13．　9）

9（6．3）

9（6．5）

17（12．3）

26（20．0）

12（9．7）

26（19．3）

8（6．6）

17（11．8）

15（10．5）

19（13．8）

16（11．6）

12（9．1）

13（10．5）

7（5．2）

13（10．7）

21（14．6）

NO　DATA

100（70．0）

88（63．8）

89（64．5）

79（60．0）

82（66．1）

84（62．2）

87（71．3）

86（59．7）

人数　（）内％

診の場でCOがどのように推移していくのか検

出方法との関係，あるいは，保健指導や予防処

置との関係など，まだ十分検討されていないこ

とが多く今後の緊急の課題である（図1）。

　今後の健診では，CO，う蝕の検出に限らず

以下の項目のリスク要因にっいて診査，検討し

た上で定期的な観察期間，刷掃指導，食生活指

導などの保健指導を行うことが必要である。

①児童生徒の現在のう蝕罹患，あるいは過去

　の乳歯う蝕の罹患状態を把握する。罹患が高

　ければ高いほど危険度は高くなる。とくに第

　一大臼歯と乳臼歯のう蝕とは相関が高い。そ

　こで児童・生徒の過去の口腔状況を知ること

　の出来る健康手帳のようなものを活用する。

②児童生徒の家庭，社会の環境状況を把握す

　る。例えば祖父母の同居，兄弟数，母親の就

　労時間，就寝時間などはう蝕の進行と関係す

　る。この点を把握するため，保健調査を重視

　する。

③日常の刷掃習慣，刷掃法について調べ，現

　在の歯垢沈着状態（プラークスコア）を観察

　して歯垢沈着が高ければう蝕は進行する。う

　蝕への進行の予測を検討しながら刷掃指導の

　資料とする。

④食習慣とくに含糖食品の摂取状況とう蝕の

　発生・進行とは関係が深い。そこでCOの推移

　の予測には最も重視しなければならない条件
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　　であり，保健指導の中心と考えるべきである。

　⑤今後，う蝕発病因子のうちの食餌因子が改

　　善され，口腔環境が良くなる時代にう蝕リス

　　ク因子として注目されてくるのは，唾液因

　　子，口腔細菌因子である。今後，これらの活

　　動性試験法を学校保健の保健指導にも導入す

　　ることも考慮すべきであろう。

（2）COの事後措置

　　この歯は処置勧告の対象とはしない。う蝕へ

　の進展について1～2年間観察を続ける。定期

　健康診断後適当な間隔（2，3ヶ月～6ヶ月）

　をおいて再検査し，う蝕への進展がないかどう

　かを確認する。軟化歯質が認められ処置を要す

　ると判断されたらその時点で処置勧告を行う。

〈学校での保健指導＞

　COの歯に多量の歯垢が付着している場合や，

甘い飲食物の摂取頻度が高い者の場合にはう蝕へ

と進展（う窩を形成）する可能性が高くなる。そ

こで，学校歯科医の専門的指導を得て，児童・生

徒への歯のみがき方，飲食物摂取に関して適切な

保健指導を行う。

　保健指導を要する児童生徒数が多すぎると，指

導が徹底しないため十分な効果が得られないこと

がある。この点を考慮してCOの歯の者を選び出

すことが大切である。

〈予防処置＞

　COに対しては，積極的に予防処置を行い，再



石灰化療法が図られるべきである。

　小窩裂溝では，小窩裂溝墳塞法（フィッシャー

シーラント）やフッ化物溶液塗布法をまた，平滑

面ではフッ化物溶液塗布法を行うとよい。

5）歯肉の状態の診査と事後措置

　歯を失う最大の原因は歯周疾患である。特に歯

周炎は歯を支えている骨が異常に吸収をおこして

いることもあり，歯の喪失と直接関係する。この

歯周炎の発病時期が若年化しており，ある報告で

は高校生の約20％に骨吸収を伴う歯周炎がみられ

る。この時期，歯周炎や歯肉炎が多発する理由は

　ア　学童期に含糖間食類の摂取が多くなって，

　　歯垢が沈着しやすく歯肉炎が発病あるいは憎

　　悪する。

　イ　歯の交換期にあって部分的に対合歯がない

　　時期になるため，食べ物の咀囎による自浄作

　　用が失われ歯垢沈着が増す。

　ウ　歯列不正，咬合異常が増加して咬合性外傷

　　が多発する。

　工　思春期性のホルモンが影響する。

　オ　幼児期，青年期に比べこの時期は歯磨きの

　　励行が低下しやすい。

　この時期の歯肉炎，歯周炎は炎症の消退，進行

度などかなり流動的可逆的であり，保健指導と共

に継続的な管理が必要である。特に日常生活での

正しい歯ブラシによる刷掃法によって歯肉炎の進

行を抑制することが出来る。

　小学生の後半，中学生に稀にみられる局所的な

歯周炎（歯肉退縮）は歯列・咬合異常が誘因と

なって，顎運動時に異常な咬合圧が加わって発生

することが多い。この異常な圧は睡眠時の歯軋り

によっても引き起こされるので，前歯の歯列が乱

ぐい状で歯軋りがみられる小児は注意が必要であ

る。このような異常に歯肉が退縮した歯は，周囲

の骨が吸収しており，転倒，スポーツなどの外傷

時に歯の脱臼（脱落）を起こしやすいので注意が

必要である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　学術論文■

　8020運動を達成するには，この時期からの

歯肉炎，歯周炎に対する保健指導がその鍵を握っ

ている。

（1）歯肉の状態の診査

　　前歯部を主に視診によって観察し，結果は次

　の3段階のいずれかで記入する。

0（異常なし）：歯肉に炎症のない者。

1（要観察）：歯肉に軽度の炎症症候が認めら

　　　　　　れる者で定期的な観察が必要な

　　　　　　者。（注意深い歯の清掃を行う

　　　　　　　ことによって，炎症症候が消退

　　　　　　する程度の歯肉炎の者）

2（要精検）：歯科医師による診断が必要な歯

　　　　　　　周疾患の認められる者。（歯肉

　　　　　　　炎，歯周炎の診断と治療を要す

　　　　　　　る程度の歯周疾患のある者）

　歯肉の状態が1または2の者にっいて，歯垢

と歯肉の状態を総合的に判断してGO（歯周疾

患要観察者）又はGのいずれかを記入する。そ

の判断の基準は次の通りである。

GO：歯肉に軽度の炎症症候が認められるが，

　　　歯石沈着は認められず，注意深いブラッ

　　　シングを行うことによって炎症症候が消

　　　退するような歯肉の状態の者。

G 臨床的な診断と治療が必要な歯周疾患，
具体的には，歯石沈着を伴う歯肉炎の者

や，歯周炎，増殖性歯肉炎が疑われ，精

密検査と処置を必要とする者がこれに該

当する。

（2）事後措置

　「1」（要観察）の者：直ちに処置勧告の対象とは

　　　　　　　　　　しない。学校において保健

　　　　　　　　　　指導（歯の清掃方法，生活

　　　　　　　　　　指導等）を行い，定期健康

　　　　　　　　　　診断後，適当な間隔（2，

　　　　　　　　　　3ヶ月～6ヶ月）をおいて

　　　　　　　　　　再診査する。歯肉の状態の

　　　　　　　　　　改善が見られず，医療機関
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　　　　　　　　　で処置を要すると判断され

　　　　　　　　　　たならばその時点で処置を

　　　　　　　　　受けるように勧告する。

〈学校における保健指導〉

　歯の清掃の保持に重点をおいた保健指導を行

う。歯を磨く際に，いっも磨き残している場合が

多いので，隅々まできれいに磨くよう指導する。

必要に応じて，歯垢の染めだしやデンタルフロス

の使用なども指導する。生活リズムの乱れ，健康

状態や疲労の蓄積，甘味飲食物の摂取等が歯垢の

付着や歯肉の炎症に影響することもあるので，生

活習慣に問題のある場合にはその是正についても

併せて指導する。

　学校における保健指導は原則として，学級担

任，養護教諭，保健主事等学校関係者が中心と

なって計画を立て実施する。しかし，これらの教

職員に一e分な知識や経験が備わっているとはいえ

ない場合があるので，歯肉の状態が一要観察．の

者に対して，どのように指導をするかにっいて学

校歯科医は事前に学校関係者とよく話し合ってお

く（場合によっては指導しておく）ことが必要で

ある。また，保健指導を要する児童生徒が多すぎ

ると，指導が徹底しないために十分な効果が得ら

れないことがある。これらの点を考慮して定期健

康診断の際に「1　（要観察）の者を選びだすよ

うにする。

　「2」（要精検）の者：歯科医療機関において歯周

　　　　　　　　　　疾患の診断と治療が必要で

　　　　　　　　　　あるので，受診するように

　　　　　　　　　　処置勧告を行う。
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●学術論文

署

蟹

！ 新しい学校歯科健康
　　診断（顎関節と咬合異常）

弊
、

㈹日本学校歯科医会学術担当常務理事 福　井　初　雄

はじめに

　平成7年，「学校における歯・口腔の健康診

断」が改正され，学校歯科における保健管理の中

心は，従来の疾病対策重視から予防志向へと転換

してまいりました。本稿では，この転換の意義や

目的，学校歯科医の職務をさぐるとともに，検査

の方法や結果例と事後措置にっいて，また，近年

注目を集めている顎関節症の内容等を紹介したい

と思います。

　さて，世は健康ブームとはいえ，各家庭におけ

る我が子の歯への健康管理はどうでしょうか。

「子供の場合はブラッシングをしっかりやってい

ればいい。歯科医に診てもらうのはむし歯になっ

てから一という意識が依然一般的であるような印

象は拭えません。大人がブラッシングをしてあげ

る乳幼児期はいいのですが，自分でブラッシング

するようになると不十分な磨き方の場合が多く，

また，親の目も届かなくなりがちです。

　健全な口腔機能を有するか否かは，子供の健康

面はもとより，心の有りようにも根本的な影響を

与える問題であることは申すまでもありません。

21世紀を担う子供達が心身ともに健全な状態で教

育が受けられるよう，学校歯科医の皆様におかれ

ましては，各家庭における子供達の歯・口腔の健

康管理，予防意識向上について，学校関係者なら

びに，保護者の方々との協力を一層深められ，さ

らなるご尽力をお願い申し上げる次第です。

◇日本学校歯科医会略歴

　まず始あに，そもそも「日本学校歯科医会一1が

どのような経緯で発足し，今日に至ったのかとい

う点について，簡単に触れておくことにします。

　学校に校医が置かれ，歯の検査が始まったのは

明治31年のことでした。そして3年後の明治34

年，東京・麹町区議会議員中原市五郎氏らの努力

が実り，学校歯科医としての活動の場が得られる

ようになりました。

　また，明治39年には歯科医師法が制定され，歯

科医の社会的地位もさらに確固たるものになって

いきました。以後，先輩たちの積極的な学校歯科

保健活動の実績が認められ，昭和6年，n学校歯

科医及び幼稚園歯科医令」が誕生し，学校歯科医

が公的な立場で仕事に逼進できるようになりまし

た。

　このような趨勢の中，学校歯科医の有志諸兄に

よって，P 日本聯合学校歯科医会一が発足しまし

た。これが現在の「日本学校歯科医会：の前身で

す。

　さて，昭和33年には，一学校保健法一が公布さ

れました。これにより学校保健に関する様々な事
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柄が法制化され，学校の健康診断で用いられてい

る3号様式が定められました。

　昭和40年代に入り，学校歯科医の活動はより精

力的かっ広範囲となりました。そして，ついに昭

和46年，t7社団法人日本学校歯科医会、が新たに

スタートを切りました。以来，教育行政との連携

を着実に強あながら今日に至っています。

◇学樋科健診改正に至るまでの

　　背景

　文部省は平成6年12月8日に学校保健法施行規

則の一部を改正する省令を制定し，平成7年4月

1日より施行しました。この省令により，学校に

おける健康診断は大きく変わったわけですが，こ

の成立過程を少し説明しておくことにします。

　近年，子供をとりまく生活環境は大きく変わり

ました。特に，食文化の大きな変化に伴い子供た

ちの体位にも大きな変化が生じていることはご承

知の通りです。これは歯科学的見地からも言える

ことで，歯や顎の状態にっいても，新たな問題点

が指摘されるようになってまいりました。一方，

歯を含め，医療全般においてもその治療方法，考

え方に様々な発展的変化が広まってまいりまし

た。

　このため，昭和33年成立の「学校保健法」を基

にした健康診断では十分対応できにくいという声

も現場から上がってくるようになりました。そこ

で，文部省は昭和62年，財団法人日本学校保健会

に健康診断の見直しにっいての委嘱をいたしまし

た。これを受け，日本学校保健会は「健康診断に

関する検討委員会」を設置，学校における健康診

断の見直しに取り組みました（この一連の見直し

や研究に関しては，日本学校歯科医会からも委員

が参加いたしました）。

　しかし，検討はどうしても各委員の専門領域に

かたよりがちとなり，耳鼻科は耳鼻科，内科は内

科，眼科は眼科，歯科は歯科といった具合に，各
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科ごとの検討に中心が移行していきました。必

然，全体としての結論は簡単には出ない状態が続

きました。内容検討はなかなか進まず，結局答申

がまとまったのは平成5年。昭和62年から実に6

年もかかったことになります。もっとも，こうし

た遅れは今日の医，歯学界各分野の研究がより専

門かっ細分化し，急速に深くなっている現況と併

せて考えれば，無理からぬところではあったで

しょう。むしろ，生活環境が激変する中で，子供

の体位変化に昭和33年成立の学校保健法のまま約

30年を過ごした教育行政の遅れをこそ指摘すべき

かもしれません。

◇日本学校歯科医会学術第三委員

　　会「ロ腔機能部会」の活動

　さて，文部省が「学校における健康診断の改

正」を行う以前から，日本学校歯科医会の学術第

三委員会においても，学校歯科への取り組み方に

っき様々な方策が練られ，実行されてまいりまし

た。ここで，この学術委員会の活動経過を簡単に

振り返っておきます。

　昭和60年5月，学校歯科保健教育の中で，口腔

機能の重要性を咬合との関連性からどのうように

取り扱っていくべきかを検討するために，日本学

校歯科医会学術第三委員会（以下，「委員会」と

のみ表記）が発足し，初代委員長に黒田敬之先

生，副委員長に大山喬史先生，故覚道幸男先生等

が就任しました。そして昭和62年3月に，委員会

はr”学校歯科における口腔咀囎機能・不正咬合に

関する基本的な考え方一をテーマにした刊行物を

制作しました。

　さらに故福田武之先生が委員長として，平成3

年5月には，その内容を歯科保健指導に直接たず

さわる方々へのガイドブックとして，より具体的

に分かりやすく改編し，「幼児・児童・生徒の歯

・ 口腔のはたらき」というタイトルで発刊しまし

た。



　こうした活動の一環として，委員長が布田栄作

先生の時に委員会は学校歯科保健の口腔診査にお

ける不正咬合の診査のための判定基準を設定した

わけです。この判定基準の設定にあたって前提と

したことは次の3点です。

　①学校歯科保健の立場から，すべての不正咬合

　　を指摘するのではなく，将来，咀囑機能を含

　　めた口腔機能に影響を及ぼすような不正咬合

　　を指摘するように配慮する。

　②診査に際し，特別な器材を必要とせず，通常

　　の口腔診査に用いられる範囲の器材で診査が

　　行われるよう配慮する。

　③できるだけ客観的な判定を行えるように配慮

　　する。

◇学校歯科医の職務

　では次に，学校歯科医の職務を，「法的な立

場」と「仕事」の二っの観点からまとめてみま

す。

【1】学校歯科医の法的な立場

　1）任務

　　　学校保健法により，学校における保健管理

　　に関する「専門職」として技術的なこと，及

　　び指導に従事する。

　2）委嘱

　　　学校が国立，都道府県立，市町村立の別に

　　より，文部省，都道府県教育委員会，市町村

　　教育委員会が学校歯科医を委嘱する。

　3）身分

　　　非常勤の委嘱的性格をもつ公務員である。

　4）報酬

　　　地方交付税の中で報酬の基準額が示されて

　　いるが，現状では，その支払額や方法は様々

　　である。

　5）公務災害補償

　　　公立学校の学校歯科医が公務上の災害を受

　　けたときには補償がなされる。

学術論文■

　　　注1私立学校では個別の活動を行っている

　　　　　ので，私的な学校歯科医会を組織化

　　　　　し，基準を設けること。

【2】　学校歯科医の仕事

　学校歯科医が学校の中で受け持つ仕事は，内容

により次のように3つの領域に分類されます。

　（1）保健教育

　　①教科（保健）の学習や学級指導

　　②児童・生徒に対して直接，講話，ブラッシ

　　　ング指導

　②　保健管理

　　①歯・口腔の健康診断（定期，臨時，及び就

　　　学時）

　　②歯・口腔の健康相談

　　③歯・口腔の疾病の予防処置ないし保健指導

　　④健康診断時の個別の歯科保健指導

　（3）保健組織活動

　　①学校保健安全計画の立案と顧問的な仕事

　　②学校内の保健関係者と円滑な協力

　　　（給食後の歯磨き指導，洗口場の設置等に

　　　　っいて，学校保健委員会に助言）

　以上が学校歯科医の職務ですが，補足として次

の2点を示しておきます。

　1）学校保健法（昭和33年4月10日法律56号公

　　布）により，学校における保健管理に関する

　　専門職として，技術的なこと，及び指導に従

　　事する「準公務員」である。

　2）職務に従事したときには，概要を執務記録

　　等に記入し，校長に提出する義務がある。

〈〉・腔機能についての繍

　さて，ここで歯列不正・顎関節にっいて論ずる

前段階として，口腔機能の始まりと果たす役割に

っいて総論的にふれておくことにいたします。

【1】　口腔の機能の始まり

　赤ちゃんを観察していると，何でも口に持って

いこうとしています。このことは，本能的に口唇

日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月／77



を外界との窓口にしていることを意味していま

す。

　そしてまた，赤ちゃんが出生後「オギャア」と

産声を上げますが，この発声が口腔機能の始まり

であり，発声からやがて発音へと発達していくわ

けです。

【2】　口腔機能の果たしている役割

　口腔機能には，①咀噌する，②摂食する，そし

て次に③嚥下する，という3っの役割がありま

す。

　胎生期の12～13週位になると，人間の胎児には

初めて反射の機構が出来一ヒがります。

　胎生期に，口腔機能の一つである「開口する」

という行為をします。そして刺激に対して反射的

な動きをとるようになります。それが生まれてく

ると同時に，吸畷運動」が始まるのです。

【3】　口腔機能を補助するもの

　さて，口腔機能が円滑に作動するたあには，そ

れを補助するものが必要です。これが唾液腺であ

り，運動を司る機能です。この唾液腺と運動を司

どる機能がリンクしあって口腔機能を十二分に発

揮させると言ってよいでしょう。

【4】　まとめ

　学校歯科医にこれから求められる点は，①咀囎

問題をはじめ，口腔機能全般に関心をもって，②

層の広い，かっ底辺の厚い運動を具体的にどのよ

うに進めていくのか，そこにあると思います。た

だ，その際，指導の対象年齢を十分に配慮する必

要があります。それは，年齢により子供の心身の

成長・発達の過程が大きく異なるからです。心理

学者フロイトは，人間の情緒の発達過程において

は，

　1．口唇期

　2．口腔のもっ感覚としての機能

　3．触覚

が重要と述べています。このように，単に口腔の

歯科学的なアプローチにとどまらないことが要求

されると思います。
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その意味で，中学校期の特殊性について次に示

しておきます。

1　中学校期の特殊性

　1）12才～14才⇒思春期性の成果

　　　　　　　　　　　　3

　　　　　　　　　身体の構成骨

　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　④　［函≡］圃⇒成長する長管での骨の

　　　　　　　　長さが著しく伸びる時期

2）時期

⑧歯・口腔の成長発育に伴う

④と同様に変化し身体変化の一っ

として認識される。

この時期の

保健指導

生活習慣の獲得の啓発

の鍵は⇒
口
▽

精神的に自己の確立期

であり
【

ぜ

成人に向かって進む時

期でもある

ll　中学校期の歯・口腔組織の保健指導に関する課題

　1　総合的な歯科保健相談が必要であり自分と社会

　との接点から一自己の存在を健全に位置づけるこ

　との大切さを強調することが重要である。

2． 自分と社会との関係

社会人としての責任，義務

　　　　G
適切なアドバイスが必要

まとめ　画一的な集団指導

　　G

一歩進んだ

個々の特徴を踏まえた個別

指導の必要性

中学校の特殊性

O学校歯科保健教育の役割

　児童，生徒の心身の健全な発達をうながすため

には，口腔の機能そのものや，口腔の健康管理，

口腔衛生の重要性などに対する正しい知識を子供

たちに教育し，口腔の健康は全身の健康に直接的

に影響を与えるものであることを知らしめること



が大切です。そして，日常生活で彼らが良い衛生

習慣を身につけるように導くことも欠かせませ

ん。

　改正になる前の学校歯科保健教育の指導方針

は，

●「口腔機能の担い手」たる子供個々人の，「歯自

　体」，「歯周組織自体」の「疾病を減少二させ

　る。

　そのことにより

●「罹患率を低下」させるとともに「早期発見に

　よる予防処置」を講二ずる。

　そして，

●重症化への抑制をはかるための適切な治療・管

　理を施すこと

におかれていました。その結果，

●歯肉炎，歯周疾患の早期予防，騙蝕・罹患率の

　減少

という成果が得られていました。

　では，改正によって学校歯科保健教育の指導方

針はどう変わったのでしょうか。それを次の章で

考えてみることにします。

◇学校歯科健診改正の目的

　平成7年4月から丁学校における歯・口腔の健

康診断」の内容が改正され，実施されました。学

校保健法は，学校歯科医による健康診断や疾病予

防等の保健管理に関する「心身の管理」と児童・

生徒自らをも含あた「生活の管理：とを必要不可

欠としていますが，前章で述べたように，保健管

理はこれまでややもすれば疾病対策に置かれてい

ました。それに対して，今回の改正からは予防志

向へと転換させることによって，学校教育の円滑

な実施とその成果をより確固たるものに，という

方向性をうかがうことができるでしょう。

　そこでまず，「学校における歯・口腔の健康診

断」の改正点，目的をもう少し明らかにしておき

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　学術論文■

　平成7年の改正における目的は，’t健康な身体

と健全な精神をもっ子供たちの成長、に対して，

一学校歯科医」の立場から，「健康増進のため，

口腔機能の増大をはかる努力を推進する、点にあ

ります。学校歯科医の活動は，以前は「踊蝕」と

「口腔疾患」の駆逐を目指すことにありました

が，今日の疾病構造の変化に伴い，

　①不正咬合の予防

　②正しい顎関節と諸節

　③正常な口腔機能

　④正しい咬合の誘導

を重視する方向にあります。

　っまり，学校歯科健診の改正前と改正後の大き

な相違点は，疾病駆逐志向や矯正治療志向等では

なく，予防志向，健康志向が中心であるとい

う点です。

　この予防志向の考えをもとに，今回の改正にお

ける三大目的を挙げると次のようになります。

【今回の改正における三大目的】

　1。スクリーニング

　　　健康診断→確定診断ではない。

　　　子供達の口腔の状態のスクリーニングであ

　　る。

　2．教育学習

　　　学校に於ける教育学習の一環として十分に

　　活用する。

　3．保イ建指導

　　　診断結果を見て，即治療をしなければなら

　　ないと短絡的にもっていくのではなくて，学

　　校における保健指導，学級指導の中で，その

　　結果を十分に使っていく。

　これらの目的を通して何が最重要ポイントであ

るかといえば，それは，「子供たちが自分自身で

自己の口腔内をはじめ，全身の自己管理ができる

ように教育して行くことである。、となるでしょ

う。この点を，私たちは今一度心に銘ずべきだと

思います。
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③改正された学樋科健診の内容

〈1＞不正咬合（歯列異常）について

　文部省の改正を受け，日本学校歯科医会におい

て不正咬合の診査のための判定基準がド記の通り

に設定されました。

【不正咬合の判定基準の種類】

　1）反対咬合，2）上顎前突，3）開咬，4）叢生（犬

歯低位唇側転位を含む），5）正中離開，6）その他

（過蓋咬合，交差（叉）咬合，1歯のみでもひど

い異常，鋏状咬合，2歯でもひどい反対咬合等が

あれば記載）

　注）上記1）～5）の不正咬合については，図

　　　1・2を参照

【判定基準】

　1）反対咬合

　　　3歯以上の反対咬合

　2）上顎前突

　　over　jet　8　mm．以上

　1．オーバージェット

　　　歯と歯の問の水平的な距離をいう。

　2．オーバーバイト

　　　歯と歯の閥の垂直的な距離をいう。

　3．ディープバイト

　　　歯と歯の間の垂直的な距離の深いものを

　　いう。

　4．逆のオーバーバイト

　　　クロスバイト（反射咬合）をいう。

3）開咬

　一ヒ下前切縁問と垂直的に6nlm以上の隙間が

あるもの

　　通常使用するデンタルミラーのホルダーの太

　　さ以L。ただし，萌出が歯冠幅径の1／4以上重

　　なり合っているもの

4）叢生

　隣接歯が互いの歯冠幅径の1／4以ヒ重なり

　

冨
ー

紙

V
、
ヂ

深いオーバ『バイh．：

「ティープバイト／過蓋

咬合）」といいます。

驚
．
！
－ 「クロスバイトL反対咬

合）J

　　　　　　　　　図1　上・下顎の前歯部の不正咬合を側面から図示
　　　　　　　　　　　　（オーバーバイト，オーバージェット，ディープバイト）

　　　　　　　　　　　rオーバージェットーとは．歯と歯の間の水’P的な距離をいい．垂直的な
　　　　　　　　　　　距離を「オーバーバイトーといいます。
　　　　　　　　　　　高川健治監訳，保旧好隆訳「どうするの，矯IL治療、　　　（1997）より引川
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図2　かみ合わせの異常の5つのタイプ

　　合っているもの

　5）正中離開

　　　上顎中切歯間に6mm以上の空隙があるもの

　　　通常使用するデンタルミラーのホルダーの

　　太さ程度

　6）その他

　　　前記以外の不正咬合で，とくに注意すべき

　　咬合があれば記載する

　なお，この判定基準を用いた不正咬合の診査で

は，次のような点に留意いただきたいと思います。

　①学校歯科健診が第一次のスクリーニングであ

　　ること。

　②学校歯科保健という教育の一環であること。

　すなわち，不正咬合の検出と矯正治療の受診の

勧あと重ねないことが重要ということです。

　③将来，明らかにさまざまな機能障害や全身へ

　　の影響が考えられる児童・生徒にたいして，

口腔の健康管理の上から適切な助言

を与えていくことは，学校歯科保健の立場か

ら大切なことと言えるでしょう。

学術論文■

④成長発育に関連した不正咬合憎悪の予測とい

　　う極めて専門的知識を求められる分野を含ん

　　でいるだけに，安易な取り扱いにならないよ

　　う，厳重な注意が必要です。

　次に，不正咬合の診査における指導基準です

が，これには，

　①このままでよい

　②注意を要する

　③精査をすすある（歯科医に相談する）

の3段階があります。

　先に述べましたように，今回の改正の重要点は

スリーニングとしての位置付けです。改正の最も

基本とするところは，疾病診断をしないという前

提に立っている点であり，歯口の状況を十分に

把握して，健康度を向上させるために保健指導を

重視している点です。っまり，予防を主体とし，

これまでの一早期発見・早期治療」から，今後は

「早期発見・早期指導」となるわけです。

　以上の点から考えますと，一かみ合わせの異常

の症状と，それに関する注意点」を熟知しておく

ことが，「保健指導」の出発点と申せましょう。

　そこで次に，この一かみ合わせの異常の症状と，

それに関する注意点」を説明いたします。

◇かみ合わせ異常の症状と臆点

　かみ合わせ異常の症状と注意点にっいては，子

供の年齢に応じた口腔機能の発達程度によって異

なってきます。ここではその点を考慮し，年代別

にまとあてみます。

表1　かみ合わせ異常の症状と注意点

　　①幼稚園（4～5歳）乳歯咬合完成期

症　　状

◆反対咬合
（／）乳前歯4本以下の

反対咬合
（ロ）乳犬歯または乳臼

歯に及ぶ反対咬合

注　意　点

●このままでよい。

●永久前歯萌出まで観察を要し，

　歯科医師に相談
　精査が必要なので，歯科医師

　に相談。
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1◆上顎前突
●このままでよい。

上顎の突出 ●不良習癖（手指吸引癖咬唇
機能型の上顎前突 癖，吸唇癖等）がある場合，
骨格型の一ヒ顎前突 直ちに中止させ，歯科医師に

相談。

◆開咬 ●このままでよい。

前歯部の開咬 ●不良習癖（弄舌癖，異常嚥下
側方歯群の開咬 癖，口呼吸，手指吸引癖等）

に起因する場合は，不良習癖
の除去。

筋機能訓練，鼻咽喉疾患の治

療が必要なので歯科医師また
は医師に相談。

◆叢生 ●このままでよい。

前歯部の叢生 ●永久前歯萌出まで観察を要し，

歯科医師に相談。

1 口腔清掃に十分注意させる。

◆正中離開 ●このままでよい。

上顎乳中切歯間の空 ●永久前歯萌出まで観察を要し，
隙 上唇小帯の付着位置が異常の

場合は，永久前歯萌出時に注

1 意し，歯科医師に相談。

表2　かみ合わせ異常の症状と注意点

　　　②小学校1～2年（6～7歳）第1臼歯・永久前
　　　　歯萌出期

症　　状 注意　点

◆反対咬合 ●歯科医師に相談。

永久前歯1～2本の ●精査が必要なので歯科医師に
軽度の反対咬合 相談。

不正がより著名な症
例

◆上顎前突 ●このままでよい。

上顎永久前歯の唇側 ●不良習癖，（手指吸引癖，咬唇

傾斜 癖，吸唇癖等）のある場合は
下顎永久前歯の舌側 注意が必要で歯科医師に相
傾斜 談。必要があれば鼻咽喉疾患
機能型の上顎前突 の治療。

骨格型の上顎前突

◆開咬 ●このままでよい。

前歯部の開咬 ●不良習癖（弄舌癖，異常嚥下
側方歯群の開咬 癖，口呼吸，手指吸引癖等）

歯槽性の開咬 のある場合は，不良習癖の除
骨格型の開咬 去。必要があれば鼻咽喉疾患

の治療。顎骨の成長発育のコ

ントロールが必要な場合もあ

るので歯科医師に相談。

◆叢生 ●このままでよい。

永久前歯の叢生 ●永久歯の萌出誘導が必要なの
永久前歯萌出余地の で歯科医師に相談。

不足
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◆正中離開

上顎中切歯間の空隙
●このままでよい。

●上唇小帯の付着が異常の場合

　は，上唇小帯の手術，正中過

　剰埋伏歯がある場合は抜去が

必要なので歯科医師に相談。

表3　かみ合わせ異常の症状と注意点

　　　③小学校3～4年（8～9歳）混合歯列前期

症　　状 注　意　点

◆反対咬合 ●この時期の反対咬合は永久歯
機能型の反対咬合 列に残る可能性が高いので，

骨格型の反対咬合 歯科医師に相談。

◆上顎前突 ●このままでよい。

上顎永久前歯の唇側 ●不良習癖（手指吸引癖，咬唇
傾斜 癖吸唇癖等）のある場合は
下顎永久前歯の舌側 直ちに，歯科医師に相談。必
傾斜 要があれば鼻咽喉疾患の治療。

機能型の上顎前突

骨格型の上顎前突

◆開咬 ●このままでよい。

前歯部の開咬 ●不良習癖（弄舌癖，異常嚥下
側方歯群の開咬 癖，口呼吸，手指吸引癖等）

歯槽性の開咬 のある場合は，不良習癖の除
骨格型の開咬 去。筋機能訓練，鼻咽喉疾患

の治療が必要なので歯科医師

または医師に相談。顎骨の成

長のコントロールが必要な場

合があるので歯科医師に相
談。

◆叢生 ●要注意。

永久前歯の叢生 永久前歯の萌出誘導。

犬歯の萌出余地の不 歯列弓の拡大，連続抜去等が
足 必要な場合があるので，歯科
犬歯低位唇側転位 医師に相談。

小臼歯の萌出余地不
足

異所萌出

過剰歯

◆正中離開 ●要注意。

上顎中切歯間の空隙 上唇小帯の付着が異常（低位）

である場合は，上唇小帯の手

術。正中過剰埋伏歯がある場

合は抜去が必要なので，また

そのタイミングの決定に専門

的知識が必要なので歯科医師
に相談。



表4　かみ合わせ異常の症状と注意点
　　　④小学校5～6年（10～11歳）混合歯列後期

症　　状

◆反対咬合

機能型の反対咬合

骨格型の反対咬合

◆上顎前突

上顎永久前歯の唇側

傾斜，下顎永久前歯

の舌側傾斜

機能型の上顎前突

骨格型の上顎前突

◆開咬

前歯部の開咬

側方歯群の開咬

歯槽性の開咬

骨格型の開咬

◆叢生

永久前歯の叢生

犬歯の萌出余地の不

足

犬歯低位唇側転位

小臼歯の萌出余地不

足

異所萌出

過剰歯

◆正中離開

上顎中切歯間の空隙

注　意　点

●この時期の反対咬合は永久歯

　列に残るので歯科医師に相談。

●精査が必要なので歯科医師に
　相談。

●不良習癖（手指吸引癖咬唇
　癖，吸唇癖等）の除去。必要

　があれば鼻咽喉疾患の治療。

●精査が必要なので歯科医師に
相談。

●不良習癖（弄舌癖，異常嚥下

　癖口呼吸，手指吸引癖等）
　の除去。筋機能訓練，鼻咽喉

　疾患の治療を要するので歯科

　医師または医師に相談。

●精査をし，永久前歯の萌出誘

　導，歯列弓の拡大，連続抜去

　が必要となるケースが多いの
　で歯科医師に相談。

●精査が必要。

　低位付着の上唇小帯の手術。

　正中過剰埋伏歯がある場合は

　抜去が必要なので，またタイ

　ミングの決定に専門的知識が
　必要なので歯科医師に相談。

表5　かみ合わせ異常の症状と注意点
　　　⑤中学1～3年（12～14歳）永久歯咬合完成期

症　　状 注意点
◆反対咬合 ●機能的な不正の改善，歯の移

機能型の反対咬合 動による歯槽性の改善，ある

軽度の骨格型の反対 いは外科処置の適用，外科処

咬合 置の時期まで顎骨の成長発育

著しい骨格型の反対 の監視など専門的診断が必要

咬合 なので，歯科医師に相談。

◆上顎前突 ●歯の移動による歯槽性の改善，

上顎永久前歯の唇側 機能的な不正の改善，顎骨の

傾斜 成長発育の監視など専門的な

下顎永久前歯の舌側 診断が必要なので，歯科医師

傾斜 に相談。

機能型の上顎前突

骨格型の上顎前突
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◆開咬

前歯部の開咬

側方歯群の開咬

歯槽性の開咬

骨格型の開咬

◆叢生

前歯部の叢生

犬歯低位唇側転位

側方歯群の叢生

◆正中離開

上顎中切歯間の空隙

●不良習癖（弄舌癖，異常嚥下

　癖口呼吸，手指吸引癖等）
　の除去。筋機能訓練，歯の移

　動による歯槽性の改善が必要

　なので歯科医師に相談。必要
　があれば鼻咽喉疾患の治療。

●歯列弓の拡大，便宜抜去（矯

　正治療のたあの抜歯），大臼

　歯遠心移動などが必要で歯科

　医師に相談。第3大臼歯の存

　在をたしかめ，必要があれば
　抜歯することもある。

●低位付着の上唇小帯の手術，

　あるいは正中過剰埋伏歯の抜

　歯後，歯の移動が必要なので
　歯科医師に相談。

表6　かみ合わせ異常の症状と注意点
　　　δ高等学校1～3年（15～17歳）

症　　状 注　意　点

◆反対咬合 ●機能的な不正の改善，歯の移

機能型の反対咬合 動による歯槽性の改善，ある

軽度の骨格型の反対 いは外科処置の適用（外科処

咬合 置の時期まで顎骨の成長発育

著しい骨格型の反対 の監視），など専門的な治療

咬合 が必要なので歯科医師に相
談。

◆上顎前突 ●便宜抜去（矯正治療のための

上顎永久前歯の唇側 抜歯）歯の移動による歯槽性

傾斜 の改善，機能的な不正の改善，

下顎永久前歯の舌側 顎骨の成長発育の監視などの

傾斜 専門的な診断が必要なので，

機能型の上顎前突 歯科医師に相談。

骨格型のヒ顎前突◆

◆開咬 ●歯の移動による歯槽性の改善，

前歯部の開咬 外科手術を前提とした矯正治

側方歯群の開咬 療が必要なので歯科医師に相

歯槽性の開咬 談。

軽度の骨格型の開咬

著しい骨格型の開咬

◆叢生 ●歯列弓の拡大，便宜抜去（矯

前歯部の叢生 正治療のための抜歯），大日

犬歯低位唇側転位 歯遠心移動などが必要なので，

側方歯群の叢生 歯科医師に相談。

◆正中離開 ●低位付着の上唇小帯の手術，

上顎中切歯問の空隙 あるいは正中過剰埋伏歯の抜

歯後，歯の移動が必要なので
歯科医師に相談。

　これらの表は学術第三委員会作成の「幼児・児童・生

徒の歯・口腔のはたらき」より抜すい。
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Q不正咬合の主な原因

　前章では年代に伴う不正咬合の症状，注意点を

まとめましたが，不正咬合の原因について簡単に

紹介しておきます。

1，先天的原因（一般的要因）

　出生時はもちろん，それ以前の遺伝的なものや

胎内環境的なものも含みます。

〈1＞遺伝

　（1）骨格性下顎前突

　　工多因子遺伝による不規則な優性遺伝

　　2過成長のド顎骨体

　　③ド顎面高が大きい

　　包L顎の劣成長

　　⑤大きな顎骨

　　⑥下顎前歯の舌側傾斜

　　⑫ド顎の前方回転

　（2）上顎前突

　　①ヒ顎骨そのものの前突は多因子遣伝による

　　②歯槽骨突起の前突によるものは，環境的影

　　　響を受けやすい

　　③次の順で類似度は低ドする

　　　一卵性双生児，二卵性多性児，同胞，親

　　　子，両親

（3）開咬

　　①遺伝的傾向は高い

　　②構造的には真性下顎前突の類型とも考えら

　　　れる

　　③過成長の下顎骨体

　　②下顔面窩が大きい

　⑤大きな顎角

（4）臼歯部交差咬合，または，正中線の不一致

　1〔〔滑格性と機能性によって異なる

　②骨格性は遺伝性が高い

　⑥骨格性の場合は臼歯部にもクロスがみられ

　　　る。

　④思春期以降に自覚し，顕著になることがあ

　　　る（悪化することがある）
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〈2＞先天異常

　（1）発育障害および欠陥と考えられるもの

　　（工顎顔面裂　口蓋裂，兎唇

　　②歯数の異常

　　　a．欠如歯，b．過剰歯

　　3歯の形態異常

　　　a．巨大歯，b．綾小歯，　c．癒合歯，

　　　d．癒着歯

　　．tJ舌の形態異常

　　　a．人（巨）舌症，b，小舌症，　c．無舌

　　　症

　（2）胎児および母体に与えられた諸種の圧力お

　　よび外力

　　1エド顎骨の変形と突出と後退

　　②骨格（上下顎骨）の開大，狭窄

　（3）母体の健康状態および栄養

　　〕し特殊性炎症

　　②妊娠中の諸中毒

　　③発疹を伴う各種高熱

2．後天的原因（局所的原因）

〈1＞　全身的原因

　（1）熱性疾患

　　工歯牙発育中の発疹を伴う高熱疾患

　　2狸紅熱

　　③歯の大きさ，形の異常，歯の萌出，乳歯歯

　　　根吸収時の時期異常

　（2）神経系，筋系の異常

　　①頸筋や顔神経に痙れんや麻痺をきたす疾患

　　②痙性斜頸

　　⑤小児麻痺

　　④脳腫瘍

　　⑤顔面神経外傷，乳様突起炎

　　⑥iiド顎骨の非対称や偏位，交差（叉）咬

　　　合，開咬

（3｝内分泌機能の異常

　　工脳ド垂体，または，甲状腺の機能障害

　　②成長ホルモンの分泌充進

　　3性腺刺激ホルモンの分泌低ド



　　④サイロキンの分泌低F

　　⑤下顎骨の過成長

　　⑥開咬

　　⑦乳歯の晩期残存

　（4）栄養障害

　　①支持組織の発育と機能の減退

　　②歯の萌出遅延

〈2＞　局所的原因

　（1）不良習癖（悪習慣）

　　①ゴム製乳首の習慣的な使用

　　　a．上顎前歯の前突，b．開咬

　　②弄舌癖

　　　これには咬舌癖と舌前突癖，低位舌があり

　　　ます。

　　　a．舌前突癖では開咬を生ずる

　　　b．低位舌では下顎前突を生ずる

　　　c．吸舌癖では開咬を生ずる

　　③弄舌唇癖

　　　これには咬唇癖と吸唇癖があります。

　　　a。咬唇癖では，L顎前歯の前突と下顎前

　　　歯の後退を生ずる

　　　b．吸唇癖では，ド顎後退を生ずる

　　④弄指癖

　　　この癖の本態は吸指癖であり，一般的には

　　　栂指吸引であり，－1i顎狭窄による前突と開

　　　咬を生ずる

　　⑤鼻1咽腔疾患と口呼吸

　　　扁桃腺肥大やアデノイドが原因で，上顎の

　　　狭窄を起こし前突を生ずる

　　⑥異常嚥下癖

　　　・発音障害を起こしやすい

　　　・開咬によってこの癖が引き起こされるこ

　　　　とが多い

　以上の①～⑥の他にも習慣性睡眠頭位（態

癖），不適合な補綴物，歯周組織の疾患などがあ

ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　学術論文■

◇保健指導とは

　さて，ここまで不正咬合の主原因を述べました

が，次に，今回の改正のポイントとなる「保健指

導」そのものを問いかけ直してみることにします。

【保健指導とは】

　まず保健指導とは，「生徒の心身の発達段階に

即した計画的な指導と，日常の生活で起こるよう

な，心身の健康問題に即して行う指導一を指して

います。

　ではその指導方法は，というと，具体的には例

えば，m夏休みを控え7夏休み中も，毎日忘れず

に食後に歯を磨くようにしよう』というように指

導し，児童，生徒に歯科保健における自己管理意

識を持たせ，継続的に実行する大切さを教え

る。一ことであります。

　また，学校行事における保健指導も重要です。

学校，学年という大きな規模の集団及びそれに準

ずる集団を単位として，体験的な活動を行わせて

いくことを指します。

【保健指導の実際における内容】

●保健指導は，対象が集団か個人かによって区別

　する必要があります。

●学校における保健指導は，すべて教職員によっ

　て計画的，継続的に実施される必要がありま

　す。

●学級活動，ホームルーム活動における保健指導

　は，主に学級担任によって行われる必要があり

　ます。

●学級行事における保健指導は，学校歯科医等の

　協力のもとに行われることもあります。

⑫不正咬合に関する二つの「保健

　　指導」

　前章では「保健指導二を総論的に述べました。

そこで，本章では，不正咬合に関する保健指導を

考えてみることにいたします。
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その1

　児童・生徒が半ば習慣的に無意識に行っている

悪い癖（悪習慣や不良習癖）を早期に発見し，か

つ，早期に指導することが学校歯科医としての役

割になります。

　この悪習慣や不良習癖の主なものとしては下記

のような事例を挙げることができるでしょう。

　1）指しゃぶり（図3参照）

　2）舌で前歯を押し出す癖（舌癖）

　3）唇をヒ・下顎（前歯，臼歯），歯間に押し

　　出す癖（弄舌癖）

　4）爪を咬む癖（咬爪癖）

　5）鉛筆等を上・下前歯の間に押し込む癖

　6）頬づえをっく癖

その2－A
1）器を喪失することにより生ずる歯の傾

　　斜（図4参照）

　2）大臼歯の喪失により生ずる歯の傾斜

　なお，rrかみ合わせが異常な場合のいろいろな

障害一を図5として，また，「正しいかみ合わ

せ」を図6として示しておきました。参照くださ

い。

その2－B

連続抜去手順（図7）

　①乳犬歯の抜去によって前歯部の叢生を解消

　　する。　（a→b）

　②第一乳臼歯の抜去によって第一小臼歯の萌

　　出を促進する。　（b→c）

　　　　　　　　③第一の小臼歯の萌出後ただ

　　　　　　　　　ちにこれを抜去する。　（c）

　　　　　　　　図3　指しゃぶりによる開咬
高田健治監訳，保田好隆訳『どうするの，矯IE治療一（1997）よりlj　1用

　④犬歯が遠心に向かって萌出

　　し，第一一小臼歯にあった位置

　　にくる。　（c→d）

　⑤第二乳臼歯が脱落して第二

　　小臼歯が萌出する。　（d）

　⑥第一・第二大臼歯の近心移

　　動によって余剰空隙が閉鎖さ

　　れる。

　これまで不正咬合の主な原因を

簡単に挙げてきましたが，学校歯

科医として私自身，児童・生徒の

健診後のスクリーニングで気づい

たことの一っは，不良習癖（悪習

慣）が，歯列不正を引き起こす原

因として意外に多いという点です

（これは，次章で解説する顎関節

症の原因の一つにもなっていま

す）。この大きな理由としては，

いわゆるいじめや受験など，子供

を取り巻く環境から引き起こされ

るストレスを無視することはでき

ないと思います。
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＠「保健指導」に関する基本

1．　teeth　of　key

　　　6E　　　　　E6　1）　　　　　　　　は，
　　　6EE6

臼歯部の咬合の鍵

〆一レ伸び出す

㌦ 幅狭くなる

∠
D
↑

き
6
↓

膿：縢｝繕客澱襲ペースがなくなり

図4器を喪失することにより生ずる歯の傾斜

図5　かみ合わせが異常な場合のいろいろな障害

学術論文■

下の図のように，正しいかみ8わぜが正しいかみ80せを裸ち，函

を支えている顎の骨の成長を促し，正常な機能を生み出す．

　　　　　　　図6　正しいかみ合わせ

　「幼児・児童・生徒の歯・口腔のはたらき」㈹日本

学校歯科医会より引用。

図7　連続抜歯法を適用したときの歯の萌出と咬合の
　　推移（Profitによる），黒印の歯は，抜去歯を示す（作

　　田守監訳：プロフィトの現代歯科矯正学より改変）

日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月／87



　　3CC32）　　　　　　は，前歯部の咬合の鍵
　　3CC3
3）器は，咬合安定曜

2．歯に関する自然法則

　　　　－　　　　　　　　　ジ

（1）　321123

　　　3211123
　　　く　　　　　　　　　　　　　　　シ

　　上下顎，両側犬歯から犬歯まで（前歯部）

　　　（前歯部）

　　　矢印→方向に移動する

　　　即ち，遠心移動する

　　　　前部⇒遠心移動
　　　　　　　　シ　　く　　　　　

（2）　8448

　　　84　48
　　　　　　　うレ　く　　　　

　　上下顎両側第一小臼歯から第三大臼歯まで

　　（臼歯部）

　　　矢印←方向に移動する

　　　即ち，近心（求心）移動する

　　　圃⇒近心移動
　　　一一一一一一∋レ　　　　　　〈一一一一一　　　　一一〉　　　　　　　〈」一一一一一一一

　　87654　321123　45678
　　　87654　321123　45678自然の法則
　　　　一一一一一→　　　　　　　←一一一　　　　　　　　　　　一一一一一〉　　　　　　　〈一一一一一一一

まとめとして

　以上，述べてきた諸条件にっいて児童・生徒の

歯並びが悪くなると思われた場合は，保護者と養

護の先生にお知らせ（注意）することが大切で

す。そして，このことこそが，今回の改正の目的

なのです。

　なお，健診の結果，矯正治療を必要とするケー

スがある場合は，7保護者と養護の先生にお知ら

せすることを怠ってはなりませんが，矯正治療を

受けるか否かは保護者の決めることであり，学校

歯科医が決めることではない点をぜひ念頭に置い

て，対応されるようにお願いいたします。」

　今回の改正の健診では，

1．不正咬合においては，不正咬合の診断または

　分類ではなく

　1）2歯以上に不正が認あられ，かっ，物を噛

　　むことに困難である場合

　2）将来不正咬合になると思われる状態の歯列
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　3）明らかに不正咬合（歯列異常）と思われる

　　場合

　4）不良習癖（悪習癖）がある場合

　　　とくに，指しゃぶり，舌癖，唇癖，爪咬

　　む，頬づえをつく癖，etc．

2．今回改正された学校における歯・口腔の健康

　診断の際，とくに不正咬合については，

　1）診断を求めるのではなく，保健調査である

　2）健診以前に保健調査が必要であり，保健調

　　査には質問形式の調査が必要である

の2点は，必ず踏まえて実施いただきたいと思います。

＠保蹄査（歯科）

　ではここで，保健調査における質問調査につい

て，質問項目例や実施にあたっての注意事項など

を簡単にまとめておきます。

1）基本項目

　①口のあけしめや物を食べる時，あごの関節

　　（耳の前）に痛みや音を感じることがありま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いいえ　すか　　　　　　　　　　はい

②口があきにくいことがありますか

　　　　　　　　　　　　　　はい

③歯ならびが気になりますか

　　　　　　　　　　　　　　はい

④歯ぐきから血がでますか

　　　　　　　　　　　　　　はい

⑤歯が痛んだり，しみたりしますか

　　　　　　　　　　　　　　はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

⑥食べ物がのみこみにくいことがありますか

　　　　　　　　　　　　　　はい　　いいえ

2）状況に応じて追加して調査する項目

①口のにおいが気になりますか

　　　　　　　　　　　　　　はい　　いいえ

②発音に不自由を感じるときがありますか

　　　　　　　　　　　　　　はい　　いいえ

③その他

なお，実施にあたっては，



1）これらの保健調査を，それぞれの状況に応

　じて，歯科独自で行ってもよいし，また，保健

調査全体の中に組み込んで実施してもよい。

2）追加の項目は，ここに例を示したが，それ

ぞれの学校や地域の特性に応じて自由に考え

て追加すればよい。

3）質問事項の作成にあたっては，プライバ

図9’

　　　　　　　　　　　　　　　　学術論文■

シーにわたる内容となることのないよう十分

な配慮が必要である。

図8　ヒトでは左右の関節のほかに，

　　咬合という関節がある

　　図9　頭がい骨の側面図，顎関節に関係する骨
松尾　通訳「顎と顔の痛み」（クインテッセンス出版1996刊より引用）
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⑯顎関節について

1．顎関節の構造と作用

　ものを噛むとき，ちょうどこめかみのあたりに

指を当てると，上下運動とも回転運動ともっかな

い複雑な動きを感じます。この動きを作り出して

いるのが顎関節です。図9’の如く丁度電気スタ

ンドの様です。本章では，学校歯科健診でも重要

なウェートを占めるようになった，この顎関節に

ついて考察してみることにします。

1）顎関節の構造

2）顎関節の特徴

　　　　　複雑な力学系
瞳「複＿された運動系凝

　顎（下顎）の骨は簡単にいえば，関節の部位で

頭蓋に「つるされ」た状態にあるといってもよ

く，このような仕組みの関節は人体には他にあり

ません。図8の図式と重ねて考えれば明らかなよ

うに，顎関節は他の関節とは異なった構造と作用

を有しています。しかも下顎は前後，左右の運動

をします。また，ヒトでは，左右の関節のほか

に，咬合という関節があります。

　では，もう少し下顎のメカニズムを分析してみ

ましょう。下顎は，

　①［頭蓋］に対して

　②　　下顎骨

　　　　　　　　→との関節をもって，

　　　　顎関節

連結されており，閉口時には③歯列（上下顎）も

関節の役目を果たしています。「歯列は第3の関

　　　　　図10頭がい骨の側面図，主要な顎の筋肉
松尾　通訳「顎と顔の痛み、（クインテッセンス出版1996刊より引用）
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A；関節円板前部肥厚部

B：関節円板後部肥厚部
C：パイラミナーゾーン（円板後部組織）

D：ド顎頭

E：L関節腔
F：ド関節腔

図11　顎関節の模式図

節」といわれるゆえんです。

①⑳③の3っの関節が［機能的］に完全に一

致しなければ，正常な顎の機能は果たされませ

ん。すなわち，①，②，③のうちいずれかに障害

があれば，顎機能時の組織のどこかに負担がかか

り，異常をきたすことになります。

　　さらに，作用的に分けると

①［函麺］は

一下顎調

1関節結節剖 からなり，

医面］には［組織］があります。

　②上記の塵麺］の間には，関節円板が介在

　　して，［魏を上関節腔と下関節腔と

　　に分けています。

　③また，［〒垂壷］と関節円板の’［巫］と

　　塵］には［麺］があって，［函垂］と

　　塵］とをさえぎっています。

4下顎頭の前方には外側翼突筋

一方一

学術論文■

図12　中心位における下顎頭の位置

　があります。

一もつ
　うすい骨を隔てて存在しています。

以上の1）と，2）の顎関節の構造と作用について

は，しっかり理解してほしいと思います。

2．顎機能とは

1）頭蓋に対してどの位置に下顎頭があるかのポ

イントは中心位です。すなわち，下顎窩の中で

関節円板を介して下顎頭が前方で上方にある位

置ということです。

　理想的な下顎頭の位置は，下顎頭が両面凹型

の関節円板を介して関節隆起の後壁に対して前

上方に接触している生理的な位置ということで

す。　（図12）

　最大咬頭嵌合位において，関節円板によって

きちんと包み込まれた下顎頭が，最も前方で最

も上方にあります。このとき筋活動によるカは

下顎頭を中心位の方向に導いています。

　　ここで重要なのは，下顎頭が中心位を通るこ

とができないと，食事が十分に味わってとれな

いということです。

2）中心位と咬頭嵌合位とは同じ意味をもってい

ますが，咬頭嵌合位は咀ロ爵運動の終末位です。

また，無意識に閉口する下顎位も正常者では咬

頭嵌合位であり，噛みしめる位置もこの顎位で
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A：開口時には歯列の影響はない
B：歯が接触を始めると，関節に影響しはじめる。

C－a：下顎頭が後方に偏位する咬頭嵌合位
C－b：咬頭嵌合位と顎関節部に調和している

　図13歯列と顎関節部の関係

　す。

　　咬頭嵌合位で噛みしめる場合には，かなりの

　力が加わることになりますが，周囲組織と同じ

　だけ力が加わることになります。

　　要するに咬頭嵌合位にっいては歯列の安定性

　ではなく，下顎頭の位置が重要なポイントで

　す。

　　下顎頭の限界運動領域は，顎関節症の成因を

　知る上で重要なポイントとなります。

3．顎関節症についての顎関節と機

　　能

　左右の顎関節が下顎体を介して頭蓋と連結され

ており，さらに，閉口時には歯列が第3の関節の

働きをしています。

　これらの3っの関節が機能的に完全にマッチし

　　　　　　　下顎窩

［顎関節］は　　関節結節部　　とから成ります。　
L　　　　　　　下顎頭
　　　　これらの表面には［軟組織］があります。

　　　　　関節円板が介在→［魎垂ヨを

　　　　　　　　　　　　上下2つに分けます。
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下顎骨

　　　　　　外側と内側一関節包があります
関節円板　　　二＿＿＿」
　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　團と外部を遮断して

　　　　　　　　　　　　います。

　　　　　　　　外側翼突筋etc．の筋肉があ
下顎頭の前方に→
　　　　　　　　ります

下顎頭の後方に→耳下腺の深部

　↓
疎な結合組織があります。

外耳

中耳

薄い骨を隔てて存在

しています。

ていなければ，顎機能時に諸組織に余計な負担が

かかることになります。

　ここで，顎関節部の内部構造を図示しておきま

す。

　以上のことから，顎関節の真の関節面は「関節

隆起後面」で，それより後方は全く関節機能を果

たしていない点に注意してください。

4．顎機能においての病的な咬合と

　　は

　《矯正学的な異常とは異なった顎関節より見た

　　異常咬合》

A

　　　　　　　　における閉合
　　　　　　　　　　　　　　ずれが大きい場合
　　　　　　　　位（閉口位）の

　a．単純閉口時の早期接触＝咬合干渉

　b．咀囎運動時の干渉

　c．歯ぎしり，噛みしめを起こす

1
咬
合
嵌
合
位
ト
　
と

一



B

中心位の閉口位ト

咬合嵌合位｝
一

C

におけるずれが大きくない

↓

無意識時の噛みしあ

機能運動時に障害

を起こす場合

や

就寝時の歯ぎしり

がある場合

　■5．顎機能における正常な咬合とは

　《矯正学的な正常咬合とは異なる正常咬合》

A．顎関節構造

a．左右の顎関節構造が［亘嗣

b．左右の下顎頭が中心位にあること

B．閉口位

咬頭嵌合位において左右の下顎頭が

匝亟］からあまりずれないこと

C，機能時の咬合

H左右の側方運釧

咬合干渉がないことト

一
｛前方or他の方向への下顎運動

D．誘導路

一
1側方運動において犬歯誘導

i誘導すべき歯牙はト

一
前方運動においては4前

歯において良い

E．誘導路の角度

誘導路の角度は急なほど［画ができや

すく，誘導路の角度はなだらかなほど

匝麺］ができにくくなります。

6．顎機能異常の図式

顎機能異常

顎関節の機能異常 →
←
筋の機能障害

7．顎関節異常の原因

学術論文■

　原因についてはたくさんの説があるが簡単な原

因として

L交通事故や喧嘩などにより，オトガイ部を殴

　打されて，関節円板の外傷や転位を生じる。

2．頬杖をっく癖があり，下顎頭を後方上位に押

　し込む慢性的な外力が円板の転位を促す。

3．咬合異常や精神的なストレスに伴う咀噛筋の

　スパスム。

　　例：1）受験のストレス

　　　　2）いじめのストレス

　　　　3）異性に対する悩みのストレス

　　　　4）仕事のストレス

　　　　5）対人関係のストレス（仕事上の）

　　　　6）生理不順によるストレス

4．全身疾患よりの原因

　1）特に急性
　　　　　　　〉リウマチ
　　　　　慢性

　2）他の要因

　　①パーキンソン氏病

　　②筋無力症

　　③脈拍，筋萎縮性索硬化症（ALS，もしく

　　　はローゲリング氏病）等の神経性の病気，

　　　また，その他多くのものが，一般的にある

体の筋肉の動きの病気と同時に

顎の動きをコントロールできなくします。

8．顎関節機能異常の場合における

　　患者に対しての簡単な質問とは

次に示す5つの質問が必要です。

1）顎関節や耳に痛みがあるか否か

2）開口や閉口がしにくいか否か

3）閉口時に顔面痛があるか否か

4）頭痛があるか否か

5）顎関節に雑音があるか否か

（以上の参考として，「入門顎関節症の臨床」

　（中沢勝宏著）を引用しました。この本は顎
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　　関節症に関し，極めて平明に解説されてお

　　り，ぜひ一読されることをお勧めします）

9．顎関節における保健指導

1　「保健指導」

　1．関節雑音の有無

　2．開口制限の有無

　3．顎の変位

　　1）骨格性の上顎前突

　　　　　　　下顎前突

　　2）左右非対称性→顎変型

皿　異常動作，習癖

　1．頬唇，舌を歯列におさえっける

　　（弄舌癖・弄唇癖，etc．）

　2．爪，鉛筆を常時咬む癖

　3．頬杖をっく（頬づえ）

　4．授業中の姿勢

　　（最近の児童生徒は殆ど　下向きの生活」を

　　している）

　5．精神的ストレス

　　　精神的ストレスが咀噛系に過剰な負荷を

　　　もたらし異常習癖を惹起する

　　　受験の負担

　　　　友達の不和

　　　　イジメ

　　　　両親の不仲etc．

皿　類似した症状・区別・注意をする

　1．一般的な類似した症例

　　1）ムシ歯による痛み

　　2）歯の萌出による痛み

　　　　特に親知らずの萌出

　　3）風邪等による痛み

　　　　特に中耳炎など

　　4）筋ちがいによる痛み

　2。精神的な負担による症状

　　1）受験のストレス（このストレスは大変重要）

　　2）異性に対する悩みのストレス

　　3）仕事のストレス
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　　4）いじめのストレス

　　5）対人関係のストレス

　　6）生理不順によるストレス

　　7）家庭環境によるストレス

　3．全身的による症状

　　1）慢性関節リウマチ

　　2）筋性類痛

　　3）腫瘍

　　4）外傷

　　5）神経痛

10．私が現在実施している健診方法

1．健康診断を実施する5日前に児童・生徒に

　「保健調査」表を配布し，保護者にチェック記

　入してもらい，健康診断当日に児童・生徒に持

参させる。

　（プライバシーを守るため「保健調査、表は直

　　接担当学校歯科医に当日わたす。）

2．持参された「保健調査．表をもとに健診し，

　担当学校歯科医がチェック，記入し，児童・生

　徒自身に手わたし，家庭に持ち帰らせる。

3．健康診断時の注意点

　　　児童・生徒が健診時に待機整列している

　　時，また入室時に次の事項にっいて注意

　　チェックする。（このチェック大変重要）

　　　チェック事項

　　①悪習癖（慣）の有無

　　　　例　指しゃぶり，っめかみ，頬づえ，弄

　　　　　　舌，唇癖，等

　　②児童・生徒同士でおしゃべりをしている

　　　時，下顎骨（あご）の変位及び突出を

　　　チェックする

　　③上顎（うわあご）の前歯部の突出度

　　④児童・生徒が健診室に入室時の人数は10

　　　人ずつにすることが望ましい

4．事後措置

　　健診時に要観察の児童・生徒にっいては下記

　の様に措置することが望ましい



①健診後に児童・生徒の親に説明するため，

　養護教諭と本人及び保護者に日時を決め学校

　に来てもらう。学校で説明することが重要な

　ポイントである。

②要観察者（児童・生徒）は年に2～3回は

　経過観察することが望ましい。

まとめ

1．顎関節の健診においては，

　①口が開けにくい

　②痛みがある

　③音がする

　④顎の変位がある

の4項目を基準にして健診すべきであり，とくに

重要なのは，「健診する以前に簡単な事前質問形

式によって予備知識を得ておく必要がある」とい

う点です。

2．今回改正された学校における歯・口腔の健康

　診断，とくに顎関節においては，

　①診断を求めるのではなく，保健調査である

　②健診以前に保健調査が必要であり，その保健

　　調査には質問形式の調査が必要である

という2点をとくに強調しておきます。

　顎関節が非常に複雑な構造や機能を有している

ことは，これまでの図式や説明で十分ご理解いた

だけたと思います。同様に，専門医の立場であっ

ても，顎関節症の原因を知ることはとても難し

く，診断を行うことはさらに難しいものです。加

えて，治療法もまた難しく多様であるのが現状で

す。当然，健診時という時間的にも設備的にも限

られた中では，十分な根拠に基づく診断は無理で

あり，前項2の①を強調した理由もこの点にあり

ます。

⑯不正咬合と顎関節についての総

　　まとめとして

1．今回の改正点から，とくに不正咬合と顎関節

　　　　　　　　　　　　　　　　　学術論文■

　についての留意点をまとめてみると次の3点と

　なります。

　1）健診時に，学校歯科医の方々に1診断」を

　　求めるのではなく，あくまでも，児童・生徒

　　のっの健康指標である。

　2）児童・生徒が心身ともに正常な成長発育と

　　健康な生活を営むためには，健全な歯牙，口腔

　　組織と顎関節，および筋がなければならない。

　3）不正咬合と顎関節は，今回の健診において

　　は，疾病ではなく，予防指向の一環としてと

　　らえるべきである。とくに，顎関節は顎関節

　　症ではなく，顎関節における予防という点を

　　留意すべきである。（特に保健指導が事後措

　　置として重要である）

2．今回の改正における三大目的

　1）スクリーニング

　　　健康診断→確定診断ではない。

　　　子供たちの口腔の状態のスクリーニングで

　　ある。

　2）教育学習

　　　学校における教育学習の一環として十分に

　　活用。

　3）保健指導

　　　診断結果をみて即治療をしなければならな

　　いと短絡的にいくのではなくて，学校におい

　　て保健指導，学級指導のなかでの結果をi分

　　に使っていく。

3．まとめ

　　この目的は子供たちが自分自身で自己の口腔

　内をはじめ全身の自己管理が出来るような，そ

　ういう子供に教育して行くことである。

　本編の最後として，不正咬合と顎関節に関する

改正点を簡単に図式化しました。参考になれば幸

いです。

1．不正咬合の診断基準（詳細）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価

●問診票で’一気になることはない一にマーク…0

●上下の咬合が逆被蓋（反対咬合）
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｛：礁灘鷺llll；

●著しく上顎前突している（上顎前突）

鰯漁：li：1：議li：：iiiiii！i

●開咬

｛1礁；；；；；i；；；；；；；；；；：；；；；；；；i；；；i；；；；

●過蓋咬合

じ嫌ii；；；；i；；；i；；；：；i；；鑓

●叢生

｛∵：瓢闘1∴；：

●空隙歯列

　　　ない………・…・………………………・……0　　｛

　　　ある…………・……・………・・………・・……2

●口唇，爪，舌を咬む癖がある

　　　ない・……・…………・……・……・……・……0　　｛

　　　ある…・……………・・………………………1

●指シャブリをしている

　　　ない・・…………………………………・……0　　｛

　　　ある…………・……・…・…………・…・……・1

　以上のチャートをもう少し簡略化すると次のよ

うになります。

不正咬合の診断基準（簡略）

　定期健康診断の事前に行われる，歯，口腔診断

問診票を参照し，気になることがあります

か？　の問いに一ある．にマークした児童・生徒

には入念なる問診・視診・触診を行い，下記の基
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準により審査する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言、i三イli正i

●問診票で一気になることはない　にマーク…0

●L顎に対して下顎の歯が逆被蓋（反対咬合）

　　｛　　　ない……・・…………・……・…・………・……0

　　　ある……切端で咬むことが

　　　　　　∴！欝iiiiiiil

●1：顎の前歯が下顎の前歯に対して指1本分前方

　位にある（上顎前突）

　　　ない…・・……・…・…・・…………・…・…・……0　　｛

　　　ある……………・…・…・……………・・…・…1

●臼歯で咬合している状態で前歯が咬んでいない

　（開咬）

　　　いない・・………………・………・………・・…0　　｛

　　　いる…・…・………・…・・……………・………1

●臼歯で咬合している状態で，L顎前歯がド顎前

　歯を覆っている（過蓋咬合）

　　　いない・・………………・・…・……………・…0　　｛

　　　いる・・……………・………・…・……・………1

●一ヒ下の歯が重なっている（そう生）

｛㌶ll；；：；；；；：：：i；；：；三三；：：1

●hドの歯列に空隙がある（空隙歯列）

　　　ない…・………・……・…・…………・…・……0　　｛

　　　ある……・…………・・………・………・…・…1

●口唇や舌を咬む癖がある

　　　ない……・………・…・…………・……・・……0　　｛

　　　ある………………・・…………・・……・……・1

11．顎関節の診断基準

　この基準は，神奈川県横浜市学校歯科医会が作

成したもので，大変分かりやすいものになってい

ます。ぜひ，参考になさってください。

顎関節の診断基準

　定期健康診断の事前に行われる，歯・口腔健康

診断問診票を参照にし，一気になることがありま



すか？」の問いに「ある」にマークした児童・生

徒を，とくに入念なる問診，視診，触診を行い，

下記の基準より診査する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価

●問診票で「気になること」は「ない」にマーク

　　　　　　　　　……………・…・・…・・………・0

●口の開閉に雑音が

じ1：：：：：：闘魏；；；；；i；；；；；；；i：；；；；；；；；

●開口時に顎の偏位が

｛：ll謙篇鷲；li；；；；；；；i

●開口障害が

　　　ない………・………・・…・……………・・……0　　｛

　　　ある（最大開口域40mm未満）・…………・・2

顎関節診査により要観察とした児童・生徒への事

後措置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価

●口の開閉に雑音が

｛ll：：闘ll三；；；；i；；；；；；；；；；；：；：；；；；

●開口時に顎の偏位が

｛：爵lliil！lillliiliiii

●開口障害（最大開口域40mm未満）がある……2

　診査は上記のような基準により評価しますが，

評価1（要観察）と判断された児童・生徒への事

後措置にっいて，学校歯科医は次回健康診断時に

以下の点にとくに注意して診査してください。

　（1）顔貌の左右対称性の診査

　　　　　　　　　　　　　　　　学術論文■

（2）下顎正中のズレの有無にっいて（咬合時）

（3）開閉口時の雑音の有無

（4）開口時の顎の偏位の有無

（5）開口障害の有無

また，養護教諭等へ以下の点を指導，留意する

ようご指導ください。

日常指導　※生活習慣の中で，顎に負担のか

　　　　　かるような習慣（頬杖をっくなど）

　　　　　が，あればやめるよう指導する。

※正しい姿勢をとるよう指導する。（この点が大

切です）

留意点要観察（痛み，障害のない状態）か

　　　　　ら痛みや開口障害が出てきたら要精検

　　　　　として取り扱う。また，腫れを伴うよ

　　　　　うであれば早急な処置が必要な場合も

　　　　　あるので，なるべく早く歯科医に相談

　　　　することを勧める。

　　　　　　　　　　　　横浜市学校歯科医会

　以上の診断基準表は，横浜市学校歯科医会が作

成したものを参考にさせていただきました。

事後措置について

　「事後措置」とは，「保健管理の一環として実施

する，児童・生徒（・幼児）の歯，口腔の検査に

ついての結果，および後始末」と規定できます。

学校保健法第7条，同施行規則第7条には，事後

措置の内容にっいて9項目が挙げられています

が，そのうちの口腔の健康診断に関する6項目を

以下に示します。

　①歯科疾患治療の指示

　②歯科疾患

　　異常の精密検査受診の指示

　③歯口清掃

　　生活習慣の改善の指導

　④個別指導

　⑤歯科保健に関する健康相談

　⑥歯科疾患の予防処置の指示

日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月／97



【学校における事後措置について】

　児童・生徒の健康診断は毎年実施されますが，

学校としては，その結果の統計資料を保存して，

学校歯科保健活動に役立てるための作業が必要と

なります。これが学校における事後措置というわ

けです。

【定期健康診断後の再診査について】

　定期健康診断は全学年6月30日までに行うよう

に定あられています。診査の結果にっいては，第

1学期末に保護者に通知します。

　そして，第2学期の初めに，①処置勧告をした

児童・生徒の処置の状況や新たな歯の発生，醜蝕

の進行状態や，②顎関節が要観察となったり，歯

列不正の要観察の児童・生徒に対して，再診査を

するわけです。

　この再診査が，保健指導，保健管理においては

とても重要で意義深いことであると言えるでしょ

う。

【臨時健康診断について】

　臨時健康診断では，必ずしも全員の診査を行う

必要がありません。

　臨時健康診断の対象となる児童・生徒と，その

チェックポイントは次のようになります。

　①要観察歯（CO）のある者

　　編蝕の進行状況，歯の清掃状態をチェックす

　　る

　②歯周疾患要観察者（GO）

　　歯周疾患の状態，歯の清掃状態をチェックす

　　る

　これらの場合，チェックした時点で医療機関で

処置を要すると判断されれば，処置勧告をするこ

とができます。

　③歯列・咬合，顎関節，歯垢の状態に1（要観

　　察）と記入された児童・生徒

まとめ

1）その後の状況について経過を観察し，必要に

　応じて適切な指導を行う。

2）学校歯科医によって，個別指導を要する児童
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　・生徒を，この時点で改めて選別することもで

　きる。

【学校における保健指導として】

1．歯列不正咬合異常のある者は［函，

う蝕や歯周疾患の発生に懸念されるので

↓

歯を隅々まできれいに磨く方法

等について

↓

保健指導する必要がある

2．また必要に応じて

　健康相談

個別保健指導

〉を行うとよい

【顎関節診査の要観察・要精検児童生徒に対し日

常生活について指導すべきこと】

1．学校歯科健診後，少なくとも半年に一度，

学校歯科医またはかかりっけの［函璽ヨの

塵ヨを受けるように指導する。

2．食事の際はよくかんで食べるよう，また片

側で咀囎（かむこと）しないように指導する。

3．勉強中あるいはテレビの視聴中等に［函

をっかないよう，また無意識に食いしはらない

ように指導する。

4．極端に

大きく口を開けたり非常に固いものを無理に

かんだりしないように指導する。

5．顎関節の症状が悪化したときは，速やかに

学校歯科医またはかかりっけの［垂亜ヨに相

談するように指導する。

6．函な［連亟］をするように指導する。

7，

する。

あまり気にし過ぎることのないように指導

結びにかえて

　今回の改正の目的は，子供たち自身が自己の口

腔内をはじめ，全身の自己管理をできるように教
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育していくことにあります。しかしこの遂行につ

いては，学校保健，学校教育の中だけで図れるも

のではもちろんありません。家庭を基本としなが

ら，地域社会を含めた広範囲な対応が不可欠です。

事後措置にとっても，［学校保健］と［垂i璽亙奎］，

地域保健の連携が以前にも増して重要かっ必要

となってきました。

　この連携を強化し，一貫性をもった組織的な実

践を実現するためにも，学校における学校保健委

員会が果たす役割は大変大きいと思います。家庭

（保護者と子供）と学校関係者（学校長・教師・

養護教諭），そして教育行政とが連携を保ち，次

代を担う子供たちの生活習慣がより良く形成され

るよう指導していくことが，私たちに課せられた

急務であると申せましょう。

　本稿の終わりに，西連寺愛憲会長，森本　基専

務，黒田敬之教授，大山喬史教授と学術第3委員

会の先生方，ならびに猪股俊二教授，赤坂守人教

授，安井利一教授，中田郁平常務に深く感謝いた

す次第です。
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〔参考資料〕健診集計事例

ではここで，平成8年度の千葉県の児童・生徒

定期健康診断集計，および平成9年度の習志野市

（千葉県）の児童・生徒定期健康診断集計を示し

ます。

公立小学校

区発
男　　子 女　　子 計

項　　屡
実数（人） 率（％） 実数（人） 率（％） 実数（人） 率（％）

在　　籍　　者　　数 186，024 177，728 363，752

受検者数 183，113 174，863 357，976

処置完了の者 68，523 37．42％ 68，797 39．34％ 137，320 38．36％

未処置歯のある者 89，967 49．13％ 82，679 47．28％ 172，646 48．23％

COのある者 18，249 11．53％ 19，333 12．81％ 37，582 12．15％

歯
の
検
査
G　O　の者 16，805 9．18％ 14，956 8．55％ 31，761 8．87％

歯周疾患の者 4，381 2．39％ 3，569 2．04％ 7，950 2．22％

歯列等不正の者 8，632 4．71％ 9，413 5．38％ 18，045 5．04％

その他の歯疾の者 14，949 8．16％ 13，752 7．86％ 28，701 8．02％
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市内小学校

男 女
区分 項　　目

6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳
計

6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳
計 合計

受　検　者　数 682 679 766 777 722 767 4，382 654 651 664 706 742 696 4，113 8，496

処置完了の者 211 262 317 340 340 388 1，858 232 257 284 335 349 361 1，810 3，676

未処置歯のある者 335 311 355 355 299 270 1，925 279 301 309 310 305 252 1，756 3，681

COのある者 88 137 165 125 139 164 818 90 167 150 142 121 144 814 1，692

G　O　の　者 44 59 110 124 129 127 593 33 57 88 95 125 75 473 1，066

歯肉の状態が1の者 40 65 120 122 127 149 626 29 56 89 98 123 77 472 1，098

歯
　
　
の
　
　
検
　
　
査

歯肉の状態が2の者 0 5 20 17 11 17 70 1 3 8 6 20 7 45 115

歯列・咬合等が1の者 69 96 162 154 129 194 732 91 125 148 147 140 124 770 1，502

歯列・咬合等が2の者 28 33 72 23 59 43 252 35 47 55 40 34 69 274 526

歯垢の状態1の者 65 91 189 222 206 165 932 77 86 140 145 157 132 737 1，669

歯垢の状態2の者 3 16 27 32 26 23 127 1 7 14 12 15 10 59 186

軍

その他の歯疾の者 39 34 68 81 94 83 399 32 94 61 82 46 69 364 763

公立中学校
｝

　項　　目
男　　子 女　　子 計

区
分
シ 実数（人） 率（％） 実数（人） 率（％） 実数（人） 率（％）

在　　籍　　者　　数 101，782 94，863 196，645

受検者数 98，833 92，349 191，182

処置完了の者 42，009 42．51％ 41，571 45．02％ 83，580 43．72％

未処置歯のある者 40，031 4α50％ 37，751 40．88％ 77，782 40．68％

COのある者 13，126 15．41％ 13，085 16．43％ 26，211 15．90％

歯
　
の
　
検
査

G　O　の　者 13，369 13．53％ 9，655 10．45％ 23，024 12．04％

歯周疾患の者 13，973 14．14％ 11，501 12．45％ 25，474 13．32％

歯列等不正の者 5，361 5．42％ 5，524 5．98％ 10，885 5．69％

その他の歯疾の者 4，561 4．61％ 3，580 3．88％ 8，141 4．26％
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市内中学校

男 女
区分 性　　別

12歳 13歳 14歳
計

12歳 13歳 14歳
計 合計

受　検　者　数 725 774 771 2，270 733 719 726 2，178 4，448

処置完了の者 379 368 337 1，084 386 350 357 1，093 2，177

未処置歯のある者 193 218 294 705 219 266 285 770 1，475

COのある者 75 103 76 254 64 105 120 289 543

G　O　の　者 68 89 77 234 55 48 88 191 425

歯肉の状態が1の者 160 149 147 456 137 88 157 382 838

歯
　
　
の
　
　
検
　
　
査

歯肉の状態が2の者 47 36 98 181 30 12 34 76 257

歯列・咬合等1の者 174 162 192 528 203 183 185 571 1，099

歯列・咬合等2の者 40 26 22 88 46 23 19 88 176

歯垢の状態1の者 192 186 208 586 129 142 176 447 1，033

歯垢の状態2の者 34 21 87 142 20 9 42 71 213

その地の歯疾の者 22 16 4 42 11 4 11 26 68

県立高等学校　全日制

男　　子 女　　子 計
区分 項　　目

実数（人） 率（％） 実数（人） 率（％） 実数（人） 率（％）

在　　籍　　者　　数 63，435 58，841 122，276

受検者数 60，178 56，393 116，571

処置完了の者 27，848 46．28％ 29，059 51．53％ 56，907 48．82％

未処置歯のある者 26，687 44．35％ 23，805 42．21％ 50，492 43．31％

COのある者 5，155 8．57％ 4，970 8．81％ 10，125 8．69％

歯
　
の
検
査

G　O　の　者 3，755 6．24％ 3，180 5．64％ 6，935 5．95％

歯周疾患の者 3，707 6．16％ 2，353 4．17％ 6，060 5．20％

歯列等不正の者 2，229 3．70％ 2，207 3．91％ 4，436 3．81％

その他の歯疾の者 644 1．07％ 640 1．13％ 1，284 1．10％
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平成9年度児童・生徒定期健康診断集計表（高等学校用）

性　　別 男 女
区勇

高等学校 15歳 16歳 17歳
計

15歳 16歳 17歳
計

在　　籍　　者　　総　　数 137 150 152 439 188 178 191 557

受　検　者　数 134 137 142 413 177 172 177 526

処置完了の者 83 72 75 230 97 95 112 304

未処置歯のある者 32 40 49 121 58 62 48 168

COのある者 35 43 28 106 44 48 39 131

G　O　の　者 26 27 33 86 28 18 25 71

歯肉の状態が1の者 32 44 48 124 35 43 39 117

歯
　
　
の
　
　
検
　
　
査

歯肉の状態が2の者 7 10 6 23 6 5 10 21

歯列・咬合等1の者 30 35 31 96 47 42 40 129

歯列・咬合等2の者 13 15 7 35 8 20 9 37

歯垢の状態1の者 35 51 44 130 34 43 37 114

歯垢の状態2の者 5 7 5 17 5 5 8 18

その他の歯疾の者 4 4 0 8 3 2 0 5

顎関節1の者 6 5 5 16 5 11 10 26

顎関節2の者 1 2 0 3 0 1 0 1

歯列・咬合1の者 25 32 29 86 43 36 33 112

歯列・咬合2の者 13 16 7 36 8 19 9 36

平成9年10月県へ報告したものの・部です。 高等学校名　千葉県、Z実籾高等学校

学校番号　26

【一中】

性　　　別 男 女
区分

12歳 13歳 14歳
欝

12歳 13歳 14歳
計

受　検　者　数 92 121 100 313 125 103 105 333

処置完了の者 39 50 49 138 71 55 53 179

未処置歯のある者 25 27 33 85 26 30 35 91

COのある者 11 8 13 32 5 8 17 30

G　O　の　者 0 0 0 0 0 0 0 0

歯肉の状態が1の者 8 8 10 26 11 4 7 22

歯
　
　
の
、
　
検
　
　
査

歯肉の状態が2の者 0 0 0 0 0 0 0 0

歯列・咬合等1の者 17 25 32 74 20 23 38 81

歯列・咬合等2の者 0 0 0 0 0 0 0 0

歯垢の状態1の者 8 10 11 29 1 5 4 10

歯垢の状態2の者 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の歯疾の者 5 2 2 9 1 1 1 3
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【二中】

性　　’別 男 女
区分

12歳 13歳 14歳
計

12歳 13歳 14歳
計

受　検　者　数 71 87 91 249 86 69 87 242

処置完了の者 54 45 19 118 61 35 28 124

未処置歯のある者 17 42 72 131 25 34 59 118

COのある者 13 6 4 23 16 10 17 43

G　O　の　者 32 32 30 94 21 19 30 70

歯肉の状態が1の者 22 38 31 91 20 15 44 79

態
　
　
の
　
　
検
　
　
査

歯肉の状態が2の者 0 6 47 53 0 2 9 11

歯列・咬合等1の者 20 18 43 81 19 16 23 58

歯列・咬合等2の者 3 7 4 14 1 3 7 11

歯垢の状態1の者 29 29 28 86 16 18 31 65

歯垢の状態2の者 0 13 48 61 1 3 27 31

その他の歯疾の者 5 6 0 11 4 1 9 14

【三中】

性　　　別 男 女

齢 12歳 13歳 14歳
計

12歳 13歳 14歳
計

受　検　者　数 94 98 109 301 91 107 83 281

処置完了の者 27 37 56 120 27 44 53 124

未処置歯のある者 58 42 36 136 56 47 23 126

COのある者 9 29 31 69 15 36 24 75

G　O　の　者 0 0 0 0 0 0 0 0

歯肉の状態が1の者 51 13 31 67 43 2 15 47

歯
　
　
の
　
　
検
　
　
査

歯肉の状態が2の者 29 2 13 44 19 1 1 21

歯列・咬合等1の者 33 29 17 79 39 41 10 90

歯列・咬合等2の者 19 0 6 25 16 0 3 19

歯垢の状態1の者 47 28 52 127 38 19 24 81

歯垢の状態2の者 29 1 25 55 14 判 9 24

その他の歯疾の者 0 0 0 0　　　　0 ・1　・ 0
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【四中】

性　　　別 男 女
区分

112歳　13歳i14歳
計
12歳113歳 14歳

計

受　検　者　数 102 104 100 306 93 93 118 304

処置完了の者 63 61 42 166 45 48 48 141

未処置歯のある者 26 33 49 108 36 34 60 130

COのある者 17 21 10 48 14 17 19 50

G　O　の　者 28 27 21 76 26 27 26 79

歯肉の状態が1の者 34 45 32 111 28 26 39 93

歯
　
　
の
　
　
検
　
　
査

歯肉の状態が2の者 11 25 27 63 9 7 22 38

歯列・咬合等1の者 43 41 33 117 39 39 46 124

歯列・咬合等2の者 0 3 2 5 3 2 2 7

歯垢の状態1の者 43 47 46 136 33 29 45 107

歯垢の状態2の者　　　　　　　　 1 5 3 9 3 4 1 8

［ その他の歯疾の者i 12　　6　　21　20 4 2 1 7

【五中】

1
性　　　別 男 女

区分
12歳 13歳 14歳

計
12歳 13歳　　14歳

計

受　検　者　数 135 139 137 411 105 114　　　122 341

処置完了の者 66 60 64 190 64 52 62 178

未処置歯のある者 10 13 26 49 5 39 39 83

COのある者 0 4 1 5 0 21 20 41

G　O　の　者 0 0 0 0 0 0 0 0

歯肉の状態が1の者 13 1 3 17 9 34 17 60

歯
　
　
の
　
　
検
　
　
査

歯肉の状態が2の者 3 0 1 4 1 0 0 1

歯列・咬合等1の者 15 5 13 33 21 27 20 68

歯列・咬合等2の者 10 1 5 16 13 1 0 14

歯垢の状態1の者 0 8 6 14 0 40 32 72

歯垢の状態2の者 0 1 1 2 0 0 3 3

その他の歯疾の者 0 0 0 0 0 0
　
　
　
O
I

0
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【六中】

性　　　劉 男 女
区分

12歳 13歳 14歳
謙

12歳 13歳 14歳
欝

受　検　者　数 87 87 97 271 96 90 68 254

処置完了の者 53 34 35 122 43 28 29 100

未処置歯のある者 24 38 44 106 41 56 35 132

COのある者 0 14 4 18 0 0 14 14

G　O　の　者 8 30 21 59 8 2 28 38

歯肉の状態が1の者 8 32 21 61 9 2 29 40

歯
　
　
の
　
　
検
　
　
査

歯肉の状態が2の者 2 2 0 4 1 1 0 2

歯列・咬合等1の者 23 23 30 76 25 17 26 68

歯列・咬合等2の者 0 9 1 10 6 12 4 22

歯垢の状態1の者 34 48 46 128 17 24 31 72

歯垢の状態2の者 1 1 0 2 0 1 0 1

その他の歯疾の者 0 2 0 2 2 0 0 2

【七中】

性　　　別 男 女
区分

12歳 13歳 14歳
討

12歳 13歳 14歳
計

受　検　者　数 144 138 137 419 137 143 143 423

処置完了の者 77 81 72 230 75 88 84 247

未処置歯のある者 33 23 34 90 30 26 34 90

COのある者 25 21 13 59 14 13 9 36

G　O　の　者 0 0 5 5 0 0 4 4

歯肉の状態が1の者 24 12 19 55 17 5 9 31

歯
　
　
の
　
　
検
　
　
査

歯肉の状態が2の者 2 1 10 13 0 1 2 3

歯列・咬合等1の者 23 21 24 68 40 20 22 82

歯列・咬合等2の者 8 6 4 18 7 5 3 15

歯垢の状態1の者 31 16 19 66 24 7 9 40

歯垢の状態2の者 3 0 10 13 2 0 2 4

その他の歯疾の者 0 0 0 0 0 0 0 0
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窮 3

歯の萌出の遅れについて

b
日本大学歯科病院口腔外科 松　本　光　彦

　学校歯科検診は時間的にかなりの制約があり，

かつ診察用の機材にも極めて制限がある中で，多

岐にわたる項目の診察を多数の学童に漏れなく行

うことが要求されています。

　鯖蝕の詳細な罹患状況や歯周疾患の有無の診察

が主体でありますが，顎関節の状態舌小帯・上

唇小帯の付着状況，正中離開，歯の位置異常など

も短時間に診察し，その異常が確認された場合に

は適切な指導を行うことも必要とされています。

1例を挙げますと，就学時までに手術をすること

が望ましいと考えられる舌小帯短縮症，あるいは

少なくとも9歳以前には手術をすべきでないとさ

れる上唇小帯付着異常を確認した場合は，その理

由と手術時期のアドバイスが学童本人のみならず

保護者や教員にも，正確にかつ誤った悪い心理的

影響を与えないように伝える努力をすることも大

切なことだと思われます。

　これらの顎口腔疾患の発見は，学校歯科医の重

要な責務ですが，保護者の自分の子供に対する顎

口腔の機能と形態についての関心をもっと高めな

ければ，理想的な治療はもとより，近年強く求め

られている疾患の予防については不十分な結果に

なってしまう懸念もあります。このことは厚生省

の歯科保険指導関係資料にも指摘されていること

です。

　小児あるいは学童の口腔粘膜および歯牙外傷と
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その処置に関しては，口腔外科学の専門書にも，

かなりの部分が費やしてあるように，その詳細や

具体策は先生方がよく御承知のことと思われま

す。そこで今回は極めて多様な顎口腔疾患の中

で，学校歯科検診時に認められる乳歯の晩期残存

や未萌出歯の対応にっいて，若干の経験を述べて

みたいと思います。

　歯の萌出時期は成書記載の時期とは学童の個人

差が大きく，萌出の遅延はっい経過観察に委ねて

しまいがちですが，隣接歯との萌出順序の比較や

同名歯の萌出状況の左右での比較あるいは前回の

検診記録を参照するなど，方法は必ずしも煩雑で

はありません。乳歯の晩期残存や早期喪失の影響

も保護者によく理解してもらうことが不可欠です

し，その後の永久歯の正常な萌出と機能の発揮の

ためには学童一人一人の個人に合わせた指導，治

療が必要です。また，歯の萌出時期の遅延を確認

し，適切な対応をするためには，咬合誘導の概念

も必要であると思われます。

　検診時にみられる歯の萌出障害とくにそれが多

数歯にわたる場合は，全身疾患と関連して生ずる

ことがあり，遺伝子病・配偶子病（染色体異常症

候群）・胎芽病・胎児病・その他などの先天異常

が考えられ，多くは歯のみならず，口腔顎顔面領

域や全身的にも奇形を伴っていることが多く，即

座に歯の治療の対象にならない場合も多いと考え



られます。しかし，通常の健康な学童ではそのよ

うなことはかなり稀であり，歯科検診の際に歯の

萌出が遅延している場合は局所的な原因によるも

のがほとんどであると思われます。とくに混合歯

列期を過ぎて第二大臼歯が生え揃う時期になって

も，乳歯の晩期残存および永久歯の未萌出が確認

される場合は，先天欠如か，何らかの局所的原因

による萌出の遅延と考えるのが普通です。永久歯

の先天欠如は智歯を除けば上下顎第⊃小臼歯，上

顎側切歯などに多いのですが，こうした場合を除

けば，歯は顎骨内に埋伏していることになりま

す。永久歯の埋伏は智歯を除けばと顎犬歯に最も

多く，次いでド顎の犬歯に見られます。埋伏位置

や歯根の形態と完成度にも関係しますが，歯冠部

を開窓し歯科矯正的に萌出させることも可能で

す。比較的稀なことですが，埋伏の原因の一っと

して顎骨内に病変があり，それが歯の萌出を妨げ

ている場合があり注意が必要です。レントゲン検

査をすれば欠如および埋伏は明らかになります

が，学校歯科検診ではレントゲン検査を含あた詳

細な種々の臨床検査に基づく確定診断を得るとこ

ろまで行えないのが実情です。学校歯科検診時に

乳歯の晩期残存や萌出の遅れが見られたときは，

歯科医院でのレントゲン撮影を含む精査を勧める

ことが大切だと思われます。

　以ドいくっかの症例を供覧して，具体的な対応

を説明したいと思います。

　症例1

　患者112歳，男子。歯科検診でIEの晩期残存

を指摘され紹介され来院した。

　lEは軽度の動揺があるが，歯肉，歯槽粘膜に

炎症所見など異常所見は認めなかった。X線写

真でlEの歯根は吸収し，ド在に15があり145間

は離開し洋梨状の骨吸収像がみられた（写真1）。

　IE晩期残存および歯根嚢胞の臨床診断で，　lE

の抜歯と嚢胞摘出術を施行した。嚢胞摘出時に嚢

胞は145の歯根との癒着はなく，lEの歯頚部付

近の軟組織に連続していた（写真2）。病理組織

学術論文■

写真1

症例1　パノラマX線写真。　Eの晩期残存と145
　　間の洋梨状の骨吸収像。

写真2
症例1　摘出物。

学的検査で定型的な歯根嚢胞の像を呈しており，

IEの歯根嚢胞と診断された。約6ヶ月後のX線

写真では骨新生は順調になされ，15はほぼ正常

な位置に萌出してきた（写真3）。

　症例2

　患者二16歳，男子。歯科検診で1CDの晩期残

存を指摘され，近所の歯科医院でX線検査を受け

たところ，134の埋伏とiCD下方の下顎骨体内

の不透過像が見られたため，当科に紹介され来院

した。

　ICDが晩期残存し，同部の歯肉頬移行部に軽

度の膨隆がみられる（写真4）が，発赤や圧痛は

ない。X線写真では12～5相当骨体部に不透過
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写真3
症例1　術後6ヶ月のデンタルX線写真。

写真5

症例2　パノラマX線写真。　35の埋伏および
　　　CD相当骨体部の不透過像。

写真4

症例2　ロ腔内所見。　CDの晩期残存と歯肉頬移
　　　行部の腫脹。

㌔

写真6
症例2　摘出物。

像が，1　1根尖相当部および6根尖相当部に埋

伏歯がみられ，　3の歯冠部には嚢胞様陰影がみ

られた（写真5）。

　12～5部集合性歯牙腫，　3含歯性嚢胞および

て埋伏歯の臨床診断で，嚢胞摘出術，埋伏歯抜歯

および歯牙腫の摘出術を施行した（写真6）。

　摘出時に1：1の根尖が含歯性嚢胞に含まれて

いたため，歯根尖切除術と根管充墳を行った（写

真7）。

　なおICDは自然脱落まで保存し機能させるこ

ととした。

　症例3
写真7
症例2　術後のパノラマX線写真。
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　患者二17歳，男∫：。

　学校で体育の時間中4C211部を打撲し，同

部の歯肉の腫脹およびCの動揺を主訴に校医に受

診。そこから当科へ紹介され来院した。

　4～11部の歯肉に腫脹を認めるが比較的軽度

であった（写真8）。Cが晩期残存しており動揺

が著明であった。X線写真ではCIのド方のド顎

骨体内に不透過像がみられた（写真9）。

　C［晩期残存およびC21部歯牙腫の臨床診断

写真8
症例3　4～1　部の歯肉腫脹とC　の晩期残存。

員
、

写真9
症例3　デンタルX線写真。

　　　C　の下方のX線不透過像。

学術論文■

で，消炎処置後に，Cの抜歯および歯牙腫の摘

出術を施行した（写真10）。摘出物は大小10個の

綾小歯からなっており，集合性歯牙腫と診断した

（写真11）。

　症例4

　患者：7歳，女f。検診でEDI相当部の腫脹

を指摘され，近医に受診。そこから紹介されて当

科受診した。

　EDI相当歯肉頬移行部に桜実大骨様硬の膨隆

がある（写真12）。X線写真で51の歯冠部に嚢胞

様の陰影を認めた（写真13）。

　51含歯性嚢胞の臨床診断でEDIを抜歯し嚢胞

開窓術を施行した。嚢胞壁の病理組織学的検査

で含歯性嚢胞と診断された。術後萌出は順調で

写真10

症例3　術中写真。

写真11

症例3　摘出物。
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写真12

症例4　ED　相当歯肉頬移行部の腫脹。
写真14

症例4 開窓術後3ヶ月のパノラマX線写真。

写真13

症例4　パノラマX線写真。
写真15

症例5 矯正装置装着時のロ腔内写真。

（写真14），現在成人しているがiE常歯列であ

る。

　症例5

　患者：13歳，男子。検診で13の未萌出を指摘

され，近医に受診。そこから紹介されて当科受診

した。

　X線検査の結果13の埋伏を確認したため，矯

iE科医の協力を得て（写真15．16），13の萌出間

隙をっくった後，・3の歯冠相当部の粘膜切除と

骨削除を行い，歯冠を露出させた。その後矯正装

置で牽引しilE常歯列を完成させた。12年経過した

後の診察で，L3は正常な位置に萌出し機能して

いることを確認した（写真17，18）。

　乳歯の晩期残存や永久歯の未萌出を確認した場

写真16

症例5 24間を拡大中のデンタルX線写真。
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写真17

症例5 12年後のデンタルX線写真。

合は，時に顎骨内に病変が存在することもあり，

X線撮影を始めとした詳しい診察が必要です。ま

写真18

症例5　12年後の口腔内写真。

た，できるだけ永久歯の保存に努めるという観点

から，矯正学的な咬合誘導の知識や，口腔外科的

な処置の必要な場合もあります。今回お示しした

症例が，先生方の学校歯科検診の際の一助となれ

ば幸いです。
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小学校歯科保健教育が児童に及ぼす影響
渡邉理人＊1吉田螢一郎＊1安井利一＊2
　　　　　　　　＊1日本体育大学

　　　　　　　　＊2明海大学歯学部

　　　THE　EFFECTS　OF　DENTAL　HEALTH　EDUCATION
　　　　　　ON　THE　ELEMENTARY　SCHOOL　CHILDREN
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

Masahito　WATANABE＊l　Ellchlro　YOSHIDA＊　i　Toshikazu　YASUI＊2
　　　　　　　　Nippon　Sport　Science　University　Graduate　Schoo1

　　　　　　　　　　　　＊2Melkal　Universitv　School　of　Dentistrv
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　u

　　　The　purpose　of　this　stud｝・was　to　clarify　the　effects　on　the　elementary　school　children　by　the

different　way　of　dental　health　education　program，　and　to　obtain　data　which　contribute　to　the

elementary　school　education．

　　　The　number　of　subjects　were　2950f　two　public　elementary　school　children　in　the　6th　school

year　and　one　nurse－teacher．

　　　One　school　had　been　designated　as　Model　School　of　the　Promotion　for　Caries　Prevention　by

the　Ministry　of　Education，　Science，　Sports　and　Culture，　and　another　one　was　so－called　average

school．　This　study　was　carried　out　from　June　to　December　in　1997．

　　　Dental　health　educational　curriculum　in　each　cshool　was　obtained　from　the　interview　to　the

nurse－teacher，　school　bulletins，　and　so　on．

　　　Oral　conditions　of　school　chidren　were　examined　by　the　dentist，　and　then　the　life　style、vere

investigated　by　using　questionnaires．

　　　The　results　of　this　study　were　as　follows：

　　　1）By　the　different　way　of　dental　health　education　the　DMFT　Index　could　not　be　found　in　the

　　　　statistical　difference，　but　the　Debris　Index　and　PMA　Intex　which　evaluated　oral　hygiene

　　　　level　were　more　excellent　in　the　Model　School　than　those　of　a、・erage　school．

　　　2）Health　behaviors　in　various　habits　of　life　showed　better　results　in　the　I～lodel　School．

　　　3）It　was　suggested　that　the　PMA　Index　and　the　Debris　Index　were　more　suitable　for

　　　　clarifying　the　effects　of　school　dental　health　education　rather　than　the　DNIFT　Index，because

　　　　lt　was　an　irreversible　number　and　accumulated　caries　experience．

　　　In　the　future，　mental　and　physical　health　promotion　through　the　effort　of　school　dental

health　education　should　be　progressed．　In　order　to　attain　the　level　of　total　health　promotion　as

resources　to　live，　school　dental　health　education　should　be　carried　out　intentionally　and　systema－

tically　together　with　cooperation　of　family　and　community．

はじめに

　今日，児童の体格は著しく向上したが1），その

半面むし歯，視力不良等に加え，不登校，いじ

め，暴力，非行，自殺等様々な問題を抱えてい

る2）3）このため一 生涯にわたる心身の健康一4）の視

点から健康教育が重要視され，これらを解決する

たあの早い段階での健康教育の効果が期待されて

いる2）。

　健康教育は，個人の自主性を尊重しながら，心

身ともに健康で幸せな意義深い人生を送れるよう

に導く教育であり，全人的教育にほかならず一生
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きるカーを育む教育なのである5）。

　中でも歯の健康という面に着目すると，文部省

では，昭和53年度から一むし歯予防推進指定校一

を設け，歯を通じてのトータルヘルス，quality

of　lifeを目指して，学校における歯科保健教育

の充実に努めてきた6）。

　しかしながら，これまでに歯科保健教育が児童

にどのような効果を及ぼすかについて明らかにし

た研究はほとんど見当たらない。

　そこで，A県内小学校2校を対象として，「カ

リキュラム∫口腔状態一「歯みがきの習慣一「歯

に関する知識一一日常の生活習慣一について比較

検討を行い，その相違点を明らかにすることで，

心身ともに健康な児童の育成を目指して行われる

小学校教育に寄与する為の資料を得ることを本研

究の目的とした。

回方法
　対象は，平成7・8年度に文部省「むし歯予防

推進指定校一（以下指定校）1校，指定校ではな

い一般的な小学校（以下一般校）1校の6年生児

童である。

　　　　　小学校歯科保健教育が児童に及ぼす影響■

　調査項目は，歯みがきの習慣，歯に関する知

識日常の生活習慣にっいてアンケート調査及び

歯科医師による口腔状態（DMFT指数，　Debris

Index，　PMA　Index）調査を行った。

　また，各学校の歯科保健教育の取り組みについ

ては養護教諭へのインタビュー調査及び研究紀

要，資料を参考にした。

　なお，分析にはκ2検定及びstudent－t検定を

用い，κ2検定により学校間の回答に有意差が認

められた場合には，残差分析を行った。分析結果

の有意水準については，いずれの場合も5％未満

の危険率で判定した。

回結果及び考察

A．両校の学校歯科保健活動状況の比較

　表1－1～表1－5には，指定校，一般校の歯

科保健活動状況を示した。表からもわかるように

指定校は，平成7・8年度，「むし歯予防推進指

定校一となり，歯科保健教育を計画的かっ組織的

に推進してきた。

　一方，一般校では，6月の一歯の衛生週間一1を

中心に日常生活の中で随時，活動を進めてきた。

表1－1　歯科保健の位置づけ

指定校

一般校

　研究主題一」主体的に歯や口の健康づくりに取り組む実践的な態度と望ましい習慣の育成e一

を受けて①歯・口の発育や疾病，異常など自分の歯や口の健康状態を理解させ，それらの健

康を保持増進できる態度や習慣を身につける。②むし歯や歯肉の病気の予防に必要なみがき

方や望ましい食生活などを理解し，歯や口の健康を保つのに必要な態度や習慣を身につける。

以上の2つの保健指導目標を達成するたあ，その内容を「歯のつくりと働き一一歯や口の病

気一歯のみがき方∫食べ物と歯一の4つで構成している。
　そこで本校の実態（健康診断結果，生活習慣，児童の歯科知識）や発達段階に即して目標

行動を作成し，これまでの反省や実態に合わせて，独自の歯科保健指導計画を作成してきた。

　学校保健安全計画は立案しているものの，特に歯に関する独自の年間指導計画は立案して

はいない。
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表1－2　学校歯科医活動状況

指定校

一般校

　学校歯科医とA市歯科医師会，A市教育委員会の協力のもとにA小学校支援プロジェクト

チームをっくり支援活動を実施してきた。

　具体的な活動例
・ 歯科検診
・ 発達段階に即した歯みがきの到達目標達成度を，数値で評価できるように工夫したプラー

　クインデックス測定用紙を児童用と保護者用に作成。

・口腔写真とPMAインデックスの測定。
・ PTA主催の講演会で講演し，保護者との共通目標・共通課題の育成に努めた。

・教職員へのブラッシング指導。

・ 先進校の視察への同行。

・ 学級活動における歯科保健指導の授業へのティーム・テーチングでの参加。

・学校保健委員会への参加。

・ 歯の年間指導計画作成と実施の過程における専門家としてのアドバイス

・歯科検診・学級活動での歯みがき指導・学校保健委員会での指導

表1－3　学級活動における歯科保健指導

指定校

一般校

ロング（45分）2回，ショート（15分）7回

　平成8年度小学校5年生のテーマ（題材）

　S：ショート　　L：ロング
4月S：口の中の様子（第二大臼歯の萌出）

5月S：第一，第二大臼歯をきれいにみがこう（自分の口に合う歯ブラシとみがき方）

6月L：自分に合った歯みがきを工夫しよう（むし歯，歯肉炎にっいて，自分にあったみが

　　　　き方）

7月S：歯の役割を考えよう（3つの役割）

9月S：口の中の様子（早期治療の必要性を考える）

10月L：かむことの大切さ（よくかむことの必要性）

11月S：食べ物とむし歯（バランスのよい食べ物）

1月S：みがきのこしチェック（むし歯の進み方）

3月S：歯の健康を守ろう（歯肉の状態，むし歯の治療状況）

年1回，4年生を対象にロングで学校歯科医による歯のみがき方を指導（染め出し使用）

表1－4　歯の汚れ検査実施回数及び昼食後の歯みがき状況

指定校 ・ 染め出しは，年間3回（3回中2回は家庭での親子による染め出し）実施している。

・歯や口の健康に関する資料室を設け，児童が自由に染め出しを行って歯のみがき状況の

チェック。

・昼食後の歯みがきは平成7年度から実施している。

一般校
・ 染め出しは，年間1回実施している。
・ 昼食後の歯みがきは平成9年度から実施している。
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小学校歯科保健教育が児童に及ぼす影響■

表1－5　学校歯科保健についての地域活動

学校保健委員会
　児童の健康の保持増進を図るために保健の問題を研究協議し，それを推進する為に設置さ

れている。構成メンバーには，学校医，学校歯科医，学校薬剤師・PTA代表・職員・児童

会代表で構成されている。必要に応じて，町会や教育委員会にも協力を得てきた。（年間題

材：平成7年度「歯や口の健康のために」，平成8年度「子どもの健康」）

家庭（保護者の啓発）

・保健だよりの発行（毎月初めに発行し，全家庭に配布している。児童の実態や，保健室か

　らのお知らせ，むし歯に関する事項を掲載し，親子で健康について話し合うことができる

　ように，語句や表現等にも配慮している）
・授業参観，講演会（保護者にむし歯予防を中心とした健康づくりの意味を理解してもらう

　ために，授業参観には進んで学級活動（歯科保健指導の授業）を公開するようにした。児

　童が自らが課題を見つける様子などを参観してもらい，家庭で実践していく際の援助と協

　力をお願いした。また，授業参観後に歯に関する講演会を開催した），親子歯みがき（夏

　休みと2学期の2回染め出し剤を2錠ずつ配布し，親子で歯みがきを試み，その後みがき

　残しがないかをテスト錠で確かめることを実施している）

学校保健委員会

　学校歯科医は講話時には参加し，普段は参加していない。

家庭（保護者の啓発）

　保健だよりの発行（6月のむし歯予防週間に歯に関することを掲載）

B．歯科保健教育による児童の口腔状態への影響

　図1－1からもわかるように，各学校のDMFT

指数は，一般校で2．71，指定校で2．35と指定校で

の指数が低いものとなったが学校間に統計的な差

は認められなかった。

　しかしながら，図1－2からもわかるように，

ブラッシング効果が顕著にあらわれる7歯垢清掃

状況を調べた各学校のDebris　Index平均値は，

一
般校で2．98，指定校で1。90となり，指定校の児

童の状況が優れたものであった。

　この点について岡田ら8’は，本人の学習経験が

歯垢除去効果に有効であることを報告しており，

このことを考えると，指定校の年3回にわたる
一染め出し」による体験重視の問題解決学習9）に

よる効果があらわれたものと考えられる。

　一方，図1－3からもわかるように，Debris

Index同様にブラッシング効果が顕著にあら

われる7）歯肉炎の状況を調べた各学校のPMA

Index平均値は，一般校で2．81，指定校で1．31

となり，この結果も指定校の児童の状況が優れた

ものであった。

　近年，歯肉炎の最大の要因は，歯垢及び歯肉溝

に存在する細菌によるものであることが明らかに

されており1°’，また，歯肉炎は放置しておけば加

齢とともに徐々にかっ継続的に状況が悪化するこ

とが知られているIP12’。

　このことから，指定校では歯肉炎の増加が予想

される高学年を対象に，学級活動（保健指導）な

どを通じて歯肉炎に対する指導を行っている。こ

のことが効果的なブラッシングに加え，歯肉炎の

予防や治療のたあの行動を啓発し，成果をあげた

ものと推察できる。
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　　指定校（n＝132）　　一般校（nニ137）

図1－1　DMFT指数学校間比較
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図1－2　Debris　indexの平均値・学校間比較
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図1－3　PMA　Indexの平均値・学校間比較
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図2－1　知識得点の平均値・学校間比較

C．歯科保健教育による児童の歯みがき習慣への

　影響

　表2－1～表2－2からもわかるように，各学

校の1日の歯みがきの回数は，一般校で約8割の

児童が一1～2回」であり，指定校で約7割の児

童がe3～4回」という結果であった。また，
一

眠いときでも歯をみがいてから寝る一児童は，

指定校で多いという結果も得られた。すなわち，

指定校では望ましい歯みがき習慣が実践されてい

ることが明らかとなったが，これは給食後に一歯
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みがきタイム．を実施していることや長期休業ご

とに1口何回みがけたかを記入する一歯みがきカ

レンダー1を配布していることなどが背景として

考えられ，これによって，食べたらみがく習慣や

眠くともみがく習慣の形成が図られたものと推察

される。

表2－1　「1日の歯みがきの回数」
人数（％）

1回～2回 3回～4回

一
般校　（n－137）　　　ll7　（85．4）

ヂ旨定右交　（n　　132）　　　　36　（27．3）

20　（14．6）

96　（72．7）

合計（N＝269）　153（56．9） 116　（43。1）

X2－92．61　DF“1　分布に有意差あり

表2－2　「眠い時でも歯をみがいてから眠りますか」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　人数（％）

は　い いいえ

・般校　（nttl37）　　　　86　（62．8）

指定校（n・－132）　102（77．3）

51　（37．2）

30　（22．7）

合計（N＝269）　188（69．　9） 81　（30．1）

X2＝6．71　DF－1　分布に有意ノζあり

D．歯科保健教育による児童の歯に関する知識へ

　の影響

　図2－1からわかるように，得点化した各学校

の歯の知識平均得点は，一般校で4．16，指定校で

6．37となり，学校間で顕著な差が認められた。す

なわち，指定校での歯科保健教育は児童の歯に関

する知識を向上させることに成功したと言える。

　健康に関しての能力を高めるための1指導場面

として学級活動を捉えた場合，1単位時間は年間

2～3回，1／2単位時間にっいては，年間4～6

回の指導は必要としている13）。このことを考える

と指定校では，7回のショート時間（15分）と2

回のロング時間（45分）での学級活動（保健指

導）を実施してきており，量的に十分な活動を

行ってきた。

　また，質的な面からみると，ロングの学級活動



（保健指導）で専門家の協力を得てティーム

ティーチング（T．T）14）の学習形態での授業展開

を工夫しており，学校歯科医，歯科衛生士，学校

栄養士の専門的な立場からの説明や助言を積極的

に取り入れ，児童にとって望ましい学び合いや問

題解決学習を展開してきた。指定校の量・質とも

に十分な取り組みが歯に関する知識を高めた要因

と推察される。

E．歯科保健教育による児童の日常の生活習慣へ

　の影響

　回答の際の4段ll皆評価を得点化した各学校の生

活習慣平均得点を図3－1～図3－3に示した。

　うがい，手洗い．「ハンカチ・ちり紙の所持一

　ゴミを拾う一での行為で指定校の児童に実践で

きているものが顕著に多いことが明らかとなっ

た。言ってみれば，これらは衛生的な内容のもの

が多く，望ましい歯みがき習慣の確立が日常の生

活習慣の形成，特に衛生面に関連していることを

窺わせた。

　また，ここでは詳しく述べないが学習態度や学

習習慣に関連した項目でも指定校の児童に実践で

きているものが顕著に多いことも明らかとなっ

た。

　この生活習慣について吉田18’は家庭教育におけ

るrしっけ一が大きく関係していることを指摘し

ており，今後，学校において，いかに保護者の教

育力の充実を図っていくのかが，学校教育の課題

とされるところである。
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図3－1　「外から帰ってきたら，うがいをした
　　　り手を洗う」の回答結果
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図3－2　「ハンカチ・ちり紙をもっている」の

　　　回答結果
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図3－3　「ゴミが落ちていたらひろう」の回答

　　　結果

回まとめ

　「むし歯予防推進指定校一として歯科保健教育

に取り組んできた小学校と一般的な小学校の2校

を取り上げ，歯科保健教育の’カリキュラムー

一口腔状態∫歯みがき習慣．一歯に関する知識．

一 日常の生活習慣」に関する調査を行った結果，

以下のような知見が得られた。

　1）歯科保健教育による口腔状態への効果は，

　　DMFT指数に統計的な差はみられなかった

　　が，ブラッシング効果が顕著にあらわれる

　　Debris　Index，　PMA　Indexは，指定校の

　　状況が顕著に良好であった。

　2）歯科保健教育による歯みがき習慣への効果

　　は，歯みがきの回数など望ましい歯みがき習

　　慣が形成れれることが示唆された。

　3）歯科保健教育による歯に関する知識への効
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果は，量・質ともに十分な歯科保健活動を行

　うことにより知識が増すものと考えられる。

4）歯科保健教育による日常の生活習慣への効

果は，家庭教育と密接な関連がある一しっ

け」にあらわれる可能性が示唆された。この

ことにより，今後，児童の望ましい生活習慣

育成のために，いかに保護者の教育力の充実

を図っていくかが，学校教育の課題とされ

た。

回今後噛蘇健教育の在り方

　今回の調査結果を総括すると，一般校の短期間

での歯科保健教育でもDMFT指数の結果からも

わかるように，一定の成果を上げることに成功し

ている。

　しかしながら，より確実な成果を上げるために

は，指定校のように計画的・組織的に歯科保健教

育を推進していく必要性が示唆された。

　よって，このことから，歯科保健教育を推進す

るにあたっては，児童の実態に即して一健康教育

全体計画」または「学校保健計画」15’を作成し，

全校的，組織的，計画的に指導を推進していくこ

と，さらに，学級活動，児童会活動や学校行事に

おける歯の保健指導を計画的に進あるための指導

計画の立案をすることが求められる。

　特に，歯の保健指導については，健康に関して

の能力を高めるための量的にト分な指導が必要で

あることが示唆された。

　また，質的には，児童が自分自身で歯並びに

合ったみがき方を発見し，自己評価し，問題解決

を図るという過程を重視した指導が極めて有効で

あることが考えられた。このことは，指定校での

「染め出し一を用いた体験重視の問題解決学習に

よる成果からも説明可能である。

　また，今後，よりよい歯科保健教育を推進して

いくためには，一開かれた学校一16’の観点から，家

庭や地域社会の教育力の充実に着目した連携が不
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可欠となることも押さえていくべき点である。

　今回の調査では，歯科保健教育による日常の生

活習慣への影響について検討した結果，家庭教育

と密接な関連が深い一しっけ一の部分での関連性

が示唆された。このことは，子どもの歯の健康に

対する望ましい態度と習慣の育成には家庭との連

携が重要であり，保健だよりの発行や親子による
一

染め出し．，保護者を対象にした講演会等，家

庭でも健康にっいての意識が高まるような活動の

必要性が示唆された。

　さらに，地域との連携という面では，特に学校

歯科医に関しては，歯科保健教育への積極的な参

加が望まれた。すなわち，定期検診だけではな

く，保護者・教職員への講演や指導，学校保健委

員会・学級活動（保健指導）のT・Tへの参加，

年間指導計画へのアドバイスなど専門性を活用し

ていくことは欠かせないものとなった。

　今後，家庭・地域と連携を図るためには，学校

保健委員会が学校，家庭，地域を結ぶ一かけ橋一

として，連携を密にすることも歯科保健活動充実

のポイントとして考えられる。

　なお，今日の学校においては，自殺やいじめ，

不登校等，心の問題を抱えている児童が多く存在

しているが，健康な心を育てる十分な取り組みが

できていないことも事実である17）。今後の歯科保

健教育においては，心の健康をも含めた全身の健

康づくりにも貢献できるよう，その成果を健康教

育全体に発展させていくことが望まれる。
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高知県における学校歯

今後の課題について

高知県歯科医師会学校保健部

n査と

島　恭

〈まえがき〉この論文は，第8回日本口腔衛生学会近畿・中国・四国地方会総会において報告されたものです。

　県下の学校数は小学校314校51，452名，中学校142校30，155名，

盲聾学校14校712名です。

　　　　　　　　　　　　　　表1　平成7年度学校保健統計調査速報

高等学校52校21，912名，

　　　　　　　（％）

（男女合計）　　　　　　　　　　（男）　　　　　　　　　　（女）

歯・ロ腔 歯・ロ腔 歯・口腔

歯 歯 歯

区分 むし歯（う歯） 陸そ

屋
の

むし歯（う歯）

屋
の

むし歯（う歯）

量
の

計
完処
了
者
置

る歯未

者の処

あ置

疾
の
患
他
　
の

計

1完処

了
者
置

る歯未

者の処

あ置

歯そ
疾
の
患
他
　
の

計
完処
了
者
置

る歯未

者の処

あ置

歯そ
疾
の
患
他
　
の

幼稚園5歳 74．66 27．了7 46．88 1．69 0．48 74．73 27．43 47．26 1．55 0．44 74．58 28．08 46．50 1．84 0．53

87．33 40．59 46．74 12．77 0．79 87．35 89．68 47．67 12．75 0．77 87．32 41．55 45．76 12．80 0．81

82．82 31．34 51．48 8．65 0．57 82．94 31．19 51．75 8．10 0．54 82．70 31．51 51．19 9．23 0．59

86．95 35．52 51．44 11．01 0．73 86．90 34．94 51．95 10．61 0．68 87．03 38．14 50．90 11．43 0．79

　　　計

　　　6歳
小　　　7歳

学　8歳

校　9歳

　　10歳

　　1磯

90．19 39．92 50．27 12．88 0．74 90．15 38．98 51．17 12．70 0．71 90．24 40．91 49．33 13．06 0．75

90．73 43．06 47．6了 14．70 0．77 90．71 41．37 49．33 14．31 0．73 90．76 44．83 45．93 15．12 0．82

88．19 45．65 42．54 14．92 0．92 88．74 44．75 43．99 15．47 0．93 87．61 46．59 41．02 14．33 0．90

84．93 46．42 38．51 13．89 0．97 84．49 45．30 39．19 14．59 0．98 85．38 47．58 37．80 13．17 0．96

86．62 46．23 40．39 12．35 0．79 85．08 44．47 40．61 13．26 0．85 88．23 48．07 40．16 11．39 0．73

85．12 46．86 38．26 13．92 0．76 83．83 45．58 38．25 15．14 0．88 86．48 48．21 38．27 12．63 0．63

1
灘
　
　
1
4
歳 86．22 45．73 40．49 11．97 0．80 84．37 43．91 40．46 12．85 0．85 88．16 47．65 40．51 11．05 0．76

88．47 46．09 42．38 11．19 0．81 87．00 43．95 43．05 11．83 0．83 90．00 48．34 41．55 10．51 0．79

90．63 48．70 41．92 8．90 0．92 89．61 45．72 43．89 9．29 1．02 91．66 51．71 39．95 8．51 0．82

89．44 48．37 41．07 8．85 0．91 88．29 45．65 42．63 9．56 0．98 90．62 51．16 39．46 8．12 0．84

專
農
護
1
6
歳
　
　
π
歳

90．77 49．09 41．69 8．00 0．88 89．71 46．15 43．56 9．25 0．92 91．84 52．03 39．81 8．74 0．85

91．68 48．66 43．02 8．85 0．97 90．85 45．36 45．49 9．05 1．15 92．50 51．94 40．56 8．66 0．78

永久歯の一人当たり平均う歯数 永久歯の一人当たり平均う歯数 永久歯の一人当たり平均う歯数

う　歯 う　歯 う　歯

区分 計
（
本
）

喪
失
歯
数
（
本
）

計
（
本
）

　置
歯
（
本
）

数処噛未　　　数処　　　　置

　　　（本）

計
（
本
）

屡
　
麹
（
本
）
計
（
本
）

数処

　置

　歯

（本）

歯未

数処

　置

（本）

計
（
本
）

喪
失
歯
数
（
本
）

計
（
本
）

数処

　置

　歯

（本）

歯未

数処

　置

（本）

3．72 0．05 3．67 2．69 0．98 3．41 0．04 3．3了 2．44 0．93 4．04 0．05　　1 3．99 2．97 1．02
計
1
2
歳

3．72 0．05 3．67 2．69 0．98 3．41 0．04 3．37 2．44 0，931 4．04 0．051ag9 2．97 1．02
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　表1「平成7年度学校保健調査速報」は日本学

校保健会から出されたもので，この中で一番左端

のむし歯罹患者率，小学校一年生から高等学校三

年生の数値87．33％から91．68％。また一番下の

DMF指数3．72にはご注目下さい。

　表2は，平成8年度高知県下の保健調査の学年

別集計表です。養護学校の生徒を除いては受診者

総数は10万4228名でした。左から四番目の喪失歯

については，特に中学一年生が急に多くなる（＝

630本）のは，矯正治療によるものと考えられま

す。平成3年度のデータでは317本でしたので倍

の数です。

　現在歯数は小学一年生の15万7989本，小学6年

生の23万2037本，高校三年生の24万6097本です。

9学年の合計は260万0378本になります。養護の

高知県における学校歯科保健調査と今後の課題について■

　先生方には毎年この数をカウントしていただくの

　にご苦労をお掛けしております。10年20年後にこ

　の数値の変動が大きな意味を持ちそうです。CO

　保持者数は各学年ともに1，000名以上で，特に中

　学二年生と三年生では三割を占めています。永久

　歯の初期むし歯を疑う数値と解釈しても良いので

　はいでしょうか。Gにっいては，平成3年度との

　比較では各学年とも二割から五割の増加です。こ

　の子たちへの保健指導は特に大切です。

　　歯列・咬合＝いわゆる不正咬合にっいては，平

　成三年度との比較は数の上ではあまり違いませ

　ん。（この数は評価2に該当する生徒数です。）高

　知県の場合，評価2．へのふるい分けは，慎重にお

　願いしています。従って，0．1での評価が多いと

　思います。学校現場では，徐々に父兄の理解を得

表2　平成8年度学校歯科保健調査　学年別集計表

受数 り数 永完 喪失 現歯 乳処 殊 永処 永来 CO 歯周G GO 不正船 顎関

小学1年 7，377 6，320 4，851 5 157，989 20，859 22，了81 1，360 1，442 1，004 5
2

360 139 8

小学2年 7，987 7，085 4，902
4
了 179，73了 18，900 27，587 3，181 4，481 1，738 130 708 251 4

小学3年 8，444 7，663 5，162 5
4
192，166 16，094 27，068 4，749 8，387 1，887 202 884 322 1

4

小学4年 8，691 7，867 5，270 100 198，993 11，520 22，010 5，995 12，569 1，818 234 1，099 291 8

小学5年 9，148 8，178 5，220 100 215，437 6，665 14，378 8，233 17，351 2，155 348 1，315 380 1
3

小学6年 9，424 8，218 5，109 166 232，037 3，202 7，949 10，562 22，420 2，259 403 L349 413 2
1

中学1年 9，140 7，859 4，358 630 235，778 813 1，358 12，123 28，562 2，506 543 1，839 386 6
6

中学2年 9，248 7，940 4，410 546 251，483 277 398 13，532 35，624 2，946 661 1，688 385 5
1

中学3年 8，952 7，972 4，199 667 24了・259 125 154 14，984 42，772 2，951 603 1，743 402 3
6

高校1年 8，310 7，383 4，337 814 230，912 109 9
8
13，88了 44，170 2，142 594 1，510 318 7

2

高校2年 8，716 了，913 4，548 1，077 242，490 7
7

9
7
15，981 53，848 2，231 697 1，597 345 5

5

高校3年 8，791 8，125 4，619 1，048 246，09了 7
1

5
9
16，883 59，445 2，202 714 1，649 326 45
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られるように啓発しながら進めています。

　顎関節の異常を訴える者，いわゆる0．1．2

の評価の2に該当する児童生徒数は393名おりま

す。現状では0．376％です。

　表3は，学年別集計を個々の項目について受診

者数で割り，％で表しました。左から2番目のむ

し歯罹患者数は小学校一年の85．67％から高校三

年生の92．42ですので，表1の全国的数値と一致

していますが12歳のDMFは3．72に対して4．52で

すので全国平均に劣る数値です。（DMFは12歳

の中学一年生の数値です。実際には〈3．52＋4．52

＞÷2＝4．02でもかまわないそうです。）

　一人平均むし歯数は小学一年の6．30から高校三

年の8．82本。また，右から4番目の一人平均現在

歯数は，小学一年21．4本，小学六年24．6本，高校

三年では27．99本です。表のなかほどの歯周疾患

（G）については小学一年の0．7％から高校三年

の8．12％，同様に不正咬合（歯列・咬合）の評価

2の者にっいても1．88％～3．71％，右から3番目

のCOの保有者数は13．61％～25．05％，　GO保有

者率については4．88％～18．76％，顎関節の異常

を訴える者は0．11％～0．51％です。特に顎につい

ては中学一年の0．72％，高校一年0．87％が高いの

は環境の変化など，何等かの関連性があると思わ

れます。

表3　平成8年度学校歯科保健調査　学年別集計者率

受数 融罹患
宙歯数一人平均

乳爵処置
DMF歯数一人平均

永久歯処
一
人平均 歯周疾患 不正咬合 永久歯処 永久鯨 一人平均 CO保有 GO者率 顎関節異

小学1年 7，37了 85．67％ 5．92 47．80％ 0．38 48．54％ 6．30 0．了0％ 1．88％ 76．76％ 19．91％ 21．42 13．61％ 4．88％ α11％

小学2年 7，98了 88．了1％ 5．82 40．66％ α9了 41．52％ 6，了9 1．63％ a14％ 69．19％ 27．33％ 22．50 21．76％ 8．86％ 0．05％

小学3年 8，444 90．75％ 翫11 37．29％ 1．56 36．15％ 6．6了 2．39％ 3．81％ 67．36％ 29．62％ 22．76 22．35％ 10．47％ 0．1了％

小学4年 8，691 90．52％ 3．86 34．36％ 2．15 32．29％ 6．01 2．69％ 3．35％ 66．99％ 29．88％ 22．90 20．92％ 1265％ α09％

小学5年 9，148 89．40％ 2．30 31．67％ 2．81 32．18％ 5．11 3．80％ 4．15％ 63．83％ 32．33％ 23．55 23．56％ 14．37％ 0．14％

小学6年 9，424 8了．20％ 1．18 28．71％ a52 32．02％ 4．了0 4．28％ 4．38％ 62．17％ 32．99％ 24．62 23．97％ 14．31％ α22％

中学偉 9，140 85．98％ 0．24 37．45％ 4．52 29．80％ 4．了6 5．94％ 4．22％ 55．45％ 3＆30％ 25．80 27．42％ 20．12％ α72％

中学2年 9，248 8丘86％ 0．07 41．04％ 5．37 27．53％ 5．45 7．15％ 4．16％ 55．54％ 38．1了％ 27．19 31．86％ 18．25％ 0．55％

中学3年 8，952 89．05％ 0．03 44．80％ 6．53 25．94％ 6．56 6．74％ 4．49％ 52．67％ 42．15％ 27．62 32．96％ 1947％ 0．40％

畜校1年 8，310 88．84％ 0．02 52．66％ 7．08 2ag2％ 7．11 7．15％ 3．83％ 58．74％ 36．65％ 27．79 25．了8％ 18．17％ q87％

高校2年 8，了16 90．了9％ 0．02 44．25％ 8．14 22．89％ 8．16 ＆00％ 3．96％ 57．48％ 38．61％ 27．82 25．60％ 1＆32％ 0．63％

高校3年 8，了91 92．42％ αOl 54．62％ 8．80 22．12％ 8．82 8．12％ a71％ 56．85％ 39．88％ 27．99 25．05％ 18．76％ 0．51％
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　表4は，養護学校についての集計は以下の通り

です。小・中・高あわせての受診者総数は583名

です。歯列・咬合＝不正咬合の人数，Gの人数，

高知県における学校歯科保健調査と今後の課題について■

　GOの人数が健常者の生徒と比較すると多い割合

　になることが予測されます。

表4　学年別集計表

小学校 受数 り数 永完 喪失 現歯 魏 乳未 永処 永未 CO 周6 G◎ 不臓合
イ

顎関

1年生 30 19 15 0 566 102 58 5 2 5 0 0 1 0

2年生 28 19 14 0 568 32 73 7 1 5 0 2 1 0

3年生 16 16 12 1 347 59 26 8 12 6 1 1 4 0

4年生 32 26 17 0 699 60 54 21 19 7 1 4 5 0

5年生 29 16 12 6 655 16 18 19 22 3 2 5 5 1

6年生 27 20 9 5 637 18 23 20 37 5 1 6 4 0

中学校 受数 り敏 永完 鉄 現歯 秘 乳未 親 永乗 CO 周G GO 不正咬合 穎閤　　圃

1年生 49 36 19 4 1，238 20 8 33 88 6 5 13 7 1

2年生 61 46 30 35 1，563 13 13 109 161 14 7 19 8 0

3年生 58 42 27 65 1，446 2 2 128 134 17 1 17 9 6

繍
受数 リ数 永完 喪失 現歯 乳処 乳未 永処 永未 CO 周G G◎ 不正1始 顎閾

1年生 95 80 44 40 2，584 3 2 257 361 29 14 29 12 1

2年生 80 69 50 30 2，189 4 4 163 429 23 14 25 20 2

3年生 78 70 40 32 2，143 1 2 208 421 33 11 27 16 1

　表5は，個々の項目について受診者数で割り，

パーセントで表しました。むし歯罹患者率は85．67

％から92．42％でしたので小学校一年生の数値

63．33％から中学三年生までの72．41％は口腔内に

ついては身障者と健常者に明らかな数値の違いがあ

ります。また，DMFで比較すると健常者の小学六

年生で3．52％と2．30％と明らかに養護学校の生徒

に良い数値が認められます。しかし，養護学校の児

童は，高学年に進むにっれてむし歯罹患率が高くな

り，従って，DMF指数も高校三年生では健常者の

8．80に対して8．47と同様の数値になります。

表5　平成8年度　学校歯科保健調査　養護学校　学年別集計者率

小学校 受数膿
d噛薮一　人

平均乳

乳　歯

処置率

DM】懲一　人

平均承

永久歯

処　置
一　人
平均う

歯　潤

疾患罹
不　正
咬合者

永久歯

処　置

永久當

未飽
一　人

平均現
C　O
保有者
G　O
者率
翼関肇

1年生 3
0
6a33％ 5．33 63．75％ 0．23 71．43％ 5．57 0．00％ 3．33％ 78．95％ 13．33％ 18．8了％ 16．67％ 0．00％ 0．00％

2年生 2
8
67．86％ 3．75 30．48％ 0．29 8了．50％ 4．04 0．00％ 3．57％ 73．68％ 17．86％ 20．29 17．86％ 7．14％ 0．00％

3年生 1
6
100．00％ 5．31 69．41％ 1．31 40．00％ 6．63 6．25％ 25．00％ 了5．00％ 25．00％ 21．69 37．50％ 6．25％ 0．00％

4年生 3
2
81．25％ 3．56 52．63％ 1．25 52．50％ 4．81 3．13％ 15．63％ 65．38％ 28．13％ 21．84 21．88％ 12．50％ 0．00％

5年生 2
9
55．17％ 1．17 47．06％ 1．62 4a34％ 2．79 6．90％ 17．24％ 75．00％ 13．79％ 22．59 n34％ 17．24％ 3．45％

6年生 2
7
740了％ 1．52 43．90％ 2．30 35．09％ 3．81 3．70％ 14．81％ 45．00％ 40．74％ 23．59 18．52％ 22．22％ 0．00％

中学校 受敷
鯖蝕罹患率

醒歯数一　人

平均裂

乳趣
処置率

D畷一　人

平均永

永久歯処　置

一　人
平均う
歯翔
疾患羅
不正
咳合者

永久菌処費 楽久麹 一　人
平均現
C　◎
保有者
G　O
巻率

　　　婁

黙
1年生 4

9
73．47％ 0．57 71．43％ 2．55 27．27％ 3．12 1α20％ 14．29％ 52．78％ 34．69％ 25．2了 12．24％ 26．53％ 2．04％

2年生 6
1
75．41％ 0．43 50．00％ 500 40．37％ 5．43 11．48％ 13．11％ 65．22％ 26．23％ 25．62 22．95％ 31．15％ 0．00％

3年生 5
8
72．41％ 0．07 50．00％ 5．64 48．85％ 5．71 1．72％ 15．52％ 64．29％ 25．86％ 24．93 29．31％ 29．31％ 10．34％
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麟
受搬 錆蝕
穫患率

磁歯数一　人

平均異

乳歯処置率
D畷一　人

平均永

永久億

処　置
一人平

均　う
歯罷
疾患雛
不　正
唆合者

永久歯処畳 柔久麹 一　人
寧均現
C　O
保有嚢
G　O
渚率
顎露笥

翼率

1年生 9
5
84．2196 0．05 60．oo％ 6．93 4L59％ 6．98 14．了4％ 12．63％ 55．00％ 3τ89％ 2了．20 30．53％ 30．53％ 1．05％

2年生 8
0
86．25％ 0コ0 50．00％ 了．78 2τ53％ 7．88 17．50％ 25．00％ 了2．46％ 23．75％ 27．36 28．75％ 31．25％ 2．50％

3年生 7
8
89．74％ 0．04 33．33％ 8．4了 33．07％ 8．51 14．10％ 20．51％ 5τユ4％ 38．46％ 27．47 42．31％ 34．62％ 1．28％

　表6は，健常者と身障者のパーセント表を一緒

に纏あてみました。上が健常者，下が身障者の数

値です。先程述べたとおりDMFにっいては，小

学…年1．38に対して0．23。o．97に対してo，29，小

学六年生で3．52に対して2．30ですが中学校に進学

するにしたがって，この数値に異変が起ってきま

す。中学二年では5．37に対して5．00，高校二年生

では8．14に対して7．78，高校三年では8．80に対し

て8．47となりほぼ同等の数値になります。同様に

歯周疾患Cに注目してみると小学一一年の健常者の

0．00％，小学六年生では4．28％に対して3．70と，

良い数値ですが，中学一年での比較では5，94％に

対して10．20％と逆転し，しかも二倍値となりま

す。高校三年では8．12に対して14．12％と1．5倍の

数値です。

　不正咬合については小学校一年では1．88％に対

して3．33％，小学校六年で4．38％に対して14．81

％。高校三年で3．71に対して20．　51％に成りまし

た。

　COにっいては高校三年生で25．05％に対して

42．31％の違いを示しますが他の学年にっきまし

てはほぼ同一値です。

　GOについては，　G＝歯周疾患と同様の変化を

示しますが，それが2年早く，小学校五年生から

健常者との数値が逆転し，14．24％，高校三年生

では18．76％に対し34．62％でCOと同様の数値の

変化を示しています。

　顎関節については，各学年についても大変バラ

ツキがあり，単年度の比較よりも今後の推移をみ

てから評価するのが賢明ではないでしょうか。

　養護学校の生徒にっいて以下のとおり要点を纒

めました。

1．小学校一年から四年までは口腔内のケアが行

　き届いている

2．小学校五年生頃からGOやG＝歯肉炎が多く

みられはじめる

3．むし歯の急激な増加が中学生からみられる。

　この年代に有効な対処方をみっけることが必要

と思われます。

4．歯列・咬合＝不正咬合を指摘される児童生徒

が健常者に比べて多い

5．小学校時代の良い環境をもつ少し上の年代一

高校二年生頃まで維持して，生涯歯科保健の基

礎を20歳頃まで続けられるケア体制をっくるこ

とが問題解決にっながると考えます。
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　　　　　　　　　　　　　　高知県における学校歯科保健調査と今後の課題について■

表6　平成8年度学校歯科保健調査学年別集計者率

受診轍 鱈棚
嵐嚢数一λ禰

糊
9顯F
童　数
永久熱 一人平均 歯醸患 不鍛金 永久歯処 永久歯朱 一人鮪 CO儲 G◎肇率

顎澱欝

異　奮

’瞠1年 7，377

　30

85．67％

63．33

5．92

5．33

47．80％

63．75

0．38

0．23

48．54％

71．43

6．30

5．57

0．70％

0．00

1．88％

3．33

76．76％

78．95

19．91％

13．33

21．42

18．87

13．61

16．67

4．88％

0．00

0．11％

0．00

’」弾2年 7，987

　28

88．71％

67．86

5．82

3．75

40．65％

30．48

0．97

0．29

41．52％

87．50

6．79

4．04

1．63％

0．00

3．14％

3．57

69．19％

73．68

27．33％

17．86

22．50

20．29

21．76

17．86

8．86％

7．14

0．05％

0．00

小学3年 8，444

　16

90．75％

100．00

5．11

5．31

37．29％

69．41

1．56

1．31

36．15％

40．00

6．67

6．63

2．39％

6．25

3．81％

25．00

67．36％

75．00

29．62％

25．00

22．76

21．69

22．35

37．50

10．47％

6．25

0．17％

0．00

4岸4年 8，691

　32

90．52％

81．25

3．86

3．56

34．36％

52．63

2．15

1．25

32．29％

52．50

6．01

4．81

2．69％

3．13

3．35％

15．63

66．99％

65．38

29．88％

28．13

22．90

21．84

20．92

21．88

12．65％

12．50

0．09％

0．00

小学5年 91．48

　29

89．40％

55．17

2．30

1．17

31．69％

47．06

2．81

1．62

32．18％

46．34

5．11

2．79

3．80％

6．90

4．15％

17．24

63．83％

75．00

32．33％

13．79

23．55

22．59

23．56

10．34

14．37％

17．24

0．14％

3．45

’1弾6年 9，424

　27

87．20％

74．07

1．18

1．52

28．71％

43．90

3．52

2．30

32．02％

35．09

4．70

3．81

4．28％

3．70

4．38％

14．81

62．17％

45．00

32．99％

40．74

24．62

23．59

23．97

18．52

14．31％

22．22

0．22％

0．00

中学1年 9，140

　49

85．98％

73．47

0．24

0．57

37．45％

71．43

4．52

2．55

29．80％

27．27

4．76

3．12

5．94％

10．20

4．22％

14．29

55．45％

52．78

38．30％

34．69

25．80

25．27

27．42

12．24

20．12％

26．53

0．72％

2．04

中学2年 92．48

　61

85．86％

75．41

0．07

0．43

41．04％

50．00

5．37

5．00

27．53％

40．37

5．45

5．43

7．15％

11．48

4．16％

13．11

55．54％

65．22

38．17％

26．23

27．19

25．62

31．86

22．95

18．25％

31．15

0．55％

0．00

中学3年 8，952

　58

89．05％

72．41

0．03

0．07

41．80％

50．00

6．53

5．64

25．94％

48．85

6．56

5．71

6．74％

1．72

4．49％

15．52

52．67％

64．29

42．15％

25．86

27．62

24．93

32．96

29．31

19．47％

29．31

0．40％

10．34

高校1年 8，310

　95

88．84％

84．21

0．02

0．05

52．66％

60．00

7．08

6．93

23．92％

41．59

7．11

6．98

7．15％

14．77

3．83％

12．63

58．74％

55．00

36．65％

37．89

27．79

27．20

25．76

30．53

18．17％

30．53

0．87％

1．05

高校2年 8，716

　30

90．79％

86．25

0．02

0．10

44．25％

50．00

8．14

7．78

22．89％

27．53

8．16

7．88

8．00％

17．50

3．96％

25．00

57．48％

72．46

38．61％

23．75

27．82

27．36

25．60

28．75

18．32％

31．25

0．63％

2．50

高校3年 8，791

　78

92．42％

89．74

0．01

0．04

54．62％

33．33

8．80

8．47

22．12％

33．07

8．82

8．51

8．12％

14．10

3．71％

20．51

56．85％

57．14

39．88％

38．46

27．99

27．47

25．05

42．31

18．46％

34．62

0．51％

1．28

日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月／125

」



　表7は，年度別むし歯経験者率を3歳児から17

歳までの保育所での健康診断と学校健診の数値を

纒めたものです。3歳から5歳児までは減少傾向

が掴あますが，6歳以降，12歳迄は余り変化はあ

りません。13歳以降は多少減少傾向が認められま

す。

表7　年度別むし歯経験者率
（％）

年齢 62 63 元 2 3 5 6 7

3歳 64．8 60．9 54．4 63．7 62．2 61．6 55．4

4歳 78．6 77．8 77．0 71．0 78．2 74．2 73．5

5歳 86．9 86．7 84．2 80．3 86．8 84．7 82．4

6歳 85．2 87．5 84．8 88．2 87．5 88．6 86．4 85．9

7歳 88．0 89．4 88．8 90．4 89．2 91．6 89．7 88．0

8歳 89．8 92．4 89．4 92．7 91．5 93．5 91．6 78．3

9歳 91．4 92．2 90．1 92．2 91．2 92．6 92．5 91．2

10歳 89．8 92．5 88．7 91．1 89．4 91．9 92．1 92．5

1機 88．6 91．0 88．3 90．1 89．0 89．9 89．9 89．3

12歳 93．2 93．4 90．8 92．3 88．0 84．7 85．4 89．0

13歳 93．8 94．3 92．2 93．3 89．2 86．6 87．3 90．4

14歳 95．0 94．7 93．5 94．8 90．9 87．9 86．8 93．6

15歳 95．3 95．9 96．0 95．2 92．1 89．4 90．1 87．8

16歳 95．3 97．2 96．9 96．6 94．0 89．4 91．7 89．6

17歳 96．6 97．2 97．6 97．1 94．6 90．9 93．0 89．3

高知県保育所歯科保健調査

高知県歯科保健調査　資料提供 高知県健康対策課
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　表8は，一人平均むし歯数についての年齢別経

年変化です。

　年度によって多少の増減がありますが，纒めて

高知県における学校歯科保健調査と今後の課題について■

　いえば3歳から5歳までは減少，小・中学校では

　微減，高校ではやや減少といったところです。

表8　年度別一人平均むし歯数
（本）

年齢 62 63 元 2 3 5 6 7

3歳 4．9 3．3 2．9 3．6 3．5 3．4 2．9

4歳 5．2 5．2 5．0 5．5 5．4 5．0 4．6

5歳 6．5 6．4 6．5 6．8 5．5 6．5 5．7

6歳 6．7 10．4 6．7 6．8 6．9 7．1 5．5 7．0

7歳 7．1 9．2 7．1 7．1 7．2 7．4 7．2 8．9

8歳 6．6 8．4 6．8 6．9 7．1 7．4 7．1 6．0

9歳 5．9 6．6 6．0 6．0 6．2 8．5 6．4 6．1

10歳 49 4．8 5．0 5．1 5．2 5．4 5．4 5．6

11歳 4．8 9．9 4．6 4．6 4．7 4．8 5．2 5．1

12歳 5．3 5．4 5．0 5．1 5．1 5．1 5．0 5．0

棉歳 6．4 5．2 6．3 6．2 5．3 6．3 6．1 5．9

14歳 7．2 7．9 7．2 7．1 7．3 7．6 6．9 6．8

15歳 8．2 7．8 8．0 8．0 7．5 8．7 7．8 7．5

16歳 8．1 8．6 8．8 8．8 8．5 7．5 8．7 8．4

17歳 10．7 9．6 8．5 9．4 9．0 9．3 9．4 8．8

高知県保育所歯科保健凋査

高知県歯科保健調査　資料提供 高知県健康対策課

〈まとめ〉

　ご承知のように，子どもたちの健康上の問題の

変化，地域による保健状況の変化をふまえて平成

7年度より学校における健康診断の内容が改正さ

れました。今回の改正により学校での健康診断の

本来の意図する健康を保持増進させるための教育

的側面をもった事後処置が重要視されなければな

らないと思います。

　平成9年からの学校歯科保健調査は0．1．2

の評価も組み入れたものに改定し，さらに内容を

充実させ，健康診断結果を有効に役立たせる資料

づくりに努力するつもりです。
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児童への咀唱に関する保健指導を

歯科衛生士学生が試みた事例報告

瀬戸　純子　　　　柳澤　嘉江　　　　金子真奈美

　　　　　　中田　郁平＊　赤坂　守人＊＊

　日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校

＊東京都練馬区立北町西小学校校医
＊＊ 日本大学歯学部小児歯科学教室

1はじめに

　歯科保健医療の目標として8020運動が提唱

されている。健全な歯を残す事は摂食・発音など

口腔の機能を豊かに営むことにっながる。特に摂

食機能は人間の生命維持，またQOLの向上に

とって重要である。

　咀囎機能の低下は口腔領域をはじめ全身にさま

ざまな影響を及ぼすことが知られている。近年，

特に食環境の急激な変化に伴って日常の食物が軟

食化の傾向にあり，そのため，咀囑を必要とせ

ず，また，食物をゆっくりとおいしく味わう時間

やゆとりが少なくなっている。咀囑運動は哺乳の

ような生得的な機能ではなく，生後の学習により

獲得される機能である。従って，正しい咀囎の学

習は成人期から始めたのでは遅く発達期に何らか

の手立てが必要である。

　学校歯科保健の保健学習の1項目に「咀囎と歯

の健康一があげられている。口腔機能の正常な発

達と顎口腔系器官の十分な成長のためには児童・
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生徒が毎日の食生活を通して咀囎習慣を正しく身

につけておくことが不可欠である。

　児童・生徒を対象にして口腔機能を自己評価

し，それらの結果に応じた食生活指導を中心にし

た保健指導が行われることは，全身の成長・発達

のためにも有意義である。

　本校では歯科衛生士教育の一環として学校歯科

保健の場を利用し校外実習を行っている。歯の衛

生週間に，従来から伝統的に行われている幼稚園

・小学校での歯磨き指導が定着しているなか，平

成8年より練馬区立北町西小学校4年生を対象に

咀囎機能を育成するための健康教育を試みてい

る。学校保健活動のなかで咀噌にっいての健康教

育を行う場合，関心と理解を得ることは難しいと

言われている。そこで児童に対し咀囑の意義を理

解させ，健康教育の学習効果を高めるための動機

づけをはかることを目標にして，児童自身で咀囎

評価を行ってもらうこととした。咀噛能力測定に

は，各種の咀囎評価法のなかでも児童に比較的抵

抗がなく簡便に測定が可能であり，集団的な



児童への咀囑に関する保健指導を歯科衛生士学生が試みた事例報告■

フィールドでの測定に適しているチューインガム

を使用するチューインガム法を選んだ。

2健康教育の経緯

　当日は本校の歯科衛生士専門学校の学生6～7

人が1クラスを担当した。タイムテーブルは表1

の通りである。導入後，児童に対し口の働きにっ

いてふれ，直ちに児童自身の咀噛能力の測定を

行った。

表1

　咀囎能力の測定には比較的簡便で児童に違和感

を与えない等の理由で低付着性チューインガム

（ロッテ社製フリーゾーン）を使用した。

　児童のチューインガム法は以下の手順で行っ

た。（図1）

　始前には洗口を済ませた。

②ガムを口腔に含み40回咀囎させた。これに

　要した咀囑時間を測定した。（図2）

図2

③ガムを口腔より吐き出させ，水の入った

　コップの中で軽くゆすぎ，表面の水を白十字

　社製ディスポガーゼを重ねたティッシュペー

　パーで軽く押さえるようにして取り除いた

　（図3）。

○鱒ガ㌢・ゆ需．

十分な洗口　　　　1．589
　　　　　　　　　　　　　〔咀噛時閥を測定｝

　　　　　　　　　　　　　　：

チューインガム法による咀噌能力測定方法

図3

ユ　咀囎したガムの重量をポケッタブルハン

　ディミニを用いて10mg単位まで測定した（図

　4）。児童はガムの咀囎のみ行い，その他の

　測定・評価等は本校学生が行った（図5）。

咀囎能力値の計算法は表2の通りである。

図1

①　児童は当日朝食後の刷掃を徹底し，指導開
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図4

図5

　表2

かむ力の測定

（チューインガムdi｝

㎎

　咀囑前と咀囎後のガム重量差を算出して溶出糖

量とし，これを咀囎時間で除したものを時間当た

り溶出糖量（mg／sec）とし，これを咀囑能力値

とした。評価する基準値は，長澤らの咀囑能力の

報告に基づき昨年実施した4年生の平均値を出

し，レベル110．1mg／sec以上（たいへんよい）
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表3

レベルll　8．1～10．　O　mg／sec（よい）レベルIH　8．　O

mg／sec以下（もう少し頑張りましょう）とした

（表3）。

3咀囑能力測定の結果

　今回，学童の保健指導の場で行った実際の咀囑

能力値の結果は，児童88名の平均値が9．8mg／sec

であった。レベル別平均値はレベル114．Omg／

sec，レベルll　9．　2mg／sec，レベル皿5．6mg／sec

であった（表4・5）。各レベルの人数の分布は

レベル140名，レベルll　12名，レベル皿36名で

あった（表6・7）。咀囑能力の研究は種々の咀

囎試料と方法により報告されているがチューイン

ガムを用いて咀囎能力を測定する方法は比較的簡

便で優れていると報告されている。

表4



表5

児童への咀囑に関する保健指導を歯科衛生士学生が試みた事例報告■

　　　　　　して行くことが必要である。

　今回の測定では，咀囎能力値に影響を及ぼすと

考えられている鶴蝕・歯列・咬合状態については

考慮していない。クラス平均値に大きく差が認め

られたのは，測定時に咀噌したガムを口腔内より

吐き出させた後コップの中で軽くゆすぎ表面の水

分をディスポガーゼを重ねたティッシュペーパー

で軽く押さえたときの力の入れ具合によって水分

量に差が生じたことも考えられる。

表6

表7

　今回の基準値は長澤らの報告にもとづき，平成

8年度に実施した練馬区IZ北町西小学校4年生の

咀囎能力平均値を参考に割り出したものである。

現在基準値は定まっておらず，今後数多くの研究

を積み重ね，特に学校保健の場での基準値を検討

4保健指導のまとめ

　咀囎能力評価を終え保健指導のまとめとして
“

よくかむこと”と“全身の健康への影響”につ

いて媒体を用いて説明した。（図6）

　引き続き児童には一硬い食べ物∫軟らかい食

べ物一の食品の噛みこたえの理解度テストを行っ

た。1クラス5～6グループ（1グループ5～6

名）に分け各グループに空欄になっている噛みこ

たえ表と厚紙をくり抜いた各種の食品を配布しグ

ループで討議しながら表を完成させた（図7・

8）。これは食品の噛みこたえを早見表（図9）

を参考に10段階に分類しそれぞれの硬さを考える

ことを目標としている。その後クラス全体でクイ

ズ形式で答え合せをし，噛みこたえのある食品に

ついて認識を深めた（図10）。最後にまとめとし

て咀囎の重要性・歯の大切さ・歯の健康と齢i蝕・

図6
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翫擁・伽食爾ぐ＝一⇒歯・憾・撚吻

図7 図10

図8

図9

歯周病の予防について説明し終rした。

　児童の保健指導終r後に小学校長・教頭・養護

教員・学校歯科医・本校教員・歯科衛生士学生全

員で反省会が行われた。

　保健指導に対する小学校クラス担任の評価及び

提言は次の通りであった。

　1．全体に児童が非常に興味をもって聞き，参

　　加している様子が感じられた。

　2．噛むことだけでなく食品の栄養面からも考

　　えて指導することが必要である。

　3．児童がよく食べる食品を例にあげるとよ

　　かった。

　また実習を担当した本校学生からは以ドの意見

が出された。

　1．児童の集中力を保っのがむずかしかった。

　2．理解しているか手ごたえがっかめない。

　の発言に対し小学校長からは一最後に媒体を外

しr今日は何を勉強しましたか1とクイズ形式で

質問したり，感想文の中に　今日わかったこと．

を書かせるのもよい　とアドバイスをいただい

た。

　咀囎に関する保健指導を終rし本校学生の感想

は

　1．口腔の健康について考えるようになった。

　2．知識が深まり以前より意識して噛むように

　　なった。

　3．さらに咀咽について勉強したいと1咀囎に対
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児童への咀囎に関する保健指導を歯科衛生士学生が試みた事例報告■

　　する関心が高まった。

　4．自分自身が小学生時にこのような教育を受

　　けていたらもっと口腔や咀囑に興味がもてた

　　と思う。児童にはよいモチベーションになっ

　　た。

など，この指導が意義深いものだと受け止めてい

る。

　児童には指導終了後「今日の演習の感想一を各

自で記入してもらった。

　1．噛むことの大切さがわかった

　2．口の働きがわかった

　3．これからはもっと噛むようにする

　4．いろいろな食べ物に必要なかむ回数がわ

　　かった。

　5．硬いものも噛まなくてはいけないと思った

など媒体での説明が印象にのこっているようだ。

　6．自分の噛む力がわかった

　7．自分が噛んでいないことがわかった

とチューインガム法で噛む力を数値化したことで

関心が深まったことがうかがえる。

　クラス担任の口腔衛生指導についてのアンケー

トでは

　1．普段の生活では食物を噛むことを意識して

　　いないので，よい動機づけとなった

　2．児童たちは咀囑にっいて興味をもち給食時

　　にも話題となった

　3．実際に体験して結果がでることがとてもよ

　　かった

　4．噛む力を数値にしたことの驚き，強い関心

　　をもった

などと今回の保健指導が児童にとって少しでも興

味・関心がもてたのではないかと思われる。

5今後の課題

　咀囎能力値のクラス別平均値に大きく差が認あ

られた原因として考えられるガムの水分のとり方

また基準値の求あ方にっいては今後検討する必要

がある。

　また今回咀噛に関する保健指導を行った児童に

は，咀囑に対する意識を定着させ教育効果を上げ

るためにも定期的な観察と指導が必要と思われ

る。最後にあらためて咀囎機能を児童の保健教育

に導入することの意義をまとめると表8に示すよ

うな内容になるかと思われる。

表8

　「咀囎機能の育成を児童・生徒の

健康教育・保健指導に導入する意義」

1．近年、咀噌などロ腔機能と体の健康との関係が科学

　的に明らかにされ、その重要性を理解されることが必
　要である。

2．歯とロが健康であることの目的意織が明確になる。

3．日常食べている食物について自己評価が可能となる。

4．食物については、歯・ロの領域に限らず、他の健康問

　題に直接、間接的に関係し広がりを持つ。

5．咀咽の育成は、食物の問題に限らず、日常生活のゆ

　とりなど生活環境全体を見直すことになる。

6．高齢者を含む家族全体の共通の問題として見直すこ
　とができる。

　　　　　　　　　参考文献

1）土肥順尚：第一大Eヨ歯の咬合接触と咀ロ爵能力の経時

的変化にっいて，日大歯学68：497－506，1994．

2）羽田勝：チューインガムによる咀囎能力の測定一
測定方法の統計学的分析，広島大歯9：126　一　132，

1977，

3）長澤　篤：チューインガム法による乳歯列期の咬合

面接触について，日大歯学65：957－965，1991．
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全日本よい歯の学校表彰
　　　　　文部大臣賞を受けて一

福島県大沼郡三島町立三島小学校学校歯科医

　第35回全日本よい歯の学校表彰式において私達

の三島小学校が最優秀文部大臣賞受賞の栄誉に輝

きました。昭和25年，学校歯科医就任以来の悲願

がようやく実り，小生にとって生涯最高の感動の

一瞬でした。46年間に及ぶ永い道程でしたが，夢

のような受賞式にめぐり合えたことに感動し，ま

た，生甲斐であった目的が果たせて安堵した自分

でした。

栗　城　昭

　②保健主事特に養護教諭との人間関係を創るこ

　　と，指導助言はつとめて具体的に提言するこ

　　と

　③校長・教頭との人間関係を密にするため学校

　　訪問の機会を多く創ること（歯科保健に限ら

　　ず）

　④担任教諭の理解協力が歯科保健を進める最大

　　の原動力になるので各担任との人間関係は特

　　に厚くすること

　⑤学校行事には必ず参加して児童との近親感を

　　育てること

　⑥教育委員会への働きかけを常時怠らず児童へ

　　の関心を高めさせる

　⑦行政，PTA，地域との関係は大切であり常

　　に奉仕に努めること。

以上の様なことがらに纏める事ができます。

　終戦を迎えたとき，自分は「生かされている環

境の中で常に最善を尽くし，地域に奉仕する」こ

とであり，一期一会の心を私の処世訓として人生

を踏み出したのでした。

　学校歯科医に就任そうそうの検診では驚くほど

のむし歯の洪水でした。養護教諭と協力して治療

勧告をして処置率の向一ヒを目指しました。46年間

の職務を実行するなかで考えたことを列挙すると

　①身近に可能性のある目標を立てて焦らず取り

　　組むこと

　これらの事を常に弛まず実行してきたことが我

が三島小学校児童の誇りである受賞に繋がった事

と思います。

　この受賞が一っのステップとなり，さらに文部

省指定の「体力づくり推進校．として健康教育の

中心に歯科指導を位置づけ，楽しく運動に取り組

み自主的に体力づくりに励む児童の育成に向かっ

て情熱的に努力をしております。

（写真はブラッシング指導中の栗城先生）
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全日本よい歯の学校表彰

一
歯科保健活動への取り組み一

三島町立三島小学校校長星

　本校は，平成7年に宮下小，西方小の両校が統

合し，今年で統合3年目の新しい学校である。率

直で明るい123名の児童が元気で学んでいる。ま

た，本校では，教育目標達成のために，特に家庭

・地域との連携を深め，全職員一丸となって日々

の教育活動に取り組んでいる。

　保健指導においても，学校歯科医の永年にわた

る日常活動への熱心な指導・助言のもとに，学年

別目標を設定し，歯科保健活動の充実に努めてい

る。平成8年度には，福島県よい歯の学校で「特

別優秀校」を受賞し，更に全日本よい歯の学校で

は「最優秀賞・文部大臣賞」を受けるなど多くの

成果を収めている。その間，平成7年度から3年

間，県から’小児期における成人病予防事業」の

指定を受け，保健指導の一環として運動指導や栄

養指導を教育過程に位置づけ，着実に実践してき

た。特に，歯科保健を栄養指導などの前提条件と

して捉え，継続的に指導してきた。また，平成8

年度から，文部省から3年間の「体力つくり推進

校」の指定を受け，学校保健及び歯科保健を研究

の三本柱の一っとして重点的に取り組み，平成9

年度には中間研究発表会を開催した。

　現在，本校では，歯科保健目標「自分の歯や口

の健康状態を理解させ，それらの健康を保持増進

できる態度や習慣の育成」の達成を目指し，次の

ことを実践し成果を上げている。

1．歯科保健活動実践内容

（1）歯科保健指導を教育課程に適切に位置づ

正

け，児童の発達毅階に応じた指導

c学年別重点目標を設定し，日常の保健指導

　や学級活動における歯科保健指導に取り組

　む

韓 叢懲図標
1年 C口の中をきれいにしておくことができる。
○第一大臼歯の噛み合わせ面がみがける。

2年 C甘いおやっをあまりとらないように気を
っけることができる。

c前歯がきれいにみがける。

3年 c自分の歯や口のなかのようすが分かる。
Cはえ変わりの歯に注意してみがける。

4年 ○歯のつくりとむし歯のできるわけがわか
　る。

O歯の裏側まで歯ブラシをあててみがける。

5年 c歯と歯肉の病気にっいてわかる。
○自分の歯並びに合わせて歯みがきができ
　る。

6年 Oむし歯と全身の健康にっいて知ることが
できる。

c第二大臼歯までみがき残しがないように
　みがける。

　○昼食後の「歯みがきタイム」を通した衛生

　　習慣の定着

　○校内保健委員会の定期的な開催による歯科

　　保健活動の充実

（2）保健室での個別指導・相談活動の充実

　OCO，GO児童に対する個に応じた歯科指導

　○不正咬合や歯列不正児童の経過観察

　○特定される磨けていない児童への指導

　○個に応じた歯科健康相談活動
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（3）学校歯科医との連携

　○年2回実施される歯科健診

　こ歯科健診の結果，必要と思われる児童への

　　歯科健康相談

　O昼食後の歯磨きタイムにおける教室訪問

　O歯の衛生週間における児童に講話

　○歯科保健に関する保護者に対する講話

（4）学級担任による日常の学校生活における指導

　C歯科健診時での一人一人の口腔状態の把握

　○昼食後の歯磨き指導

（5）児童の活動内容

　c児童会，保健委員会活動の充実

　・保健委員会コーナーの掲示，ポスター作成

　・昼食後の歯磨きタイムの推進活動

　・歯ブラシ保管庫・洗口場の管理，歯ブラシ

　　点検

　・集会活動「よい歯の教室」の進行

　・よい歯の学級表彰の実施

（6）家庭・地域との連携及び家庭への啓発

　○よい歯の児童保護者への表彰の実施

　〇三島町小中学校合同保健委員会における町

　　関係機関・学校・校医・保護者との連携に

　　よる問題点の共通理解と実践

　○親子歯みがき，親子プラークテスターの実施

　C定期的な広報活動、保護者懇談会時の呼び

　　かけ

2．歯科保健活動の成果

（1）永久歯の一人平均むし歯の減少
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　3年間の本校児童のう歯に関する変容をみる

と，全体的に治療率も上がっており永久歯の新た

なう歯の発生もおさえられている。

　これは，学級や個別での毎日の歯磨き指導，学

校歯科医の講話や教室訪問を通して，児童の実践

意欲の高揚と習慣形成の定着に努めることが，大

きな要因となっていると考えられる。

　また，家庭と連携した親子歯磨き・プラークテ

スター調べや，よい歯の児童の保護者表彰などを

通して，保護者の歯科保健に対する関心を高める

ことが出来たからだと考える。

〈3年間のう歯に関する変容〉

項　　　　臨 H7
年度
H8
年度

総9

簸
永久歯のう歯のない児童の率

永久歯の処置歯率

永久歯の一人平均う歯数

6年生の永久歯の一人平均う歯数

59．6％

91．3

1．1

2．13

63．5％

93．8

0．9

1．6

67．5％

97．0

0．79

1．94

　（2）地域と連携した歯科保健活動の充実

　三島町小中学校合同保健委員会を定期的に開催

することにより，本校や地域の重点目標を明確に

し，PTAや関係機関との連携を図りながら歯科

保健活動の充実に努めることができた。

　以上が本校による歯科保健活動の取り組みであ

るが，今後も更に活動を積み重ね，全日本よい歯

の学校表彰で「最優秀・文部大臣賞一を受賞した

ことを励みに，今まで以上に児童の健康っくりを

進めていきたいと考える。
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東京都公立学校における児童生徒

の健康実態調査について

勺白

一平成8年度東京都学校保健統計書より抜粋一

　東京都教育委員会では，東京都の公立学校にお

ける児童生徒の健康実態を把握し，学校保健の一

層の推進を図ることを目的として，区市町村教育

委員会や都立学校の協力により，定期健康診断に

おける疾病異常のある割合や学校伝染病罹患者数

を調査する。

◇調査方法

　調査対象一東京都の公立小，中，高等学校，専

門学校，盲・ろう・養護学校の児童生徒全員

　内容は定期健康診断疾病異常調査

◇結果の要点

　う歯（むし歯）について

・ う歯のある児童生徒の割合は，昭和62年以降，

低下傾向にある。

・東京都では西暦2，000年の歯科保健目標とし

て，WHOの目標である一12歳児のDMFT

指数を3以下にする一を掲げている。12歳児

DMFT指数は，昭和62年以降減少傾向にあり，

平成8年度には男子においてはじめてこの目標を

達成した。

・平成8年度のう歯の罹患率は，小学校で81．98

パーセント，中学校では83．72パーセント，高

等学校89．72パーセントで小学校および中学校

では減少傾向が続いている。しかし，高等学校

健康実態調査■

　　　　　◆
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◆
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◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

　の値は前年とほぼ同じで，全国値との差も0．1

　パーセントに縮まっている。

・ 11，12歳児の永久歯一人平均う歯経験指数

　（DMFT指数）については年々減少してい

　る。平成6年度から平成7年度にかけての減少

　には健康診断項目変更によるCO（要観察歯）

　の追加が影響している可能性があるが，7年度

　から8年度にかけても減少していることから

　DMFT指数の減少傾向は続いているとみられ

　る。来年度以降の数値の動向に引き続き注目す

　る必要がある。

　東京都では先述の通りWHOの目標を用いてい

るが（12歳児のDMFT指数3以下），男女計の

値でこの目標を達成した地域も13区2市1町1村

（島喚を含む）と大幅に増加した。平成8年度は

同じく23区全体の値も3．0017と目標達成値に極め

て近い値まで減少してきている。

　しかし，依然として12歳児DMFT指数が4．0

を越える地区もあり，地域差が存在する。地域別

の傾向をみると，区部においてはう歯が少なく市

町村部においてはう歯が多い傾向にあることがう

かがえ，この数年の減少傾向も区部に比べて市町

村部では緩やかで，地域差が開く傾向がみられ

る。

　男女別にみると，DMFT指数は11歳，12歳と

もに男子より女子の方が高い。また，11歳から12

歳の1年間での増加も，男子0．65，女子0．79と男

子より女子の方が多い。
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図1　むし歯のある児童・生徒の割合の年次推移
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図2　永久歯のDMFT指数の年次推移（12歳児）
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〔抜粋〕

う歯について

　ア　う歯被患率について

　う歯（むし歯）被患率とは，むし歯（治療済の

むし歯を含む）のある者の割合である。平成8年

度のう歯被患率は，小学校81．93％，中学校83．72

％，高等学校89．98％で，小学校及び中学校では

減少傾向が続いている。しかし，高等学校の値は

前年とほぼ同じで，全国値との差も0．1％に縮

まっている。　（表1，図8）

表1　う歯被患率の年次推移 単位：％

識 62 銘 鶏度 2 3 4 5 6 7 8 野翻i

合　計 90．19 88．96 88．71 87．84 87．31 86．79 86．61 85．86 84．72 83．58 81．93 85．73

小学校 男　子 89．83 88．52 88．35 87．38 86．95 86．49 86．25 85．61 84．32 83．52 81．78 85．86

女　子 90．58 89．43 89．10 88．31 87．70 87．10 87．00 86．13 85．16 83．65 82．09 85．60

合　計 91．98 91．41 90．87 90．18 89．15 88．78 88．28 87．19 87．03 85．92 83．72 84．77

中　学校 男　子 90．67 89．85 89．27 88．37 87．27 86．98 86．43 85．36 85．15 83．19 81．51 83．02

女　子 93．45 93．14 92．66 92．13 91．25 90．82 90．37 89．29 89．17 88．22 86．23 86．60

合　計 94．80 93．67 93．45 92．04 92．46 91．42 92．04 91．25 90．79 89．71 89．98 90．08

高等学校
（全・定合計） 男　子 93．60 92．54 92．27 91．25 91．44 90．46 90．56 90．16 89．95 88．74 88．87 88．19

女　子 95．72 94．94 94．81 92．90 93．62 92．51 93．73

　　　　　192・48191・74

90．83 91．20 91．98

※全国値は「平成8年度学校保健統計調査報告書（文部省）」による。
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表2　永久歯の一人平均う歯経験歯数（DMFT指数）の年次推移（11・12歳児）単位、％

曜和61年度

62 脇
平成

灘
2 3 4 § 6 7 8

合　　　　計 3．29 3．14 2．94 3．06 2．94 2．91 2．85 2．71 2．67 2．48 2．38

喪失歯数M 0．01 0．02 0．01 0．01 0．01 0．01 0．01 0．01 0．01 0．01 0．01合

計 処置歯数（F） 2．38 2．28 2．15 2．24 2．16 2．15 2．11 2．01 1．99 1．89 1．82う
歯 未処置歯数（D 0．90 0．84 0．78 0．81 0．77 0．75 0．73 0．69 0．67 0．58 0．55

合　　　　計 3．05 2．89 2．76 2．81 2．68 2．68 2．63 2．48 2．44 2．26 2．20

喪失歯数㎝ 0．00 0．02 0．00 0．01 0．01 0．00 0．01 0．01 0．01 0．01 0．01

1
1
歳

男
子 処置歯数（F） 2．18 2．08 2．00 2．04 1．95 1．97 1．91 1．82 1．80 1．70 1．66う
歯 未処置歯数（D 0．87 0．79 0．76 0．76 0．72 0．71 0．71 0．65 0．63 0．55 0．53

合　　　　計 3．59 3．45 3．32 3．35 3．21 3．15 3．10 2．97 2．91 2．70 2．58

喪失歯数α＞D 0．02 0．02 0．01 0．01 0．01 0．00 0．01 0．01 0．01 0．01 0．01女

子 処置歯数F） 2．62 2．52 2．45 2．48 2．39 2．34 2．33 2．22 2．19 2．09 2．00う
歯 未処置歯数（D 0．95 0．91 0．86 0．86 0．81 0．81 0．76 0．74 0．71 0．60 0．57

合　　　　計 4．05 4．17 4．06 3．96 3．95 3．83 3．80 3．63 3．64 3．36 3．18

喪失歯数㎝ 0．03 0．03 0．02 0．03 0．03 0．02 0．03 0．02 0．02 0．02 0．02合
計 処置歯数（F） 2．83 2．91 2．85 2．72 2．82 2．72 2．69 2．60 2．57 2．44 2．31う
歯 未処置歯数（D 1．19 1．23 1．19 1．21 1．10 1．09 1．08 1．01 1．04 0．90 0．85

合　　　　計 3．73 3．80 3．73 3．74 3．56 3．39 3．49 3．35 3．30 3．09 2．91

喪失歯数M 0．03 0．03 0．02 0．02 0．03 0．02 0．03 0．02 0．02 0．02 0．02

壕2

歳

男
子 処置歯数（F） 2．55 2．61 2．56 2．45 2．50 2．37 2．42 2．36 2．31 2．21 2．09う
歯 未処置歯数（D） 1．15 1．16 1．15 1．27 1．03 1．00 1．04 0．97 0．97 0．86 0．80

合　　　　計 4．46 4．58 4．48 4．27 4．39 4．26 4．16 3．96 4．02 3．68 3．50
女睡
失歯数M 0．04 0．03 0．02 0．03 0．04 0．03 0．03 0．02 0．03 0．03 0．03

子
う［処置歯数F） 3．17 3．25 3．21 3．07 3．17 3．06 3．00 2．88［ 2．87 2．70 2．57

歯昧処置歯数｛D） 1．2511．30 1．25 1．17 1．18 1．17 1．1311．06 1．12 0．95 0．90

12歳のみ

野歯
1
：
l
ll
：
器
1
：
l
ll
：
l
ll
：
器

誘
1

※全国値は「平成8年度学校保健統計調査報告書（文部省）」による。
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（第4回）

　会誌79号から続けて参りました都道府県学校歯科保健略史は，r温故知新」をテーマ

に，日本学校歯科医会五十周年記念誌を参考に，加盟団体からのご寄稿にもとついてまと

めてきました。掲載は原稿の到着順になっておりますが，今回で各加盟団体よりのご寄稿

の掲載は全て終りとなります。

　ご協力を心から感謝申し上げます。有難うございました。

1．学校歯科医は比較的早い時期におかれてお

り，大正10年（1921年）4月に千厩小学校に学校

歯科医がおかれている。

　昭和4年度の調査では学校歯科医は11校におか

れ，そのうち7校は歯科施設があったようであ

る。

　学校歯科医についての県令は勅令公布の前に出

されていない。

2．昭和9年の調査では学校歯科医会が結成され

ており，会員数は21人であったとされている。

　日本聯合学校歯科医会には昭和9年（1934年）

に加盟している。

3，学校歯科巡回は昭和27年には11校について

行っている。県単位の学校歯科の団体はなかっ

た。

　昭和31年（1956年）盛岡市学校保健会歯科部会

が日本学校歯科医会に加盟したが昭和40年（1965

年）に退会している。

　昭和45年（1970年）になって岩手県歯科医師会

として加盟して今日にいたっている。

　学校歯科巡回はずっと県の手でつづけられてい

たが，昭和46年（1971年）11月から巡回指導自動

車が県教育委員会に設備され，県下各地の歯科医

師会の協力によって運営されている。

4，

　（1）岩手県の盛岡市歯科医師会では，昭和50年

より毎年「学童の歯を守る会』並びにr子供の歯

を守る母の集い』を主催，口腔衛生思想の啓蒙活

動を続け現在に至っており，また，昭和51年から

は，r学童のう歯予防実践活動』を開始し，その

充実を図っている。

　永年にわたる口腔衛生思想の啓発活動に対し，

平成5年度には，日本歯科医師会会長表彰・平成

8年度には，第17回全国歯科保健大会にて厚生大

臣表彰を受賞した。

　平成元年に，岩手県歯科医師会会員を対象とし
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たr学校歯科医研修会』を開催。

　平成4年4月には，岩手県歯科医師会の支部単

位で，学校関係者及び歯科医を対象とし学校歯科

医の資質の向上を目的としたr学校歯科保健研修

会』を開始し，現在まで続いている。

　（2）歯科保健図画・ポスターコンクールに関し

ては，岩手県歯科医師会の各支部ごとに地域の小

・ 中学校へ依頼し作品を集め，優秀作品の表彰及

び全国大会への選抜を毎年行っている。応募状況

は，年毎に増加傾向にある。全国大会で金賞の受

賞歴もある。

　r岩手県よい歯の学校表彰』は，むし歯の予防

と歯科保健の指導の努力が認められた学校を募り

選抜して表彰，さらに最優秀校は，r全日本よい

歯の学校表彰』の応募校として現在まで続いてい

る。

　また，r岩手県学校歯科保健表彰』と称して，

むし歯などの歯科疾患の予防と治療のため長年努

力し，成果を上げた学校を毎年表彰している。

　（3）広報関係では，岩手県歯科医師会の会報に

毎号，学校保健に関する掲載がある。

　昭和56年10月25日rけんこう号』10周年記念式

典開催

　学校歯科巡回指導車「けんこう号』は，昭和46

年11月に運行を開始して以来，県内の小・中学校

を巡回し続け10周年を迎えたのでこれを記念し

て，会報rいわ歯』けんこう号10周年特集号を発

刊した。

　平成2年11月「学校保健における歯・口腔診断

の手引き』発刊

　平成3年4月30日rけんこう号』20周年記念式

典・祝賀会開催

　「けんこう号20年の歩み』発刊

　平成6年2月学校歯科保健研修会のまとめとし

て「学校歯科保健・Q＆A』発行

　（4）岩手県歯科医師会による学校保健に関する

研究論文はそれほど多くないが，主なものとし

て，盛岡市歯科医師会では，rう歯予防に翔け
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る』として，むし歯予防実践校の昭和53年度から

昭和55年度までの過去3年間のデーターについて

まとめている。

　岩手県歯科医師会では，平成6年度に学校歯科

医の複数制に関する研究論文が出されている。

　（5）昭和48年に岩手県学校歯科医会は，学校保

健の普及と向上の尽力に対して文部大臣賞を受賞

している。

　社団法人盛岡市歯科医師会は幼児・学童の保健

衛生事業に寄与したとして昭和59年2月に盛岡市

教育委員会より，同6月には，盛岡市学校保健会

より表彰を受けている。

　岩手県歯科医師会r学校歯科医師会』は，その

名称を昭和63年にr学校保健部』に変更，平成3

年より「学校保健委員会』に変更されている。

◇付記1　「けんこう号』について

　平成8年3月へき地学校歯科巡回指導事業rけ

んこう号』の運行終了。

　昭和46年8月にスタートしたへき地学校歯科巡

回指導事業rけんこう号』は岩手県教育委員会の

協力を得て，会員各位の献身的な奉仕によって実

施されてきたが，この度四半世紀の活動に幕をお

ろした。

　rへき地学校歯科巡回指導事業』開始の背景

　四国4県に匹敵する広大な岩手県は，昭和40年

代にはいわゆるrへき地』といわれた交通の不便

な地域の小・中学校が300校ほどあり，昭和46年

当時，岩手県の歯科医師会会員は241名と現在の

半分も満たず，その医療機関も都市部に集中して

いた。その都市部の児童・生徒においてさえ，う

触罹患率は90％を越しており，未処置歯の保有率

は非常に高率であった。ましてや，医療機関より

遠い児童・生徒がう触治療のために医院に通うこ

とは非常に困難な状況にあり，全県的規模による

歯科巡回診療の実施が強く望まれていた。そこで

岩手県教育委員会は，昭和43年度から，学校保健

技師・畠山富而氏，岩手県歯科医師会歯科医師・



岩泉忠吾氏，歯科技工士・室岡洋行氏の3名を指

導委員として委嘱し，へき地学校保健指導を実施

した。しかし，広大な岩手県をくまなく巡回する

ことは不可能であった。本格的なへき地歯科巡回

指導の必要性を痛感した岩手県教育委員会は，同

様の課題を抱えた他県との意見調整や文部省に対

する予算措置の要請を行うとともに，県内各市町

村への歯科保健の普及・啓発などのたあの働きか

けを行い，本事業の実施に向けた活動を開始し

た。

　昭和46年度，各県の教育委員会並びに日本学校

歯科医会による，う触治療の機会に恵まれない児

童生徒の歯科保健推進を願う切実な要望が実現，

文部省はrへき地学校歯科巡回指導事業』に対す

る経費を補助することとなった。

　こうして岩手県の長年の夢であった本格的な歯

科巡回指導車運行によるrへき地学校歯科巡回指

導事業』が実現したのである。

　昭和46年から平成7年までの25年間に，へき地

学校歯科巡回指導車rけんこう号』は，延べ2，803

回，6，120校を巡回し，岩手県のう歯治療率を全

国と同水準まで引き上げることに大いに貢献し

た。

　尚，平成8年からはこれに続く事業として，岩

手県教育委員会の委託により地域ぐるみの学校歯

科保健推進事業を推進中である。

◇付記2　r学童の歯を守る会』について

　昭和49年当時，幼稚園，保育園の歯科検診の結

果むし歯罹患率で86％の高率を示し，この状態で

は就学児童のむし歯罹患が大いに憂慮されること

から，その対策として，学校教育，日常生活のな

かでむし歯をテーマに「自分の健康は自分で守

る』r自分の健康は自分で作る』という積極的な

保健思想を啓発することを目的としてこの会を盛

岡市歯科医師会が発足させた。

　この会を通して父兄からの具体的なむし歯予防

法を学ぶ講習会の要請があり，r子供の歯を守る

母の集い』を昭和56年からむし歯予防デーに開催

している。

都道府県学校歯科保健略史■

1．ここの大先輩四方文吉は，明治23年（1890

年）11月に歯科医師となったのち伊沢信平のとこ

ろで学び，松江に住んだが，早い時期から

　一歯牙養生法、

　「保歯要訣」

　「通俗編触予防法」

　「通俗乳歯の心得」

　というように普及書をさかんに書き，晩年には

心身の健康についてのパンフレットも多く書いて

いた。その影響もあってかこの地区は口腔衛生の

普及は早かったといえよう。

　大正5年（1916年）今市町の井原協一が高松小

学校で児童の検診を行った。

　大正13年（1924年）簸川郡高松村小学校で，翌

年に今市小学校で校内治療を始めた。

　大正14年（1925年）7月2日，奥村鶴吉を招い

て歯科医師および教員を対象として歯科衛生講習

会を開き，120人が集まったと記録されている。

　大正15年（1926年）5月松江市内の母良，北

堀，内中原，白潟，雑賀の5小学校に，四方文吉

をはじめ5人の歯科医が委嘱されている。

　学校歯科についての県の訓令は昭和2年（1927

年）12月16日に出されている。

　同じ年，島根県歯科医師会は県知事からの諮問

「歯科衛生思想を普及せしむる良策如何」に対

し，長文の答申書を出している。

　昭和5年（1930年）の調査では27人の学校歯科

医が委嘱されているが，施設をおいているところ
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はなかったようである。

2．昭和11年（1936年）になって県歯科医師会の

中に学校歯科調査会をっくり，翌12年11月10日に

は県学校歯科医会が創設されている。

　日本聯合学校歯科医会には昭和13年（1928年）

に加盟している。

　そしてこれは昭和19年7月までっついた。

3．昭和24年（1949年）11月20日に県学校歯科医

会は再建され，会長に板垣信が選ばれている。

　昭和29年（1954年）10月9日，松江市で第4回

全国学校保健大会が行われたとき，その前日8日

に出雲市で第18回全国学校歯科医大会が開かれて

いる。

　この大会のとき，日本学校歯科医会はスタート

を切った。

　島根県昭和30年に学校歯科医会を発足して以

来今日まで，県下の学校歯科保健推進のため種々

な活動を続けている。（現在会員数286名）

　日本学校歯科医会には2年目から加盟している。

4．昭和59年3月の定時総会に於いて，昭和43年

より会長を勤めた長洲朝行が勇退，板垣　陽が新

会長に専任された。

　昭和62年3月，会員や関係者から学校歯科に関

する手引き書として強い要望のあった学校歯科医

手帳を編纂し，配付した。

　平成元年より，島根県・島根県教育委員会・島

根県歯科医師会・島根県口腔衛生協会と共催で，

「島根県よい歯の学校表彰．の制度を設け毎年継

続実施しており，応募校の中から優秀賞・優良賞

・ 努力賞を選定して表彰を行っている。

　平成2年3月の定時総会で，板垣　陽が勇退

し，田中瑞穂が新会長に選任された。

　平成2年11月，浜田市立原井小学校が，第29回

全日本よい歯の学校表彰に於いて最優秀校として

文部大臣表彰を受賞した。同校では，昭和63年か
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ら文部省むし歯予防推進指定校の指定を受け，学

校・PTA・児童が一丸となって学校歯科保健に

取り組み，大きな成果を挙げたことが評価された

もので，県内では初の文部大臣表彰受賞である。

　平成4年2月には，本県主催で島根県学校歯科

保健研修会を開催し，シンポジウム等を行った。

県教育庁指導主事，文部大臣表彰受賞校である浜

田市立原井小学校の校長・保健主事・養護教諭・

学校歯科医・歯科衛生士をシンポジストに迎えて

のこの研修会には，県下小中学校・幼稚園の養護

教諭や保健婦・歯科関係者等の多数の参加があり，

今後，学校歯科保健を推進するうえで非常に参考

となる有意義な催しであったと高く評価された。

　また，平成4年より，島根県教育委員会と島根

県学校歯科医会の主催で，本県独自の一島根県む

し歯予防推進指定校一制度を設けた。文部省の指

定では2年であるが，これでは充分な研究活動の

時間が得られないため，県指定で2っの小学校を

3年間ずつ指定し，2年目にはそのうちの1校を

文部省指定とするもので，今日までに5つの小学

校がこの指定を受け，それぞれが発表会をもった

り報告書を作成するなど，着実な成果を挙げてお

り，児童の口腔の健康づくり，ひいては各地域に

於ける口腔衛生知識の普及向上に多大の貢献をし

ている。

　平成7年より健康診断の方法が大きく改正され

たため，東西に長い本県では，8月と9月に，松

江市と浜田市の2カ所で学校歯科医研修会を開催

し，本会役員が講師となって具体的な健診方法に

っいて会員指導を行った。

　またこれに伴い，学校歯科医手帳も健康診断の

項目を中心に大幅に改定し，平成8年3月に再刊

して関係者に配付したところである。



　大正12年（1923年）6月には2日間にわたっ

て，奈良県，歯科医師会共催による口腔衛生講習

会が開催され，県下の小・中学校教員など多数が

参加した。

　大正14年4月，県下の小学校を対象に口腔衛生

に関する標語の懸賞募集を行った。

　昭和4年6月には奈良市五条町に学校歯科治療

所が設けられ，歯科医師5名が交代で児童の歯科

処置にあたった。継続して行われ奈良県から事業

奨励金の交付を受けている。

　奈良県学校歯科医師会は昭和4年4月に設立さ

れ，日本学校歯科医会には創立以来加盟していた

が，昭和42年3月には奈良県歯科医師会学校歯科

部に吸収されている。

1．学校歯科保健の向上を図るため，学校歯科活

動等の講演会を中心とした奈良県学校歯科保健研

修大会を昭和56年度から実施し，併せて永年にわ

たり学校歯科活動を通じ学校保健の向上に成果を

挙げた学校歯科医を顕彰することとした。

　第2回目よりは奈良県歯科保健大会と名称を改

め，内容にっいても一図画・ポスターコンクー

ル」，「母と子のよい歯のコンクール」の表彰等も

併せて行うこととなった。

　また，平成4年度より奈良県歯科医師会が創設

した「奈良県歯科保健文化賞」の表彰も併せて行

い，内容の充実を図り，本年（平成8年度）で第

16回目となる。

　なお，開催年次等は次表のとおりである。

　　　　　　都道府県学校歯科保健略史■

奈良県歯科保健大会開催と表彰者数

団 開催年月日 学校歯科医表彰者数

1 昭和56年6月18日 4

2 昭和57年11月11日 6

3 昭和58年10月20日 5

4 昭和59年12月6日 5

5 昭和60年11月14日 7　　　　　『

6 昭和61年12月11日 9

7 昭和62年11月5日 6

8 昭和63年11月17日 6

9 平成1年11月30日 5

10 平成2年11月29日 7

11 平成3年11月28日 6

12 平成4年11月26日 6

13 平成5年11月11日 7

14 平成6年11月10日 6

15 平成7年11月9日 4

16 平成8年11月7日 5

2．日本学校歯科医会，奈良県歯科医師会等の主

催による「第49回全国学校歯科保健研究大会」の

開催にあたっては，当番県として奈良県歯科医師

会会員が一丸となって取り組み，昭和60年10月25

・26日の2日間にわたり奈良県文化会館で開催

し，全国より1，870余名の参加者を得て盛会のう

ちに終了した。

3．厚生省，日本歯科医師会，奈良県歯科医師会

等の主催により一第9回全国歯科保健大会．は昭

和63年10月1日（土）奈良県文化会館で開催し，

全国より3，120名の参加を得て，盛会裡に閉幕す

ることができた。
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1．大正10年（1921年）7月に歯科医師会は，県

会議事堂を会場として小学校教員対象の口腔衛生

講習会を開き，多数の教員を集めた。

　大正11年6月の児童愛護デーには歯科の立場か

らこれに参加している。

　岡崎市歯科医師会でも口腔衛生展覧会を開いた

り，大正12年6月には口腔衛生講習会などを開催

いている。

　大正11年（1922年）2月，名古屋市長に対し小

学校に歯科医をおくようにという陳情を行ない，

大正13年6月には市議会でこれを採択している。

　同年に，市内の86校の児童87，000余人にっいて

口腔検査を行い父兄に報告をしている。

　岡崎市でも大正14年（1925年）4月には，全市

立校に10人の歯科医が委嘱されている。

　名古屋市では，大正15年（1926年）になって，

2人の専任学校歯科医によって児童の検査を行う

ことに改めた。

　大正15年（1926年）度の調査によると名古屋

市，岡崎市，豊橋市の各小学校および南設楽郡の

新城小学校に学校歯科医がおかれていると報告さ

れている。

　昭和2年（1927年）5月20日，県訓令によって

「学校歯科医設置並職務規定」が公布されてい

る。

2．名古屋市では昭和7年（1932年）勅令の公布

によって，市内中小学校に105人の学校歯科医を

委嘱した。

　愛知県学校歯科医会は昭和7年2月29日に創立

146／日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月

総会を開き，会員は98人であった。名古屋市学校

歯科医会はこれより少しおくれて9月8日に創立

され，この方は110人の会員であった。

　昭和9年5月，第4回全国学校歯科医大会が開

かれた。

　日本聯合学校歯科医会には愛知県学校歯科医会

および名古屋市学校歯科医会が加盟しているが，

県の方は間もなく退会し，代わって昭和12年

（1937年）から岡崎市学校歯科医会と豊橋市学校

歯科医会とが加盟している。

　その後，昭和15年（1940年）になって，幡豆郡

学校歯科医会と，東三河学校歯科医会とが加盟

し，昭和16年（1941年）には瀬春学校歯科医会が

加盟している。

　同一の県の中でもっとも加盟団体の多いところ

となった。

　名古屋市学校歯科医会は，独自の歯磨訓練方式

を作り，市内各小学校に「歯みがき日誌」を配布

する，また昭和13年（1938年）度からは「よい歯

の子の表彰」を行うなどの活動を行っている。

　愛知県学校歯科医会では総裁として県知事，会

長として内政部長が就任している。

　名古屋市教育局には昭和15年から技師として岡

田正が，また歯科の技師として藤正楳夫が活動し

ていた。

3．戦後では県庁に島宗輝雄が技師として，青木

修が嘱託として巡回診療に従事していた。

　昭和25年（1950年）10月，第4回全国学校衛生

大会が名古屋市で開かれたとき，その前日の10月

21日，戦前の大会にひきっつく再建第1回として

の第14回全国学校歯科医大会が開かれ，昭和42年

11月，第31回全国学校歯科医大会が開かれた。

　日本学校歯科医会には，名古屋市学校歯科医会

が当初から加盟して現在に至っている。

　その後，昭和33年（1958年）に愛知県学校保健

会歯科部会として加盟したことがあったが，退会

した。



　昭和40年（1965年）に瀬戸市学校歯科医会が加

盟し，昭和50年（1975年）昭和48年創立された稲

沢市学校歯科医会が加盟した。

　愛知県学校歯科医会は昭和57年（1982年）に加

盟した。

4．

　（1）昭和55年に愛知県学校歯科医会が設立さ

れ，10月18日に設立記念研修大会が開催された。

これより毎年研修大会は行われるようになった。

日本学校歯科医会には昭和57年に加盟した。第5

回（昭和59年）大会より，学校歯科保健研究大会

と名称が変更された。

　②　全国大会として，昭和59年度学校歯科保健

研究協議会が10月18，19日の両日名古屋市で開催

された。

　（3）昭和63年4月1日に愛知県歯科医師会に，

愛知県学校歯科医会，名古屋市学校歯科医会との

協力の下に学校歯科保健活動の促進と，更なる将

来的発展を図るたあに学校歯科部が設立された。

初代部長には服部悦士郎先生が選任された。同年

設立記念研修会が文部省から吉田螢一郎先生を特

別講演者として招待して開催された。また，P学

校歯科保健（入門編）」を作製し，愛知県歯科医

師会の全会員に配布した。

　愛知県教育委員会の委託事業として，「学校歯

科保健巡回指導車事業」も推進し，県下の公立の

小，中学校に歯科衛生指導，予防処置を実施し

た。

　（4）平成元年7月8，9日両日名古屋プリンセ

スガーデンホテルで日本学校歯科医会研修会が開

催された。

　10月12日に学校歯科医研修会が学校歯科部と名

古屋市，愛知県両学校歯科医会の合同で開催され

た。

　マニュアル「学校歯科保健（実務編）」を作

製。本年度より巡回指導車の事業に特殊教育諸学

校の巡回指導も加えられた。

　　　　　　　　　　都道府県学校歯科保健略史■

　⑤　平成2年には「学校歯科保健（フッ素

編）」を作製し会員に配布。

　（6）平成3年6月22日学校歯科保健研修会に，

井上文部大臣による記念講演があった。

　（7）「学習指導要領一の改訂に伴ない，改訂版

「小学校・歯の保健指導の手引き」について平成

4年7月16日に研修会を開催した。

　また，この年より，県下の全市町村の12歳児を

対象にDMFT調査を実施した。

　（8）平成6年1月20日私立学校の組織化を行

い，私立学校歯科医会の設立記念研修会を開催

し，文部省体育局体育官の猪股俊二氏の記念講演

が行われた。また，日本学校歯科医会副会長等の

来賓を迎えた。

　平成6年度には県立，私立，市町村立全ての幼

稚園，保育園，小，中学校の学校歯科医の実態調

査を行った。

　平成6年5月に第59回全国学校歯科保健研究会

のための準備委員会が設立され同年12月1日に常

任委員会，運営委員会（総務，事業，広報，学

術，経理），評議員会監事，参与で構成される実

行委員会が組織され，大会の成功をめざした。

　（9）平成7年10月19，20日両日名古屋国際会議

場，名古屋市大宝小学校を会場に第59回全国学校

歯科保健研究大会が開催された。今大会は，従来

の5つの部会の研究協議会の他に「特殊教育にお

ける歯科保健活動を通じて二をテーマに，特別

テーマセッションが設けられて開催された。2日

間を通じて約4，500名の参加があり，大変盛大で

実りある大会になった。
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1．明治45年（1912年）6月，大日本私立衛生会

秋田支部主催の第1回衛生展覧会が，秋田市内の

県議事堂を会場として行われたとき，委員の一人

であった中村重敬が尽力して，その中に歯科関係

の展示を多数行い大変好評を博した。

　そのころから地道な口腔衛生普及活動が行われ

ていた。

　大正14年（1925年）12月には県令として学校歯

科医設置が決まっていた。これは全国的には早い

方である。

　また昭和4年（1929年）7月に秋田県学校医会

の総会のとき，県知事から一学校歯科医の施行す

べき口腔検査の要項如何、という諮問が出され，

これに対して委員をあげて答申している。この総

会には，歯科医師も出席して，「独立の学校歯科

医をおくように一とか一児童の口腔治療をどうし

たらよいか」などの議題が協議されている。

2．秋田県学校歯科医会が創立されたのは，昭和

7年（1932年）6月22日で，秋田市商工会議所に

49人が集まって総会を行っている。

　このとき，会長としては内田県知事，副会長と

しては松岡県学務部長と加藤伝吉が選任されてい

る。

　会員は60人であったが，このとき学校歯科医が

設置されていた学校は30校で，そのうち10ヵ所が

診療施設をもっていた。

　日本聯合学校歯科医会には創立の当初から加盟

している。

　昭和16年6月第11回全国学校歯科医大会を開い
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た。

3．戦後では日本学校歯科医会の創立のときは秋

田県学校保健会歯科部会として加盟し，一時，昭

和41年度から44年度まで中断したが，秋田県学校

歯科医会として，ひきっついての加盟団体となっ

ている。

　昭和47年（1972年）10月10，11日の両日第36回

全国学校歯科医大会を，秋田市の秋田県民会館で

開催した。

4．県歯の学校歯科保健活動

　（1）秋田県歯科医師会の公衆衛生委員会の中で

行われてきた，学校歯科衛生が平成5年度（1993

年）に初めて学校歯科衛生委員会が設置され担当

理事，委員長をはじめとして5名の担当が決り，

新たな一歩を踏み出した。

　（2）平成5年度から7年度における秋田県歯科

医師会ならびに秋田県学校保健会における学校歯

科保健活動としては，

　　①平成5年度（1993年）より，全県の12歳

　児の永久歯DMF歯数調査（ムシ歯マップ）を

　実施した。

　　②平成6年度（1994年）に学校歯科健診器

　具の消毒の実態を調査し，完全消毒実施の奨励

　をはかる。平成8年度で全自治体の70％が実施

予定である。

　　③　平成6年度（1994年）第33回全日本よい

　歯の学校表彰で秋田県から鳥海町立笹子小学校

が受賞する。

　　④平成6年度より，秋田県学校歯科医研修

　セミナーを開催する。

　　　　平成6年度　第1回学校歯科保健セミ

　　　　　　　　　　ナー

　　　　　　　　　　［最近の小児歯科一

　　　　平成7年度　第2回学校歯科保健セミ

　　　　　　　　　　ナー

　　　　　　　　　　一顎関節症の診断と治療一
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　　⑤平成6年度から秋田県学校保健会に歯科

　保健委員会が設置され，学校歯科保健の充実が

　はかられる。

　　⑥平成7年度（1995年）11月に，第1回秋

　田県よい歯の学校表彰を実施

　　小学校・中学校から最優秀校各1校，優秀校

　各1校が受賞する。

　　⑦継続事業としては，むし歯予防推進指定

　校（昭和51年から実施）の委嘱ならびに公開研

　究大会，冊子の配布。

　　むし歯予防図画・ポスターコンクールの実施。

　（3）秋田県学校保健研究大会については，諸先

輩の学校歯科医の先生，日本学校歯科医会の先生

方のご指導ご協力により，毎年県内各地で盛大に

開催，数多くの参加者があった。昭和56年当時は

現在よりむし歯が多い時代だったのでむし歯の減

少のみを考え子供たち自身による積極的な歯の健

康に取り組む姿勢の少ない時代であった。そこで

歯科医師の教職員への歯の健康教育が目的で開催

された。昭和56年度より「進んで健康を求める児

童生徒への育成を目指して一を主題として子供の

成人病の特別講演が行われた。

　昭和63年（1988年）には，人間教育と性教育，

精神面の問題が取り上げられる様になり，また，

平成元年からは「発育期のスポーツ障害とその予

防」が主題となり子供の成長に合った指導が行わ

れた。何れの学校においても自校の実態にマッチ

した充実した指導がみられ，むし歯予防活動にっ

いても自己管理のできる子供の育成がみられる様

になった。

1．この県での口腔衛生普及活動は，かなり早い

時期からみられ，大正元年（1912年）新潟市にお

いて開催された新潟県衛生品展覧会に，石塚三郎

らが中心となり，歯科衛生関係の出品があった。

　さらに大正6年（1917年），長岡市開府300年祭

記念衛生展覧会にも歯科部門の参加がみられた。

　大正12年（1923年）3月には高田口腔衛生会が

設立され，学校生徒の口腔診査の実施を会の趣意

の1っとした。

　さらに同年7月，上越歯科医師会から文部大臣

にあてて，学校歯科医設置の請願がなされた。

　この時期にもっとも注目すべきことは，五泉町

五泉小学校で，大正11年（1922年）から毎年，亀

島純三による歯牙診査が実施されたことである。

大正14年（1925年）2月には，新潟市歯科医師会

がはじめて会員総動員による市内全小学校児童の

口腔診査を実施した。

　昭和2年（1927年）県歯科医師会の総会で，学

校歯科衛生調査委員会規定が議決され，学校歯科

診査規定，学校歯科治療規定がそれぞれ議決され

ている。

　また昭和7年（1931年）には，柏崎で，富取卯

太治，岡本清縷，奥村鶴吉らを演者に学校歯科講

演会が開催された。

2．日本聯合学校歯科医会には昭和11年（1936

年）から加盟している。

3．戦後の学校歯科巡回には加藤初蔵が専任とし

て従事していた。日本学校歯科医会には昭和37年
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（1962年）新潟県歯科医師会として加盟してい

る。

　昭和39年（1964年）第6回の奥村賞を新潟市礎

小学校が受賞した。

　また，フッ化物洗口を中心とする「子供の歯を

守る会．の運動は大変ユニークな展開をしてい

る。

　昭和56年（1981年）新潟県歯科医師会は保健文

化賞を受賞した。

るフッ素洗口の効果が，

ている。

この運動に具体的に現れ

　（2＞新潟県学校（園）歯科研究協議会

　平成8年度の開催が第44回であり，新潟県歯科

保健大会の中に組み込まれている。即ち，学校に

おける歯科教育推進の実践発表，児童・生徒の学

校や家庭での歯に関する体験発表があり，参加者

の意識を高めることに役立っている。

4．県歯の学校歯科保健活動

　（1）新潟県よい歯の学校（園）運動

　昭和34年第1回から数えて，昭和63年度が第30

回に当たる。その記念表彰式を本会館講堂で挙

行。優良校（63校），準優良校（71校），努力校

（102校），優良学校保健会（5支部）を表彰。平

成3年度には，これまでの統計をもとに各検査項

目（有病者率，処置歯率，DMFT，歯科保健教

育・指導）の配点表を改定して本運動の審査を容

易にするとともに，各学校が自己評価もできるよ

うにした。

　平成元年には幼稚園，翌平成2年度には保育園

をも参加対象に加えた。

　平成7年度の参加数は，小学校842校（99．6％），

中学校247校（99．5％），高等学校58校（49．1％），

特殊諸学校24校（96．0％），幼稚園68園（56．6

％），保育園369園（41．4％）合計1，608校（園）

であった。小・中学校の総平均は，有病者率，小

学校（50．8％）中学校（83．6％），処置歯率，小

学校（78．1％）中学校（81．4％），DMFT，小学

校（1．41本）中学校（4．08本）であり，被表彰校

数は，小学校191校，中学校88校，高校20校，特

殊諸学校3校，幼稚園9圓、保育園42園，計353

校（園）であった。

　なお，この運動の本県の特色は，県歯科医師

会，県学校保健会，新潟日報社が主催運営し，行

政関係は協力団体であることである。

　また，子供の歯を守る会が中心に取り組んでい

　（3）新潟県学校保健学会への協力

　昭和46年発足，昭和47年第1回学会開催。来平

成8年度は第25回学会となる。この間，学校から

の歯科に関する実践報告には，歯科医として適切

な指導助言を行い，また，歯科医の立場からの研

究成果の発表は，学校関係者への大きな指標と

なっている。

　また，本会から学会に顧問，副会長，常任幹

事，幹事の役員を送り，物心両面の支援を行って

学会の充実を図っている。

　（4）平成5年2月に，本会公衆衛生委員会にお

いて，「学校歯科ハンドブック」を作成した。こ

れは，これまで地域によって必ずしも活発とは言

えず，その姿勢に一貫性がなかった学校歯科保健

活動に，本会の独自性を盛り込みながらも，学校

歯科保健の基本的な指標を提示するかたちで作成

された。

　また，翌平成6年3月には，「学校歯科ハンド

ブック、の検診基準に基づき，検診基準の統一を

図るため「学校歯科検診パネル」も作成し，会員

への周知を行った。
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1．大正初期から口腔衛生普及活動が盛んに行わ

れており，歯科講習会が，山形，米沢，鶴岡，酒

田，新庄などの各地で年次的に行われていた。い

ずれも盛会であったとされている。

　大正7年（1918年）山形市で山形市歯科クラブ

が県衛生部主催の衛生展覧会に，歯科関係の出品

および相談会を行って盛況であった。

　大正10年（1921年）10月に，山形県学校衛生会

総会が鶴岡市西田川郡会議事堂で開かれ，約1，000

人が集まり，

　1．口腔衛生上，学校において児童口腔の清潔

なりや不潔なりやを臨時検査された件

　2．口腔衛生講習会を開催せられる様其筋に建

議する件

という二件の協議題が協議されている。

　大正13年（1924年）には，南村山郡の小学校児

童から歯科衛生にっいての作文の応募を行った。

　この県の学校歯科医設置についての県令は昭和

3年（1928年）9月19日県令第27号で出されている。

　昭和4年の調査では県下37の学校に学校歯科医

がおかれていた。

2．日本聯合学校歯科医会には加盟していなく，

昭和9年（1934年）の山形県学校衛生会会員名簿

には，22人の氏名がのっているだけである。

　このときは酒田市，南置賜，西置賜，東田川，

西田川の各市郡には学校歯科医を嘱託していると

ころはないようであった。

3．山形県学校歯科医会は昭和34年（1959年）4
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月に，県歯科医師会の主導の下に創設された。こ

のとき，山形県下の会員数288人のうち223人が学

校歯科医であった。

　日本学校歯科医会には昭和35年（1960年）に加

盟した。

　昭和38年（1963年）10月5，6日に山形市の県

民会館で第27回全国学校歯科医大会を開いたとき

には，主催は山形県歯科医師会であった。

　昭和52年（1977年）9月1日，天童市で行われ

た文部省主催の学校保健（歯科）講習会は「小学

校・歯の保健指導の手引」の草案を中心にした，

エポックを画するものであった。

4．昭和59年9月28，29日の両日，山形市の山形

県民会館に於いて，第48回全国学校歯科保健研究

大会が開催され，シンポジウム，式典，全体協議

会，記念講演などを行った。記念講演は「母と子

の心の触れ合いを求めて」と題して東部動物園西

山登志雄氏が講師をっとめた。

　昭和62年より，年2回の歯の衛生週間を設け，

11月8日（いいはのひ）から一週間を「お口の爽

やか週間」として県民に歯に関する意識の向上と

生涯自分の歯を保持する事を目的とした運動を始

あ成果を上げている。

　平成3年（酒田市立八幡小学校），平成4年

（酒田市立浜田小学校），平成6年（大江町立本

郷東小学校）に全国よい歯の学校表彰において，

文部大臣賞を受賞する。

1．大正10年（1921年）4月，富山市歯科医師会
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では市の委嘱をうけて市内11校の小学校の12，000

人について，2カ月にわたって検診を行ったこと

が報告されている。

　大正14年（1925年）からは，ふたたびこれを富

山県歯科医師会が行った。翌年の調査では富山市

内の全小学校に学校歯科医がおかれていた。

　このような現場活動は活発であったが，県令の

公布はわりにおそい。

2．富山県学校歯科医師会は昭和7年（1932年）

4月に設立されている。日本聯合学校歯科医会に

は創設のときから加盟している。

　この間，県下各地で学校歯科医の現場の活動は

活発であった。

3．昭和28年（1953年）6月22日に富山県学校歯

科医会が再建され，また日本学校歯科医会には当

初から加盟した。

　昭和33年（1958年）度から，ユニークな形で富

山県よい歯の学校運動を展開している。

　昭和36年（1961年）に富山県学校歯科医会は多

年の活動について第3回奥村賞を受賞している。

　また昭和39（1964年）9月18日，19日には第28

回全国学校歯科医大会を富山市で開催している。

4．富山県学校歯科医会の年間活動は，毎年4月

の総会に提案され，審議・承認を得て推進されて

いるが，近年におけるおもな活動の概要を列記す

ると次のようである。

1　よい歯の学校運動の推進

　①歯のみがき方巡回指導

　春秋の2回，本会と県教委・北日本新聞社・

県学保会・ライオン歯科研等の後援，協賛によ

り，県下全小学校へ巡回指導を行い，平成8年

度で39回となる。

　②よい歯の学校の選定と表彰

　毎年県下の全小・中・特殊諸学校よりの応募
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を基に，書面審査→現地審査→最終審査を経

て，表彰している。（平成8年で39回）

2　むし歯予防対策事業

　①会報「健歯のひろば」の発行

　会の活動状況，学校における歯科保健の取り

組みの紹介，歯科保健の新しい動向等を特集し

発行（平成8年で10号）

　②学校歯科保健図画・ポスターコンクール

　　の実施

　　日学歯の企画に対応し，県下の小学生を対象

に作品募集を行い，表彰している。

3．学校歯科保健特別研修会の開催

　毎年の夏期に，会員並びに県下小・中・高校他

の学校歯科保健関係者を対象に，特別研修会を開

催し，学校歯科保健の向上・推進を図っている。

4．その他

　県教委・県学保会・県学薬会等関係団体との連

携を深め，学校歯科保健の推進を図っている。特

に“富山県歯の健康プラン”推進に合わせて；

フッ素洗口の推進と，8020運動を核にした“むし

歯予防パーフェクト作戦”を展開している。

　平成6年9月29日～30日に第58回全国学校歯科

保健研究大会を富山市で開催した。

1．大正15年（1926年）7月16日に学校歯科医設

置の県令が出されている。

　昭和59年（1984年）4月には県内全域の学校歯



科医で組織する新制佐賀県学校歯科医会が会員数

174名で発足した。日本学校歯科医会には加盟せ

ず，従来どおり佐賀市学校歯科医会が加盟してい

た。

　昭和61年度からは，これまでの「よい歯の児童

・ 生徒表彰」とともに，新しく「よい歯の揃う学

校表彰」制度を発足させた。

2．平成2年（1990年）4月，佐賀県学校歯科医

会が佐賀市学校歯科医会に代わり，正式に日本学

校歯科医会に加盟。

　平成4年には仁比山小学校が全日本よい歯の学

校表彰で文部大臣賞を受賞。また，歯科保健図画

・ ポスターコンクールに初参加して盲学校の児童

が特別賞を受賞，地元紙に大きく報じられ，反響

をよんだ。

3．平成5年（1993年）には委員会を発足させ，

学校健診マニュアルを発行。

　平成6年度からは「学校歯科医会だより」を発

行し，会員に身近な情報を提供している。また，

入会間もない会員を対象に少人数で研修会を開

き，学校歯科保健活動の県内全域への拡大，充実

を図っている。

1．大正15年（1926年）度の文部省の調査では学

校歯科医名はのっていないが，同年松山市内で，

第1校から第7小学校までを会員2～3人が担当

して検診，治療を行っている。

　県の訓令は昭和4年（1929年）4月11日に出さ

　　　　　　　　　　都道府県学校歯科保健略史■

れていて，その年7月の調査によれば8校で学校

歯科医が委嘱されている。

2．愛媛県学校歯科医会は昭和7年（1932年）8

月24日に設立され，会員は50人で，会長は県学務

部長であった。事務所は松山市内の東村良雄方と

なっている。

　日本聯合学校歯科医会には設立当初から加盟し

ている。

3．日本学校歯科医会には昭和38年（1963年）に

今治市学校歯科医会が加盟し，少しおくれて昭和

40年（1965年）に愛媛県学校歯科医会が加盟した

が，昭和50年（1975年）からは愛媛県歯科医師会

として加盟している。

4．昭和53年4月22日，愛媛県歯科医師会創立70

周年記念式典を愛媛県口腔保健センターで挙行

し，併せて，昭和54年9月20日に愛媛県歯科医師

会70年誌が刊行された。

　昭和57年10月15日・16日の両日，松山市市民会

館大ホールで第46回全国学校歯科保健研究大会が

開かれ，「保健指導と保健管理の調和」のテーマ

で3領域にわたっての研究協議が行われ，2千数

百名の参加者があった。

　昭和61年8月23日・24日，愛媛県歯科医師会創

立80周年記念式典を開き，一21世紀の歯科医療を

めざして」のテーマで学会を開催，同時に創立80

周年記念広報誌を発刊した。

　昭和61年9月15日，地域歯科保健の向上に寄与

したことにより，第38回保健文化賞を受賞した。

このことを記念し，その賞金を基金として，毎年

4月18日に地域歯科保健に功績のあった個人・団

体に対し表彰を行っている。

　平成元年11月18日には，第10回全国歯科保健大

会を県民文化会館にて「母と子の歯科保健」のメ

インテーマで開催し，2，400名の参加者があっ

た。
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　平成8年7月26日には，本県歯科医師会が主催

して，学校歯科保健関係者を対象としての愛媛県

学校歯科保健研修会を開催した。

　歯科保健図画・ポスターコンクールには，昭和

59年より参加しているが，昭和59・60・61・62

年，平成5・6・8年に最優秀賞を受賞してい

る。

　全日本よい歯の学校表彰には，昭和60年より応

募，各年優秀校に選出されているが，平成元年に

は松山市立久米小学校が最優秀学校として文部大

臣表彰を受けた。

1，本県の口腔衛生普及活動は大正の初期から盛

んであったようである。

　大正2年（1913年）5月，千葉で千葉県衛生展

覧会が開かれ，大正7年（1918年）には県下各地

で歯科衛生講演会が精力的にくりひろげられてい

る。

　大正4年（1915年）4月に木更津町で小学校の

歯の検査を歯科医師に委嘱したことが報じられて

いる。っいで佐倉町などもそれを行ったようであ

る。

　正式に学校歯科医として委嘱されたのは大正11

年（1922年）4月に千葉市の武藤切次郎である。

　大正15年（1926年）の調査では，木更津，小

糸，青堀，本納，佐倉，和田，酒々井，安良，松

戸，野田の各小学校および千葉市内の小学校に学

校歯科医がおかれていたと報告されている。県の

訓令は昭和3年10月6日に出されており，昭和7

年の調査では115人で，設備をもったのは3校で
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あったという。

　日本聯合学校歯科医会には創立当初から加盟し

ている。

2．県学校歯科医会は昭和8年（1933年）4月1

日に創立され，150人の会員であった。昭和9年

（1934年）10．月に千葉師範学校で課外として口腔

衛生講座を開いたり，県下各地で教員を対象とし

て学校歯科衛生講習会を開いている。

3．巡回には早くから積極的に手をつけ，専任技

師として岩沢正和が就任し，巡回をしていた。

　昭和46年（1971年）10月28・29日に第35回全国

学校歯科医大会が千葉市で開かれた。

　昭和56年（1981年）9月17日に千葉市で第1回

千葉県学校歯科保健大会を開き，140人が集まっ

た。

4．昭和56年以後の千葉県歯科医師会学校歯科部

関連の保健活動状況の概要は以下次の通りであ

る。

（1）大会，研修会，講習会について

①千葉県学校保健講習会（学校歯科医）は，

昭和49年度より県教育委員会と共催で，毎年9

月頃に開催し，学校歯科保健に関する講演を主

体に学校歯科医，養護教諭の参加をお願いし，

研修をしている。

②千葉県歯科保健大会は，県歯科医師会と千

葉県が昭和58年より主催で，県内から歯科保健

事業関係者の参加を求め，歯科保健の諸問題に

っいて研究討議を行うと共に，本年度に功績の

あった個人，団体を表彰し歯科保健事業の一層

の推進を図ることを目的に開催している。講演

にも学校歯科に関する題目を多く取り入れ，功

労者に対しては県知事表彰が行われる。

③千葉県むし歯予防推進指定校実践研究事業

は，昭和53年に始まり，指定校に対し，地区歯



科医師会や県歯科医師会が全面的に協力し，学

校，家庭，地域が一体となり児童の歯科保健に

対する自立心を養い，素晴らしい成果を上げて

いる事業である。2年を研究期間とし，8校が

研究発表済み。

④千葉県学校健康教育大会は，平成元年に始

まり，健康教育の推進充実の観点に立ち，学校

保健，安全，給食の諸問題にっいて研修を深あ

心身ともに健康な幼児，児童生徒の育成を目的

に開催され，講演会とともに千葉県よい歯の学

校表彰と学校健康教育功労賞が学校歯科医に授

与されている。

（2）キャンペーン，コンクールについて

①千葉県歯の衛生週間キャンペーン

　毎年歯の衛生週間には重点目標，標語，ボス

ター等を決め，この期間に歯の衛生に関する正

しい知識の普及徹底をはかっている。8020

運動，県民の健康の保持増進に寄与することを

目的に，広く県民に呼びかけている。本会でも

特別大きなポスターを作成し，無料配付した

り，スライド，映画，ビデオを貸出し学校や地

区住民に健康教育をしている。この期間中に次

の事業も実施している。

　イ．健歯児童，生徒の審査並びに表彰

　　各郡市歯科医師会より推薦の小学6年生，

　中学3年生を審査し，表彰を実施。

　ロ．歯科衛生図画，ポスターの審査

　　各郡市歯科医師会から推薦された作品の審

　査をして，入賞者を秋の歯の健康づくり展の

　際に表彰している。

　ハ．千葉県よい歯の学校表彰審査会

　　平成8年で35回を数える本審査会は学校歯

　科保健活動を推進し，他校の範となる学校を

　表彰している。この審査会の対象は，歯・口

　腔の健康づくり運動の目的達成のたあに，厳

　しい選考基準をパスした学校に限られる。優

　秀校を日本学校歯科医会に推薦しており，全

　　　　　　　　　都道府県学校歯科保健略史

国最優秀校になった事もある。

（3）広報・記念誌の発行について

昭和58年3月　「学校健康会・医療券の手引」

　　　　　　　発行

昭和60年3月　学校歯科医ハンドブック発行

昭和62年3月　「日本体育・学校健康センター

　　　　　　　医療券の手引き」発行

昭和62年3月

平成元年3月

平成元年3月

平成2年3月

平成2年9月

平成5年3月

学校歯科部報告書発行

千葉県下高等学校女子生徒の3

年生に「歯と健康」リーフレッ

トを作成配付

本会学校歯科医生涯手帳作成

学校歯科医ハンドブック作成

学校歯科保健研究協議会並びに

むし歯予防推進指定校協議会の

合冊報告書を作成

21世紀へ向かっての学校歯科保

健講演，資料集発行

1．大正14年（1925年）に全県下にわたって，口

腔衛生講演会が盛んに開かれていた記録がある。

　昭和4年（1929年）の調査では3つの学校に学

校歯科医がおかれていることが報告されている。

　県の訓令は昭和4年（1929年）5月25日に出さ

れている。

2．昭和11年（1936年）11月に，日立中学校にお

いて学校衛生研究会が開かれたとき，県知事から

「生徒児童の歯科診療実施に際し，特にう蝕初期
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の鍍銀法普及に関して如何」という諮問が出され

ている。

　日本聯合学校歯科医会には昭和12年（1937年）

5月に茨城県学校歯科医会として加盟している。

　同年10月15日に土浦町公会堂で，学校歯科衛生

講習会を開催している。

3．昭和24年からは巡回歯科診療を行い，佐藤

一が兼任の技師として県下を巡回している。

　昭和31年（1956年）には茨城県学校歯科医会と

して日本学校歯科医会のメンバーとなった。

　その後昭和46年（1971年）に県歯科医師会の中

に包含され，そのまま今日に至っている。

4．昭和50年代は本県においても僻地・無歯科医

地区があり，児童・生徒のう蝕罹患率は全国平均

を上回り憂慮すべき状況であった。

　この改善のたあ，本会では学校歯科診療車の導

入を県教育委員会に働きかけた。一方では会員へ

の事業参加を要請し協力体制を整えた。

　昭和54年に診療車の導入が決定。愛称もビー

バー号と決まり，昭和55年6月，七会村徳蔵小学

校を皮切りに，県内の無歯科医地区の巡回歯科診

療を開始した。これを契機にう蝕治癒率は急速に

上昇し，同地区内の学校においても茨城県よい歯

の学校として茨歯会長や茨城県教育長より表彰さ

れるまでに改善された。

　昭和59年度には所期の目的を達成したことで本

事業は終了した。

　この間（55年度～59年度）の実績は次の通り。

　　巡回学校数　　　　　128校

　　出動日数　　　　　　441日

　　受診児童・生徒数　4，845人

　う蝕治療が一巡した翌昭和60年度からは，予防

に力点を置くべく，う蝕予防のたあ，児童・生徒

及び教職員の意識の高揚と刷掃指導，間食指導の

徹底を図るため，県内の学校を訪問し，指導を行

うことを目的として「学校歯科保健指導推進事
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業」を展開した。

　歯科衛生士2名が1チームとなり，県内の小学

校を巡回訪問し，染あ出し液を使っての集団ブ

ラッシング指導おやつの取り方などを指導し

た。

　本事業は昭和62年度まで3年間実施し，この間

に368日出動し601校を巡回，96，372人の児童・生

徒を指導した。

　本会は昭和61年に保健文化賞（主催・第一生

命）を受賞した。これを記念し，県内の歯科保健

活動に積極的に取り組み，その効果が顕著である

個人・団体を表彰するためP茨城県歯科保健賞一

を設置。

　学校関係では平成7年度までに岩間町立岩間第

三小学校（62年度），八千代町立川西小学校（63

年度），駒井英子（63・個人），大子町立依上小

学校（平3年度），水海道市学校保健会（平5年

度），出島村立宍倉小学校（平6年度），結城市立

結城西小学校（平7年度）を表彰した。

　学校歯科委員会では，①茨城県よい歯の学校表

彰，②学校歯科保健講習会，③学校歯科委員会ガ

イドの発行，④支部学校歯科担当者連絡協議会の

開催，⑤視聴覚資料の整備を事業の柱として活

動している。

　特に，昭和59年度には「学校歯科保健要覧」を

作成し，県教育長室において贈呈式を行い，県下

小・中学校に配付した。

　平成6年度には高等学校歯科医の複数配置につ

いて要望し，35の高等学校に非常勤歯科医師を配

置することが実現した。

　平成7年度には，昭和33年学校保健法が制定さ

れてから大幅な改正がなされたが，実施までの周

知期間が短く，現場にとまどいがみられたことか

ら「新しい学校における健康診断」と題して，日

大松戸歯学部森本基教授に講演をお願いした。

　本会では常に学校保健現場における問題解決に

鋭意取り組んでいる。



　昭和9年（1934年）に日本聯合学校歯科医会に

栃木県学校歯科医会として加入していた。昭和32

年度からは栃木県歯科医師会として加入，学校歯

科医会は県歯科医師会の学校歯科部会となった。

　昭和33年には第22回全国学校歯科医大会が県下

鬼怒川温泉公会堂において10月に開催された。ま

た，昭和51年10月には第40回全国学校歯科保健大

会が同県総合文化会館にて開催されている。

◆学校歯科保健活動の歴史概要について（昭和56

　年4月～平成8年3月）

1．大会，研修会，講習会等について

（1）第34回関東甲信越静学校保健大会開催

　　o昭和58年8月5日・6日，宇都宮市文化会

　　館において開催

　　c平成6年8月25円・26日，宇都宮市文化会

　　館において開催

②　第36回全国学校保健研究大会開催

　　こ昭和61年10月24日，宇都宮市文化会館にお

　　いて開催

（3）歯・口の健康推進事業

　　c平成4・5・6年度の3年間にわたり，財

　　団法人日本学校保健会の委託事業として，

　　那須郡小川町が指定を受け，児童生徒の効

　　果的なむし歯予防のあり方を求あ，地域ぐ

　　　るみの歯科保健活動の充実を目指して本事

　　業に取り組んだ。

（4）歯科保健指導者講習会

　　○学校及び地域歯科保健対策の一環として，

　　学校保健指導主事，養護教諭，保健婦，歯

　　　　　　　　都道府県学校歯科保健略史

科衛生士を対象として，昭和53年度より毎

年開催している。

2．コンクール等について

　昭和22年度より，よい歯の学校，図画・ボス

ター，作文，標語コンクールを実施している。

3．受賞等にっいて

　社団法人栃木県歯科医師会が，昭和52年9月28

日に第29回保健文化賞を受賞した。

　また，この受賞を記念し，本会が栃木県歯科保

健賞を設定，昭和53年度より毎年県内において歯

科保健衛生の分野で優れた業績を挙げた団体また

は個人を顕彰している。

1．昭和4・5年，高知市で無料の歯科検診を行

い，昭和6年（1931年）には尋常・高等小学校に

学校歯科医を委嘱した。本県では県令は出されな

かった。

2．昭和9年，高知市で学校内で学童を診療をす

ることについて，改正歯科医師法との関連で問題

がおこった。県歯科医師会長は県知事に考えをた

だし，県知事は昭和10年（1930）1月に文部大臣

に対して照会をした。

　これに関して文部省は，関係団体と相談の上，

7月27日付で回答をした。有名な学校歯科の予防

処置の範囲の解釈である。

　昭和10年，県の記録では，高知市学校歯科医会

設立，会員14人となっている。昭和11年（1936
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年）3月の文部省発表の調査では，学校数741，

学校歯科医のいる学校30，歯科医25人，1人平均

手当27円であった。昭和13年（1938年）になって

高知市学校歯科医会が日本聯合学校歯科医会に加

盟した。

3．昭和27年（1952年）高知市学校歯科医会を再

建し，昭和29年，日本学校歯科医会に加盟した。

昭和33年（1958年）に高知県学校歯科医会を設立

し，昭和35年には，高知市学校歯科医会を吸収し

て，日本学校歯科医会に加盟した。

　高知県学校歯科医会が主催して，昭和34年

（1959年）から高知県学校歯科医大会を，昭和45

年（1970年）からは名称を高知県学校歯科保健大

会と変えて開催して来ている。

高知県学校歯科医大会一覧
n

鶴 躍騨明8 場　瞬 籍 璽 露儲瑚錫 穆　簸 摺
1 34．12．6 高知市 1

3
4了．10．22 高知市 9

3
2 35． 1

4
48，12．1 〃 5

9
3 36． 1

5
49．

4 37．7．22 高知市
6
2
1
6
50．2．22 高知市

5 38．9．22 〃
8
5
1
7

51，

6 39． 1
8

52．

7 40．11．21 安芸郡 113 1
9

52，

奈半利町

8 42．2．26 高知市 8
3
2
0
53。2．4 高知市 103

9 43．3．3 須崎市 122 2
1
54．1．27 〃 110

1
0
44．2．16 高知市 197 2

2
5410．27 〃 123

1
1
45，11．15 〃 3

1
2
3
55．10．25 〃 6

8
1
2
46．10．17 〃 2

4
56．10．24 〃 6

0

4．高知県学校歯科医会は，昭和33年11月1日設

立以来，34年5ヵEの永きにわたり会務を遂行し

てきたが，諸般実情と時代の変遷に呼応して，平

成4年9月5日，高知県学校歯科医会臨時総会に

おいて，数年前より検討を重ねてきた懸案の「本

会と高知県歯科医師会の統合」が，承認議決され

た。また，平成5年度高知県歯科医師会代議員会

の承認可決を以て，高知県学校歯科医会は発展的

に解消し，平成5年4月1日より高知県歯科医師
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会学校保健部として，担当部長1名，副部長3

名，常任部員6名，部員5名により運営され，現

在に至っている。主な事業は，以下の通り。

　（1）広報・啓蒙活動

　　①広報活動

　　　各事業の県歯会報への掲載地元の新聞に

　　　図画ポスター・標語コンクールの優秀作品

　　　の掲載，テレビ高知の年2回放映番組「歯

　　　の健康を考えよう」の制作。

　　②学校歯科保健活動企画

　　　ビデオ貸出し…………年間200本程度を希

　　　　　　　　　　　　望する学校，団体等

　　　　　　　　　　　　に貸出している。

　　　講師派遣………………要望があれば，主旨

　　　　　　　　　　　　に適した先生を講師

　　　　　　　　　　　　　として派遣してい

　　　　　　　　　　　　　る。

　　　スライド作成…………学校での保護者説明

　　　　　　　　　　　　に活用できるOHP

　　　　　　　　　　　　用の矯正に関するス

　　　　　　　　　　　　ライド作成，引き続

　　　　　　　　　　　　　きG，GOについて

　　　　　　　　　　　　の制作検討中。

　　　ガイドブック作成……好評であった「高知

　　　　　　　　　　　　県学校歯科ガイド

　　　　　　　　　　　　　ブック1987一の改訂

　　　　　　　　　　　　版の出版検討。

　　③図画・ポスター・標語コンクール

　　　県歯科医師会及び高知県教育委員会主催に

　　　より，小中学生より募集。各優秀作品を表

　　　彰し，新聞掲載，デパート，電車，図書館

　　　等に展示。また最優秀作品を日学歯の中央

　　　コンクールに出展。

　（2）調査・研究活動

　　①学校歯科保健調査

　　　毎年，県下の全学校を対象に健康診断結果

　　　の調査を実施し，評価分析。また，隔年度

　　　毎に高知県健康対策課との連携のもとに，



　　1歳から18歳までの歯科保健調査を実施。

　②研究活動

　　小中高等学校生徒による歯科保健研究活動

　　への援助。

　　「フッ化物応用の手引き」のパンフレット

　　を作成し，会員及び学校保健関係者に配

　　布。

（3）学術・研修活動

　　学校歯科医としての諸問題，特に学校保健

　　全般にわたり，研鑛に努める研修会を開

　　催。日学歯主催の学校歯科保健研修会（中

　　四国ブロック）に出席。全国学校歯科保健

　　研究大会，全国学校保健研究大会に出席。

　　学校歯科医の校医手当の調査と，市町村へ

　　の要望書提出。

（4）渉外活動

　①学校保健研究大会

　　高知県学校医歯薬保健研究大会の運営と講

　　師派遣，全国大会への出席。

　②初任者研修会への参加

　　新採用の養護教諭についての学校歯科保健

　　の講習会開催。（講義と実習）

　③無歯科医地区モデル小学校巡回診療事業

　　2年を1クールとして，県下2地区への巡

　　回診療車を活用しての予防指導，フッ素塗

　　布，歯科治療を年間3回実施。

　④むし歯予防推進指定校事業への協力

　　歯に関する教材贈呈，講師派遣，実績の発

　　表に援助。

　⑤他機関との協力

　　高知県学校保健会，保健主事会，養護教員

　　協会等への会合出席。県体育保健課との協

　　議。

5．その他（特記事項）

　○第48回保健文化賞（平成8年度）を，高知県

　歯科医師会会員である沖　義郎先生が受賞。

都道府県学校歯科保健略史■

1．昭和33年（1958年）3月29日，第27回定時代

議員会に長崎県学校歯科医会設立請願書が提出さ

れ，理事者による研究会で協議の末，同年10月21

日，第28回定時代議員会において，県歯科医師会

より独立する旨決議された。

　昭和34年2月1日，島原市に県歯科医師会役員

及び学校歯科医46名が会し，学校歯科医会設立の

たあの総会が開催され，同年4月1日長崎県学校

歯科医会が設立された。

　初代会長　堺正治（昭和34年4月1日～47年3

月31日）

　二代会長　江崎清（昭和47年4月1日～59年3

月31日）

2．昭和60年に日本学校歯科医会主催の第35回全

国学校歯科医協議会の開催地に長崎が指名された

が，当時の県学校歯科医会の組織力・事務能力で

は，開催に不備が生じることが懸念され，昭和59

年1月29日の臨時総会で学校歯科医会の存続を検

討・協議した結果，60年度以降の会の事業を県公

衆衛生委員会が引き継ぐことを条件に解散が決議

された。

　同年3月31日，長崎県学校歯科医会は解散し，

それ以後，県公衆衛生委員会に依り事業が執り行

われるようになり現在に至る。

3．昭和60年11月7日，第35回全国学校歯科医協

議会が本県で開催された。

　（1）講演は一長崎の医学・歯学の歩み」と題し

　日本医史学会評議員，国立療養所長崎病院研究
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検査科長の中西啓氏。

（2）協議テーマは「学校保健委員会の将来的指

針　今学校歯科医に望むこと」

（3）提案者は前佐世保市立八幡小学校校長の江

頭純次郎氏並びに長崎市立新興善小学校育成会

会長の金子叔司氏であった。

（4）翌8日，全国学校保健研究大会が開催さ

れ，文部大臣表彰の後，「私の野球人生」と題

し，NHK野球解説者（元巨人軍監督）の川上

哲治氏による特別講演があった。

（5）翌9日，課題別研究協議をもって閉会し

た。

4．第10回学校歯科保健研修会以後，県公衆衛生

委員が出席し，県下の学校歯科保健活動推進の旗

手として指導に当たっている。

　平成5年図画・ポスターコンクールにおいて，

佐世保市立山手小学校1年の大坂慎太郎君が最優

秀賞に輝いた。

　平成5年に学童期を含む各ライフステージの口

腔ケアについてのリーフレットを作成し，8020

運動の普及推進に務めている。

　平成7年7月16日，県公衆衛生委員会事業とし

て，学校歯科医研修会を開催した。学校保健法の

改正に伴う混乱期であったので，長崎大学予防歯

科学講座の川崎浩二助教授により，CO・GOの

概念，事後措置等につき講演戴き，本年7月14日

には，九州大学歯学部小児歯科学講座の中田稔教

授に，学童期の歯科保健の重要性にっいて講演戴

き，健診基準の格差の是正と，学校歯科保健に関

する理解を深める努力をしている。このことは学

校歯科保健活動の基盤整備にも寄与し，各地域の

健診器具の整備等にも繋がっている。
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1．明治31年（1898年）3月，この県出身で晩年

会津若松で開業していた青LI」松次郎は，そのとき

の文部省学校衛生主事三島通良に対して，学校医

として歯科医師をも加えるべきであるという論説

を出した。

　こういうながれのゆえか，初期のころの学校歯

科の興隆に大きな影響を与えた緑川宗作は本県出

身である。岡本清縷もまたこの県の出身者であ

る。

　大正3年（1914年）には主として小学校を中心

としてキャンペーンがさかんに行われ，児童の検

査なども行われていた。

　しかし大正15年（1926年）の文部省の調査では

この県について，学校歯科医の設置は報告されて

いない。

　昭和2年（1927年）3月には飯坂小学校の学校

歯科医として高槻正男が委嘱され，同じころ喜多

方小学校に佐藤幸蔵が県から委嘱されている。

　しかしこの県辞令について論議が起こり，それ

がきっかけとなって昭和3年（1928年）7月4

日，県訓令によって学校歯科医設置が決められる

こととなった。

　昭和4年の調査では県下25の学校に学校歯科医

がおかれていた。

　県学校歯科医会は昭和5年2月11日に発足，会

員は50人，事務所は県歯科医師会におかれてい

た。

2．昭和9年の調査では会員は87人になってお

り，幅広く活動していた。



　しかし学校歯科医会は県学校衛生会に吸収され

たため活動がにぶり，一時日本聯合学校歯科医会

からも離れていたが，昭和13年（1938年）4月に

ふたたび県学校歯科医会を再建して，日本聯合学

校歯科医会に加盟した。

3．戦後は歯科技術員として原清，原雄一が県下

の歯科巡回をしていたが，県の学校歯科医の組織

は作られなかった。

　昭和38年（1963年）になって県歯科医師会が日

本学校歯科医会に加盟した。

4　福島県歯の活動内容

①加盟団体の変遷について

　c社団法人福島県歯科医師会学校歯科医部会

　本学校歯科医部会は，社団法人福島県歯科医

師会が昭和50年3月29日に開催した昭和49年度

　（後期）通常代議員会において，社団法人福島

県歯科医師会学校歯科医部会規則を制定し，昭

和50年4月1日から施行した。これにより社団

法人福島県歯科医師会に学校歯科医部会を設け

　た。

　同時に，昭和50年4月1日から社団法人日本

学校歯科医会へ加盟した。

②学校歯科巡回診療について

　c地域歯科医療確保対策事業（学校歯科巡回診

　療）

　昭和63年度から平成4年度まで5年間，福島

県の歯科衛生事業として，社団法人福島県歯科

医師会が受託し，福島県内の歯科医療に恵まれ

ない地区の，小・中学校の児童生徒を対象に，

歯科健診・予防措置・治療等を行い，発展的に

解消した。

③大会，研修会，講習会開催等について

　福島県主催の主な学校歯科保健大会，学校歯

科医研修会，講習会等の会議の要項

c平成3年度学校歯科保健研究協議会及びむし

　歯予防推進指定校協議会（福島県開催）
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◎平成3年度学校歯科保健研究協議会

　主催者に，文部省，福島県教育委員会，福島

市教育委員会，㈲日本学校歯科医会，㈹福島県

歯科医師会，福島市歯科医師会，福島県学校保

健会がなり，平成3年9月19日（木）・20日

（金）の2日間にわたり，福島県文化センター

において開催した。

《全体会》

講義1　「学校歯科保健の現状と課題」

　　　　　　文部省体育局体育官　猪股　俊二

講義ll　「日本の子どものう蝕」

　　　　日本大学松戸歯学部教授　森本　　基

研究発表・協議

　（1）「健康っくりをめざし主体的に取り組む

　　子どもの育成」

　　一むし歯予防の習慣化をめざす保健指導一

　　　　　　福島県岩瀬村立白方小学校

　　　　　　　　　　　　教諭　大橋　光夫

　（2）「自分の歯は自分で守る子供の育成」

　　－DMF減少への取り組み一

　　　　　　富山県高岡市立成義小学校

　　　　　　　　　　　　教諭　広上　昭代

　（3＞「学校歯科保健指導の推進に果たす学校

　　歯科医の役割」

　　一特に組織活動を通じて学校・地域そして

　　　行政との連携について一

　　　　　　青森県八戸市立旭ヶ丘小学校

　　　　　　　　　学校歯科医　立花　義康

　　座長

　　　　日本学校歯科医会副会長　西連寺愛憲

　　指導助言者

　　　　　　文部省体育局体育官　猪股　俊二

　　　日本学校歯科医会常務理事　石川　　實

　　　　　　奥羽大学歯学部教授　清水　秋雄

④広報，記念誌等の発行にっいて

県歯の広報誌，創立記念誌，学術誌の発行等

c月報福歯

　福島県歯科医師会発行の「月報福歯」におい
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て，昭和56年「よりよき学校歯科のために」と

題し，特集を組んだ。

　　二年間の実践指導に思う

　　　　　　　　　　福島支部　金子　　振

　　学校歯科医として三十年

　　　　　　　　　　若松支部　窪田　　實

　　教育医療を考える

　　　　　　　　　　相馬支部　鈴木　七郎

　　学校歯科の問題点をさぐる

　　　　　　　　　　須賀川支部　田代　隆一

　　行政との密接な連携が必要

　　　　　　　公衆衛生担当理事　鈴木　　尚

○福島県歯科医師会七十年史

　社団法人福島県歯科医師会は，創立70周年の

記念事業の一環として，昭和60年11月3日に

「福島県歯科医師会七十年史」を発行した。学

校歯科保健についても多くの頁を割き記載し

た。

1，昭和62年（1987年）9月12日福井県歯科医師

会において，福井県学校歯科医会設立のため，発

起人発会式が開催された。発起人会は，県歯科医

師会執行部並びに各支部から選出された27名で構

成され，代表発起人は天谷信哉先生であった。

　日本学校歯科医会より専務理事の西連寺愛憲先

生をお迎えし，学校歯科保健にっいて，また日学

歯の現状について詳しい説明を受けた。

2．昭和62年12月23日，第1回設立準備発起人会

開催。次の事項を協議した。
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①設立決定の確認について

②設立に伴う加入資格について

③組織について

④入会金及び会費について

⑤入会案内，方法，設立の時期について

　①については全員の同意を確認，②は県歯会

員に制限，③は日本学校歯科医会定款・施行細

則に従う，④入会金は取らず会費は年間12，000

円，⑤入会申し込み書で入会申請をする。

　設立を昭和63年4月1日に決定。

3．昭和63年3月24日，第2回設立準備発起人会

を開催，会則，設立総会などにっいて協議を行っ

た。

4．昭和63年5月28日，福井県学校歯科医会設立

総会を開催。

　設立総会当時の会員数は152名であった。敦賀

市学校歯科医会は福井県学校歯科医会に合併され

ることになった。初代会長は天谷信哉先生であっ

た。

5．県学校歯科医会の主な事業

　z平成2年6月29日　むし歯予防推進指定校研

　修会の後援

　o平成6年7月16，17日　第16回学校歯科保健

　研修会（近畿，北陸ブロック）の主管

　c第13回全日本よい歯の学校表彰　福井市立東

　郷小学校文部大臣賞を受賞。

　c第33回全日本よい歯の学校表彰　福井市立南

　養護学校文部大臣賞を受賞。

　c昭和63年以降，県歯の少年少女代表コンテス

　　トを共催。

　o平成5年11月8日，第1回福井県歯科保健大

　会を共催，以降毎年続き現在に至っている。



1．熊本市で大正8年（1919年）に小清水三郎が

五福小学校で口腔検査や歯ブラシ訓練などを行っ

ており，熊本県歯科医師会では，大正14年（1925

年）度の総会で学童への口腔衛生思想を強めるべ

きである，という決議を行っている。

　熊本県の学校歯科医設置の訓令は早く，昭和3

年（1928年）1月19日には出され，これによって

9人の学校歯科医が委嘱されている。昭和5年

（1930年）には熊本市内で20の学校に学校歯科医

がおかれるようになった。

2．日本聯合学校歯科医会の創立のときには加盟

していないが，昭和11年（1936年）になって熊本

市学校歯科医会が加盟している。

　昭和12年（1937年）11月19日，熊本県学校歯科

医会は創立総会を行っている。そして昭和15年

（1940年）熊本市学校歯科医会に代わって熊本県

学校歯科医会が日本聯合学校歯科医会の加盟団体

となった。

3．同県では昭和38年（1963年）度から県教育委

員会の事業として，へき地を中心とした学校歯科

巡回診療については県学校歯科医会が中心とな

り，いわゆる熊本方式を行って，今日にいたって

いる。

　昭和43年（1968年）11月10，11日に熊本市で第

32回全国学校歯科医大会が開かれている。

4．本県の学校歯科保健活動は以下の通り

①大会研修会，講習会開催などについて

　　　　　　　　　都道府県学校歯科保健略史■

c第1回熊本県学校歯科医研修会（平成8年2

　月）

　学校歯科健診方法の統一見解をもち，また学

校歯科保健の様々な問題点にっいての討論の場

として，研修会を開催した。講師は，平成5，

6年度文部省・熊本県教育委員会指定，上益城

郡御岳小学校，及び御岳小学校学校歯科医。県

歯科医師会からは学校歯科担当理事，委員長が

出席した。本年度は第2回学校歯科医研修会を

平成9年1月に開催。講師は第1回目と同様，

平成7，8年度研究指定校の阿蘇郡高森小学校

の学校歯科医。歯科医師会担当理事，副委員長

が担当した。

○新規採用養護教諭研修会

　毎年新規に採用される主に小学校養護教諭の

宿泊研修会に，学校歯科保健について講演を

行った。平成7年よりは改正健康診断に関する

健診方法にっいて講演会を開催している。

②キャンペーン，コンクール等について

　毎年6月のむし歯予防デーにちなみ，県下の

小学校に図画，ポスター，習字を募集。小学校

低学年（1～3年）は図画，高学年（4～6

年）はポスター。また習字は各学年毎に題を決

めて募集している。募集件数は図画，ポスター

それぞれ400～600件，習字は800～1，000件であ

る。昭和60年頃をピークにだんだん減少の傾向

にある。表彰は，それぞれ県賞，歯科医師会長

賞入選を決め，熊本市のアーケード街に1週間

展示している。また，同時に無料健診，相談等

のイベントを行っている。6月4日以後の日曜

日に「歯の祭典一を開催，表彰状と記念品を贈

呈している。

　また，よい歯の学校表彰にっいては，教育庁

体育保健課と歯科医師会との間で書類審査及

び，実地審査を行い，全国よい歯の学校を決定

の上，日学歯に推薦している。

③広報，記念誌の発行について

　学校歯科の1年間の行事を小冊子，またはパ
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ンフレットにまとめた。

④へき地巡回診療及びへき地巡回学校歯科保

　健指導

o昭和38年よりへき地巡回診療が行われてい

る。へき地小，中学生が対象で，年間3～4地

区に対して，体育館または教室にユニット設置

し，初期う歯に対しての充填と，乳歯の抜歯を

行うものである。

　永年続いたへき地診療も時代と共にその必要

性を見直し，平成7年度から学校歯科保健指導

と名称を変え，3～4地区を選出し，小，中学

校の学活の時間に，染あ出しによるブラッシン

グ指導等を行うことになった。

⑤受賞等について

　第45回保健文化賞受賞について

　平成5年10月7日，長年に亘る功績が認めら

れ，熊本県歯科医師会が受賞した。

1．徳島県学校歯科医会は昭和4年（1929年）7

月に設立され，日本聯合学校歯科医会には設立と

同時に加盟している。当時の会長は徳島県学務部

長が兼務しており，事務局は県庁内に置かれてい

た。

2．第56回大会開催県として

　平成4年11月13日・14日徳島市にて開催された

「第56回全国学校歯科保健研究大会．は，一学校

歯科保健の包括化　発達段階に即した学校歯科保

健活動と生活化を図るために　．をメインテーマ

として，開会式，表彰式，記念講演，シンポジウ
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ム，翌日には公開授業，4部会研究協議会が2日

間にわたり開催された。

　大会開催決定以来，日学歯の指導のもと，県歯

挙げて大会運営に取り組んだが，これ程大きな全

国大会は過去に経験がなく，非常に不安の中での

スタートであったが，蓋を開けると全国各地より

1，800名余りのご参加をいただき，また，絶好の

天気に恵まれ大盛会となった。

　【公開授業】

　■徳島市佐古小学校

　　公開授業の内容は様々で，学年に応じた目的

　をもって行われた。研究の成果として，給食後

　の歯みがきタイム，児童会などの日常の歯科保

　健活動や授業を通して，自らの意志で歯科保健

　を実践できる児童が増えてきたように思われ

　る。

　■徳島市城西中学校

　　各学年とも2クラスずっ授業が行われ，第1

　学年は“歯と食生活”，“おやっとむし歯”と題

　して，自分たちの食生活を調べて，砂糖の摂取

　がいかに多量であるかを再確認し，第2学年で

　は“かむことの大切さと食生活”，“歯肉の健康

　を守ろう”と題して，歯周疾患について学習を

　していた。第3学年では，従来の公開授業には

　見られなかった発想で，コンピューター視聴覚

　機材を駆使し“人間の一生と歯”，“歯と健康な

　生活”という題で，各参観者に深い感銘を与え

　た。

　　また，生光学園幼稚園，鳴門市堀江南小学

校，阿南市椿小学校，麻植郡山川町山川中学校，

鳴門市立鳴門工業高等学校と地元徳島県より5校

の研究発表が行われたが，徳島大学予防歯科学教

室のスタッフのご協力により，非常にレベルの高

い研究発表となり，関心を呼んでいた。

　　このように徳島県で大会を開催したことによ

　り，今後各学校における歯科健康活動教育も活

　発になり，今後の歯科保健のレベルアップにつ



ながると思われる，意義深い大会であった。

〈沿　革〉

　埼玉県における学校歯科保健の母体は極めて古

く，大正11年（1922年）8月，埼玉県歯科医師会

は，県当局に対して，学校歯科医設置の請願を行

い，その後毎年続けた。

　そしてっいに，大正14年（1925年）4月14日付

で，県訓令の　学校歯科医設置並職務に関する規

定」が公示される事となった。これは県令として

学校歯科医の設置を認めたものとしては，同年3

月20日の青森県のものについで2番目であるが，

青森県のものは，学校医規則の一項としてあげて

あるのに比べ，独立した県令として，学校歯科医

と云う名称を使用したのは，我が国に於いて本県

が最初である。この時点で，（小学校23名，中学

校23名，実科女学校1名，盲唖学校1名），学校

歯科医が任命された。

　従って学校歯科医会の創立も早く，昭和2年

（1927年）9月28日には，大宮町公園遊園地ホテ

ルで創立総会が行われている。この時の会員は

120人であった。

　昭和3年に発足した「ムシ歯予防デー1の行事

に協力，組織的且つ系統的な活動が展開された。

そして学校歯科医の設置にも力を注ぎ，昭和6年

学校保健法発令の導火線の役割を果たした。

　昭和22年（1947年）度から，学校巡回を行っ

た。

　また，一よい歯のコンクール、の歴史を振り
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返って見ると，戦時中食糧事情の悪化に伴い，児

童生徒のむし歯罹患率の増加として現れ，このむ

し歯抑制対策として，「むし歯半減運動」の一環

として，昭和29年に第1回「埼玉県よい歯のコン

クール．を開催，（よい歯の学校，よい歯の学

級，よい歯の子），この種の事業の1っのモデル

となった。昭和35年（1960年）に，日本学校歯科

医会に加盟，昭和42年（1967年）には従来の埼玉

県学校歯科医会が発展的に解消され，新たに，埼

玉県歯科医師会学校歯科部として発足した。その

間，昭和37年（1962年）むし歯処置率全国第1位

の成績を収めた。翌年昭和38年には，学校歯科保

健活動に多大の成果を上げたとして，第5回奥村

賞を受賞した。

　また，昭和50年本県で開催した第25回全国学校

保健大会で文部大臣団体賞を受賞した。rよい歯

のコンクールーの審査方法も処置歯率の向上と共

に順次改められ，昭和49年には，保健活動状況を

重視し，DMF歯数を採用，より充実した学校歯

科保健状況調査表を作製し県内小・中学校全校が

応募平成10年度で第45回開催となる。

　このように，永年にわたり，県内の全児童，生

徒の歯・口の実態を把握出来る一コンクール、の

実施は全国に例を見ない。

　平成2年に第41回関東甲信越静学校保健大会職

域部会を開催。

　平成5年には｝学校歯科保健の包括化一をメイ

ンテーマに，第57回全国学校歯科保健研究大会を

開催，参加者3，500余名の盛大な大会であった。

〈主な年間事業＞

　1．埼玉県よい歯のコンクール実施並びに表

　　彰。

　2．埼玉県学校歯科保健研究大会の開催。

　3．歯科保健図画・ポスターコンクールの実

　　施。

　4．学校歯科保健関係指導者講習会の開催。

　5．学校歯科医講習会の開催。
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1．本会の古い資料によると，鳥取県知事の昭和

2年2月5日付一鳥取県学校歯科医訓令」で，鳥

取県訓令甲第8号・学校歯科医の設置並びに職務

及び服務に関する規定が定あられ，73月中に学

校歯科医を任命し，4月の新学期より各々活動せ

らるる由』とある。

　また一鳥取県学校歯科衛生会．は，昭和4年3

月5日に創立総会を開催，発足しているが，同会

会則並びに会長1名，副会長1名，理事5名の役

員を決定すると共に，名誉顧問に鳥取県知事，顧

問に学務部長，そして学務課長，衛生課長，学校

衛生主事，社会教育主事を評議員に推薦してい

る。総会終了後，大阪市口腔衛生事務嘱託の濱野

松太郎講師による一学校歯科衛生の理論と実際に

っいて．，松風会社長・松風憲二講師の一歯科用

セメントの強度にっいて　と題した講演会が開催

されている。

2．終戦となり，勅令第14号・歯科医師会令によ

る鳥取県歯科医師会は，新憲法の制定と共に，新

制の民法法人一社団法人鳥取県歯科医師会．とし

て昭和22年鳥取県知事認可設立されるが，勅令歯

科医師会会則に定められていた「本会に鳥取県学

校歯科衛生会を置く』の条文は，社団法人歯科医

師会定款ではなくなっており，学校歯科医並びに

目的賛同者により一鳥取県学校歯科医会一が歯科

医師会とは別の任意団体として組織され発足して

いる。しかし，鳥取県歯科医師会との関係は不明

瞭な部分がある。例えば昭和30年代には，r学校

歯科医会を歯科医師会事業に包括する」とか，
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r鳥取県学校安全会と歯科医師会との間に，学校

管理下における児童生徒の災害及び疾病にっいて

の協定がされるgとか，「歯科医師会の総会で学

校歯科医会の会費負担金の承認を得る二等学校歯

科医会は，歯科医師会の一事業部門となっている。

3．学校歯科医会の活動は，鳥取県歯科医師会の

公衆衛生事業と重複することと，学校歯科医会の

学校歯科医の加入者も組織率百パーセントではな

く，学校健診後の歯科治療も校医の医院に必ず治

療に行くものではなく，一一般の歯科医院も診療勧

告書を持参する児童生徒の診療及び指導をするこ

とも多く，r学校保健は学校歯科医の特権ではな

い。これらの周知は歯科医師会の全会員に行うべ

きこと」一との声が大きくなった。鳥取県歯科医師

会には　学校歯科運営部一という事業部門も設定

されていたことから，重複する事業内容，公衆衛

生事業の推進は0歳から老人までの一環した対策

・体制で，会費の無駄をなくする等の理由で昭和

61年に鳥取県学校歯科医会を解散し，鳥取県歯科

医師会の公衆衛生部門で学校歯科医会の実施して

いた事業を従来通り実施することになった。

4．学校歯科保健事業は，学校歯科医の研修会，

講演会，歯の衛生週間における一学校巡回指導．

等の歯科保健活動，図画・ポスターコンクール，

全国大会の参画等であるが，昭和37年より現在も

まだ継続実施されている事業にre小学校6年生よ

い歯のコンクールーがある。この小学6年生の時

期は，乳歯と永久歯の生え変わりがほぼ完了する

時期であると共に，自分で口腔内を清掃管理でき

る年齢であり，歯磨きの習慣づけ等学校での啓発

的要素も高いことから35年間続いている。

　このコンクールは，県下の全小学校に参加資格

があり，学校健康審査の結果を基に各学校で男子

1名（男子の部），女子1名（女子の部）を選抜

し，地区大会（本県は東部，中部，西部の3地区

に分かれている。）に参加し，地区大会で最優秀



となった男女各1名が県大会に出場し，男女の部

各3名の中からそれぞれ最優秀者1名，優秀者2

名を選考し鳥取県歯科医師会長が表彰している。

近年は鳥取県教育委員会も表彰式に出席を頂いて

いるが，このコンクールの様子は本県の日本海新

聞に毎年取り上げられ，男女の最優秀者を写真入

りで紹介している。

1．戦前の沖縄の歯科医療

　昭和18年頃の那覇歯内には20名前後の歯科医が

開業しており，当時7万人程だった那覇市民や周

辺地域住民の診療に従事していた。学校検診には

これらの歯科医たちが各学校長の依頼を受けて実

施していた。また，年に1～2回，校医団と学校

長会で会合を持ち，学童の口腔衛生に関して協議

をしたり，那覇の公会堂を使用して，交代で簡単

な乳歯抜去，治療処置を実施していたという記録

がある。全県的な状況は不明である。

2．戦後の学校保健

　1964年（昭和39年）の3月と4月にわたって，

大阪市学校歯科医会会報に「軍政下沖縄と学校保

健の現状一として，当時の沖縄の状況が報告され

ている。

　「沖縄歯科医師会の会員は83名で12時間診療を

行ない，処置料金は単治0．25ドル，抜髄根充0．40

ドル，抜歯1ドル，ア充2ドル，金冠13ドル，S

P冠3ドル，総義歯30ドル。患者平均35人，月収

平均700ドル。物価は本土の2割高であり，島民

受診意欲は低調とのことである。
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　アメリカの学校保健の概念をもって期待して軍

政下の状況を視察せんと意気込んできたが，学校

保健は忘れられ，野放しの有様をみてがっくりと

した。

　年1回の身体検査を本土の検査様式第2号にも

とづき学校医が簡単にやるだけ，学校歯科医の設

置もない有様で，学校保健管理などは忘れられて

いることを知った。

　全沖縄約400校の小中学校に養護教員の配置さ

れているのはわずか39校だけである。……」

　他にも当時の沖縄の状況を詳しく記述している

が，法的にも組織的にも充実しっっあった本土に

比して，沖縄の学校保健の遅れをみてずいぶんと

驚いた様である。

　米軍統治下で，本土の法律，諸制度の外にあっ

た沖縄の学校保健は著しく遅れていたわけである

が，沖縄側においてもこの遅れは認識されっっ

あった。そしてこの前後より学校保健をなんとか

しようと，関係者たちの声が高まっていくのであ

る。

3．沖縄学校歯科医会の誕生

　1967年（昭和42年）3月26日，38名の歯科医師

が「沖縄学校歯科医会設立総会．を開催。入会金

2ドル，会費6ドルで，会長に山崎友太郎氏が就

任。

　この年9月11日，活動の甲斐あって沖縄の学校

保健法の一部が改正されて，従来「……学校医を

置く事を得る」としたものから，各学校で「学校

医，学校歯科医及び学校薬剤師の三師必置制」と

なった。法制面ではようやく本土並みとなった

が，1958年（昭和33年）公布の本土学校保健法に

遅れること9年，戦前の学校歯科医令を考えると

実に23年振りに沖縄の学校歯科医は法的な資格を

得た。

＊日本学校歯科医会への加盟

　1968年（昭和43年）11月8日加盟が承認され，

同月10日より熊本で開催された第32回全国学校歯
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科保健研究大会に参加をする。

＊啓蒙運動の展開

　沖学歯は学童の歯科衛生向上のため，実務（学

校での保健指導，歯科検診，診療等）面だけでな

く，広く一般に訴える啓蒙活動を展開。

　69年には那覇市内デパートにおいて「歯の衛生

展」を県厚生局，沖学歯，沖縄歯科医師会の合同

主催，県文教局，ライオン歯磨株式会社の後援で

開催。

　同年12月には東京都教育庁保健体育課指導技師

の高橋郁雄氏を招き，特別講演の他に会員に対す

る指導，養護教諭に対する教育を1週間にわたり

実施する。

　1971年6月，第1回よい歯と歯ぐきのコンテス

トを沖縄県歯科医師会と共催で挙行。

＊日本復帰

　1972年（昭和47年）5月15日，長かった米軍統

治の下から日本の一県に戻り，それと同時に，

「沖縄学校歯科医会」は「沖縄県学校歯科医会」

と名称があらたまった。復帰によって，ようやく

法制面での壁が取り除かれたので，一日も早く他

府県と肩を並べようと学校保健関係者たちは努力

を重ねる事となる。

　その結果，74年（昭和49年）第38回全国学校歯

科保健研究大会において，識名小学校が沖縄県初

のよい歯の学校表彰に輝いた。

4．現在の状況と活動

　昭和42年依頼，15年間にわたり山崎会長を中心

に組織を通して学校歯科保健の諸問題の解決にあ

たってきた沖縄県学校歯科医会も昭和57年沖縄県

歯科医師会との一元化を図る意図で，新会則が制

定され，名称も「沖縄県歯科医師会学校歯科医

会」と改め，会長は沖縄県歯科医師会長が当たる

こととなった。

＊　昭和57年以降

　全日本よい歯の学校表彰においては，昭和63年

第52回全国学校歯科保健研究大会（青森八戸市）
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で那覇市・真和志小学校が表彰を受ける。

　平成5年第57回大会（埼玉大宮市）で那覇市・

神原小が最優秀校として県内初の文部大臣表彰を

受けた。第60回大会では久米島・清水小が文部大

臣賞を受賞。

　中断していた歯科保健図画・ポスターコンクー

ルも昭和63年より再開。主催・沖縄県歯科医師

会，後援・県教育委員会で開催されている。

　平成元年からは，学校歯科医の資質向上を図る

べく沖縄県学校歯科医研修会を開催したが，これ

までにお願いした講師は次の通り

第1回（平成元年）中尾　俊一先生

第2回（平成2年）西連寺愛憲先生

第3回（平成3年）中條　幸一先生

第4回（平成4年）猪股　俊二先生

第5回（平成5年）荻原　和彦先生

第6回（平成6年）西連寺愛憲先生

　第7，8，9回は県内講師により行われてい

る。

　その他特筆すべき活動として，「噛むことはな

ぜ大切なのでしょうか一を主題に南部地区歯科医

師会と那覇市教育委員会の共催での一那覇市学校

歯科保健大会：があげられる。大会は毎年行わ

れ，今年で14回目となる。

1。明治24年（1891年）6月，記録上日本で最初

の学童口腔検診が，直邨善五郎により県下の4っ

の小学校で実施された。その後明治31年には吉田

佳雄，33年には吉田為吉が小学校及び女学校で検

診，講演を行った。



　学校歯科の黎明期におけるこれらの出来事は，

全国的に観ても特筆すべき活動であった。

2．明治以来の学校歯科保健活動の伝統の基に，

大正13年，県歯科医師会は，学校嘱託歯科医師設

置に関する趣意書を県当局に提出，大正15年に

は，津市，宇治山田市等で計14名の学校歯科医が

置かれた。

　大正15年，宇治山田市歯科医師会は口腔衛生保

全に関する作文を学童から募集するという事業を

展開している。

　昭和4年3月には四日市市に学校歯科医が委嘱

さている。

3．三重県学校歯科医会は昭和6年4月に設立さ

れ，会員数は104名であった。県の訓令は昭和7

年4月5日に出されている。

　　　　　　　　　　都道府県学校歯科保健略史■

　昭和7年の調査によると，学校歯科医は73名，

昭和9年の調査では93名となっている。

　日本学校歯科医会への加盟は三重県歯科医師会

としてで，一一時期退会し，昭和53年に再び加盟し

て今日に至っている。

　三重県では公衆歯科衛生活動，学校歯科保健活

動は活発で，昭和34年に中川市郎が，また昭和55

年には三重県歯科医師会が，保健文化賞を受賞し

た。

4，昭和46年からは巡回歯科保健自動車「やまび

こ」号が誕生している。

　また，県歯科医師会が主催して三重県学校歯科

医大会を毎年開催している。

（資料提供がありませんでしたので日本学校歯科

医会五十周年記念誌より抜粋させて頂きました）
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編　集　後　記

◆　第二次大戦後半世紀以上になりますが，戦後教育制度で評価されるものとして，教育の機会均等と

教育水準の全体向上の二点が挙げられると思います。然し，それが経過するにっれて，一方で色々な歪

みが出てきました。例えば受験競争過熱による偏差値重点教育などから，いろいろなことが派生してき

たことで文部省の各審議会では，二十一世紀に向けた教育が審議され，提言されてきています。

　そのような中で，教育課程審議会が6月22日に公表した「審議のまとめ」は，完全学校週五日制の実

施に向け，「ゆとりの確保」「個性の尊重」といった理念を実現するための具体策であり，一連の教育改

革の総決算的意味合いを持っているように思われます。審議会の最大のテーマは，いかに学力を維持し

たまま，各教科を大胆に削減して「スリム化」を効率的に行うかにあって，小中学校では授業が年70時

間（週2時間）減少し，内容も削減されているようです。これは勿論r保健』にっいても例外ではあ

りません。一層きめ細かで効率的な口腔衛生指導などに努力することが，我々学校歯科医にも求められ

るのではないでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐藤貞彦）

◆　っい先頃，日本人の平均的な寿命が発表され男性で約80歳とされている。

　一方，サラリーマンの定年を迎える平均年齢は男性で59歳となっている。人のライフサイクルを見る

と，高等学校を卒業し18歳（大学教育を終∫して22歳）で社会人となり，おおよそ40年の勤労生活を経

てその後，約20年の第2の人生を歩む姿が平均的とされている。

　先の参議院選挙（平成10年7月実施）後，政局は尚一層混迷を究め，長引く経済不況の中，先の見え

ない経済状況の中で，どのような第2の人生を歩めというのだろうか。

　長寿高齢社会を迎えた今日，2015年には4人に1人が65歳となると言われる。我々歯科医療業界を取

り巻く環境もしかりである。バラ色の老後は来るのだろうか。

　国の施策をみてもただ単なる財政論のみでの社会保障費の圧迫は財政構造改革法と相まって我々一人

一人の医業経営に多大な影を落としてきている。とりわけ平成9年健保法改正による患者負担率の変更

により受診率の低下を来し，各都道府県のデータをみても対前年比大幅な落ち込みを見せている。また

歯科医師需給問題でも保険医の70歳定年制が会員不在の中で論議されている。21世紀に向けて医療保険

制度の抜本改革が為されようとしている中，我々一人一人の問題として注視して行かねばならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（塚本　亨）

◆　年2回発行の会誌のなかで，今回発行される80号は外部の先生方に原稿依頼を行う学術号として初

めての日学歯発行の会誌となりました。それぞれの権威の先生方に執筆をお願いするもので，大いに期

待されます。平成10年5月に開催されました文部省，（th日本学校歯科医会主催によります歯・口の健康

っくり推進指定校連絡協議会では文部省教科調査官戸田芳雄先生，明海大学歯学部教授安井利一先生の

講義内容，企画ものとしては「改正後の学校歯科健康診断」をテーマに森本基日学歯専務理事司会によ

る座談会も掲載致しました。その中で森本専務は「疾病志向から健康志向に世界的趨勢として変わって

きており，病気をみつけるよりも健康度をスクリーニングして，より健康にしていこうと大きな変革を

したのが今回の健康診断の改正です。」と述べられています。

　いままで日学歯からは，C．CO．G．GOに始まり，顎関節のパネルなどの資料が発送されてきました

が，今回新たに歯列・咬合の診査基準パネルが出ました。良く整理され色調も鮮やかで素晴らしい出来

ですので，会員各位には大いに活用されることを期待いたましす。　　　　　　　　　　（片山公平）
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編集後記■

◆　今年の夏は入道雲が出てギラギラする炎天が少なかった。そして東北・北陸方面に大雨を降らし農

作物に大きな被害を起こし，気象庁の梅雨明け宣言のないままに秋を迎える様になった。

　会誌80号をお届けします。平成10年より一冊は学術誌という事で今回は，学校歯科医の座談会，各界

の教授・調査官等の論文誌一ヒ発表・小学校長の歯科保健活動への取り組み・公立学校に於ける児童・生

徒の健康実態調査など興味深い内容が盛り沢山に編集されています。殊に座談会で「改正後の学校歯科

健康診断一をテーマに小児歯科専門・矯正・歯周専門の学校歯科医がそれぞれの立場での苦労ぱなしが

印象に残っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（菅谷和夫）

◆　平成7年4月に学校における健康診断が改正されてから3年余り，今回，掲載の「学校歯科医座談

会」の中で森本専務が話されたようにCO．GO．歯列・咬合，顎関節が前面に出て来た事で学校歯科健

診の現場ではとまどいもあった様ですが，地域の学校歯科医会・歯科医師会のバックアップのもと，先

生方の熱意と努力によって新しい健康診断は着実に定着してきています。

　今回の改正は，従来の疾病志向の健康診断から健康志向への転換であり，この趣旨は，子供達自ら

が，自らの健康を保持増進出来る力を養う事にあり，私達学校歯科医はそれをバックアップするための

活動を続けていく必要があります。

　日本学校歯科医会では，改正に伴って「学校における歯・口腔の健康診断、に始まり，新しい健康診

断に対応するために新たに「学校歯科医の活動指針」，「歯・日腔の健康診断パネルシリーズーを作成

し，会員の先生方に配布してきました。

　　さて，今回この会誌80号では，一学術論文一、をまとめました。日学歯会誌として初めての試みで

す。先程触れた一学校歯科医座談会」も合わせて必ずや先生方のご参考になると思います。

　これからも会誌の更なる充実のために頑張っていきたいと考えています。　　　　　　（佐貫直通）

◆　会誌80号をお届けいたします。その中には，特集として　新しい学校歯科健康診断Eにっいての講

義や，r改正後の学校歯科健康診断』と題して座談会型式で掲載されています。

　座談会の中では，学校の規模や地域の特性をふまえての健診のあり方，保健指導の重要性，又学校側

の受け入れ体制もふくめ将来の学校歯科保健活動全体にっいて提言されています。これからの学校歯科

医は子供たちの心身の健康づくりに専門職としての使命感を持つ必要があります。

　CO，　GOの導入，歯垢・歯肉の状態や歯列・咬合，顎関節の状態を3段階（0，1，2）で診査する

時，その判断に改制当時程の戸惑いはないにしろ，まだ充分だとは言えません。より正確に，理解し，

解釈が出来るまでには，少し時間がかかるようです。

　日本学校歯科医会会誌の第1号は昭和32年8月に発行されています。今回の号で80冊目になります。

改あて本会が学校歯科保健に対し時代に応じて取り組んできた足どりの重みを感じます。これも，諸先

輩先生方のたゆまざる努力と，関係各位の熱心な御協力の賜物と思います。今更ながらr継続は力な

り1の言葉をかみしめております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出口和邦）

◆　世情が不安におびえると，あちこちで取り沙汰される話も，それを煽るようなものが少なくない。

r歯科医の定年制』ひところ云われた『患者登録制』r家庭医給与制gなどドイツで行われているよう

な制度の情報がそのよい例である。

　構造的に行きずまった社会に新しいイキを吹き込むために，外国で行われている制度の情報を取り入

れることは，有効な手段の一っであるが，その制度の生み出された社会的バックグラウンドや歴史的国

情の違いを見落とすと，その単語だけがひとり歩きしていって，それが当然の既成事実であるかのよう

な錯覚に陥ってしまうことはおそろしい。
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　また翻訳情報は，専門的知識のとぼしい，単に翻訳技術しか持たない訳者によって作り出されると，

試行錯誤の多い間違った情報に化けてしまいやすい。

　さらにその引用実施にあたっては，前後の不都合箇所を削り取り，都合のよい解釈を加えてしまうと

いう手法は常套のことである。

　オリジナルはあくまでも参考でしかないとしても，それに付随していた周辺情報は削り取られて，大

抵は全く陽の目を見ることはない。

　発表者にとって都合のよいデータを羅列することの多い学会発表は，その目的にかなっているかもし

れないが，少なくとも外国の情報源にはその背景に周辺事情が多く隠されていることを忘れてはいけな

い。

　一方，百聞は一見にしかずともいうが，誤った先入観や動機があったら，その一見でさえ百聞にも惇

ることになる。

　これからはますます国際化の時代に進むので，特にそれに慣れてしまい日本の歯科医は，惑わされな

いように気をっけたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（古川　正）

◆　会員の皆様，お変わりございませんでしょうか？会誌80号をお届けいたします。

　昭和32年に会誌創刊号が出ましてから今回は第80号の節目号となりました。当初は年1回の発行でし

たが昭和52年から年2回の発行スタイルとなり現在に至っています。

　申すまでもなく本会誌は日学歯の機関誌であると同時に学術誌であります。従いまして従来より概

ね，日学歯が主催又は共催したり後援する学校歯科保健に関する各種研究大会のご報告が主な内容とな

り，その他に会員の皆様にご活用していただく研究論文や各種資料が掲載されています。

　通常の会務に関するご報告や速報性の求められる情報提供は主に年4回発行されている日学歯広報に

よって行われています。

　会誌・広報両者相まって会と会員を結ぶ架け橋となるべく，委員会一同鋭意努力を重ねておりますの

で今後とも層のご支援をお願い申し上げます。

　今回の80号は“文字通りの学術誌”の内容になっております。それぞれ時期に合った中身の濃い内容

ですのでご精読の上ご活用下さい。又，次回81号は第62回全国学校歯科保健研究大会（沖縄大会）の特

集号となります。残念ながらご参加出来なかった先生方には81号で大会のエッセンスをお届けいたしま

すので併せてご活用下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（野溝正志）

◆　日本学校歯科医会の会誌・広報編集に携わってまもなく4年が過ぎようとしています。一一日，一日

いろいろな事が一杯詰まっているような気がいたします。苦しいこと，悲しいこと，また逆に良かった

こと，嬉しいな，と感じたことも沢山あり，人との付き合い，人との出会い，人との愛情などの触れ合

いがあり，その中から仕事の上での自分の幾っかの欠点を指摘され，その欠点を改めることが出来，新

しい自分を発見し，自分を改革でき，少しは自分が成長出来たように思い，チョッピリ胸を張りたい気

分になりました。

　しかし，よく考えてみますと今まで実行した改善や工夫の幾つかは，実はもっと前から家族や親友か

ら注意や助言のかたちで受けていたようにも思われます。周りや妻からすれば「ようやくその気になっ

た一と言うようなもので，もっと早く，そのことに気ずくべきであったとするならば，聞き流していた

折角の注意や助言がまだまだ沢山ありそうな気もします。

　自分の成長や向上に肝心なのは，やはり少しでも多くのことに自ら気ずいて，その気になることでは

ないでしょうか。

　家庭でも，社会でもいろいろな困難が重なって重大な危機に直面したと感ずれば，大抵の人は，この

172／日本学校歯科医会会誌　80号　1998年11月



編集後記■

事を何とか早く解決しようと一生懸命努力し，この際個々人の立場や，利害得失はひとまず置いて，ど

うすればこの危機を乗り越えられるか，どうすれば好ましい状態を取り戻せるかを，それぞれの役割

で，皆で悩み対処していくことになります。

　そして，その為には「だれ」が何をするかを良く自覚し，心と心，力を合わせてそれを解決するため

に皆で努力していかないかぎり，やがては社会崩壊等々といった最悪のシナリオに繋がっていくことは

目に見えているように思われます。

　閑話休題，21世紀がすぐそこまでやって来ています。日本学校歯科医会が今以上に会員の先生方の考

えを理解し，熟慮し実行していかなければならない時期にきているのではないでしょうか。今後日本学

校歯科医会が担っていく課題は限りなく大きい気がします。

　会誌80号の中に，学校歯科医座談会を初めて企画し，森本基日学歯専務理事の司会により　一改定後の

学校歯科健康診断のテーマで4名の会員の先生方にご出席いただいて，開催してみました。是非お読

みになっていただきたいと思います。

　会誌は年2回，広報誌は4回発行しております。担当理事，各委員の先生方，事務局の皆様のお蔭

で，内容も少しずつですが，良い方向にむいてきていると思います。これからも会員の先生方に喜ばれ

る内容にするために頑張ります。今後とも温かい目で見守っていって戴きたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中田郁平）

日本学校歯科医会会誌　第80号

印　　刷　　平成10年11月10日

発行平成10年1］月16日

発行人

編集委員

日本学校歯科医会　森本　　基

東京都千代田区九段北4－1－20

TEL（03）3263－9330　FAX（03）3263－9634

佐藤貞彦・出口和邦・菅谷和夫・古川正

塚本　亨・片山公平・佐貫直通

中田郁平（担当常務理事）・野溝正志（担当理事）
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歯牙保存液「ネオ」は、けがで抜けた大事な歯を、

元に戻すために、歯医者さんへ届ける保褥液です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奨励：日本学校歯科医会
歯には歯根膜とよばれる歯を支えている組織がありますが、

この歯根膜は乾燥に弱く、口の外での生存は30分位が限界とされています。

しかし、歯根膜が生きていれば歯を元の位置に戻す（再植）ことにより、

歯は再び機能を回復する可能性があります。

歯牙保存液「ネオ」は再植までの間、歯根膜を乾燥から保護し、

生存させる環境を提供します。
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保管方法：室温保存

使用期限：製造後2年

包装：35ml・2本入
標準価格：3，000円

●容器には本人以外の歯を入れないでください。

●再植した歯は、最良の治療を行っても失うことがあります。

●本品は無害ですが、飯用しないでください。

●本品は4℃で24時間、歯を保存できることが確認されて

いますが、できるだけ早く歯科医院へ行ってください。

●本品の購入にあたっては、学校歯科医、

かかりつけの歯科医にご相談してください。 鵬　　ネオ製薬工業株式会社　　〒150東京都渋谷区広尾3丁目1番3号
　　T（∋1（03）3400－3768（f‘ti）Fax　（03）3499－0613

　　　　　　　　　　TS9710
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学綾検診・裾宅診療に威力屠発揮

サージテル八ロゲンライトの特艮

0バッテリーパックでどこでも使える

②視点とライトが同軸

③患者の動ぎに素早く適応

④適度な明るさで正確な視診

⑤抜群の経済性

　学校検診で
学校は暗いし、生徒は一

人ひとり体格が違うし、じ

っとしていないので、視線

と同軸のライトは非常に

見やすく助かっている。

（新潟県　S先生）

オフィスで

学校検診にと思って購入し

たが、思いのほか使い心地

が良く、オフィスで診療に使

っている。ユニットや夕一ビ

ンのライトに比べ、修復部が

確認しやすいのは、おそらく

明るさが適切だからであろう。

（仙台市　H先生）

　　在宅診療丁

これまで簡易型のヘッドライ

トを使っていたが、まったく

次元が違うものであること

がわかった。このライトは、

ただ明るく照らすだけのも

のではなく、「正確に視る」

ためにデザインされている。

（大阪市　K先生）
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更に約4．0㎏軽量で性能がアップ

したオサダポータブル

ユニット7型にあわ　　Ol一II

茎ξ鶉騰譜層
な訪問診療か行え

ます。
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オサダポータプルユ三ット7
■ユニット部●電源ACIOOV　1．7A　50／60雛（一般家庭用電漂ノ●W410×

黙幌1醤亀鷺灘寄響；努難諭監讐
DI70×H220mm●重量4．8kg　￥1，430，000　製造承認番号07B第1020号

　一　　　｝一一＿嶺三v
♂

．翼

：「

睾i

オサダオーラルライトミラー2

●照度700Lx（ミラー面にて）　●連続使用時間3時間

●全長185mm（ミラー部75mm含）●電池BOX寸法37　x　85×

19mm●ミラー（標準φ20mm）3ヶ付●電源単3電池（2本）

●電圧3V
■オーラルライトミラー2●ハンドビース重量32g（ミラー含）

￥3r，500　東用第122号

■ミラー標準（φ20mm）　　　　■ミラー小（φi7m鵬）

［0本入￥7，000　　　　　10本入￥7、000
50本入￥30，000（i本￥600）50本入￥30，000（1本￥600）

［00本入￥50，000（1本￥500）iOO本入￥50，000（1本￥500）

・廿・・〃www．・sa曲・・・・・…c・・jp凸 ：論喜；、藷鵜良講藷瀦轟護諺慧躍諮審黛蕪lll、途，、受、，ます

⑧暑聡壌議齪着念1禁

　　　　TELO3（3492）7651
　　　　FAXO3（3492）7506

亨し硬冒01、〔747き1391

nf司ftO19［．653L546a
て山台fgO22（262，1705
郡L［」費0249‘33＞4947

斬潟壼025（265｝3ア10
字都窟ttO28（638’5185
水戸inO29（231）6771
大宮費048（652｝0401

千PtrtO43（278｝6152
茜聚．q．　aO42i524，9186

顕緊Φ受aO3（3494）2271
夷景堀喚rtO3（3494｝2271

0診冠桑’實03r3494）2271
婆事琵舜こ君03〔3494）2271

萸蒙εi西實03（3494）2271

喫eE北燈03（3494＞227τ

導孚’1君045〔441｝3151
遷…亭　2君045　44「、315「

モ｛F　3君0451441）3151

艮野費0263（47）ア060
静賢君054‘252｝0642
8さ蟹1實052〔932）Q63↑

名古■2壼052〔932）0631
3δ購3ttO52〔932）063！

大rclnO6C281）1227
天fi　3rtO6（281〕1227
燕ヨ戸費Oア8〔251〕0649

山隔實086〔225）5689
Ut島ftO82で241）7165
高vanO87（833）9565
福wattO92（431）フ774
北九州倉093（591）5732

良吟君095（844）4093
聴取君096〔383）6770
建岡君09B2（35）5143
鹿児島君099（256）6869
淘P縄君098（862）0683
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栃馬第13号 マニーリーマ　　　マニーKファイルマニー・Hファイル
MANI　REAMERS　MANI　K．　FILES　MANI　H．　FILεS

We　serve　wi†h　micro　processing　technology

優れた機能、そして磨き抜かれた使いやすさを追及。
MANI　strives　to　make　all　functions　easy　to　use．

REAMERS，K・FILES，HEDSTROEM十ll．ES
リーマ，Kファイル，　H77イル

●落下防止糸孔
糸孔があいていますから、落下防止用にくさD、糸などを通してこ使用になれます．
Drop　preventing　thread　eye．

Eyes　for　a　chain　or　a　string　are　provided　to　avoid　dropping　when　used．

●カラーによる識別性
　ハンドルは太み別の色わけがされています。
　Color　coding．

　Diametric　size　of　reamers　or　files　are　identlfied

　by　color　coding　ot　the　handle，

●最高品質の18－8ステンレススチール使用

’

　　　’
　　　’
　　’
　’
’

’

t

耐蝕性に優れ、適贋な柔軟性と硬度を併せ持った目社開発の「マニー・

ハードファイバー・ステンレス・スチール」を便用しています。
The　best　quality　18・8stainless　steel　is　used　for　its　excellent

heat－resistant　property　as　well　as　its　go◎d　flexibility　and　hardness．

●シャープなエッジと鏡面仕上げ
　完全な鋭い切れ刃、表面は特許ラッピング加工により

　鏡面に仕上っておDます。
　Sharp　edge　and　mlrror　like　finish．

　Flawless　edge　and　mirror　like　finishing　are　applied

　to　the　surtace．

●

「

●

聾5

　’
’

ナンバーリングによる識別性
ハンドルの頭部に見やすい番号が印字してありま

すから、リーマポックスに立てても太みの識別が
楽にできます。

ldentitioation　by　numbering．

Clear　nロmbers　are　marked　on　the　top　of　the　handle，

making　it　easy　to　identify　the　sizes　of　instruments

when，　they　are　placed　in　a　reamer　box．

●　　　●

　　　　’
　，”

ノ＼指に＿加工

　　　　　持ちやすく、指にフィットする形状。
　　　　　Design　fitted　to　the　fingers．

　　　　　The　shape　is　fitted　to　the　fingers　for　ease　in　grasping，

すべり止め用溝
よこ溝がついていて、すべりを防ぐ形状になっています。
Grooves　to　stOP　slipPin9．

The　ho雨zontal　grooves，incorporated　in　the　handle，

prevent　slipPing　when　use．

MAN1独自のラバースットパー
ラバースットパーは、それぞれの形状、

長さに合わぜたものが、韻初から1入
されています。

Rubber　stops　are　inserted　from　the

beginning　according　to　each　shape
and　size．

●識別しやすいケース
　ケースの外側から種類・サイズ・長さが確認できます。
　The　package　ailows　you　to　confirm　the　right　shape．size　and　length　from　outside．

●ケースはスライド式
　スライドさぜて1本、1本取り出すことができる無駄のないケースです。
　You　can　take　out　any　pi㏄e　of　instruments　by　sliding　the　lid　of　the　package　with

　one　hand．　Removing　or　cutting　labeis　of　the　size　number　is　unnecessary．

匿
9

REAMERS

K－FILES

㊥唱■●→一一
　　　　　　L＿＿＿＿．L

SIZEi Color SIZE Color SIZE Color

※06（000）（聖皿⊃ 35（5）■■ 80（12）■圏■

㊥e■卜＋一一一・一
　　　　　　トー一一一一一一L

08（00）（…皿⊃ 40（6）■■ 90（13）∈皿〔〕

10（0）〔…団旺〕 45（7）圃ID 100（14）唱■■■

H・FILES ㊥
15（1）〔皿 50（8）a■9 110（15）C■■e

」＿二＿＿＿＿L 20（2）鵬 55（9）咀圏■ 120（16）■ll■D

Length（L）：18，21，25，28，31mm

Packed　　：6pcs，　to　a　package

25（3）■■■ 60（10）a■■
Assorted：15（1）－40（6）

　　　　45（7）－80（12）

　　　　90（13）－140（18）

130（17）唱1■■9

30（4）■■ 70（11）e■■ 140（18）C■■e

来REAMERS．K・FILES　ONLY

●18mmリーマ・ファイルは、＃15～＃40迄となります。しength　18mm　reamers　and　files　are　available　in　size　＃15　through　＃40．

D ● ム ， ●

●ISO規格のファイルは、太みの変化率がIO番から15番ではSOo／o、15番から20番では3396と、サイズ毎の変化率に大きなバ

　ラツキがあるという欠点があります。弩曲根管形成時に於いて特に細いファイルが伸びたり折れたりする事があるのも、太みの　　SIZε　C◎lor

慧藷羅翻識離蕊瀟響謹盤翻嘉儲灘離灘距；器
　＃15and＃40　size　files．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22　　　〔N）

●MAMの中間リーマ・ファイルは、長さ・テーパーともrSO規格に基づいております。　ISO規格のリーマ・ファイルとの併用も容　　　27　　◎■■

易です・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32　●■■
MANI　MEDIUM　REAMERS　a”d　FILES　have・am・length・and・t・p…f2／100・。・f。mi・g　t。　th・IS・O・・specifi・ati。ns・　　　　37　allllD

●八ンドル部は、太みに応じて色分けがされています。各色は右の表の通りです。

　Diametric　size　of　reamers　and　files　are　identified　by　color　coding　of　the　handle．　　　　　　　Length（L）：21，25mm　Assorted：12－37　Packed：6pcs．　to　a　package

▲注意リ『マ゜ファイルのこ難『畢，論讃警響狸鵠灘驚藻櫨綿罐。幣棚菌処理を行って下さし’

デザイン　仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　Deeleg6D410

本社工場圏〒329－12栃木県塩谷郡高根沢町中阿久津743　Tel：028－675－1511㈹［栃用第13号／栃用輸第12号］

　　　　【歯科営業】Tel：028－675－3931／Fax：028。675－4256

溝原工場■〒321－32栃木県宇都宮市清原工業団地8－3　　Tel：028－667－181制℃、［栃用第133号］

743NAKAAKUTSU　TAKANEZAWA・MACHI　TOCHIGI－KEN，329・12」APAN
Exp．Sec．／Phone：028・675咀3311　Telefax：028－675．4256　Telex：3522317MANI」

皿



●

社団法人日本学校歯科医会推薦品

学校検診ライトに……

o
璽ミ．

〈特長〉

◎口腔内をもらさず明るく照らす（20，000LUX距離i80cm）

◎目に優しい自然光に近い（4，000°ケルビン±250k）

◎無熱性構造でドクターの頭部位置での温度が極めて低い。　t

◎操作は自在。持ち運びや組立ても簡便。

◎診療室での補助照明にも便利。

碓

入
電
照

様〉

力：ACIOOV　55W（VA）

球：ハロゲン100V－55W

度：20，000ルックス距離80cm

色温度：4，000°ケルビン±250k

灯　　径：18cm

スイッチ：灯部へON／OFFスイッチ

総重量：5．5kg

（発売元）ixrte？t　C」Plbev作所

　　　　114－OOO3東京都北区豊島1－8－3　Tel　03－3927－9700　Fax　O3－3927－9709
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六歳臼歯の

監修

作

中垣晴男
　・以1ビJレ・しノ、箏「IL、衛’』教長

石黒幸司
「　1　　ラ、f’］　Hlf［lilf呆1壕1苓E口参4オξμF］FJ）i上乏　1

安藤和美／浜口里江／安藤香予子
　1　　ケ、f1，1日」　［虹lf呆f茎1　王　1　　　　4く（Fr1［

●A4変型　32ページ
●オールカラー　上製本

◎定価（本体1，900円＋税）

＊この作品は、岐阜県t：矢作町で5～6歳児を対象に、

六歳臼歯の人切さを教える時に使用した創作紙芝居2

作を絵本にまとめたものです、

牒撚1懲齪1騨臼歯が身鋤・
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イラストでみるこれからのむし歯予防

一
キシリトrルとアパタイト壱正しく理解する一

監修：花田信弘／著：今井奨・寒河江登志朗

きれいなコンピュータイラストがわかりやすし

「キシリトールやアパタイトって

何？」と聞かれたとき適切に答え

られますか？この本は，まずド
ウターやスタッフにキシリトール

とアパタイトを正しく理解しても

らうためのものです．患者さんへ

の説明にも利用できます．

★日本歯科医師会雑誌98年6月号

麟’ました
麟姻

　　　　　　曹
穐茎

　　㍉麟♂

戴叢轟輸

顎関節症はこわくない

著：木野孔司（東京医科歯科大学）

　　杉崎正志（東京慈恵会医科大学）

　　和気裕之（神奈川県横浜市開業）

A4判　上製本　36頁　フルカラー

予価：本体5，000円（11月発刊）

美しいコンピュータイラストを駆使した

とてもわかワやすい患者指導用絵本です．

顎関節症についての最も新しい考え方に

基づいていますので，まずドクターやス

タッフの方々が読んでみてください．
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B4判／紙芝居形式／82ページ／30項目

定価（本体2，913円＋税）

砂書房 〒113－oO33東京都文京区本郷3－13－5
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（社）日本学校歯科医会

　　　推薦作品
Dr．オカザキの「健ロ」ビデオ ●プロデュース　岡崎好秀

●監　　　　修　下野　勉

／

もっと歯を大切にしようよ！

全5巻（各20分） ●各巻9，975円●揃価49，875円（※価格は税込）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る歯とは何か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恐竜が語

～ 進化したヒトの歯の神秘～
A■1巻「恐竜が語る歯とは何か」は恐竜を題材に、ヒトの歯の素晴らしさ

　について語っています。誰もが「ヒトの歯は一度しかはえ代わらないけ

　れど、サメや恐竜等の歯は何度もはえ代わるのでうらやましい」という

疑問を持っています。本当にそうでしょうかつ

を調べるために揃えた恐竜の本の背表紙を測ると1メートル。調査はモン

始めヨーロッパの恐竜博物館巡りをし、この疑問に立ち向かいます。歯の

観点からヒトの歯の素晴らしさを紹介します。

　ペースシャトルから見る地球。こ

　の美しい地球をいつまでもきれい
　に保ち続ける必要があDます。世
で起こる環境汚染、湾岸戦争の油性火

いつの間にか口の中の環境汚染につな

ます，現代の食生活の変化は、ロの中

気の増加をもたらせました，口は、食

入る最初の器官ですから、食物が変化

と最初に変化するのは口かもしれまぜ

小学生のヒロシ君と一緒に宇宙から、

歯の原因論に迫ります。

乳鷲欝1灘繋
はえてきて永久歯を導く“親の歯”と

も言えるのです。人間20歳をすぎれば

生き方考え方が変わらないように、歯

も子ども時代が大切i奇想天外なスト

ーリーから、子どもの歯について考えま

す。お子さんがいたら、すぐに歯医者
さんにつれていきたくなるビデオです。

医難1繋藻■慶
歯の寿命はそんなに延びたとは言

えません。人生50年の時代から

80年の時代へと寿命の延びたぶ
ん、健康でいきいきとした生活を

送りたいものです。歯の病気は直

接「いのち」に関ることは少ない

ですが、健康で元気なよい生活を

膨 』

送るために歯が健康であることが必要です。本編では、食べることに焦点を当

て健やかな人生を送るための「鍵」を紹介します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

⑨元気鵯蕪翻卿ち
　　　も動物も歯があるかないかというこ

人　　　とは、その印象を変えてしまうだけ
　　　でなく、体の動きにも影響を与えま
す。特に年齢とともに筋肉の力や体のバラン

ス能力が落ちてきたとき、歯の存在が行動範

囲までも左右してしまうのです。本編では体

の各機能と歯の密接な関係を紹介。歳を重ね

るほど歯の役割の重要さが増すことがわかり
ます。

　No．2～No．5にはDr．オカザキと小学生ヒ

ロシ君が登場。世代を超えて楽しめる作りに

なっています。

▲ ▼ 農文協マルチメディア部宛て　FAx　O3・3585・6466 ▼下記にご記入のうえFA×か　郵送でお送りください

もっと歯を大切にしようよ！ 全5巻　　セット　No．1＿本 No．2　本 No．3 本 No．4＿本 No5　本

一 一 一 一
ご芳名 ご担当者名

　　　（〒　　　一　　　　）
ご住所

一一

TEL．　　　　一 ， FAX， 一 一

・お問い合わせで注文農文協 社団法人農山漁村文化協会
〒107－8668　東京都港区赤坂7－6－1 TELO3－3585－1144　FAX．03－3585－6466
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1

と
短時間でセッティングできるケースから、時間のかかるケースまで

　　　　　　　　　　　どんなときでもCXが対応します6

HY材　特に操儲にポイントを置、、て醗されたHY材（タンニン．フッイヒ物舗）船の舗

配育用グラスアイオノマーセメント筑操1乍時間に幅を持たせたことによりどのような症例にも対

／1蕪1議徽臨灘㍊鋭窪鰍隷1重甜｝遭そ灘1

㊧

包装・価格

1－1セット￥9，000

　　●粉459
　　●液30g（25mD
　　●付属品一式

tilれののれをほに　ぴ9る

株式会社松風

●インレー、クラウン、ブリッジ等

　の補綴物の合着

●窩洞の裏装●支台築造

●歯頸部等の知覚過敏症処置

●乳歯う蝕の暫間処置充填

●マルチバンドの固定●その他

価格はすへて1998年10月現在の標準医院価格Li肖費税抜き1です

■HY材とは…（タンニン・フッ化物合材）

HY材配合のセメントは世界で唯一

ハイーホンドシリーズのセメントは、HY材が配合され

た世界で唯一のセメントで京

HY材とは、タンニンとフッ化物の合材で夷

適量のHY材をセメントに配合することにより、優れた

辺縁封鎖性と圧縮強度、歯質への強固な接着力を

発輝しますしかも操作性が良く、生体親和性のあ

るマイルドなセメントに変身さ

せます

10数年の臨床実績

最近汐ンニンやフッ化物が臨

床において見直されてきてい

ますHY材を配合した松風の

ハイーホンドシリーズのセメント

は10数年にわたる臨床におい

ての実績があり、その卓越し

た効果が認められています

本社：〒6050983京都市東山区福稲L高松町11・TEL（075）561－1112：営業所：札幌（011）561－5846：仙台（022）299－e332：東京（03）3832・4366：名古屋（052）763｝2a91：大阪（06）2528141：福岡（092）472－7595



ミクロの原因菌を殺菌し、《歯周病・ムシ歯・ロ臭》を防ぐ

「薬用ミクロクリーン』は殺菌剤くトリクロサン〉を配合。

ミクロのレベルで原因菌を殺菌し、〈歯周病・ムシ歯・ロ臭〉を

効果的に予防します6

團孟ンu／v・グラt”ン
ミク0の賑因闇を殺菌し、〈歯周病・ムシ歯・口奥〉を防ぐハミガキ LION
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